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１ 災害危険箇所等一覧 

 

１－１ 危険箇所等総括表 

区     分 箇  所  数 

地すべり危険箇所（県建設部所管） 10 

山地災害危険地 

地すべり危険地区（県林務部所管） 1 

山腹崩壊危険地区 80 

崩壊土砂流出危険地区 81 

土砂崩壊危険箇所  40 

急傾斜地崩壊危険箇所  288 

土石流危険渓流  327 

砂防指定地  49 

重要水防区域  103 

 

１－２の１ 地すべり危険箇所 

（土木課調）                           

番号  台帳番号  箇所名  地区名  所在地  
面積

（ha）  
備     考  

１  １  広川原  臼田  田口  7.3  佐建  

２  ２  馬坂  臼田  田口  8.8  佐建 

３  ３  勝間  臼田  勝間  6.4  佐建 

４  27  田口峠  臼田  田口  13.21  

佐建／地すべり防止区域 

H4.5.28 法指定、人家 4、その他 

公共施設・県道  

５  28  榊山  臼田  田口  4.1  佐建 

６  29  宮代  臼田  田口  5.7  佐建 

７  30  下町  臼田  田口  4.2  佐建 

８  49  御馬寄  浅科  
御馬

寄  
31.7  佐建  

９  50  下原  浅科  甲  16.3  佐建  

10  51  水地  浅科  水地  68.3  

佐建／地すべり防止区域 

H14.1.25 法指定、人家 46、その他 

公共施設・県道・市道  

 

 



 

 

６ 1－2 の 2 地すべり危険地区 

 1452

１－２の２ 地すべり危険地区 
（佐久地域振興局林務課調） 

番号  台帳番号  箇所名  地区名  所在地  面積（ha）  備     考  

１  １  水地  浅科  蓬田字水地  10.0   
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１－３ 山腹崩壊危険地区 
（佐久地域振興局林務課調） 

番号 地区名 

面積（ha） 
治山事業

進捗状況 

位置 

調査 危険 
大 字  字  

地区  地区  

１ 東  30 10   志賀  柳沢  

２ 東  40 ２ 一部概成  志賀  九竜平  

３ 浅間  ４ ４ 一部概成  猿久保  野馬窪  

４ 浅間  ６ １ 概成  横和  寄塚  

５ 浅間  21 １   今井  清水  

６ 浅間  ７ １   鳴瀬  冷間  

７ 野沢  ８ ４ 概成  伴野  唐松坂  

８ 野沢  11 １   大沢  新田居村  

９ 東  22 ２   香坂  高棚  

10 中込  ３ １   常和  平畑  

11 野沢  ２ １   大沢  山田  

12 浅間  ２ ２ 一部概成  岩村田  向田堰土  

13 浅間  ２ １ 一部概成  上平尾  屋知  

14 浅間  ２ １ 一部概成  鳴瀬  城跡  

15 野沢  ４ ３ 概成  小宮山  伴野城根  

16 東  １ １ 一部概成  志賀  下八重久保  

17 中込  ２ ２ 一部概成  内山  一本木  

18 東  ３ １ 一部概成  志賀  根古沢  

19 野沢  ３ ２ 一部概成  前山  川越石  

20 中込  ６ １ 一部概成  内山  神房  

21 東  15 ３   志賀  大沢  

22 東  28 ３   志賀  寄石  

23 東  27 １   志賀  富山  

24 東  29 １   志賀  九竜  

25 野沢  ５ １ 一部概成  大沢  山田  

26 野沢  ６ １ 概成  前山  洞源  

27 浅間  ４ １ 概成  三河田  下原  

28 中込  ６ ２   中込  愛宕林  

29 浅間  １ １ 一部概成  塚原  宮の沢  

30 中込 ４ １ 一部概成  本郷中北側 

31 中込 ３ ２ 一部概成 内山 神房 

32 中込 １ １ 一部概成 内山 初谷① 

33 中込 １ １  内山 初谷 

34 野沢 １ １ 概成 根岸 日向 

35 臼田  ５ ３   入沢  児落場  

36 臼田  １ １ 概成   馬坂  

37 臼田  １ １   臼田  勝間  

38 臼田  １ １ 一部概成  田口  かいる渕  

39 臼田  １ １   田口  しらじ久保  
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番号 地区名 

面積（ha） 
治山事業進

捗状況 

位置 

調査 危険 
大 字  字  

地区  地区  

40 臼田  23 10  一部概成  田口  五庵  

41 臼田  １ １ 概成    日向  

42 臼田  ２ ２ 概成    城山  

43 臼田  ２ ２ 概成  上小田切  日向  

44 臼田 １ １ 概成  広川原 

45 望月  ７ ７ 概成  望月  胡桃沢  

46 望月  18 ２   協和  大里池  

47 望月  10 １ 概成  協和  細山  

48 望月  24 ３   協和  細山  

49 望月  18 16   春日  春日岳  

50 望月  22 ９   春日  春日岳  

51 望月  ８ ７ 一部概成  春日  春日岳  

52 望月  ７ ７ 概成  協和  細山  

53 望月  ６ ５ 概成  協和  赤谷  

54 望月  ８ ４ 一部概成  春日  春日岳  

55 望月  ３ １   春日  春日岳  

56 望月 １ １  春日 春日岳 

57 望月 ２ １ 概成 春日 春日岳 

58 望月 ３ ２  春日 春日岳 

59 望月 20 15 概成 春日 春日岳 

60 望月  12 ４ 一部概成  春日  西久保  

61 望月 ７ ５ 一部概成 春日 春日岳 

62 望月 18 14 概成 協和 赤谷 

63 望月 ３ ３ 一部概成 協和 細山 

64 望月  ４ ３   協和  唐沢  

65 望月  ４ ４   望月  古宮  

66 望月  ２ ２   望月  古宮  

67 望月  ４ ３ 一部概成  協和  藤ノ木  

68 望月  10 ６   春日  大河原峠  

69 望月  ３ ２ 一部概成    牧寄浦  

70 望月  ４ ３ 一部概成    畳石  

71 望月  １ １ 概成    本沢口  

72 望月  ２ ２ 概成    細山  

73 望月 ６ ６  望月 春日 

74 浅科  ３ ２   甲  山ノ畑  

75 浅科  ８ １   桑山  下導寺  

76 浅科  ９ ６ 概成  桑山  舟久保  

77 浅科  ５ １   塩名田  岩下  

78 浅科  ５ ３   桑山  伊比平  

79 浅科  ４ １ 一部概成  八幡  鳥久保  

80 浅科 １ １ 一部概成 御馬寄 駒寄山 
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１－４ 崩壊土砂流出危険地区 

（佐久地域振興局林務課調） 

番号 地区名 面積（ha） 
治山事業 

進捗状況 

位置 

大字 字 

１ 中込 1.6 概成 内山 東八重蒔沢 

２ 中込 2.2  内山 月通 

３ 中込 6.0 概成 内山 柳沢 

４ 東 4.1  志賀 中沢 

５ 野沢 1.1  根岸 東笹倉 

６ 野沢 6.6 一部概成 前山 尾垂 

７ 東 2.7 一部概成 志賀 檪原 

８ 東 1.9  香坂 神男沢 

９ 浅間 0.2  今井 宮ノ前 

10 野沢 0.5 一部概成 小宮山 シモジウス 

11 野沢 0.2  根岸 御岳 

12 東 3.8  志賀 大沢 

13 東 3.6  志賀 富山 

14 東 1.8  志賀 寄石 

15 野沢 6.0 一部概成 小宮山 伴野城根 

16 東 1.7 一部概成 志賀 九竜 

17 野沢 1.5  前山 サギ山 

18 野沢 0.6  大沢 山田 

19 東 0.9  志賀 九竜 

20 東 1.2 未成 志賀 柳沢 

21 野沢 0.3 概成 伴野 原崎 

22 中込 1.2 一部概成 内山 坂の入 

23 東 0.3 概成 志賀 池尻 

24 中込 0.1 概成 内山 神房（２） 

25 臼田 1.1 一部概成 田口 猪久保 

26 臼田 1.3 一部概成 田口 しらじ久保 

27 臼田 2.6 未成 田口 高畑 

28 臼田 0.6 一部概成 田口 沖の沢 

29 臼田 2.5 未成 田口 葭の入 

30 臼田 3.2 未成 田口 大滝 
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番号 地区名 面積（ha） 
治山事業 

進捗状況 

位置 

大字 字 

31  臼田  3.6   清川  鳳雁  

32  臼田  1.1   切原  常平  

33  臼田  1.3   切原  常平  

34  臼田  0.9  一部概成  田口  韮草  

35  臼田  0.5   田口  猿岩  

36  臼田  1.2   田口  葭の入  

37 臼田  0.7   田口  広川原  

38  臼田  1.2  一部概成  田口  志らじ久保  

39 臼田 0.5 一部概成 田口 駒倉 

40 臼田 0.3 一部概成 田口 にら草 

41 臼田 0.3 一部概成 田口 笹倉 

42 臼田 0.7 一部概成 田口 馬坂 

43 臼田 0.7 概成 田口 本際 

44 望月  1.0  概成  協和  岩下  

45  望月  0.6   協和  柏原  

46  望月  0.9  概成  協和  藤の木  

47  望月  1.2  一部概成  協和  甘酒  

48  望月  1.8   協和  甘酒  

49  望月  3.0   協和  唐沢  

50  望月  4.5  概成 春日  春日岳  

51  望月  4.5  一部概成  春日  春日岳  

52  望月  4.5  一部概成  春日  春日岳  

53  望月  2.3   協和  赤谷  

54  望月  3.6  一部概成  協和  細山  

55  望月  4.5  概成  春日  春日岳  

56  望月  4.5  一部概成  協和  唐沢  

57  望月  4.2  概成  協和  唐沢  

58  望月  2.4  一部概成  協和  甘酒  

59  望月  1.1   協和  八丁地峯  

60  望月  0.9   印内  日沢  
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番号 地区名 面積（ha） 
治山事業 

進捗状況 

位置 

大字 字 

61  望月  0.9   協和  山ノ神  

62  望月  0.9   協和  合ノ沢  

63  望月  0.9  一部概成  布施  雁村  

64  望月  1.7   布施  転石  

65  望月  1.1  一部概成  布施  脇ノ沢  

66  望月  3.0   布施  藤巻  

67  望月  0.5  概成  印内  印内  

68  望月  0.8  一部概成  協和  延沢  

69  望月  3.0  概成  春日  春日岳  

70  望月  6.0   春日  春日岳  

71  望月  0.8  概成  春日  春日岳  

72  望月  3.9  概成  春日  春日岳  

73  望月  3.0  一部概成  春日  春日岳  

74  望月  1.8  一部概成  春日  西久保  

75  望月  1.1  一部概成  協和  唐沢  

76  望月  0.3  一部概成  協和  小瀬口  

77  望月 3.6  一部概成   八ツ石久保  

78 望月  1.0  一部概成  春日 春日岳  

79 望月 3.60  概成  春日 春日嶽Ａ  

80  浅科 0.3  概成   土合  

81  浅科 1.05  概成   入の沢  
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１－５ 土砂崩壊危険箇所 

（耕地林務課調） 

番号  施設番号  
地区 

番号  
地区名  所 在 地  管理団体名  備考  

１ 217001   下宿  小田井  佐久市土地改良区  佐久  

２ 217003  01  荒谷 1  岩村田字七道  佐久市土地改良区  佐久  

３ 217003  02  荒谷 2  岩村田字古城  佐久市土地改良区  佐久  

４ 217004  01 常木用水  岩村田字上の城  佐久市土地改良区  佐久  

５ 217004  02 常木用水  塩名田字上唐沢 佐久市土地改良区  浅科 

６ 217004  03 常木用水  塩名田字下唐沢 佐久市土地改良区  浅科 

７ 217005   神房  内山字黒田  佐久市  佐久  

８ 217006   東立科  東立科  佐久市  佐久  

９ 217007  01  田口用水  平林・田口  田口用水組合 臼田  

10  217007  03 田口用水  入沢・三分  田口用水組合 臼田  

11  217012    三ヶ用水  平林・三分  三ヶ用水組合 臼田  

12  217014   臼田下越  臼田  佐久平土地改良区  臼田  

13  217015  01 枯木平用水  湯原  佐久市  臼田  

14  217015  02  道平用水  湯原  佐久市  臼田  

15  217017   日影用水  上小田切  佐久市  臼田  

16  217018   栗の木用水  中小田切  佐久市  臼田  

17 217019  霞ノ入用水 田口 佐久市 臼田 

18  217021  01 谷田用水  春日字蕨平～諏訪入 谷田水利組合  望月  

19  217021  02 谷田用水  春日字下沖 谷田水利組合  望月  

20 217022  01 茂沢 春日字鳶石 佐久市 望月 

21 217022  02 茂沢 春日字宇樽 佐久市 望月 

22 217023   片倉用水  協和字下陀～片倉沖 佐久市 望月 

23 217024   作畑用水  印内字作畑  佐久市 望月 

24 217026   高呂上  協和字平石～堰上 佐久市 望月 

25 217027  01 天神用水 協和字中島～堂上日影  佐久市 望月 

26  217027  02 天神用水 協和 佐久市 望月 

27 217028  01 印内用水  望月字長坂  佐久市 望月 

28 217028  02 印内用水  望月 佐久市 望月 

29 217030   瓜生 望月字御桐谷～寺前  川西土地改良区連合  望月 

30 217031   中居東  布施字坂峰 佐久市 望月 
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番号  施設番号  
地区 

番号  
地区名  所 在 地  管理団体名  備考  

31 217032  入布施東 布施字スボ入 佐久市 望月 

32  217034   岩下  春日字岩下  佐久市  望月  

33  217036   新田  春日字権現平  佐久市 望月  

34 217037   茂田井用水 協和 立科土地改良区 望月 

35 217038  01 安原用水 横根字芋の原 佐久市土地改良区 佐久 

36 217038  02 安原用水 上平尾字大輪子 佐久市土地改良区 佐久 

37 217039   新田 内山字新田 佐久市 佐久 

38 217040   白岩用水 横根字赤岩 佐久市土地改良区 佐久 

39 217041   三角田用水 常和字吉沢 佐久市 佐久 

40 217042   平尾用水 横根字上長坂 佐久市 佐久 
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１－６ 急傾斜地崩壊危険箇所 

（土木課調） 

番

号 
箇所番号 箇所名 大字 字 

概 況 等 保

全 

人

家 

戸

数 

危険区域 

法指定日 
備考 

延長 
斜

度 

高

さ 

1 21711001 西地 香坂 西地 330 32 90 10   佐久 

2 21711002 志賀中宿 志賀 中宿 280 38 80 8   佐久 

3 21711003 志賀上宿 志賀 上宿 190 32 70 9   佐久 

4 21711004 八重久保 志賀 駒込 220 30 35 12 H4.9.17 佐久 

5 21711005 駒込 志賀 西駒込 230 38 25 30 
S56.3.30 

H2.4.26 
佐久 

6 21711006 初谷温泉 内山 初谷 120 40 80 1   佐久 

7 21711007 大月 内山 大月 100 30 30 7   佐久 

8 21711008 相立 内山 相立 270 40 40 6   佐久 

9 21711009 中村 内山 中村 180 38 90 11   佐久 

10 21711010 肬水 2号 内山 肬水 190 45 70 7   佐久 

11 21711011 肬水 3号 内山 肬水 70 35 30 5   佐久 

12 21711012 肬水 内山 肬水 100 35 25 8   佐久 

13 21711013 町上 内山 町上 120 37 30 8   佐久 

14 21711014 町下 内山 法観寺 100 35 55 10 S57.4.5 佐久 

15 21711015 町下 2号 内山 町下 170 35 20 8   佐久 

16 21711016 松井 内山 松井東 80 34 30 6   佐久 

17 21711017 採石場下 平賀 東姥石 70 30 50 5   佐久 

18 21711018 大林寺 平賀 平賀上宿 70 43 70 5   佐久 

19 21711019 平賀上宿 平賀 上宿 120 33 20 17   佐久 

20 21711020 竹原団地 平賀 竹原 200 30 50 22   佐久 

21 21711021 北沢 常和 北沢 120 38 50 7   佐久 

22 21711022 阿ら井 常和 阿ら井 300 35 45 11   佐久 

23 21711023 上平尾 上平尾 古城跡 170 45 30 0   佐久 

24 21711024 横根 横根 十二平 90 35 15 6   佐久 

25 21711025 横根北 横根 横根 200 60 15 7   佐久 

26 21711026 平根橋 横根 苧 85 80 10 7   佐久 

27 21711027 安原北 岩村田 荒宿 105 38 8 11   佐久 

28 21711028 安原南 岩村田 荒宿 110 50 8 2   佐久 

29 21711029 伊勢林 岩村田 向田 410 80 12 19   佐久 

30 21711030 大和町 岩村田 大和町 150 50 12 10   佐久 

31 21711031 上の城 岩村田 上の城 500 35 12 48   佐久 

32 21711032 一本柳 岩村田 下福王寺 510 45 10 8   佐久 

33 21711033 根々井 根々井 日向 180 40 10 6   佐久 

34 21711034 中央区南 中込 梨ノ木 740 45 20 41   佐久 

35 21711035 横和 横和 横和 400 52 20 25   佐久 

36 21711036 白山団地 三河田 九反田 500 40 22 30   佐久 

37 21711037 鳴瀬 鳴瀬 原口 240 70 15 0   佐久 
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38 21711038 落合 鳴瀬 落合 150 34 12 15   佐久 

39 21711039 南岩尾 鳴瀬 宮の前 100 45 10 5   佐久 

40 21711040 弥生ヶ丘 小宮山 弥生ヶ丘 200 34 8 13   佐久 

41 21711041 小宮山北 小宮山 伴野 290 45 40 14   佐久 

42 21711042 小宮山 前山 居屋敷 510 35 50 19 H3.4.1 佐久 

43 21711043 前山南 前山 前山南 180 33 35 5   佐久 

44 21711044 地家 大沢 地家 75 40 20 1   佐久 

45 21711045 上町 大沢 居屋敷 180 35 40 6 H2.4.26 佐久 

46 21711046 日向 根岸 上長坂 300 40 65 21 
S51.5.20 

S55.2.21 
佐久 

47 21711047 東立科 東立科 長窪 180 31 30 11   佐久 

48 21711048 新田居村下 大沢 新田居村 100 30 50 2 S62.3.23 佐久 

49 21711049 新田居村 大沢 新田居村 670 35 55 35 S58.4.18 佐久 

50 21712001 西地東 香坂 西地 110 40 50 2   佐久 

51 21712005 黒田 内山 黒田 100 35 30 1   佐久 

52 21712006 苦水 内山 苦水 120 35 90 1   佐久 

53 21712007 相立 2号 内山 苦水 110 35 60 2   佐久 

54 21712008 相立 3号 内山 苦水 70 41 60 2   佐久 

55 21712009 中村 2号 内山 中村 90 42 40 3   佐久 

56 21712010 町中 内山 町中 200 36 140 1   佐久 

57 21712015 正安寺 内山 松井東 160 36 40 1   佐久 

58 21712016 上宿 2号 平賀 上宿 140 35 25 2   佐久 

59 21712013 常和北 1 号 常和 常和北 90 30 20 1   佐久 

60 21712014 常和北 2 号 常和 常和北 80 35 50 1   佐久 

61 21712011 常和南 1 号 常和 常和南 170 45 40 4   佐久 

62 21712012 常和南 2 号 常和 常和南 130 31 70 4   佐久 

63 21712002 上平尾 2 号 上平尾 東大久保 105 48 10 2   佐久 

64 21712003 湯川温泉 岩村田 栗毛坂 110 35 10 4   佐久 

65 21712004 長土呂 長土呂 本宮 140 35 15 4   佐久 

66   伊勢林 新子田 伊勢林 75 44 14 4   佐久 

67 21712017 瀬戸中 瀬戸 瀬戸中 45 60 8 2   佐久 

68   落合 鳴瀬 落合 170 70 12 4   佐久 

69 21712018 竹田 根岸 竹田 60 31 20 2   佐久 

70 21712019 沓沢 根岸 沓沢 130 33 40 2   佐久 

71 21712020 大沢 大沢 大沢新田 90 38 40 2   佐久 

72 21713001 香坂 1 香坂   223 37 62     佐久 

73 21713002 香坂 2 香坂   190 41 54     佐久 

74 21713003 西地 香坂 西地 215 50 44     佐久 

75 21713004 志賀 2 志賀   240 39 46     佐久 

76 21713005 志賀 1 志賀   303 45 26     佐久 

77 21713006 内山牧場 1 内山 内山牧場 160 47 40     佐久 
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78 21713007 内山牧場 2 内山 内山牧場 170 46 30     佐久 

79 21713008 黒田 内山 黒田 220 55 50     佐久 

80 21713009 大月 内山 大月 140 50 30     佐久 

81 21713010 苦水 1 内山 苦水 200 30 70     佐久 

82 21713011 苦水 2 内山 苦水 130 42 70     佐久 

83 21713012 苦水 3 内山 苦水 180 50 50     佐久 

84 21713013 肬水 内山 肬水 158 50 84     佐久 

85 21713014 町上 内山 町上 165 34 60     佐久 

86 21713015 常和南 2 常和 常和南 288 30 72     佐久 

87 21713016 常和南 常和 常和南 260 32 50     佐久 

88 21713017 常和南 1 常和 常和南 110 38 26     佐久 

89 21713018 上平尾 上平尾   190 44 26     佐久 

90 21713019 花園町 岩村田 花園町 268 39 28     佐久 

91 21713020 伊勢林 1 新子田 伊勢林 175 43 20     佐久 

92 21713021 伊勢林 2 新子田 伊勢林 223 37 12     佐久 

93 21713022 鳴瀬 鳴瀬   213 41 16     佐久 

94 21713023 落合 鳴瀬 落合 575 37 14     佐久 

95 21713024 北岩尾 鳴瀬 北岩尾 328 32 20     佐久 

96 21713025 地家 大沢 地家 200 36 20     佐久 

97 21713026 前山南 前山 前山南 305 32 40     佐久 

98 21713027 小宮山 小宮山   588 41 40     佐久 

99 21713028 平井 1 根岸 平井 160 36 10     佐久 

100 21713029 平井 2 根岸 平井 130 37 14     佐久 

101 21713030 笠倉 1 根岸 笠倉 265 34 32     佐久 

102 21713031 笠倉 2 根岸 笠倉 185 31 22     佐久 

103 21713032 笠倉 3 根岸 笠倉 313 45 22     佐久 

104 21713033 笠倉 4 根岸 笠倉 268 45 18     佐久 

105 21713034 笠倉 5 根岸 笠倉 180 38 28     佐久 

106 21713035 笠倉 6 根岸 笠倉 175 32 16     佐久 

107 21713036 笠倉 7 根岸 笠倉 153 36 18     佐久 

108 21713037 沓沢 根岸 沓沢 168 41 22     佐久 

109 21713038 東立科 東立科   140 34 20     佐久 

110 21713039 美笹 1 前山 美笹 263 37 14     佐久 

111 21713040 大沢新田 1 前山 大沢新田 390 33 30     佐久 

112 21713041 大沢新田 2 前山 大沢新田 60 43 30     佐久 

113 21713042 美笹 2 前山 美笹 200 30 20     佐久 

114 21713043 美笹 3 前山 美笹 200 30 20     佐久 

115 30111001 馬坂 2号 田口 馬坂 140 40 50 5 S54.2.13 臼田 

116 30111002 馬坂 1号 田口 馬坂 250 55 50 8 S54.2.13 臼田 

117 30111003 広川原 1 号 田口 広川原 200 50 50 5   臼田 

118 30111004 不老温泉 田口   120 50 50 1   臼田 
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119 30111005 丸山 田口 丸山 120 50 25 5   臼田 

120 30111006 丸山下 田口 丸山 150 40 40 5   臼田 

121 30111007 玉尾 田口   250 45 40 11   臼田 

122 30111008 下町 田口 下町 275 60 100 8   臼田 

123 30111009 常和 常和 
はかせ久

保 
110 35 6 10 S49.1.28 臼田 

124 30111010 清川 常和 清川 140 33 26 5 S48.11.15 臼田 

125 30111011 清川 2号 常和 清川 135 50 20 8   臼田 

126 30111012 赤谷 入沢 赤谷 200 30 9 5   臼田 

127 30111013 入沢 入沢 入沢 170 35 40 25   臼田 

128 30111014 入沢口 入沢 入沢 230 45 26 10 S59.4.19 臼田 

129 30111015 稲荷山 城山   250 40 20 30   臼田 

130 30111016 勝間下 勝間   300 45 15 24   臼田 

131 30111017 勝間 上 勝間 540 70 15 9 H9.11.20 臼田 

132 30111018 旭ヶ丘北 臼田 旭が丘 200 45 50 17   臼田 

133 30111019 旭ヶ丘南 臼田 旭が丘 220 45 12 13 S60.4.4 臼田 

134 30111020 旭ヶ丘 臼田 旭が丘 55 45 23 7 S48.11.15 臼田 

135 30111021 下滝 湯原 下滝 210 45 40 12 S55.2.21 臼田 

136 30111022 北側 湯原 北側 170 42 25 9 S57.4.5 臼田 

137 30111023 北側 2号 湯原 北側 300 35 12 10 S58.4.1 臼田 

138 30111024 南側 湯原 南側 80 30 9 7   臼田 

139 30111025 湯原 3 湯原   60 10 3 6   臼田 

140 30111026 湯原新田 湯原 新田 140 32 20 10   臼田 

141 30111027 北川 北川 北川 150 30 20 10   臼田 

142 30111028 居村 中小田切 居村 100 50 10 6   臼田 

143 30111029 中小田切 中小田切   175 42 20 7   臼田 

144 30111030 上小田切 上小田切   175 40 25 6   臼田 

145 30111031 日向 上小田切 日向 140 40 23 8 S60.4.4 臼田 

146 30111032 十二新田 上小田切 十二新田 220 50 40 10   臼田 

147 30111033 新田下 上小田切 十二新田 150 35 20 15   臼田 

148 30111034 新田上 上小田切 十二新田 300 33 16 12 S59.4.19 臼田 

149 30111035 観音平 上小田切 大久保 340 35 25 5   臼田 

150 30111036 岩水 平林 岩水 410 40 35 38   臼田 

151 30112001 広川原 田口 狭岩 53 56 154 1 S46.3.25 臼田 

152 30112002 丸山 下小田切 丸山 80 40 30 1   臼田 

153 30112003 旭ヶ丘 臼田 旭ヶ丘 95 40 50 1   臼田 

154 30112004 北側 湯原 北側 60 40 10 1   臼田 

155 30112005 湯原 2 湯原   63 50 18 2   臼田 

156 30112006 十二新田 1 上小田切 十二新田 80 33 30 1   臼田 

157 30112007 十二新田 2 上小田切 十二新田 50 32 30 1   臼田 

158 30113001 山ノ神 田口 山ノ神 260 37 30     臼田 
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159 30113002 丸山 1 田口 丸山 210 41 76     臼田 

160 30113003 丸山 2 田口 丸山 195 33 64     臼田 

161 30113004 丸山 3 田口 丸山 133 39 34     臼田 

162 30113005 清和寮下 勝間 城山 90 31 8 3 S48.3.26 臼田 

  清和寮上       S48.11.15 臼田 

163 30113006 旭ヶ丘 1 臼田 旭ヶ丘 310 35 50     臼田 

164 30113007 旭ヶ丘 2 臼田 旭ヶ丘 205 32 34     臼田 

165 30113008 大平 湯原 大平 408 34 36     臼田 

166 30113009 十二新田 1 上小田切 十二新田 118 30 22     臼田 

167 30113010 十二新田 2 上小田切 十二新田 185 31 46     臼田 

168 30113011 十二新田 3 上小田切 十二新田 100 37 30     臼田 

169 30113012 十二新田 4 上小田切 十二新田 100 36 31     臼田 

170 30113013 十二新田 5 上小田切 十二新田 220 34 20     臼田 

171 32511001 屋敷裏 塩名田 屋敷裏 170 35 10 28   浅科 

172 32511002 塩名田 塩名田 原 220 34 15 3   浅科 

173 32511003 庄ノ上団地 御馬寄 庄の上 250 30 20 16   浅科 

174 32511004 御馬寄 御馬寄 御馬寄 440 35 25 31 
S45.3.5 

S48.3.26 
浅科 

175 32511005 駒寄 御馬寄 駒寄 160 40 30 6   浅科 

176 32511006 駒寄山 駒寄 駒寄山 100 40 20 10   浅科 

177 32521001 水地 蓬田 水地 80 70 7 16   浅科 

178 32512001 入の沢 桑山 入の沢 70 30 40 2   浅科 

179 32512002 御牧原 桑山 御牧原 80 30 30 2   浅科 

180 32512003 御馬寄 3 御馬寄 御馬寄 85 42 15     浅科 

181 32513001 入の沢 1 桑山 入の沢 160 30 32     浅科 

182 32513002 入の沢 2 桑山 入の沢 210 39 15     浅科 

183 32513003 御馬寄 4 号 御馬寄 御馬寄 218 30 25     浅科 

184 32513004 駒寄 御馬寄 御馬寄 248 31 32     浅科 

185 32513005 御馬寄 2 御馬寄 御馬寄 100 34 15     浅科 

186 32211001 印内 3号 印内 印内 200 30 40 7   望月 

187 32211002 印内 1号 印内 印内 150 35 45 19 S55.2.21 望月 

188 32211003 印内 2号 印内 印内 160 30 35 15 S55.2.21 望月 

189 32211004 古宮 望月 古宮 270 30 50 10   望月 

190 32211005 瓜生西 望月 瓜生 200 35 70 14   望月 

191 32211006 吹上 望月 吹上 100 60 6 6 S48.11.15 望月 

192 32211007 瓜生 望月 瓜生 140 35 40 14 S59.4.19 望月 

193 32211008 東町 望月 東町 100 40 5     望月 

194 32211009 栄町 望月 栄町 90 35 35 5   望月 

195 32211010 茂田井 茂田井 茂田井 60 35 15 6   望月 

196 32211011 入布施 布施 入布施 180 30 60 15   望月 

197 32211012 入船 布施 入船 170 30 70 6   望月 
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198 32211013 式部 布施 式部 130 35 70 6   望月 

199 32211014 抜井 布施 抜井 270 30 80 15 S56.3.30 望月 

200 32211015 中居東 布施 中居 350 30 80 15 S62.3.23 望月 

201 32211016 中居 布施 中居 350 30 80 17 S55.2.21 望月 

202 32211017 雁村 布施 雁村 180 30 70 11 H4.9.17 望月 

203 32211018 雁村 1号 布施 雁村 120 35 60 6   望月 

204 32211019 大木 布施 大木 140 35 50 5 H9.3.17 望月 

205 32211020 大木 1号 布施 大木 150 35 35 5   望月 

206 32211021 天神 協和 天神 560 40 30 35 S54.2.13 望月 

207 32211022 片倉 協和 片倉 300 30 40 15 H7.2.16 望月 

208 32211023 高呂 協和 高呂 310 35 35 13   望月 

209 32211024 小平 協和 小平 140 30 25 9   望月 

210 32211025 高呂上 協和 上吹上 400 30 15 23 S50.2.17 望月 

211 32211026 大谷地 協和 大谷地 200 30 90 6   望月 

212 32211027 鳶岩 協和 鳶岩 200 40 60 10   望月 

213 32211028 畳石 協和 畳石 120 35 60 7   望月 

214 32211029 牧場 協和 牧場 180 32 25 10   望月 

215 32211030 入片倉 春日 入片倉 110 30 30 10   望月 

216 32211031 宮の入 春日 宮の入 230 30 30 21 
S55.2.21 

H1.4.10 
望月 

217 32211032 岩下 春日 岩下 70 30 30 10   望月 

218 32211033 本郷 春日 本郷 450 75 60 13   望月 

219 32211034 竹之城 春日 竹之城 75 38 30 1 H23.3.31 望月 

220 32211035 新田 春日 新田 160 30 20 12   望月 

221 32211036 春日湯沢 春日 湯沢 150 45 25     望月 

222 32211037 虹の平 春日 虹の平 330 31 25 13   望月 

223 32211038 富貴の平 春日 富貴の平 500 30 70 11   望月 

224 32221001 御桐谷 望月 御桐谷 350 40 11 51 
S47.2.10 

H7.3.30 
望月 

225 32212001 本牧 望月 本牧 60 60 20 3   望月 

226 32212002 長坂 望月 長坂 70 40 40 1   望月 

227 32212003 茂田井 2 号 茂田井 茂田井 50 40 15 3   望月 

228 32212004 式部 2号 布施 式部 90 60 35 2   望月 

229 32212005 式部 3号 布施 式部 75 35 30 1   望月 

230 32212006 雁村 2号 布施 雁村 90 32 60 1   望月 

231 32212007 大木 2号 布施 大木 100 35 60 3   望月 

232 32212008 大木 3号 布施 大木 90 35 50 1   望月 

233 32212009 大木 5号 布施 大木 45 45 30 1   望月 

234 32212010 大木 4号 布施 大木 80 30 60 4   望月 

235 32212011 一ノ原 2 号 布施 一ノ原 90 40 10 1   望月 

236 32212012 一ノ原 1 号 布施 一ノ原 55 75 15 1   望月 
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237 32212013 下谷田 協和 下谷田 50 34 25 1   望月 

238 32212014 片倉 協和 片倉 100 30 20 3   望月 

239 32212015 大谷地 協和 大谷地 100 54 25 3   望月 

240 32212016 吹上大谷地 協和 
吹上大谷

地 
120 50 45 3   望月 

241 32212017 大谷地 2 号 協和 大谷地 90 32 20 2   望月 

242 32212018 八丁地 協和 八丁地 70 75 40 1   望月 

243 32212019 畳石 2号 協和 畳石 130 50 100 4   望月 

244 32212020 延沢 協和 延沢 150 30 30 2   望月 

245 32212021 畳石 協和 畳石 100 48 50 2   望月 

246 32212022 菅原 2 協和 菅原 100 34 50 2   望月 

247 32212023 菅原 協和 菅原 110 30 50 4   望月 

248 32212024 寺久保 1 号 協和 寺久保 40 30 20 1   望月 

249 32212025 寺久保 2 号 協和 寺久保 70 35 70 1   望月 

250 32212026 高橋 春日 高橋 150 40 10 2   望月 

251 32212027 入片倉 1 号 春日 入片倉 100 40 30 3   望月 

252 32212028 入片倉 2 号 春日 入片倉 50 32 25 2   望月 

253 32212029 茂沢 春日 茂沢 120 30 50 4   望月 

254 32212030 入新町 春日 入新町 40 30 20 1   望月 

255 32212031 岩下 2号 春日 岩下 130 35 35 3   望月 

256 32212032 湯沢 春日 湯沢 110 45 40 4   望月 

257 32213001 印内 1 本牧 印内 305 30 32     望月 

258 32213002 印内 2 本牧 印内 105 34 10     望月 

259 32213003 古宮 1 本牧 古宮 190 32 43     望月 

260 32213004 古宮 2 本牧 古宮 495 35 52     望月 

261 32213005 百沢 1 布施 百沢 290 30 37     望月 

262 32213006 百沢 2 布施 百沢 420 31 45     望月 

263 32213007 中居 布施 中居 340 32 25     望月 

264 32213008 抜井 布施 抜井 495 38 35     望月 

265 32213009 雁村 布施 雁村 160 33 55     望月 

266 32213010 天神 協和 天神 200 41 30     望月 

267 32213011 高呂 協和 高呂 135 36 25     望月 

268 32213012 吹上 協和 吹上 195 31 15     望月 

269 32213013 土林 協和 土林 270 36 22     望月 

270 32213014 大谷地 協和 大谷地 115 30 23     望月 

271 32213015 八丁地堰 1 協和 八丁地堰 175 31 33     望月 

272 32213016 八丁地堰 2 協和 八丁地堰 280 36 50     望月 

273 32213017 鳶岩 1 協和 鳶岩 330 45 65     望月 

274 32213018 鳶岩 2 協和 鳶岩 410 45 55     望月 

275 32213019 鳶岩 3 協和 鳶岩 230 37 60     望月 

276 32213020 八丁地 1 協和 八丁地 210 40 50     望月 
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277 32213021 八丁地 2 協和 八丁地 165 42 72     望月 

278 32213022 菅原 1 協和 菅原 115 48 50     望月 

279 32213023 菅原 2 協和 菅原 100 35 110     望月 

280 32213024 菅原 3 協和 菅原 275 42 45     望月 

281 32213025 浅田切 協和 浅田切 290 32 40     望月 

282 32213026 本郷 春日 本郷 425 39 40     望月 

283 32213027 竹之城 1 春日 竹之城 240 31 30     望月 

284 32213028 竹之城 2 春日 竹之城 170 34 33     望月 

285 32213029 湯沢 春日 湯沢 185 45 45    望月 

286 32213030 頭無平 春日 頭無平 140 30 55     望月 

287 32213031 富貴の平 1 春日 富貴の平 215 42 80     望月 

288 32213032 富貴の平 2 春日 富貴の平 330 32 50     望月 

 

1467(～1470) 
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１－７ 土石流危険渓流 

（土木課調） 

番号 
渓流番号

（県） 
水系名 河 川 名 渓 流 名 渓流所在地 備考 

1 21711001 信濃川 香坂川 東地川 東地 佐久 

2 21711002 信濃川 香坂川 赤岩の沢 東地 佐久 

3 21711003 信濃川 香坂川 裏林の沢 東地 佐久 

4 21711004 信濃川 香坂川 東ねぶたの沢 東地 佐久 

5 21711005 信濃川 香坂川 日向の沢 西地 佐久 

6 21711006 信濃川 香坂川 不動沢 西地 佐久 

7 21711007 信濃川 香坂川 霞川 下平尾 佐久 

8 21711008 信濃川 霞川 大薄の沢 下平尾 佐久 

9 21711009 信濃川 霞川 市民の森の沢 下平尾 佐久 

10 21711010 信濃川 香坂川 守芳院の沢 上平尾 佐久 

11 21711011 信濃川 志賀川 下小倉沢 下宿 佐久 

12 21711012 信濃川 志賀川 扇平の沢 下宿 佐久 

13 21711013 信濃川 志賀川 瀬早川 上宿 佐久 

14 21711014 信濃川 八重久保川 上八重久保の沢 駒込 佐久 

15 21711015 信濃川 八重久保川 下八重久保の沢 駒込 佐久 

16 21711016 信濃川 志賀川 桃の木沢 駒込 佐久 

17 21711017 信濃川 志賀川 余地ヶ入の沢 駒込 佐久 

18 21711018 信濃川 滑津川 初谷沢川 内山 佐久 

19 21711019 信濃川 滑津川 牛馬ヶ沢 黒田 佐久 

20 21711020 信濃川 滑津川 初谷沢 黒田 佐久 

21 21711021 信濃川 滑津川 日向の沢 苦水 佐久 

22 21711022 信濃川 滑津川 中村ノ沢 中村 佐久 

23 21711023 信濃川 滑津川 釜塚ノ沢 中村 佐久 

24 21711024 信濃川 滑津川 吹上ノ沢 肬水 佐久 

25 21711025 信濃川 滑津川 中ノ入沢 肬水 佐久 

26 21711026 信濃川 滑津川 円藤窪 町上 佐久 

27 21711027 信濃川 滑津川 寺沢 町上 佐久 

28 21711028 信濃川 滑津川 香坂入の沢 町下 佐久 

29 21711029 信濃川 滑津川 鍋割沢 黒田 佐久 

30 21711030 信濃川 滑津川 出入沢 黒田 佐久 

31 21711031 信濃川 滑津川 大沼沢 黒田 佐久 

32 21711032 信濃川 滑津川 柳沢 大月 佐久 

33 21711033 信濃川 滑津川 釜の沢 苦水 佐久 

34 21711034 信濃川 滑津川 程久保 苦水 佐久 

35 21711035 信濃川 滑津川 花岡沢 苦水 佐久 

36 21711036 信濃川 滑津川 所沢 苦水 佐久 

37 21711037 信濃川 滑津川 苦水沢 苦水 佐久 

38 21711038 信濃川 滑津川 宮沢 相立 佐久 

39 21711039 信濃川 滑津川 八重蒔沢 相立 佐久 

40 21711040 信濃川 滑津川 高谷ノ沢 相立 佐久 
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41 21711041 信濃川 滑津川 本祭ノ沢 肬水 佐久 

42 21711042 信濃川 滑津川 松井日影ノ沢 松井 佐久 

43 21711043 信濃川 田子川 城平 竹原 佐久 

44 21711044 信濃川 田子川 田子川 常和北 佐久 

45 21711045 信濃川 田子川 田子川 常和北 佐久 

46 21711046 信濃川 田子川 南沢川 常和南 佐久 

47 21711047 信濃川 田子川 山田川 常和南 佐久 

48 21711048 信濃川 千曲川 堂の入川 平井 佐久 

49 21711049 信濃川 宮川 脇坂南沢 沓沢 佐久 

50 21711050 信濃川 宮川 宮川 大鹿 佐久 

51 21711051 信濃川 宮川 宮川 南大久保 佐久 

52 21711052 信濃川 宮川 山ノ神ノ沢 山ノ神 佐久 

53 21711053 信濃川 宮川 宮川 沓沢 佐久 

54 21711054 信濃川 中沢川 中大地沢 糠尾 佐久 

55 21711055 信濃川 中沢川 宮川 日向 佐久 

56 21711056 信濃川 中沢川 中沢川 日向 佐久 

57 21711057 信濃川 中沢川 中沢川 笠倉 佐久 

58 21711058 信濃川 片貝川 熊久保川 熊久保 佐久 

59 21711059 信濃川 小宮山川 小宮山川 小宮山 佐久 

60 21711060 信濃川 片貝川 小宮山川 北中 佐久 

61 21711061 信濃川 倉沢川 倉沢川 前山南 佐久 

62 21711062 信濃川 片貝川 尾垂 前山南 佐久 

63 21711063 信濃川 片貝川 倉沢 前山南 佐久 

64 21711064 信濃川 大沢川 大阪の沢 大地堂 佐久 

65 21711065 信濃川 大沢川 居久保の沢 大地堂 佐久 

66 21711066 信濃川 大沢川 大石平の沢 新田 佐久 

67 21712001 信濃川 香坂川 雨原の沢 東地 佐久 

68 21712002 信濃川 香坂川 発地小路の沢 東地 佐久 

69 21712003 信濃川 香坂川 左鞍の沢 東地 佐久 

70 21712004 信濃川 香坂川 西ねぶたの沢 東地 佐久 

71 21712005 信濃川 香坂川 口明の沢 東地 佐久 

72 21712006 信濃川 霞川 霞川 安原 佐久 

73 21712007 信濃川 霞川 霞川 下平尾 佐久 

74 21712008 信濃川 霞川 大薄の沢 下平尾 佐久 

75 21712009 信濃川 香坂川 滑谷 香坂 佐久 

76 21712010 信濃川 志賀川 中間木沢 駒込 佐久 

77 21712011 信濃川 滑津川 根津古沢 苦水 佐久 

78 21712012 信濃川 滑津川 西平入の沢 相立 佐久 

79 21712013 信濃川 滑津川 館ヶ沢 館ヶ沢 佐久 

80 21712014 信濃川 滑津川 館ヶ沢 館ヶ沢 佐久 

81 21712015 信濃川 滑津川 館ヶ沢 館ヶ沢 佐久 

82 21712016 信濃川 滑津川 小沼沢 黒田 佐久 

83 21712017 信濃川 滑津川 上大月の沢 黒田 佐久 
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84 21712018 信濃川 滑津川 細窪 相立 佐久 

85 21712019 信濃川 滑津川 松井日影の沢 内山 佐久 

86 21712020 信濃川 中沢川 中沢川 前山 佐久 

87 21712021 信濃川 中沢川 中沢川 美笹 佐久 

88 21712022 信濃川 大沢川 呑の入沢 大沢 佐久 

89 21712023 信濃川 大沢川 立科沢４ 立科 佐久 

90 21712024 信濃川 大沢川 竹久保 新田居村 佐久 

91 21712025 信濃川 大沢川 竹原 新田居村 佐久 

92 21713001 信濃川 香坂川 香坂沢 香坂 佐久 

93 21713002 信濃川 香坂川 香坂沢２ 香坂 佐久 

94 21713003 信濃川 香坂川 香坂沢３ 香坂 佐久 

95 21713004 信濃川 香坂川 霞ヶ沢 香坂 佐久 

96 21713005 信濃川 香坂川 高棚沢 高棚 佐久 

97 21713006 信濃川 香坂川 日陰下道陸沢 日陰下道陸沢 佐久 

98 21713007 信濃川 香坂川 牛追沢 牛追 佐久 

99 21713008 信濃川 香坂川 萩の澤沢 萩の澤 佐久 

100 21713009 信濃川 香坂川 萩の澤沢２ 萩の澤 佐久 

101 21713010 信濃川 湯川 横根沢 横根 佐久 

102 21713011 信濃川 湯川 棚畑沢 棚畑 佐久 

103 21713012 信濃川 香坂川 麦沢沢 上平尾 佐久 

104 21713013 信濃川 八重久保川 八重久保川 八重久保 佐久 

105 21713014 信濃川 志賀川 東駒入沢 東駒入 佐久 

106 21713015 信濃川 志賀川 東駒入沢２ 東駒入 佐久 

107 21713016 信濃川 志賀川 多々良波沢 多々良波 佐久 

108 21713017 信濃川 滑津川 黒田沢３ 黒田 佐久 

109 21713018 信濃川 滑津川 黒田沢 黒田 佐久 

110 21713019 信濃川 滑津川 黒田沢２ 黒田 佐久 

111 21713020 信濃川 滑津川 黒田沢３ 黒田 佐久 

112 21713021 信濃川 滑津川 堀窪口沢 堀窪口 佐久 

113 21713022 信濃川 滑津川 堀窪口沢２ 堀窪口 佐久 

114 21713023 信濃川 滑津川 東平沢 東平 佐久 

115 21713024 信濃川 滑津川 苦水沢２ 苦水 佐久 

116 21713025 信濃川 滑津川 一本木沢 一本木 佐久 

117 21713026 信濃川 滑津川 一本木沢２ 一本木 佐久 

118 21713027 信濃川 滑津川 月通沢 月通 佐久 

119 21713028 信濃川 滑津川 黒田沢４ 黒田 佐久 

120 21713029 信濃川 滑津川 武道沢 東平日影 佐久 

121 21713030 信濃川 中沢川 中尾口沢 中尾口 佐久 

122 21713031 信濃川 中沢川 中尾口沢２ 中尾口 佐久 

123 21713032 信濃川 大沢川 日向崩岩沢 大沢 佐久 

124 21713033 信濃川 大沢川 立科沢 立科 佐久 

125 21713034 信濃川 大沢川 立科沢２ 立科 佐久 

126 21713035 信濃川 大沢川 立科沢３ 立科 佐久 
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127 21713036 信濃川 布施川 大沢 大沢 佐久 

128 21713037 信濃川 布施川 大沢２ 大沢 佐久 

129 21713038 信濃川 布施川 大沢３ 大沢 佐久 

130 21713039 信濃川 布施川 大沢４ 大沢 佐久 

131 21713040 信濃川 布施川 大沢５ 大沢 佐久 

132 21713041 信濃川 布施川 大沢６ 大沢 佐久 

133 30111001 信濃川 田子川 常和１ 常和 臼田 

134 30111002 信濃川 田子川 清川入川 常和 臼田 

135 30111003 信濃川 田子川 吉沢川 常和 臼田 

136 30111004 利根川 馬坂川 抜ノ井沢１ 広川原 臼田 

137 30111005 信濃川 雨川 地獄沢 田口 臼田 

138 30111006 信濃川 雨川 水落沢 丸山 臼田 

139 30111007 信濃川 雨川 西之久保 丸山 臼田 

140 30111008 信濃川 雨川 三之久保１ 丸山 臼田 

141 30111009 信濃川 雨川 三之久保２ 丸山 臼田 

142 30111010 信濃川 雨川 丸山１ 丸山 臼田 

143 30111011 信濃川 雨川 西山沢 田口 臼田 

144 30111012 信濃川 谷川 赤谷１ 赤谷 臼田 

145 30111013 信濃川 谷川 初手窪 入沢 臼田 

146 30111014 信濃川 谷川 上海戸沢３ 入沢 臼田 

147 30111015 信濃川 谷川 上海戸沢２ 入沢 臼田 

148 30111016 信濃川 谷川 上海戸沢１ 入沢 臼田 

149 30111017 信濃川 千曲川 三分１ 三分 臼田 

150 30111018 信濃川 片貝川 居久保沢 湯原新田 臼田 

151 30111019 信濃川 片貝川 はじかみ久保 十二新田 臼田 

152 30111020 信濃川 片貝川 なりつ久保 十二新田 臼田 

153 30111021 信濃川 片貝川 馬騎沢 十二新田 臼田 

154 30111022 信濃川 片貝川 功久保 十二新田 臼田 

155 30111023 信濃川 片貝川 観音平沢１ 十二新田 臼田 

156 30111024 信濃川 片貝川 観音平沢２ 十二新田 臼田 

157 30112001 信濃川 田子川 はかせ久保 はかせ久保 臼田 

158 30112002 信濃川 田子川 常和２ 常和 臼田 

159 30112003 利根川 馬坂川 馬坂１ 馬坂 臼田 

160 30112004 利根川 馬坂川 馬坂２ 馬坂 臼田 

161 30112005 利根川 馬坂川 抜ノ井沢２ 広川原 臼田 

162 30112006 信濃川 雨川 オガラ沢 田口 臼田 

163 30112007 信濃川 雨川 田口１ 田口 臼田 

164 30112008 信濃川 雨川 田口２ 田口 臼田 

165 30112009 信濃川 雨川 田口３ 田口 臼田 

166 30112010 信濃川 谷川 入沢１ 入沢 臼田 

167 30112011 信濃川 谷川 入沢２ 入沢 臼田 

168 30112012 信濃川 片貝川 十二新田１ 十二新田 臼田 

169 30112013 信濃川 片貝川 十二新田２ 十二新田 臼田 
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番号 
渓流番号

（県） 
水系名 河 川 名 渓 流 名 渓流所在地 備考 

170 30113001 信濃川 雨川 馬坂３ 馬坂 臼田 

171 30113002 信濃川 雨川 田口４ 田口 臼田 

172 30113003 信濃川 雨川 田口５ 田口 臼田 

173 30113004 信濃川 雨川 田口６ 田口 臼田 

174 30113005 信濃川 雨川 田口７ 田口 臼田 

175 30113006 信濃川 雨川 田口８ 田口 臼田 

176 30113007 信濃川 雨川 田口９ 田口 臼田 

177 30113008 信濃川 雨川 田口１１ 田口 臼田 

178 30113009 信濃川 雨川 田口１２ 田口 臼田 

179 30113010 信濃川 雨川 田口１３ 田口 臼田 

180 30113011 信濃川 雨川 つめた沢 田口 臼田 

181 30113012 信濃川 雨川 西武道沢 田口 臼田 

182 30113013 信濃川 雨川 田口１３ 田口 臼田 

183 30113014 信濃川 雨川 田口１４ 田口 臼田 

184 30113015 信濃川 雨川 田口１５ 田口 臼田 

185 30113016 信濃川 雨川 田口１６ 田口 臼田 

186 30113017 信濃川 雨川 田口１７ 田口 臼田 

187 30113018 信濃川 雨川 田口１８ 田口 臼田 

188 30113019 信濃川 雨川 田口１９ 田口 臼田 

189 30113020 信濃川 雨川 田口２０ 田口 臼田 

190 30113021 信濃川 雨川 田口２１ 田口 臼田 

191 30113022 信濃川 雨川 田口２２ 田口 臼田 

192 30113023 信濃川 雨川 田口２３ 田口 臼田 

193 30113024 信濃川 雨川 田口２４ 田口 臼田 

194 30113025 信濃川 雨川 田口２５ 田口 臼田 

195 30113026 信濃川 雨川 田口２６ 田口 臼田 

196 30113027 信濃川 雨川 田口２７ 田口 臼田 

197 30113028 信濃川 雨川 田口２８ 田口 臼田 

198 30113029 信濃川 雨川 田口２９ 田口 臼田 

199 30113030 信濃川 千曲川 田口３０ 田口 臼田 

200 30113031 信濃川 千曲川 田口３１ 田口 臼田 

201 30113032 信濃川 谷川 赤谷２ 赤谷 臼田 

202 30113033 信濃川 谷川 赤谷３ 赤谷 臼田 

203 30113034 信濃川 谷川 入沢３ 入沢 臼田 

204 30113035 信濃川 谷川 入沢４ 入沢 臼田 

205 30113036 信濃川 片貝川 湯原新田１ 湯原新田 臼田 

206 30113037 信濃川 片貝川 湯原新田２ 湯原新田 臼田 

207 30113038 信濃川 片貝川 十二新田３ 十二新田 臼田 

208 30113039 信濃川 片貝川 十二新田４ 十二新田 臼田 

209 30113040 信濃川 片貝川 十二新田５ 十二新田 臼田 

210 30113041 信濃川 片貝川 十二新田６ 十二新田 臼田 

211 30113042 信濃川 片貝川 十二新田７ 十二新田 臼田 

212 30113043 信濃川 片貝川 十二新田８ 十二新田 臼田 
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213 32511001 信濃川 女石川 白山の沢 入ノ沢 浅科 

214 32511002 信濃川 女石川 入の沢沢 入ノ沢 浅科 

215 32511003 信濃川 布施川 天神平の沢 桑山 浅科 

216 32511004 信濃川 布施川 蛇久保の沢 桑山 浅科 

217 32511005 信濃川 布施川 南部沢 南部 浅科 

218 32511006 信濃川 布施川 御牧ヶ原沢 御牧ヶ原 浅科 

219 32512001 信濃川 布施川 八幡沢 八幡 浅科 

220 32211001 信濃川 布施川 須釜川 百沢 望月 

221 32211002 信濃川 布施川 歩久保沢 百沢 望月 

222 32211003 信濃川 布施川 宮久保沢 牧布施 望月 

223 32211004 信濃川 布施川 山寺沢 牧布施 望月 

224 32211005 信濃川 布施川 岩井沢 牧布施 望月 

225 32211006 信濃川 布施川 薬師平沢 入布施 望月 

226 32211007 信濃川 鹿曲川 印内下沢 印内 望月 

227 32211008 信濃川 鹿曲川 日沢川 印内 望月 

228 32211009 信濃川 鹿曲川 小手沢川 古宮 望月 

229 32211010 信濃川 鹿曲川 城原沢 望月 望月 

230 32211011 信濃川 鹿曲川 瓜生の沢 望月 望月 

231 32211012 信濃川 布施川 金山沢 金山 望月 

232 32211013 信濃川 鹿曲川 橋場沢 片倉 望月 

233 32211014 信濃川 布施川 栗の木沢 入布施 望月 

234 32211015 信濃川 布施川 西の沢 入布施 望月 

235 32211016 信濃川 布施川 水無沢 入布施 望月 

236 32211017 信濃川 布施川 坂峰沢 中居 望月 

237 32211018 信濃川 布施川 宮前沢 雁村 望月 

238 32211019 信濃川 布施川 小諸沢川 式部 望月 

239 32211020 信濃川 布施川 大侭沢 式部 望月 

240 32211021 信濃川 布施川 馬場沢 抜井 望月 

241 32211022 信濃川 布施川 西抜井沢 抜井 望月 

242 32211023 信濃川 布施川 抜井沢１ 抜井 望月 

243 32211024 信濃川 布施川 鷹の巣川 抜井 望月 

244 32211025 信濃川 布施川 抜井沢２ 抜井 望月 

245 32211026 信濃川 布施川 清水平沢 大木 望月 

246 32211027 信濃川 細小路川 入片倉沢 入片倉 望月 

247 32211028 信濃川 細小路川 上沖沢 入片倉 望月 

248 32211029 信濃川 細小路川 家浦沢 岩下 望月 

249 32211030 信濃川 細小路川 岩下沢 岩下 望月 

250 32211031 信濃川 細小路川 家中沢 岩下 望月 

251 32211032 信濃川 細小路川 前沖沢 岩下 望月 

252 32211033 信濃川 細小路川 法憧寺沢 金井 望月 

253 32211034 信濃川 細小路川 宮ノ入沢 宮ノ入 望月 

254 32211035 信濃川 細小路川 茂沢 茂沢 望月 

255 32211036 信濃川 細小路川 入新町の沢 入新町 望月 
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256 32211037 信濃川 細小路川 牧寄の沢 入新町 望月 

257 32211038 信濃川 鹿曲川 境沢 境沢 望月 

258 32211039 信濃川 鹿曲川 別府沢 別府 望月 

259 32211040 信濃川 鹿曲川 八ツ石の沢 八ツ石 望月 

260 32211041 信濃川 鹿曲川 竹之城久保沢 竹之城 望月 

261 32211042 信濃川 鹿曲川 炭山沢 新田 望月 

262 32211043 信濃川 鹿曲川 久保沢 湯沢 望月 

263 32211044 信濃川 鹿曲川 湯沢口沢 湯沢 望月 

264 32211045 信濃川 鹿曲川 西久保上沢 湯沢 望月 

265 32211046 信濃川 八丁地川 土林沢２ 土林 望月 

266 32211047 信濃川 八丁地川 土林沢 大谷地 望月 

267 32211048 信濃川 八丁地川 鳶岩沢 鳶岩 望月 

268 32211049 信濃川 八丁地川 畳石沢 畳石 望月 

269 32212001 信濃川 鹿曲川 古宮沢 古宮 望月 

270 32212002 信濃川 鹿曲川 三井川 小平 望月 

271 32212003 信濃川 布施川 熊野堂沢 式部 望月 

272 32212004 信濃川 布施川 円仏沢 式部 望月 

273 32212005 信濃川 布施川 才の神の沢 抜井 望月 

274 32212006 信濃川 布施川 東抜井沢 抜井 望月 

275 32212007 信濃川 布施川 笠森沢 大木 望月 

276 32212008 信濃川 布施川 大岩沢 大木 望月 

277 32212009 信濃川 布施川 小坂沢 大木 望月 

278 32212010 信濃川 布施川 下坂沢 大木 望月 

279 32212011 信濃川 布施川 中坂沢 大木 望月 

280 32212012 信濃川 布施川 平明神沢 大木 望月 

281 32212013 信濃川 布施川 大野沢 大木 望月 

282 32212014 信濃川 細小路川 宇樽沢 入新町 望月 

283 32212015 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 岩下 望月 

284 32212016 信濃川 鹿曲川 山の神久保沢 新田 望月 

285 32212017 信濃川 鹿曲川 句領沢 新田 望月 

286 32212018 信濃川 鹿曲川 頭無平沢 湯沢 望月 

287 32212019 信濃川 鹿曲川 西久保上沢 湯沢 望月 

288 32212020 信濃川 鹿曲川 新開下沢 湯沢 望月 

289 32212021 信濃川 鹿曲川 新開上沢 湯沢 望月 

290 32212022 信濃川 八丁地川 大平川 大谷地 望月 

291 32212023 信濃川 八丁地川 スタノ沢 大谷地 望月 

292 32212024 信濃川 八丁地川 野竹沢 大谷地 望月 

293 32212025 信濃川 八丁地川 菅原沢 菅原 望月 

294 32212026 信濃川 八丁地川 浅田切川 寺久保 望月 

295 32212027 信濃川 八丁地川 寺久保下の沢 寺久保 望月 

296 32212028 信濃川 八丁地川 寺久保中の沢 寺久保 望月 

297 32212029 信濃川 八丁地川 寺久保沢 寺久保 望月 

298 32213001 信濃川 芦田川 岩下沢 岩下 望月 
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299 32213002 信濃川 鹿曲川 印内沢 印内 望月 

300 32213003 信濃川 布施川 式部沢 式部 望月 

301 32213004 信濃川 布施川 大木沢 大木 望月 

302 32213005 信濃川 布施川 大木沢 大木 望月 

303 32213006 信濃川 布施川 東町沢 東町 望月 

304 32213007 信濃川 細小路川 岩下沢 四ツ屋 望月 

305 32213008 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

306 32213009 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

307 32213010 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

308 32213011 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

309 32213012 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

310 32213013 信濃川 細小路川 金井沢 金井 望月 

311 32213014 信濃川 細小路川 寺久保沢 四ツ屋 望月 

312 32213015 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

313 32213016 信濃川 鹿曲川 新田沢 新田 望月 

314 32213017 信濃川 鹿曲川 新田沢 新田 望月 

315 32213018 信濃川 八丁地川 鳶岩沢 鳶岩 望月 

316 32213019 信濃川 八丁地川 鳶岩沢 鳶岩 望月 

317 32213020 信濃川 八丁地川 鳶岩沢 鳶岩 望月 

318 32213021 信濃川 八丁地川 八丁地沢 八丁地 望月 

319 32213022 信濃川 八丁地川 八丁地沢 八丁地 望月 

320 32213023 信濃川 八丁地川 菅原沢 菅原 望月 

321 32213024 信濃川 八丁地川 菅原沢 菅原 望月 

322 32213025 信濃川 八丁地川 押出沢 押出 望月 

323 32213026 信濃川 八丁地川 押出沢 押出 望月 

324 32213027 信濃川 八丁地川 押出沢 押出 望月 

325 32213028 信濃川 八丁地川 浅田切沢 浅田切 望月 

326 32213029 信濃川 細小路川 四ツ屋沢 四ツ屋 望月 

327 32213030 信濃川 鹿曲川 望月高原牧場沢 望月高原牧場 望月 
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１－８ 砂防指定地 

（土木課調） 
番

号 

台帳

番号 
地域名 名称 

指定 

年月日 

指定

番号 

面積 

（ha） 

指   定   区   域 

（要設備他、2段の下段は要行為禁止制限地） 

備

考 

1 1 岩村田 湯川 S10.3.16 
内告 

131 
1.60 

字下平 4214 から 4222 まで、字鼻顔 4262 以上各筆のほかそ

の地先湯川国有河川敷 

佐

久 

2 6‐1 常 和 
田子

川 
S22.11.21 

内告 

350 
10.42 

上流、字山の神 2553 と 1064 を結ぶ線より、下流、字砂田

1030 と字さくら田 2524－1 を結んだ線に至る区間 2160m に

して左右各 10m の区域。ただし、河川敷全部を含む。 

佐

久 

3 

7‐1 

内 山 
初谷

沢 
S 2 5 . 6 . 9 

建告 

498 

2.67 

字初谷 352 内標柱 A、Bを結んだ線より内山川合流点に至る

区間の国有河川敷及び官民地境界線より左右各岸 8m の区域

全部 佐

久 

7‐2 2.25 
字初谷 352 内標柱 A、Bを結んだ線より内山川合流点に至る

区間の官民地境界線より左右各岸 18m の区域 

4 

8‐1 

内 山 
花岡

沢 
S26.10.17 

建告 

936 

0.44 

字花岡 1789、1787、1668、1669－イ、1754－ロ、1752、

1672、字御所平 1686－イ－2以上全筆、字花岡 1791 の内官

民地境界線より 18m の区域及び 1671－ロ－2、字苦水 1685

－イの内官民地境界線より 4m 区域、字苦水 1687 上流筆境

を対岸に延長した線より、内山川合流点に至る区間の国有

河川敷全部 

佐

久 

8‐2 1.73 

字苦水 1687、字御所平 1686 上流筆境より内山川合流点に

至る区間、官民地境界線より左右各岸 15m の区域、ただ

し、道路敷、宅地及び要設備地を除く。 

5 

9‐1 

内 山 
武道

沢 
S26.10.17 

建告 

936 

0.78 

字武道原 1113－イ上流筆境と字千ケ淵 1139－ロ地内標柱 C

を結んだ線より、内山川合流点に至る区間の官民地境界線

より左右各岸 6m の区域及び国有河川敷全部。ただし、区域

内の道路敷は除く。 佐

久 

9‐2 0.93 

字千ケ淵 1139－ロ地内起点標柱 Aと字武道原 1113－ロ地内

起床標柱 Bを結んだ線より、内山川合流点に至る区間、官

民地境界線より左右各岸 15m の区域。ただし、道路敷及び

要設備地は除く。 

6 

10‐1 

内 山 
柳沢

沢 
S26.10.17 

建告 

936 

1.38 

字柳沢 677－2 全筆、字下大月 684－8、字千ケ淵 684－イ、

字柳沢 679、677－1、677－3、675－1、677－8、字柳沢 680

地内標柱 A、Bを結んだ線より、字下大月 686、字千ケ淵

1099－1 下流筆境を結んだ線に至る区間の国有河川敷全部 佐

久 

10‐2 3.7 

字柳沢 680 内起点標柱 A、Bを結んだ線より、字下大月

686、字千ケ淵 1099－1 下流筆境を結んだ線に至る区間、官

民地境界線より 15m の区域。ただし、道路敷及び要設備地

を除く。 

7 

11‐1 

内 山 
大沼

沢 
S26.10.17 

建告 

936 

0.70 

字大沼 137－1 全筆、140－イ－2－1地内標柱 A、B、B’、

A’を結んだ区域。147－3－1 地内標柱 C’、D’、D、Cを

結んだ区域。135－3 地内標柱 G、F、F’、G’を結んだ区域

及び 147－3－1 地内標柱 H、I、J、K、L、Mを結んだ区域。

143－ロの内官民地境界線より 6mの区域。字大沼 147－2 上

流筆境を対岸に延長した線より内山川合流点に至る区間の

国有河川敷全部 

佐

久 

11‐2 3.86 

字大沼 147－2、140－ロ－1、1－2上流筆境より内山川合流

点に至る区間、官民地境界線より左右各岸 15m の区域。た

だし、道路敷及び要設備地を除く。 

8 

12‐1 

内 山 
根津

古沢 
S26.10.17 

建告 

936 

0.34 

字根津古 955－1－イ、977－1、976、961、962、903、987

の内、官民地境界線より 5m の区域。字根津古 932－1 地内

標柱 Aと 977－1 地内標柱 Bを結んだ線より内山川合流点に

至る区間の国有河川敷全部 佐

久 

12‐2 3.19 

字根津古 932－1 地内起点標柱 Aと 977－1 地内起点標柱 B

とを結んだ線より内山川合流点に至る区間、官民地境界線

より左右各岸 15m の区域。ただし、道路敷及び要設備地を

除く。 
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地域名 名称 

指定 

年月日 

指定

番号 

面積 

（ha） 

指   定   区   域 

（要設備他、2段の下段は要行為禁止制限地） 

備

考 

9 

13‐1 

内 山 
内山

川 
S26.10.17 

建告 

936 

12.17 

字苦水 187、字黒田 83 以上全筆、字新田 3032、3033、

3037、字相生西 2894－イ、2894－ロ、2893、字一本木

2299、2295、2294、字東平 1294－2、1293－2、字東平日影

1241－イ、字出入口 803、801、字下大月 776、720、字根津

古 900、901、字黒田 21603、85、73 の 2、25 の内官民地境

界線より 6m の地域、字舟ケ久保 11、字ホウコバ 10－8－1

上流筆境を結んだ線より字中村 3350、字原 3336 下流筆境

を結んだ線より字中村 3350、字原 3336 下流筆境を結んだ

線に至る区間の国有河川敷全部 

佐

久 

13‐2 24.43 

字舟ケ久保 11、字ホウコバ 108－1 上流筆境を結んだ線よ

り字中村 3350、字原 3336 下流筆境に至る区間官民地境界

線より左右各岸 16m の区域。ただし、区域内の道路敷、墓

地、宅地及び要設備地を除く。 

10 

14‐1 

岸 野 宮川 S26.10.17 
建告 

936 

2.18 

字肬石 2491－3、字大鹿 2704－1、2725、字尾寄 3189－1、

3189－3、萩の前 1904、字宮川 2136－1 の内官民地境界線

より 6m の区域、字鈴ケ久保 2609 上流筆境を対岸に延長し

た線より千曲川合流点に至る区間の国有河川敷全部 
佐

久 

14‐2 5.20 

字鈴ケ久保 2609、2590－2 上流筆境より字倉瀬 2896、2898

下流筆境に至る区間、官民地境界線より左右各岸 10m の区

域。ただし、道路敷、宅地及び要設備地を除く。 

11 
15‐1 

 
細小

路川 
S26.10.17 

建告 

936 

4.94 春日字細小路～春日字三明 望

月 15‐2 5.44 春日字細小路～春日字三明 

12 

16‐1 

 

霞ヶ

久保

沢 

S26.10.17 
建告 

936 

0.55 春日字霞久保 4084－1 他 
望

月 16‐2 1.29   

13 
17‐1 

 
寺久

保沢 
S26.10.17 

建告 

936 

0.08 春日字寺久保 4086－2 他 望

月 17‐2 0.18   

14 
4‐2 

 濁川 S27.10.9 
建告 

1283 

0.96 塩名田 1，100m     護岸欠壊 浅

科 4‐3 0.79   

15 

20‐1 

三 井 
香坂

川 
S27.10.9 

建告 

1283 

0.45 

字山の神 2007、2006－2、2006－1、字栃久保 2085－1 の内

官民地境界線より 4．5m の区域、字西の原坂 1998－2、

1991－1 上流筆境を結んだ線より、字山の神 2013、字栃久

保 2084 下流筆境を結んだ線に至る国有河川敷全部 佐

久 

20‐2 0.50 

字西の原坂 1990－1、1988－2 上流筆境より、字栃久保

2084、字山の神 2013 下流筆境に至る区間の官民地境界線よ

り左右各岸 9m の区域。ただし、道路敷及び要設備地を除

く。 

16 

21‐1 

志 賀 
志賀

川 
S27.10.9 

建告 

1283 

1.47 

字駒形 1098－イ、自 1060 至 1063、1065、字クネノ内

1144、字東駒込 1184、自 1242 至 1244、字西駒込 1381 各番

地内官民地境界線より 6m の区域、字駒込 1387－1、字花芝

1656、下流筆境を結んだ線に至る区間国有河川敷全部 
佐

久 

21‐2 1.20 

字駒形 1085、1066 上流筆境より字西駒込 1387－1、字花芝

1656、下流筆境に至る区間の官民地境界線より左右各岸 6m

の区域。ただし、道路敷、宅地及び要設備地を除く。 

17 

20‐3 

三 井 
香坂

川 
S 2 8 . 6 . 5 

建告 

986 

0.29 

字兵士山 13、字鋳物師釜 14 内標柱 3、4を結んだ線より字

兵士山 13 下流筆境を対岸に延長した線に至る区間官民地境

界線より左右各岸 10m の区域。字兵士山 13、字鋳物師釜 14

内標柱 5、6を結んだ線より字下鋳物師釜 35、字下茂内 34

内標柱 1、2を結んだ線に至る区間国有河川敷全部 
佐

久 

20‐4 0.48 

字兵士山 13、字鋳物師釜 14 内標柱 5、6を結んだ線より字

下鋳物師釜 35、字下茂内 34 内標柱 1、2を結んだ線に至る

区間官民地境界線より左右各岸 10m の区域。ただし、要設

備地を除く。 

18 26   
鹿曲

川 
S35.10.7 

建告 

2204 
20.14 春日字春日嶽～春日字中久保 

望

月 

19 27‐1   
八丁

地川 
S 3 6 . 2 . 7 

建告 

142 
43.27 

協和字西久保入～協和字浅田切 

協和字五味ノ木 

協和字細山～八丁地川合流地点 

望

月 

20 2 9 平 根 
万助

川 
S39.2.28 

建告 

325 
0.67 

字万助 2361 の上流筆境を対岸に延長した線から霞川合流点

までの区間の官民地境界線から左右各岸 5m までの区域及び

同区間の河川敷 

佐

久 
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台帳

番号 
地域名 名称 

指定 

年月日 

指定

番号 

面積 

（ha） 

指   定   区   域 

（要設備他、2段の下段は要行為禁止制限地） 

備

考 

21 31   
三井

川 
S39.12.28 

建告 

3622 
4.59  

望

月 

22 32   
小諸

沢 
S39.12.28 

建告 

3660 
0.37  

望

月 

23 35   
中沢

川 
S 4 0 . 6 . 9 

建告 

1473 
3.02 矢島、八幡 1，400m 山林崩壊、耕地流失 

浅

科 

24 36 大木沢 

清水

平沢

川 

S40.11.8 
建告 

3098 
0.69 布施字塚内～布施川合流点 

望

月 

25 15‐3   
細小

路川 
S40.11.8 

建告 

3098 
12.22  

望

月 

26 37   
谷田

沢 
S41.5.13 

建告 

1468 
3.59 布施字下谷田 2354－1～布施川合流点 

望

月 

27 43 内 山 
鍋割

沢川 
S 4 7 . 3 . 1 

建告 

295 
3.72 

字鍋割 13 の土地に存する標柱 1、2を結んだ線から滑津川

合流点に達するまでの区間の鍋割沢川の官民地境界線から

左右各岸 30m までの区域及び同区間の河川敷。ただし、昭

和 26 年 10 月 17 日、建設省告示第 936 号を指定した土地を

除く。 

佐

久 

28 21‐3 志 賀 
志賀

川 
S 5 0 . 5 . 2 

建告 

819 
3.67 

次に掲げる地番の土地に存する標柱 1から 4までを順次結

んだ線及び標柱 1、4を結んだ線に囲まれた区域並びに標柱

1、4を結んだ線から昭和 27年 10 月 9 日、建設省告示第

1283 号で指定した土地に達するまでの区間の志賀川の官民

地境界線から左右各岸 6m までの区域及び同区間の河川敷 

字柳原 960、1009－2、1004、字長沢 1018 

佐

久 

29 45 前 山 
倉沢

川 
S53.4.17 

建告 

853 
3.40 

字高尾 1016 の土地の上流筆境から市道 2997 号線道路敷ま

での区間の倉沢川の中心線から左右各岸 20m までの土地の

区域 

佐

久 

30 46 平 根 霞川 S 5 4 . 2 . 1 
建告 

111 
6.10 

次に掲げる土地に存する標柱 1と 2を結んだ線から標柱

3、4を結んだ線までの区間の霞川の中心線から左右各岸

20m までの土地の区域及び標柱 3から 8までを順次結んだ

線及び標柱 3と 8を結んだ線に囲まれた土地の区域並びに

標柱 6と 7を結んだ線から標柱 9と 10 を結んだ線までの区

間の霞川の中心線から左右各岸 20m までの土地の区域 

字大薄 3051－1、字サイクワチ久保 1780、昌蒲平 2883、

2885－2、2885－1、2896－2、2893、2887－1、字大星尻

2753、字道仙 2918 

佐

久 

31 48 印 内 
日沢

川 
S56.6.20 

建告 

1183 
5.85 印内字南沢・入南沢・中日影林～鹿曲川合流点 

望

月 

32 51   
女石

川 
S60.10.21 

建告 

1403 
0.32 

下導寺 932－2 1 号 

下導寺 936－1 2 号 

下導寺 936－7 3 号 

下導寺 936－3 4 号 

女石 1202－1  5 号 

女石 1202－2  6 号 

女石 1198    7～8 号 

赤坂 1140－1  9～11 号 

赤坂 1140－3  12 号            道路決壊 

浅

科 

33 6‐2 常 和 
田子

川 
S63.11.15 

建告 

2215 
2.37 

字池久保 2318、2317－1 先、2312－1、字四ツ岩 2387－1、

2286－1、2280－31、2280－29、2284－1、字志やうぬ沢

2253 に存する標柱 1から 13 

佐

久 

34 27‐2   
八丁

地川 
H 1 . 1 1 . 1 

建告 

1842 
4.54  

望

月 

35 12‐3 内 山 
根津

古沢 
H6.11.21 

建告 

2226 
0.80 

次に掲げる土地に存する標柱 1から 7までを順次結んだ線

及び標柱 1と 7を昭和 26 年建設省告示第 936 号で指定した

土地の右岸境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 

長野県佐久市内山字根津古 

956 番     1 号 

972 番 1    2 号 

1019 番     3 号及び 4号 

977 番イ 2－2 5 号 

948 番 1    6 号及び 7号 

佐

久 
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次に掲げる土地に存する標柱 1から 6までを順次結んだ線

及び標柱 1と 6を昭和 26 年建設省告示第 936 号で指定した

土地の左岸境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域 

長野県佐久市内山字根津古 

977 番イ 2－1 1 号から 4号まで 

977 番イ 1   5 号 

977 番ロ    6 号 

36 52 式 部 
小諸

沢川 
H 8 . 3 . 1 5 

建告 

646 
0.56 

布施字大庭 2647－1～布施川合流点 

布施字小諸沢 2571－1 他 

望

月 

37 15‐4   
細小

路川 
H11.3.17 

建告 

665 
1.24  

望

月 

38 

6‐3 常 和 
田子

川 
H12.5.10 

建告 

1285 
1.19 

次に掲げる土地（昭和 22 年内務省告示第 350 号で指定した

土地の区域を除く。） 

長野県佐久市常和字上大久保 

2227 番 1 から 2227 番 6 まで 

2228 番 

2230 番 1 及び 2230 番 2 

次に掲げる土地に存する標柱 1と 2を結んだ線から標柱 3

と 4を結んだ線までの区間の田子川の中心線から左右各岸

10 メートルまでの土地の区域（昭和 22 年内務省告示第 350

号で指定した土地の区域を除く。） 

長野県佐久市常和 

字池久保   2318 番 1 1 号 

字志やうぬ沢 2253 番  2 号 

字上大久保  2226 番 1 3 号 

                 2231 番  4 号 

佐

久 

6‐4 常 和 
田子

川 
H12.5.10 

建告 

1285 
    

39 54‐1 常 和 
南沢

川 
H12.5.10 

建告 

1285 
6.42 

次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路

のうちその接している区間の河川敷及び道路敷 

長野県佐久市常和 

字道平 1843 番 1 及び 1843 番 2 

          1844 番 1 及び 1844 番 2 

          1845 番 1 及び 1845 番 2 

          1846 番 1 及び 1846 番 2 

          1846 番 5 及び 1846 番 6 

          1847 番 3 

字割石 2008 番 2 

          2010 番 1 

          2011 番 3 及び 2011 番 4 

          2012 番 1 

          2013 番 1 

          2014 番 1 

          2017 番 

          2023 番 7 

次に掲げる土地に存する標柱 1から 4までを順次結んだ線

及び標柱 1と 4を結んだ線に囲まれた土地の区域 

長野県佐久市常和 

字割石 2011 番 3 1 号 

          2008 番 2 2 号 

字道平 1846 番 5 3 号 

          1845 番 2 4 号 

次に掲げる土地に存する標柱 1と 2を結んだ線から標柱 3

と 4を結んだ線までの区間の南沢川の中心線から左右各岸

15 メートルまでの土地の区域（昭和 22 年内務省告示第 350

号で指定した土地の区域を除く。） 

長野県佐久市常和 

字割石   2017 番  1 号 

字道平   1844 番 2 2 号 

字下黒坪  2172 番 1 3 号 

字下向在家 1767 番 1 4 号 

 

佐

久 
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54‐2 常 和 
南沢

川 
H12.5.10 

建告 

1285 
   

40 

54‐3 常 和 
南沢

川 
H13.3.16 

国告 

235 
3.46 

次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路

のうちその接している区間の河川敷及び道路敷 

長野県 

佐久市常和 

字道平 1850 番 3 

字長岩 1985 番 3 

            1986 番 2 

            1992 番 1 

            1993 番 1 

            1993 番 3 

佐久市清川 

字日影蟹沢 1872 番ロの 1 

                  1873 番 22 及び 1873 番 23 

字沖ヶ櫻  1874 番イの 1及び 1874 番イの 2 

                1874 番ロ 

                1877 番 1 及び 1877 番 2 

                1878 番イ 

                1878 番ロの 1から 1878 番ロの 3まで 

                1879 番 

                1880 番 1 及び 1880 番 2 

                1881 番 

次に掲げる土地に存する標柱 1から 4までを順次結んだ線

及び標柱 1と 4を結んだ線に囲まれた土地の区域 

長野県 

佐久市常和字長岩 

1991 番 1 1 号 

1989 番 3 2 号 

1985 番 3 3 号 

佐久市清川字日影蟹沢 

1872 番 3 4 号 

次に掲げる土地に存する標柱 1と 2を結んだ線から標柱 3

と 4を結んだ線までの区間の南沢川の中心線から左右各岸

15 メートルまでの土地の区域（平成 12 年建設省告示第

1285 号で指定した第 4号に掲げる土地の区域を除く。） 

長野県佐久市常和 

字長岩 1993 番 3 1 号 

字道平 1850 番 1 2 号 

            1847 番 3 4 号 

字割石 2010 番 1 3 号 

佐

久 

54‐4 常 和 
南沢

川 
H13.3.16 

国告

235 
   

41 56  
瀬早

川 
H17.8.16 

国告 

881 
0.57   

佐

久 

42  志 賀 
瀬早

川 
H18.8.11 

国告 

954 
3.11   

43 14 田 口 雨川 S22.11.21 
内告 

350 
11.91   

臼

田 

44 16 
入 沢 

赤 谷 
谷川 S26.10.17 

建告 

936 

2.48 字水石 臼

田 2.02 字荒神出口 

45 
38 

 

田 口 

 

雨川 

 

S47.7.27 

 

建告 

1297 

36.13 

 

ナロウ 

 

臼

田 

46 38 田 口 雨川 S46.7.27 
建告 

1297 
36.13 ナロウ 

臼

田 

47  布施 
本沢

川 
H18.2.9 

国告 

227 
2.38   

48  桑山 
女石

川 
H19.1.11 

国告 

21 
1.71   

49  内山 
武道

沢 
H24.3.28 

国告 

335 
4.5   
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１－９ 重要水防区域  

  （危機管理課調） 

No 河川 

左警 

右戒 

岸の 

の度 

別合 

延長 
(m) 

箇 

所 

数 

場所（目標） 
予想 

水位 

(m) 
区分 

予想 

される 

危険 
水防工法 

1 千曲川 右 B 100 1 三条 (三条大橋下) 3 護岸等弱体 決 壊 
木 流 し 

積土のう 

2 千曲川 左 B 180 1 
勝 間 

( 中 電 放 水 路 下 ) 
3 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

3 千曲川 右 B 200 1 
臼 田 橋 下 流 

( 中 学 校 裏 ) 
3 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

4 千曲川 左 B 300 1 
高 柳 
( 県 水 産 試 験 場 前 ) 

2.5 堤 地 越 水 積土のう 

5 千曲川 左 B 1,000 1 
佐 久 平 衛 生 

セ ン タ ー 下 流 
2.5 無 堤 地 越 水 

積土のう 

蛇籠布せ 

6 千曲川 左 B 700 1 
佐 久 平 衛 生 

セ ン タ ー 上 流 
2.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

7 千曲川 右 B 500 1 中 込 頭 首 工 上 流 2.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

8 千曲川 右 B 200 1 
中 込 第 一 保 育 園 

上 流 
2.5 堤 地 越 水 積土のう 

9 千曲川 左 A 1,400 1 
桜 井 

（ 御 影 橋 下 流 ） 
2 堤防高不足 越 水 

木 流 し 

積土のう 

10 千曲川 左 B 80 1  駒 寄 下 3 護 岸 洗 掘 洗 掘 
ブロック

投 入 

11 千曲川 左 B 400 1 中 津 橋 上 3 
護 岸 洗 掘 

堤防高不足 
洗 掘 

ブロック

投 入 

12 千曲川 右 A 100 1 濁 川 合 流 の 下 流 3 護 岸 洗 掘 決 壊 積土のう 

13 滑津川 右 B 50 1 内 山 町 下 1.3 堤防高不足 越 水 積土のう 

14 滑津川 左 B 200 1 権 現 堂 1.3 堤 地 決 壊 蛇籠布せ 

15 大沢川 右 B 30 1 大 沢 上 町 1.5 護岸高不足 決 壊 積土のう 

16 
八重久

保川 
左 B 50 1 上 八 重 久 保 1 無 堤 地 越 水 積土のう 

17 
湯川 

左 B 250 1 
猿 久 保 鉄 橋 下 2.5 無 堤 地 越 水 積土のう 

18 右 B 250 1 

19 湯川 右 B 100 1 南 上 ノ 城 団 地 2.5 無 堤 地 越 水 積土のう 

20 湯川 左 B 200 1 白 山 団 地 3 天 然 護 岸 洗 掘 
ブロック

投 入 

21 

22 
志賀川 

左 B 

右 B 

200 

200 

1 

1 
畳 石 1.3 堤防高不足 越 水 積土のう 

23 志賀川 右 A 350 1 案 坂 橋 上 下 流 1.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

24 

25 
片貝川 

左 A 

右 A 

2,000 

2,000 

1 

1 

善 阿 弥 

（ 片 貝 橋 下 流 ） 
1.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

26 

27 
片貝川 

左 A

右 A 

1,600 

1,600 

1

１ 

大 沢 川 合 流 点 ～ 

百 沢 臼 田 線 
1.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

28 片貝川 右 A 20 1 高橋橋上下流 1.5 堤 防 弱 体 決 壊 積土のう 



 

 

６ １－９ 重要水防区域 

 1485

No 河川 

左警 

右戒 

岸の 

の度 

別合 

延長 
(m) 

箇 

所 

数 

場所（目標） 
予想 

水位 

(m) 
区分 

予想 

される 

危険 
水防工法 

29 

30 
片貝川 

左 A 

右 A 

50 

50 

1 

1 

伊 勢 宮 

（ 医 師 住 宅 裏 ） 
1.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

31 

32 
片貝川 

左 B 

右 B 

100 

100 

1 

1 
見 次 橋 上 流 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

33 

34 
片貝川 

左 B 

右 B 

30 

50 

1 

1 

中 小 田 切 

（ 陽 雲 寺 前 ） 
1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

35 片貝川 右 B 30 1 居 村 1.5 堤 防 弱 体 決 壊 木 流 し 

36 

37 
片貝川 

左 B 

右 B 

100 

100 

1 

1 
中 島 橋 上 下 流 1.5 堤防高不足 越 水 積土のう 

38 片貝川 左 B 100 1 
岩 下 

（ 立 道 橋 下 ） 
1.5 天 然 護 岸 洗 掘 木 流 し 

39 片貝川 左 B 20 1 
樋 口 

（ 地 蔵 池 橋 下 ） 
1.5 護岸等弱体 洗 掘 木 流 し 

40 片貝川 左 B 50 1 
梨 の 木 

（佐久水道水源上） 
1.5 護岸等弱体 洗 掘 木 流 し 

41 

42 
片貝川 

左 B 

右 B 

200 

200 

1 

1 
地 蔵 池 下 流 1.5 護岸等洗掘 決 壊 木 流 し 

43 
片貝川 

左 B 300 1 ケ カ チ 久 保 
（ 佐 久 水 道 水 源 下 ） 

1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 
44 右 B 300 1 

45 

46 
片貝川 

左 B 

右 B 

240 

250 

1 

1 

下 桜 井 

( 市 道 2 2 - 2 号 ) 
1.2 

護岸高不足 

無 堤 地 
越 水 積土のう 

47 
田子川 

左 B 100 1 中 込 新 町 

( 平 賀 橋 上 下 ) 
1.3 堤防高不足 越 水 積土のう 

48 右 B 100 1 

49 
田子川 

左 A 1,180 1 常 和 

（ 常 和 橋 上 下 ） 
1.2 断 面 不 足 越 水 積土のう 

50 右 A 1,180 1 

51 

52 

53 

54 

濁川 

左 B 

 

右 B 

550 

 

550 

2 

 

2 

長 土 呂 
（上信越自動車道上

下 、 聖 橋 ） 
2.1 断 面 不 足 洗 掘 木 流 し 

55 

56 

57 

58 

59 

香坂川 

左 B 

 

右 B 

250 

 

190 

3 

 

2 

香 坂 東 地 1.8 天 然 河 岸 越 水 積土のう 

60 

61 

堂の入

川 

左 A 

右 A 

250 

250 

1 

1 
平 井 1.2 断 面 不 足 

越 水 

洗 掘 
積土のう 

62 鹿曲川 右 B 150 1 湯 沢 下 
（ 湯 沢 太 郎 別 当 橋 上 ） 

2 河 積 不 足 越 水 積土のう 

63 鹿曲川 右 B 200 1 吹 上 橋 下 3 河 積 不 足 越 水 積土のう 

64 

65 
鹿曲川 

左 A 

右 A 

80 

100 

1 

1 
春 日 橋 下 2.8 河 積 不 足 越 水 積土のう 

66 鹿曲川 右 B 50 1 長 坂 橋 上 3 護 岸 弱 体 
決 壊 

洗 掘 
木 流 し 

67 

68 
須釜川 

左 B 

右 B 

30 

200 

1 

1 
百 沢 上 1.5 護 岸 弱 体 決 壊 木 流 し 
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No 河川 

左警 

右戒 

岸の 

の度 

別合 

延長 
(m) 

箇 

所 

数 

場所（目標） 
予想 

水位 

(m) 
区分 

予想 

される 

危険 
水防工法 

69 
八丁地

川 
右 B 20 1 高 呂 2 護 岸 弱 体 洗 掘 

シート張り 

木 流 し 

70 細小路

川 

左 B 145 1 
入 新 町 1.5 天 然 護 岸 越 水 

積土のう 

木 流 し 71 右 B 200 1 

72 
細小路

川 
左 B 300 1 落 合 上 2 河 積 不 足 越 水 

積土のう 

木 流 し 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

布施川 

左 B 

 

右 B 

3,370 

 

2,600 

2 

 

4 

東 抜 井 橋 ～ 

谷 田 沢 橋 上 
2.5 河 積 不 足 越 水 積土のう 

79 

80 
布施川 

左 B 

右 B 

200 

200 

1 

1 
市 道 向 田 橋 下 2 

天 然 護 岸 

堤防高不足 
決 壊 

積土のう 

木 流 し 

81 

82 
中沢川 

左 A 

右 A 

1,000 

1,000 

1 

1 
矢 島 1 断 面 不 足 越 水 積土のう 

83 

84 
雨川 

左 B 

右 B 

150 

150 

1 

1 

下 川 原 

（竜岡橋上下流） 
1.5 護岸等老朽 決 壊 木 流 し 

85 
雨川 

左 B 

右 B 

500 

300 

1 

1 
宮代～日向大工原 1.5 天 然 護 岸 洗 掘 木 流 し 

86 

87 雨川 右 B 110 1 
下 宮 代 

（ 上 宮 寺 前 ） 
1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

88 雨川 右 B 200 1 丸 山 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

89 吉沢川 左 B 50 1 堤 下 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

90 
谷川 

左 B 2,280 1 
入 澤 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

91 右 B 2,280 1 

92 

93 
曽原川 

左 B 

右 B 

120 

200 

1 

1 
岩 水 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

94 馬坂川 左 B 30 1 馬 坂 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

95 
馬坂川 

左 B 100 1 
広 川 原 1.5 護岸等弱体 決 壊 木 流 し 

96 右 B 80 1 

    計 38,695 96  

※警戒の度合いの等級及び左右岸の別は、次のとおりとする。 

・警戒度合   A 増水等の場合、最も決壊危険のおそれが高いもの 

B 増水等の場合、決壊のおそれが高いもの 

・左右岸の別･･･河川を上流から下流に向かって眺めたとき、左側を左岸、右側を右岸と呼ぶ。 
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１－１０ 洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨）内にある要配慮者 

利用施設（１１３施設） 
 （健康づくり推進課、高齢者福祉課、移住交流推進課、福祉課、子育て支援課、学校教育課調べ） 

    令和 4 年 8 月現在 

 施設名 種 別 住 所 
計画作

成等 
備考 

1 
くろさわ病院、介護老人保健施

設安寿苑 

病院・通所リハビリ・介護老人

保健施設、短期入所療養介護 
中込 1-17-8 義務 千曲川 

2 佐久総合病院 病院 臼田 197 義務 千曲川 

3 雨宮病院、デイケアさくら 病院・通所リハビリ 下小田切 73 義務 千曲川 

4 田嶋クリニック 診療所 臼田 1652-1 義務 千曲川 

5 たむらペインクリニック 診療所 臼田 2292-1 義務 千曲川 

6 つつみハートクリニック 診療所 臼田 476-1 義務 千曲川 

7 みさと皮フ科クリニック 診療所 臼田 1114-6 義務 千曲川 

8 安紀内科クリニック 診療所 野沢 236-1 義務 千曲川 

9 小山医院 診療所 野沢 194-1 義務 千曲川 

10 すみだクリニック 診療所 本新町 294-1 義務 千曲川 

11 相馬医院 診療所 野沢 194-7 義務 千曲川 

12 相馬北医院 診療所 野沢 258-2 義務 千曲川 

13 都甲クリニック 診療所 三塚 191-36 義務 千曲川 

14 博愛こばやし眼科 診療所 取出町 127-3 義務 千曲川 

15 水嶋クリニック 診療所 原 567-8 義務 千曲川 

16 工藤医院 診療所 中込 2-12-9 義務 千曲川 

17 こすも内科クリニック 診療所 平賀 1927-1 義務 千曲川 

18 斎藤産婦人科医院 診療所 中込 1985-1 義務 千曲川 

19 関口小児科医院 診療所 中込 1-25-2 義務 千曲川 

20 関口内科クリニック 診療所 中込 405 義務 千曲川 

21 たばたクリニック 診療所 平賀 2366-2 義務 千曲川 

22 国保 浅科診療所 診療所 塩名田 570 義務 千曲川 

23 ウェルガーデン佐久 軽費老人ホーム 野沢 333-1 義務 千曲川 

24 宅幼老所のざわ 通所介護 野沢 219-17 義務 千曲川 

25 宅老所およりなんし 通所介護 野沢 323-31 義務 千曲川 

26 デイサービスセンターひだまり 通所介護 桜井 671-1 義務 千曲川 
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 施設名 種 別 住 所 
計画作

成等 
備考 

27 結いの里千曲デイサービス 通所介護 伴野 2024-2 義務 千曲川 

28 宅老所若草 通所介護 中込 1133-1 義務 千曲川 

29 宅老所野菊 通所介護 中込 1133-14 義務 千曲川 

30 

中込デイサービスセンター 

サテライト介護老人保健施設な

かごみ 

通所介護 中込 3-15-6 義務 千曲川 

31 ケイジン健康運動センター 通所介護 中込 3-19-8 義務 千曲川 

32 
佐久市あいとぴあ臼田デイサー

ビスセンター 
通所介護 下越 16-5 義務 千曲川 

33 サテライトあおぬまの家 通所介護 入沢 265-2 義務 千曲川 

38 結いの里千曲 有料老人ホーム 伴野 2898-1 義務 千曲川 

40 ケアホームひだまり 有料老人ホーム 中込 3-5-5 義務 千曲川 

41 ほのかの家 有料老人ホーム 入沢 594 義務 千曲川 

 ケイジンケアホーム中込 有料老人ホーム 中込 3-12-1 義務 千曲川 

42 グループホームのざわ愛の郷 認知症対応型共同生活介護 野沢 322-1 義務 千曲川 

43 

特別養護老人ホーム佐久平愛の

郷 

ショートステイ佐久平愛の郷 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ佐久平愛の郷 

介護老人保健施設 

短期入所生活介護 

通所介護 

平賀 741 義務 千曲川 

44 グループホームひらか愛の郷 認知症対応型共同生活介護 平賀 737-3 義務 千曲川 

45 
特別養護老人ﾎｰﾑうすだコスモ

苑 

介護老人福祉施設 

短期入所生活介護 

養護老人ホーム 

臼田 86 義務 千曲川 

46 
佐久広域特別養護老人ホーム塩

名田宛 
介護老人福祉施設 塩名田 542-1 義務 千曲川 

47 
らいおんはーとリハビリ温泉デ

イサービス佐久 
通所介護 前山 321-3 義務 千曲川 

48 かがやき広場 通所介護 下越 612-2 義務 千曲川 

49 デイサービスセンター星の里 通所介護 臼田 785-6 義務 千曲川 

50 宅幼老所ひまわり 通所介護 臼田 1223-1 義務 千曲川 

51 宅幼老所いちわ 通所介護 臼田 2177-1 義務 千曲川 

52 
佐久市浅科デイサービスセンタ

ー 
通所介護 塩名田 542-7 義務 千曲川 

53 四季のベンチ 小規模多機能型居宅介護 下越 612-1 義務 千曲川 

54 ホシノマチ団地 サービス付き高齢者住宅 下越 216-1 義務 千曲川 

55 すぎな作業所 障害者就労継続支援 鳴瀬 602-17 義務 千曲川 

56 佐久の泉共同作業センター 障害者就労継続支援 前山 38-1 義務 千曲川 
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 施設名 種 別 住 所 
計画作

成等 
備考 

57 臼田共同作業センター 障害者就労継続支援 下越 16-5 義務 千曲川 

58 浅科ふれあいホーム 障害者就労継続支援 塩名田 548-5 義務 千曲川 

59 野沢共同作業センター 障害者就労継続支援・生活介護 取出町 485-3 義務 千曲川 

60 中込デイサービスセンター 
障害者生活介護・放課後等デイ

サービス 
中込 3-15-6 義務 千曲川 

61 ケイジンピアスペースなかごみ 
障害者生活介護・放課後等デイ

サービス 
中込 3-2-8 義務 千曲川 

62 
らいおんハートからだの児童デ

イサービスセンター佐久南 

障害者生活介護・児童発達支

援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

前山 321-3 

義務 千曲川 

63 
らいおんハート遊びリテーショ

ン児童デイ佐久南 

児童発達支援・放課後等デイサ

ービス 
義務  千曲川 

64 
らいおんハート放課後デイサー

ビス佐久南 
放課後等デイサービス 義務 千曲川 

65 いっぽ。 放課後等デイサービス 野沢 394-5 義務 千曲川 

66 いつも。 放課後等デイサービス 原 454 義務 千曲川 

67 中込共同作業センター 地域活動支援センター 中込 1-19-2 義務 千曲川 

68 ワークサポートこすもす 
障害者就労移行支援・就労継続

支援 
中込 1273-2 義務 千曲川 

70 グループホームなるせ庵 障害者グループホーム 鳴瀬 680 義務 千曲川 

71 グループホームたかせ庵 障害者グループホーム 鳴瀬 680-3 義務 千曲川 

72 白ゆり荘 障害者グループホーム 臼田 172-2 義務 千曲川 

73 エトワール 障害者グループホーム 臼田 2278-1 義務 千曲川 

74 エトワール（たんぽぽ） 
障害者グループホーム 

障害者グループホーム 

臼田 2278-1 

原 498-1 

義務 

義務 

千曲川 

千曲川 
75 野沢の家 

76 野沢の家２号棟 障害者グループホーム 原 498-1 義務 千曲川 

77 ケイジンピアホーム中込 
障害者グループホーム・短期入

所 
中込 3-2-13 義務 千曲川  

78 グループホームしおなだ 
障害者グループホーム・短期入

所 
塩名田 456 義務 千曲川 

79 
サングリモ中込つどいの広場交

流センター 
つどいの広場 中込 1-19-2 義務 千曲川 

80 ちびっこ元気クラブ 放課後児童クラブ 中込 542-1 義務 千曲川 

81 中込第一保育園 保育園 中込 3-24-5 義務 千曲川 

82 中込第二保育園 保育園 中込 1790 義務 千曲川 

83 泉保育園 保育園 三塚 300-2 義務 千曲川 

84 青沼保育園 保育園 入澤 232-2 義務 千曲川 

85 岸野保育園 保育園 伴野 1792-1 義務 千曲川 
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 施設名 種 別 住 所 
計画作

成等 
備考 

86 野沢保育園 保育園 取出町 491-2 義務 千曲川 

87 聖愛保育園 保育園 原 267-1 義務 千曲川 

88 臼田保育園 保育園 臼田 2126-8 義務 千曲川 

89 里曲保育園 保育園 三分 237-1 義務 千曲川 

90 カトリック幼稚園 幼稚園 取出町 185-1 義務 千曲川 

91 野沢児童館 児童館 原 270-24 義務 千曲川 

92 中込児童館 児童館 中込 484-1 義務 千曲川 

93 岸野児童館 児童館 伴野 1474-2 義務 千曲川 

94 泉児童館 児童館 三塚 282-3 義務 千曲川 

95 下越児童館 児童館 下越 248-12 義務 千曲川 

96 臼田児童館 児童館 臼田 559-1 義務 千曲川 

97 青沼児童館 児童館 入澤 233-2 義務 千曲川 

98 野沢小学校 小学校 取出町 472-3 義務 千曲川 

99 泉小学校 小学校 三塚 273-1 義務 千曲川 

100 岸野小学校 小学校 伴野 1725 義務 千曲川 

101 中込小学校 小学校 中込 491 義務 千曲川 

102 青沼小学校 小学校 入澤 152-1 義務 千曲川 

103 臼田小学校 小学校 臼田 264-3 義務 千曲川 

104 野沢中学校 中学校 野沢 335-1 義務 千曲川 

105 中込中学校 中学校 平賀 2313 義務 千曲川 

106 臼田中学校 中学校 下越 286-1 義務 千曲川 

107 野沢北高等学校 高等学校 野沢 449-2 義務 千曲川 

108 野沢南高等学校 高等学校 原 86-1 義務 千曲川 

109 
佐久平総合技術高等学校（臼田

キャンパス） 
高等学校 臼田 751 義務 千曲川 

110 志賀の家 障害者グループホーム 志賀 5859-3 
努力 

義務 
志賀川 

111 岩村田保育園 保育園 岩村田 5088 
努力 

義務 
湯川 

112 まつざきクリニック 診療所 猿久保 335-13 
努力 

義務 
湯川 

113 どんぐり 

障害児放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・居宅

介護・短期入所・障害児(者)相

談支援・行動援護 

猿久保 331 
努力 

義務 
湯川 
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１－１１ 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（１９施設） 
（高齢者福祉課、福祉課、子育て支援課、学校教育課調べ） 

令和 3 年 3 月 31 日現在 

 施設名 種 別 住 所 備考 

1 

特別養護老人ホーム 佐久福寿

園 佐久市岩村田デイサービス

センター 

佐久福寿園げんきあっぷクラブ 

介護老人福祉施設 

通所介護 
岩村田 4213 土砂災害警戒区域 

2 アンの家 有料老人ホーム 有料老人ホーム 岩村田 2213-7 1F 土砂災害警戒区域 

3 サガラシルバーハウス グループホーム 岩村田 2213-7 2F 土砂災害警戒区域 

4 デイサービスフェリーチェ 老人デイサービスセンター 三河田 482-1 土砂災害警戒区域 

5 

ウェルハウスのぞみサンピア 

さんぴあの家 

デイサービスセンターのぞみサ

ンピア 

有料老人ホーム 根岸 3203-2 土砂災害警戒区域 

6 
らいおんハートリハビリ温泉デ

イサービス佐久 
通所介護 前山 321-3 

土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区

域 

7 有料老人ホーム 秋桜 有料老人ホーム 内山 5931-3 土砂災害警戒区域 

8 住まい処 みまきの宿 有料老人ホーム 蓬田 681-1 土砂災害警戒区域 

9 マリーゴールド宅幼老所 通所介護 印内 133－1 土砂災害警戒区域 

10 寄合所文ちゃん家 通所介護 布施 489 土砂災害警戒区域 

11 
三河田の家Ⅰ 

三河田の家Ⅱ 
グループホーム 三河田 482-4 土砂災害警戒区域 

12 佐久こまば学園 障害者支援施設 瀬戸 70-2 土砂災害警戒区域 

13 アレーズこまば 
障害福祉サービス事業の用

に供する施設 
瀬戸 70-3 土砂災害警戒区域 

14 緑の牧場学園 障害者支援施設 八幡 1115-67 土砂災害警戒区域 

15 こまくさ寮 グループホーム 八幡 1115-84 

土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区

域 

16 大沢保育園 児童福祉施設 大沢 789-1 土砂災害警戒区域 

17 高瀬保育園 児童福祉施設 鳴瀬 1371 土砂災害警戒区域 

18 平根小学校 学校施設 上平尾 936 土砂災害警戒区域 

19 高瀬小学校 学校施設 鳴瀬 1350-1 土砂災害警戒区域 
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２ 水害予防関係 

２－１ 河川の状況 

（土木課調） 

等級 河川名 市域内延長（m） 備   考（県番号） 

1 級 千曲川 17,050 臼田・佐久・浅科（1） 

滑津川 24,089 佐久（113） 

湯川 20,915 佐久（109） 

田子川 4,000 佐久（113‐6） 

志賀川 12,862 佐久（113‐1） 

香坂川 8,611 佐久（113‐2） 

霞川 3,200 佐久（113‐3） 

宮川 3,000 佐久（110） 

八重久保川 1,820 佐久（113‐5） 

中沢川 4,550 佐久（111） 

片貝川 16,797 臼田・佐久（112） 

濁川 7,255 佐久（109‐1） 

大沢川 6,050 佐久（112‐4） 

小宮山川 800 佐久（112‐2） 

百々川 1,740 佐久（112‐1） 

堂の入川 1,283 佐久（110‐1） 

石突川 2,675 佐久（108） 

瀬早川 1,980 佐久（113‐4） 

倉沢川 750 佐久（112‐3） 

雨川 12,216 臼田 

吉沢川 2,000 臼田 

谷川 4,800 臼田 

曽原川 610 臼田 

馬坂川 3,900 臼田 

中沢川 3,300 浅科（106‐1） 

布施川 16,132 望月・浅科（106） 

鹿曲川 26,809 望月（97） 

細小路川 5,200 望月（97‐5） 

須釜川 1,600 望月（106‐2） 

八丁地川 18,250 望月（97‐4） 

準用 倉沢川 1,900 佐久（112‐3J） 

石突川 3,700 佐久 

堂の入川 500 佐久 

宮川 3,800 佐久（110‐J） 

中沢川 4,100 佐久 

百々川 760 佐久 

小宮山川 3,100 佐久 
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等級 河川名 市域内延長（m） 備   考（県番号） 

田子川 1,100 佐久（113‐6J） 

瀬早川 920 佐久 

八重久保川 980 佐久 

志賀川 2,200 佐久（113‐1J） 

霞川 3,200 佐久（113‐3J） 

香坂川 5,000 
佐久 

（113‐2‐J2）  

万助川 800 佐久（113‐3J） 

東地川 800 佐久 

屋敷平川 1,800 佐久 

山田川 720 佐久 

北沢川 1,000 佐久 

月明川 1,000 佐久 

貞祥寺川 1,900 佐久 

熊久保川 800 佐久 

伴野川 1,400 佐久 

うとう川 3,170 佐久 

滝川 4,040 臼田 

西山沢川 660 臼田 

相沢川 2,450 臼田 

藤ノ入川 320 臼田 

大町川 1,000 臼田 

大曲川 2,770 臼田 

水落川 770 臼田 

中沢川 3,020 臼田 

姥ヶ沢川 965 浅科 

樋沢川 601 浅科 

女石川 800 浅科（106‐J1） 

中沢川 1,200 望月 

茂沢川 1,000 望月 

長林川 2,500 望月 

土林川 1,600 望月 

吉原川 2,500 望月 

谷田沢川 2,600 望月（106‐J2） 

本沢川 2,400 望月 

坂頭川 200 望月 

日沢川 1,600 望月（97‐J1） 

大仁田川 1,000 望月 

浅田切川 1,000 望月 

大抜井川 1,200 望月 

一の原川 1,800 望月 

大平川 2,200 望月 

小諸沢川 400 望月（106‐J3） 

鷹の巣川 1,000 望月 
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等級 河川名 市域内延長（m） 備   考（県番号） 

三井川 2,200 望月（97‐J2） 

小手沢川 1,000 望月 

普通 花岡川 2,100 佐久 

武道川 2,400 佐久 

柳沢川 2,800 佐久 

大沼川 2,900 佐久 

根津古川 2,600 佐久 

初谷川 4,200 佐久 

宮川 900 浅科 

蛇久保川 520 浅科 

柳沢川 2,200 浅科 

西久保川 1,300 浅科 

上ノ山川 208 浅科 
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２－２ 防災ダムの現況 

（耕地林務課調） 

ダム名 保全面積 総貯水量 備考 

香坂ダム 250ha 1，050 千 m3 信濃川水系 

 香坂ダムは農地防災ダムとして建設され、昭和 49 年度に完成した。 

 堤高 38．5m、堤頂長 184．0m の中心コア式ロックフィルダムで、計画洪水流量 90m3／sのうち

61m3／s の洪水調整を行う。 
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２－３ ため池の現況 

（耕地林務課調） 

所 在 地 名 称 管 理 者 備 考 

大 沢 新 田 足 の 入 佐久市（大沢新田区）   

権 現 佐久市（大沢新田区）   

中 の 入 佐久市（大沢新田区）   

大 地 堂 明 神 佐久市（大沢財産区）   

大 沢 下 町 三 枚 平 佐久市（大沢財産区）   

前 山 貞 祥 寺 佐久市  

洞 源 佐久市  

美 笹 美 笹 湖 佐久市  
移住交流 

推進課所管  

東 立 科 立 科 の 池 佐久市   

赤 穂 木 佐久市   

常 和 南 山 田 佐久市  

常 和 北 常 和 上 池 佐久市  

常 和 下 池 佐久市  

大 昌 寺 池 佐久市  

瀬 戸 瀬 戸 大 池 佐久市  

内 山 あ ら ふ ね 池 佐久市（山荘あらふね）  
移住交流 

推進課所管  

岩 村 田 仙 禄 湖 佐久市  

小 宮 山 十 駄 窪 の 池 自然人   

長 ケ 窪 佐久市  

糠 尾 社 口 大 池 自然人  

社 口 新 池 自然人  

日 向 笹 倉 佐久市   

平 井 五 本 木 上 池 佐久市（平井区）   

五 本 木 小 池 佐久市（平井区）   

五 本 木 大 池 佐久市（平井区）   

白 地 佐久市（平井区）   

駒 込 奥 野 佐久市   

志 賀 下 宿 小 倉 佐久市   

常 田 常 田 大 池 佐久市（常田区）   

新 子 田 三 ヶ 月 池 自然人  

長 土 呂 菱 池 佐久市  

湯 原 新 田 沼  佐久市   

枯 木 平 佐久市   

居 久 保 佐久市   

入 沢 赤 谷 佐久市   

平  菖 蒲 平 佐久市   

清 川 清 川 佐久市（清川区水利組合）  

滝  滝  佐久市   

八 幡 （ 桑 山 ） 寺 尾 1 号 自然人  
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所 在 地 名 称 管 理 者 備 考 

八 幡 （ 桑 山 ）  寺 尾 2 号 自然人  

寺 尾 3 号 自然人  

寺 尾 6 号 自然人  

寺 尾 7 号 自然人  

寺 尾 8 号 自然人  

山 梨 1 号 自然人  

山 梨 2 号 自然人  

山 梨 3 号 自然人  

山 梨 4 号 自然人  

山 梨 5 号 自然人  

山 梨 7 号 山梨水利組合   

山 梨 8 号 自然人  

山 梨 大 池 山梨水利組合  

明 神 平 2 号 自然人  

明 神 平 池 2 号 自然人  

明 神 平 池 3 号 自然人  

明 神 平 池 4 号 自然人  

明 神 平 5 号 自然人  

上 野 山 池 2 号 自然人   

赤 坂 1 号 自然人  

赤 坂 2 号 自然人  

赤 坂 3 号 自然人  

入 り の 沢 応 急 池 佐久市  

姥 ケ 沢 2 号 佐久市  

御牧原（桑山） 

太 田 池 自然人  

内 の 清 水 池 佐久市  

新 池 自然人  

農 園 1 号 自然人  

農 園 2 号 自然人  

農 園 5 号 自然人  

明 神 池 自然人  

蓮 池 自然人  

御牧原（八幡） 
覗 上 3 号 自然人  

日 向 池 自然人  

御牧原（蓬田） 大 池 1 号 自然人  

矢島（ 泉 ） 千 駄 ヶ 池 今池利用耕作者  

矢島（山の神） 山 の 神 池 自然人  

矢島（大池上） 大 池 大池管理組合   

甲 （ 大 原 ） 
源 吾 衛 門 池 自然人   

大 原 池 自然人  

八幡（今池） 今 池 今池利用耕作者  

甲 （ 上 原 ） 平 兵 衛 池 佐久市   

甲 （ 下 原 ） 植 木 辺 池 自然人  

上 原 （ 前 田 ） 菖 蒲 池 自然人  
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所 在 地 名 称 管 理 者 備 考 

上 原 （ 大 向 ） 平 地 池 自然人  

八 幡 （ 桑 山 ） 

天 神 平 1 号 自然人   

天 神 平 2 号 自然人  

天 神 平 3 号 自然人  

梅 天 池 自然人   

女 石 池 女石水利組合  

御牧原（蓬田） 
須 釜 池 自然人   

尾 尻 池 自然人  

布 施 

好 道 1 号 池 自然人   

好 道 2 号 池 自然人  

伊 セ 講 自然人   

基 雄 池 自然人   

竜 ヶ 池 自然人   

芳 次 池 自然人  

新 開 池 自然人   

藤 巻 （ 1 ） 自然人  

藤 巻 （ 2 ） 佐久市（藤巻区）   

印 内 

 

  

静 人 1 号 池 自然人   

静 人 2 号 池 自然人  

静 人 3 号 池 自然人  

淳 人 池 自然人  

清水貞池（清水健一池） 自然人  

清 水 房 子 池 自然人  

金 井 池 自然人   

島 田 池 自然人   

清 男 池 自然人  

笹 々 岩 池 自然人  

牧 男 池 自然人  

丸 山 池 自然人   

良 男 池 自然人   

親 之 助 池 自然人   

真 田 池 自然人   

菖 蒲 池 （ １ ） 自然人   

印 内 耕 地 整 理 池 自然人   

清 水 端 自然人  

山 吠 久 保 自然人  

久 根 木 平 池 自然人   

高 尾 池 自然人   

雷 太 池 自然人   

清水貞新池（達男池） 自然人   
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所 在 地 名 称 管 理 者 備 考 

印 内 

清 水 正 一 自然人  

小 池 高 池 自然人   

望 月 新 池 自然人   

二 子 池 自然人  

小 出 池 自然人  

協 和 

大 池 佐久市   

谷 田 下 池 谷田水利組合   

谷 田 上 池 谷田水利組合  

寺 池 佐久市   

飯 久 保 佐久市   

下 王 城 佐久市   

谷 地 1 号 佐久市   

谷 地 2 号 佐久市   

春 日  

桂 の 久 保 佐久市   

別 府 佐久市   

湯 沢 池 佐久市   

境 の 沢 池 佐久市   

茂 田 井 

和 田 入 池 立科土地改良区  

池 ノ 久 保 池 立科土地改良区  

茂 田 井 大 池 立科土地改良区  

下 原 池 立科土地改良区  

太 田 道 下 自然人  
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伴 野
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臼 田
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春 日
布 施

望 月
協 和
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２－５ 水防上重要な水門の操作 

（危機管理課調） 

河 川 

名 

河川の 

種別 
名  称 位  置 管 理 者 操作の基準 

雨 川 一 級 
北 用 水 

佐久市田口

字 日 影 
佐 久 市 

操作担当者の状況

判断により開閉 

鹿 曲 川 〃 下之城用水路 

取 入 口 
佐久市印内 

下之城水利組合 

（ 東 御 市 ） 

操作担当者の指

示又は水利組合

の役員の指示 

片 貝 川 〃 大 堀 用 水 佐久市前山 佐 久 市 
操作担当者の状況

判断により開閉 

〃 〃 
小 宮 山 用 水 

佐 久 市 

小 宮 山 
〃 〃 

〃 〃 城 下 用 水 

水 門 

佐久市臼田 

字 城 下 
〃 〃 

〃 〃 

丸 山 用 水 

佐 久 市 

下 小 田 切 

字 小 山 

〃 〃 

香 坂 川 〃 
香 坂 ダ ム 佐久市香坂 〃 

香坂ダム操作規

定による 

佐久平用水 用 悪 

水 路 
城 山 用 水 

佐久市臼田

字 城 山 
〃 

操作担当者の状況

判断により開閉 

〃 〃 
堂 屋 敷 用 水 

佐久市臼田

字 堂 屋 敷 
〃 〃 

〃 〃 
臼 田 用 水 

佐久市臼田 

字 上 落 し 
〃 〃 

 
一 級 西 耕 地 用 水 

（八反田用水） 

佐久市瀬戸

字 八 反 田 
〃 〃 

〃 〃 北 堰 用 水 佐久市瀬戸 〃 〃 

〃 〃 奥 野 溜 池 

（ 吉 巾 池 ） 
佐久市志賀 〃 〃 

千 曲 川 〃 
中 込 用 水 

佐久市太田部

字石田 

中 込 用 水 管 理 

委 員 会 
〃 

〃 〃 新 町 用 水 〃 〃 〃 

〃 〃 田 口 用 水 

水 門 
佐久穂町海瀬 田 口 用 水 組 合 〃 

〃 〃 
三ヶ用水水門 

佐 久 穂 町 

平 林 
三ヶ用水管理組合 〃 

〃 〃 
佐 久 平 用 水 

佐久市勝間

字 田 古 屋 
佐久市土地改良区 〃 

〃 〃 
平 賀 用 水 〃 〃 〃 

〃 

 

 

 

〃 

田 口 用 水 

第 １ 頭 首 工 
佐久穂町畑 田 口 用 水 組 合 〃 
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河 川 

名 

河川の 

種別 
名  称 位  置 管 理 者 操作の基準 

千 曲 川 
一 級 

三 ヶ 用 水 
佐 久 穂 町 

高 野 町 
三ケ用水管理組合 

操作担当者の状況

判 断 に よ り 開 閉 

中 沢 川 〃 美 笹 湖 佐久市前山 佐 久 市 〃 

滑 津 川 〃 
牧 場 溜 池 

佐久市内山

（ 牧 場 ） 
〃 〃 

〃 〃 
大 星 用 水 

佐久市中込字 

大 星 
〃 〃 

〃 〃 
深 堀 用 水 

佐久市中込

字 馬 場 口 
〃 〃 

〃 〃 
土 呂 下 用 水 

佐久市中込

字 土 呂 下 
〃 〃 

〃 〃 
樋 村 用 水 

佐久市平賀

字 桶 村 
〃 〃 

〃 〃 
後 家 前 用 水 

佐久市平賀

字 後 家 
〃 〃 

〃 〃 
中 村 用 水 

佐 久 市 

内山字中村 
〃 〃 

〃 〃 
本 郷 用 水 

佐 久 市 

内山字本郷 
〃 〃 

〃 〃 
松 井 用 水 

佐 久 市 

内山字松井 
〃 〃 

抜 井 川 〃 田 口 用 水 

水 門 

佐 久 穂 町 

海 瀬 
田 口 用 水 組 合 〃 

〃 〃 田 口 用 水 

第 ２ 頭 首 工 
佐久穂町海瀬 〃 〃 

湯 川 〃 

四 ケ 用 水 

佐 久 市 

岩 村 田 

字 東 岩 子 

佐久市土地改良区 
操作担当者の状況

判断により開閉 

〃 〃 

常 木 用 水 

佐 久 市 

岩 村 田 

字 飯 網 下 

〃 〃 

〃 〃 
平 尾 用 水 

御代田町豊

昇字後川原 
佐 久 市 

平根発電所へ連

絡し、適切に開

閉する。 

〃 〃 
湯 川 ダ ム 

御代田町広

戸 
長 野 県 

湯川ダム操作規

則による 

〃 〃 
荒 谷 用 水 

佐久市横根

( 万 年 橋 ) 
荒 谷 用 水 組 合 

操作担当者の状況

判断により開閉 
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３－１ 危険物施設 

１ 屋内貯蔵所                        （令和 2 年 1月現在） 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 相馬商事(株) 佐久油槽所 岩村田北 1-10-5 67-3380 オイル 

2 双信電機(株) 浅間工場 長土呂 800-38 67-4131 シンナー 他 

3 
エムケーカシヤマ(株) 

長土呂ステージ 2 
長土呂 801-16 68-5555 

アルコール 

シンナー 他 

4 
エムケーカシヤマ(株) 

 長土呂ステージ 1 
長土呂 1091 67-1161 MEK 他 

5 
東日本旅客鉄道(株) 

長野新幹線保守技術センター 
長土呂 1483-4 

026- 

224-5487 
軽油 

6 (株)シナノ 岩村田 1104-1 67-3321 シンナー 他 

7 (株)コシミ商会 岩村田 3373-1 67-2424 シンナー 他 

8 
双信電機(株) 

千曲技術センター 
猿久保 664-1 67-4511 トルエン 他 

9 TDK(株) 千曲川テクノ工場 小田井 462-1 66-1111 
ダイヤビーム 

他 

10 TDK(株) 浅間テクノ工場 小田井 543 68-5111 アセトン 他 

11 (株)信陽堂薬局 小田井 815-1 32-3223 農薬 

12 
エムケーカシヤマ(株) 

 小田井ステージ 3 
小田井 1119 68-7111 MEK 他 

13 

シチズン時計 

マニュファクチャリング(株)

ミヨタ佐久工場 

根々井 113 88-8686 エタノール 他 

14 (株)高見澤 根々井 207-1 68-3022 オイル 

15 相馬商事(株) 建材営業部 野沢 323-8 62-1887 薬 品 

16 (株)東京マイクロ 原 281 62-1423 シンナー 他 

17 Phase One Japan(株) 原 582-2 62-2222 アルコール 他 

18 (株)大進 原 611 62-0001 灯油 

19 
(株)AOB 慧央グループ 

アルソア佐久ファクトリィ 
瀬戸 553-7 63-8000 エタノール 他 

20 (株)小諸プラスチック 内山 7748-1 62-8161 シンナー 他 

21 サンテックパワージャパン 安原 825-1 67-1691 トルエン 他 

22 (株)ダイキアクシス信州工場 田口 5574 82-7711 

アセトン 

スチレン 

ポリエステル樹脂

パーメック 

３ 危険物等関係 
（危機管理課調） 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

23 太洋化学工業(株) 田口 5615-14 77-7895 
亜硝酸ナトリウム 
イソプロピルアルコール 

アルコール 

24 JR 臼田駅 下越 157-2 82-2108 
軽油 

 

25 中屋商店 中小田切 173-1 82-2122 アルコール 

26 ミネロン信州工場 北川 525-20 82-2578 

メタノール 

シンナー 

スプレーオイル 

溶剤 

ギヤ油 

27 
日精エー・エス・ビー 

(株) 千曲川工場 
御馬寄 1098-2 

0267-23-

1560 

シンナー・ 

シンナー廃液･ 

塗料廃液･洗油･ 

ガソリン･軽油 

2 屋外タンク貯蔵所 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 相馬商事(株) 佐久油槽所 岩村田北 1-10-5 67-3380 灯油･重油 

2 千曲錦酒造(株) 長土呂 1110 67-3731 重油 

3 
佐久平総合技術高等学校 

 浅間キャンパス 
岩村田 991 67-4010 灯油 

4 三峰園 岩村田 1225 67-3120 重油 

5 TDK(株) 千曲川テクノ工場 小田井 462-1 66-1111 MEK 

6 イー・ステージ(株) 小田井 500 23-8885 灯油 

7 
JA 佐久浅間 

中佐都ライスセンター 
塚原 785-1 68-1112 灯油 

8 (株)高見澤 
根々井 207-1・ 

207-5 
68-3022 軽油･灯油 

9 伴野酒造(株) 野沢 123 62-0021 重油 

10 (株)大進 原 611 63-2995 軽油･灯油･重油 

11 木内醸造(株) 大沢 985 62-0005 重油 

12 JA 佐久浅間(株)アメック 新子田 1393-1 66-7007 灯油 

13 新興製作所 田口 5131 82-2511 重油 

14 太洋化学工業(株) 田口 5615-14 77-7895 A 重油 

15 佐久醤油(有) 下越 460-1 82-2054 重油 

16 サンリン(株) 佐久支店 北川 640-9 82-2562 灯油 

17 蓼北金属(株) 蓬田 405 58-2236 灯油 

18 (株)竹花組（望月アスコン） 望月 1119-1 53-4816 軽油･灯油･重油 

19 
川西保健衛生施設組合 

川西清掃センター 
望月 2114-4 53-5679 重油 

20 武重本家酒造(株) 茂田井 2179 53-3025 A 重油 

21 真鍋清園芸ハウス 布施 5315-60 52-0605 灯油 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

22 (株)シリコンテクノロジー 
協和 2062-1・

2069-1 
53-6440 灯油 

3 屋内タンク貯蔵所 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 北陸新幹線佐久平駅 佐久平駅東 1-1 69-8162 灯油 

2 金澤病院 岩村田 804 67-2048 重油 

3 佐久消防署 中込 2947 62-0119 軽油 

4 
(株)AOB 慧央グループ 

アルソア佐久ファクトリィ 
瀬戸 553-5 63-8000 灯油･重油 

5 (株)小諸プラスチック 内山 7748-1 62-7011 灯油 

4 地下タンク貯蔵所 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 (株)オートアールズ 岩村田北 1-9-4 68-1123 廃油 

2 ホテルホワイト 岩村田北 1-32-4 68-8296 灯油 

3 東横イン 佐久平浅間口 佐久平駅北 1-1 66-1045 灯油 

4 
(株)カインズ 

カインズホーム佐久平店 
佐久平駅南 25-3 66-3111 灯油 

5 佐久広域食肉センター 長土呂 4 68-1007 灯油 

6 学校給食北部センター 長土呂 64-22 67-5694 灯油 

7 長野県連合青果(株) 長土呂 93-8 66-1300 重油 

8 （株）丸水長野県水 長土呂 93-13 68-6830 灯油 

9 ナチュラルバーデンリゾートばんり 長土呂 793-12 65-8080 灯油 

10 (株)ワイエス 長土呂 848-1 67-3285 重油 

11 (福)佐久平福祉会愛の郷 長土呂 860-2 67-8870 灯油 

12 浜口樹脂工業(株) 長土呂 934 66-1000 灯油 

13 夢工房 YAHOO 佐久 パチンコ館 岩村田北 1-2-3 68-7840 重油 

14 
東日本高速道路(株)関東支社 

長野管理事務所 
岩村田 116 68-8861 重油 

15 佐久長聖高等学校 聖響館 岩村田 951 68-5588 灯油 

16 
佐久平総合技術高等学校 

 浅間キャンパス 
岩村田 991 67-4010 灯油 

17 佐久長聖高等学校 聖修館 岩村田 1122-1 68-5588 重油 

18 佐久警察署 岩村田 1156-2 68-0110 軽油 

19 佐久長聖高等学校 聖心館 岩村田 1200 68-5588 重油 

20 岩村田高等学校 岩村田 1248-1 67-2439 灯油 

21 小林建設工業(株) 岩村田 1296-5 67-4063 軽油･灯油 

22 市立国保浅間総合病院 岩村田 1862-1 67-2295 重油･灯油 

23 佐久市子ども未来館 岩村田 1931-1 67-2001 灯油 

25 (有)佐久茂 岩村田 2083 67-4591 灯油 

26 佐久長聖高等学校 聖泳館 岩村田 3638 68-6688 灯油 

27 佐久長聖中学校 聖朋館 岩村田 3638 68-6688 重油 
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28 佐久福寿園 岩村田 4213 68-3055 灯油 

29 佐久市立近代美術館 猿久保 35-5 67-1055 灯油 

30 駒場公園管理事務所 猿久保 55 68-1399 重油 

31 長野県佐久創造館 猿久保 55 68-2811 重油 

32 県立武道館 猿久保 165-1 
 

軽油 

33 伊藤忠エネクス(株) 猿久保 603-1 68-8108 灯油･重油 

34 
双信電機(株)  

千曲技術センター 
猿久保 664-1 67-4511 重油 

35 
長野吉田工業ワークス 

小田井クリーン工場 
小田井 1077-5 68-9111 灯油 

36 
(株)星野リゾート 

ヤッホーブルーイング 
小田井 1119-1 66-1211 灯油 

37 平根小学校 上平尾 936 67-3539 重油 

38 (株)平尾山観光 上平尾 2066-1 68-5116 灯油 

39 みはらしの湯 下平尾 2668-1 68-0261 灯油 

40 中佐都小学校 塚原 808 67-3418 重油 

41 ケアハウス佐久だいら 常田 77-1 67-7654 灯油 

42 高瀬小学校 鳴瀬 1350 67-2459 重油 

43 平林産業(株) 佐久工場 鳴瀬 2543 68-6205 灯油 

44 イワタニ長野(株) 佐久営業所 横和 243-2 68-2825 灯油 

45 東日本電信電話(株) 

長野支店佐久営業所 
野沢 260-7 64-1313 軽油 

46 
野沢北高等学校 野沢 449-2 62-0020 灯油 

47 野沢南高等学校 原 86-1 62-0064 灯油 

48 ブルーマリン スポーツクラブ(株) 鍛冶屋 465 63-2424 灯油 

49 佐久平環境衛生組合 鍛冶屋 477 62-1119 メタノール･重油 

50 佐久技術専門学校 高柳 346-4 62-0549 灯油 

51 野沢小学校 取出町 472-3 62-0109 重油 

52 佐久合同庁舎 跡部 65-1 63-3111 軽油 

53 野沢中継ポンプ場 跡部 528-35 63-0101 灯油 

54 岸野小学校 伴野 1725 62-0384 重油 

55 シルバーランドきしの 根岸 113-1 64-6635 灯油 

56 
らいおんハートリハビリ温泉 

デイサービス佐久 
前山 321-3 63-3333 重油 

57 レストハウス美笹 前山 1905 63-0333 重油 

58 (医)恵仁会 中込施設 中込 1-17-8 64-1700 軽油 

59 (株)中込駅前ビル ビップ 中込 1-21-2 62-0151 灯油 

60 家具のエトワール 中込 2-7-17 62-8816 灯油 

61 (株)佐久グランドホテル 中込 3-19-6 62-0031 重油 

62 中込小学校 中込 491 62-0065 重油 

63 佐久市下水道管理センター 中込 1335 63-0101 重油 

64 グリーンアカデミー  中込 2084 62-6225 重油 

65 (株)モンドウル田村屋 中込 2438 62-0463 重油 
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66 (株)木内石油 中込 2474-1 62-1495 灯油･重油 

67 佐久市・軽井沢町清掃施設組合 中込 2880 62-7337 重油 

68 佐久一萬里ホテル 中込 3150-1 63-3355 灯油 

69 (株)柴田合成 佐久金型工場 中込 3368 67-1821 灯油 

70 
佐久総合病院  

佐久医療センター 
中込 3400-28 62-8181 灯油・JETA-1 

71 (株)共栄製作所 中込 3671 63-0003 灯油 

72 
(福)佐久学舎  

佐久こまば学園 
瀬戸 70-2 63-0505 灯油 

73 (株)明治 軽井沢工場 平賀 2082 63-5266 重油 

74 (株)大進建設 平賀 2389 62-1050 灯油 

75 伊藤 祥二郎（個人住宅） 平賀 2389-18 63-1388 灯油 

76 (株)細萓食品 平賀 4801-2 62-4620 重油 

77 佐久城山小学校 平賀 5325-1 62-0356 重油 

78 山荘あらふね 内山 352-1 65-2021 灯油 

79 
東日本高速道路(株) 

八風山トンネル西坑口 電気室 
香坂 34 68-8861 重油 

80 
東日本高速道路(株) 

八風山トンネル西坑口 
香坂 34 68-8861 灯油 

81 
東日本高速道路(株) 

閼伽流山トンネル東坑口 
香坂 1827 68-8861 灯油 

82 (株)叶屋 安原 251-1 67-2576 灯油 

83 (株)塩沢産業 安原工場 安原 1788 68-0081 重油 

84 シルバーランドみつい 新子田 866 66-6800 灯油 

85 JA 佐久浅間 ラポール・さく 新子田 1387-4 68-0983 灯油 

86 
東京電力パワーグリッド(株) 

物見山無線中継所 
志賀 13-17 22-2250 軽油 

87 
ホクト(株) 佐久きのこセンタ

ー 
志賀 5006-5 64-8833 重油 

88 
東小学校 志賀 6128-1 68-6829 重油 

89 旧田口小学校 田口 3000 63-5321 灯油 

90 (株)ダイキアクシス 信州工場 田口 5574 82-7711 灯油 

91 六甲バター(株) 長野工場 田口 5717 82-7447 重油 

92 臼田宇宙空間観測所 上小田切 1831-6 82-1230 灯油 

93 
JA 佐久浅間 

佐久うすだ支所切原店 
中小田切 162-1 82-2003 灯油 

94 佐久広域救護施設 清和寮 北川 557 82-2441 重油 

95 臼田学園 北川 557-102 82-2473 灯油 

96 コスモホール 下小田切 124-1 82-3963 灯油 

97 旧臼田小学校 臼田 264-3 82-2024 灯油 

98 
佐久平総合技術高等学校 

 臼田キャンパス 
臼田 751 82-2035 灯油 

99 佐久総合病院 老人保険施設 臼田 779-4 81-4500 灯油 
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100 橘倉酒造(株) 臼田 653-2 82-2006 重油 

101 (株)ケーヨーデイツー臼田店 臼田 1962-1 82-8003 灯油 

102 佐久総合病院 あゆみ寮 3 号棟 臼田 2238 82-2474 灯油 

103 佐久総合病院  臼田 197 82-3131 灯油 

104 臼田バイパス給油所 臼田 1557-2 82-6585 経由・重油 

105 臼田総合運動公園管理センター 臼田 3110-1 82-7231 灯油 

106 特養老人ホーム 塩名田苑 塩名田 543-1 58-0223 灯油 

107 (株)竹花組 佐久砕石工場 塩名田 1180 58-3183 重油 

108 浅科浄化センター 御馬寄 1147-5 58-0550 灯油 

109 アケハイ工業（株） 御馬寄 2216 58-2126 灯油 

110 あさしな温泉穂の香乃湯 甲 1071-1 58-0033 灯油 

111 軽井沢西ドライビングスクール 甲 1951-2 58-2550 灯油 

112 浅間ピストン(株) 八幡 238 58-2011 灯油･重油･A 重 

113 交流文化館浅科 八幡 339 58-3304 灯油 

114 
(福)からし種の会 

 緑の牧場学園 
八幡 1115-67 58-2244 灯油 

115 (株)竹花組 給油所裏 望月 37-19 53-2351 軽油･灯油 

116 桝屋呉服店 望月 252 53-2002 灯油 

117 佐久市望月支所 望月 263 53-3111 灯油 

118 
長野西高等学校 

望月サテライト校 
望月 276-1 53-2100 灯油 

119 佐久良荘 望月 285-2 53-2473 灯油 

120 駒の里ふれあいセンター 望月 303 53-2548 灯油 

121 佐久市望月総合支援センター 望月 317-2 51-1515 灯油 

122 結いの家 望月 326-4-15 53-8108 灯油 

123 矢野政支（個人住宅） 望月 1516-15 53-4123 灯油 

124 望月老人福祉センター 望月 1626-2 53-4033 灯油 

125 山田屋瓜生坂給油所 望月 1686-4 53-5302 灯油 

126 軽費老人ホーム 望月悠玄荘 望月 1730-1 53-6055 灯油 

127 みどりの村 望月温泉 印内 561-1 53-3231 灯油 

128 布施温泉 布施 1228 53-0181 灯油 

129 センレンゴルフリゾート  

長野コース 

春日 5905 52-2101 A 重油 

130 望月交流促進センターゆざわ荘 春日 5924-4 53-0022 灯油 

131 富士コンサル(株) 

（ビラ・ミッドランド） 
春日 5907-8 52-2311 灯油 

132 JA 佐久浅間 

春日ライスセンター 
春日 2780-2 53-6490 軽油･灯油 

133 春日温泉共同加熱センター 春日 2941 52-2515  A 重油 

134 
信州佐久春日温泉 

自然体感リゾート 
春日 2258-1 52-2111 灯油 

135 
富士コンサル(株) 

 （アイラベイホテル） 
春日 8533-11 52-2311 灯油 
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136 
富士コンサル(株) 

 （バーデンホテル） 
春日 8533-11 52-2311 灯油 

137 佐久広域連合 川西消防署 協和 132-2 53-0119 灯油 

138 (株)シリコンテクノロジー 協和 897-8 53-6440 灯油 

139 (株)KYB－YS 望月工場 協和 2000 53-3200 灯油 

140 JA 佐久浅間 シエナ 協和 2361-1 54-2585 灯油 

141 ロスマリヌス 協和 3481 54-2186 灯油 

142 
NTT ドコモ 北蓼科無線中継所 協和 3485 

026-291-

7100 
軽油 

143 長野県望月少年自然の家 協和 3489-67 54-2405 A 重油 

144 望月サニーカントリークラブ(株) 協和 3491-70 54-2121 灯油･A 重油 

145 望月東急ゴルフクラブ 協和 3597-27 53-6109 A 重油 

146 望月カントリークラブ 協和 4194-6 53-2468 A 重油 

147 望月カントリークラブ(ロッジ) 協和 4194-8 53-3329 重油 

5 移動タンク貯蔵所 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 相馬商事(株) 佐久油槽所 岩村田北 1-10-5 67-3380 
ガソリン･軽油･

灯油･重油 

2 (株)上田技研 長土呂 17 68-5592 軽油 

3 
JA 佐久浅間(株) アメック 

 佐久インター給油所 
長土呂 131-9 67-7272 軽油･灯油 

4 朝日オーム(株) 岩村田 737 67-4106 灯油 

5 (有)マルマス米穀 岩村田 935 67-2137 灯油 

6 (株)武重商会 岩村田 2125 67-3588 軽油･灯油･重油 

7 (有)山吉石油商会 岩村田 3373-5 68-1655 灯油 

8 JA 佐久浅間(株) アメック 猿久保 882 66-7007 
ガソリン･軽油・

灯油･重油 

9 (有)佐久燃料 塚原 487-7 67-3682 軽油･灯油･重油 

10 (株)高見澤 横和 240-1 68-3022 軽油･灯油･重油 

11 イワタニ長野(株) 横和 243-2 68-2825 軽油･灯油 

12 (株)大進 
原 608-1・611・

611-5 
62-0001 

ガソリン･軽油･

灯油･重油 

13 (有)こまや掛川石油 取出町 661-1 62-2600 
ガソリン･軽油･

灯油 

14 JA 佐久浅間 野沢給油所 三塚 100 62-7988 灯油 

15 (株)堀籠重機 三塚 210-18 62-5463 軽油･灯油 

16 信州ヤマニ(有) 桜井 806-2 63-2411 重油 

17 宮島燃料店 
伴野 1942・

1964-2 
62-6414 灯油 

18 
冨士クラスタ(株) 

 長野支店 佐久平営業所 
中込 1-18-19 62-0071 軽油･灯油 

19 (株)木内石油 中込 2474-1 62-1495 灯油 
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20 (株)塩沢産業 跡部 58-5 
0268-63-

6115 
軽油･灯油･重油 

21 山屋物産(株) 瀬戸 1278-1 62-0923 灯油 

22 長野日石ガス(株) 瀬戸 2898-1 62-8200 灯油 

23 (株)木内石油 内山 6363-1 62-4523 軽油･灯油･重油 

24 柳沢商事(有) 
内山 7126-1・

7130-1 
62-6503 軽油･灯油･重油 

25 
JA 佐久浅間(株) アメック 

 佐久灯油配送センター 
新子田 1403 

0120-

970-523 
軽油･灯油 

26 (有)佐久プロパン 入沢 385 82-2448 灯油 

27 (株)小金澤商店 千曲給油所 臼田 1106-2 82-2360 軽油･灯油 

28 
JA 佐久浅間(株) アメック 

臼田バイパス給油所 
臼田 1558 82-6585 軽油･灯油 

29 (株)田島商会 臼田 1710 82-2028 灯油 

30 JA 佐久浅間 浅科八幡給油所 八幡 469-2 58-2203 軽油･灯油 

31 (株)竹花組 望月 37-19 53-2351 

ガソリン･軽油･

灯油･重油･ 

A 重油 

32 合資会社 山田屋給油所 望月 101 53-2417 灯油 

33 (株)武重商会 望月給油所 望月 144-1 53-3636 灯油 

34 瓜生坂サービスステーション 望月 1698 53-5302 灯油 

35 JA 佐久浅間 望月給油所 春日 146-1 53-6490 
ガソリン･軽油･

灯油 

36 児玉石油 春日 614-1 53-2620 灯油 

37 協和サービスステーション 協和 2388 53-5384 軽油･灯油･重油 

6 屋外貯蔵所 

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 相馬商事(株) 佐久油槽所 岩村田北 1-10-5 67-3380 オイル 

2 小須田商店 岩村田 248-2 67-2261 灯油 

3 (株)トーエネック 佐久営業所 猿久保 187-6 66-7730 オイル 

4 (株)大進 原 611 62-0001 オイル 

5 
東日本旅客鉄道(株) 

長野支社 小海線営業所 
中込 2034 62-3024 重油･オイル 

6 (株)木内石油 内山 6363-1 62-4523 灯油･オイル 
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7 給油取扱所  

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 
(株)東日本宇佐美上信越支店

141 号佐久インター給油所 
佐久平駅東 6-2 65-7250 

ガソリン･軽油･

灯油 

2 
(株)高見澤 

カーライフセンター佐久平 
佐久平駅東 7-4 66-3912 

ガソリン･軽油･

灯油 

3 J－Quest 佐久平店 佐久平駅南 18-1 66-3551 
ガソリン･軽油･

灯油 

4 

JA 佐久浅間(株) アメック 

スマイルポート 

佐久インター給油所 

長土呂 131-8 67-7272 
ガソリン･軽油･

灯油 

5 (株)アサヒ商会 長土呂給油所 長土呂 166-1 66-3850 
ガソリン･軽油･

灯油 

6 
(株)塩沢産業 

 オートライフ塩沢 長土呂店 
長土呂 1160-29 77-7710 

ガソリン･軽油･

灯油 

7 
相馬商事(株) 

 セルフ佐久インター給油所 
岩村田北 1-9-7 67-7911 

ガソリン･軽油･

灯油 

8 (株)アサヒ商会 岩村田給油所 岩村田 634 66-3888 ガソリン･軽油 

9 
(株)ペトロソーマ 

ペトロ佐久平店 
岩村田 1735-1 66-0250 

ガソリン･軽油･

灯油 

10 
(株)ENEOS ウイング 

セルフ佐久平 SS 
岩村田 1797-1 66-0524 

ガソリン･軽油･

灯油 

11 
コスモ石油販売(株) 

北関東カンパニーセルフ若宮ＳＳ 
岩村田 1969-1 67-4324 

ガソリン･軽油･

灯油 

12 
(株)武重商会 

Dr．Drive 佐久 SS 
岩村田 2135-3 67-3588 

ガソリン･軽油･

灯油 

13 
サンリン(株) 

 佐久インター給油所 
岩村田 3628-2 68-9377 

ガソリン･軽油･

灯油 

14 
JA 佐久浅間(株) アメック 

駒場給油所 
猿久保 889-1 67-6155 

ガソリン・軽油 

・灯油 

15 相馬商事(株) 佐久中央給油所 猿久保 894-2 68-5073 
ガソリン･軽油･

灯油 

16 (株)木内石油 小田井給油所 小田井 755-1 67-0550 
ガソリン･軽油･

灯油 

17 JA 佐久浅間 平根給油所 上平尾 907-4 67-2157 
ガソリン･軽油･

灯油 

18 (株)高見澤 セルフ佐久塚原 SS 塚原 487-7 54-8102 
ガソリン･軽油･

灯油 

19 相馬商事(株) 野沢給油所 野沢 1 62-6218 
ガソリン･軽油･

灯油 

20 相馬商事(株) 野沢北給油所 野沢 260-1 62-6450 
ガソリン･軽油･

灯油 

21 
(株)大進  

アクアポリス野沢給油所 
原 122-17 62-0001 

ガソリン･軽油･

灯油 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

22 (有)こまや掛川石油 取出町 655-2 62-2600 
ガソリン･軽油･

灯油 

23 
(株)塩沢産業  

オートライフ塩沢 佐久店 
跡部 58-1 77-7860 

ガソリン･軽油･

灯油 

24 
JA 佐久浅間 (株)アメック 

 野沢給油所 
三塚 100 62-7988 

ガソリン･軽油･

灯油 

25 
(有)カントリーガーデン 

スタンド・ワン 
根岸 3848-1 63-1951 

ガソリン･軽油･

灯油 

26 宮島燃料店 佐久伴野 SS 伴野 1964-1 62-3414 
ガソリン･軽油･

灯油 

27 
(株)信州花空間 

 マルシン給油所 
前山 96-4 62-8778 

ガソリン･軽油･

灯油 

28 (株)木内石油 佐久第一給油所 中込 1-28-16 62-6319 
ガソリン･軽油･

灯油 

29 相馬商事(株) 中込 SS 中込 2-1-1 62-1261 
ガソリン･軽油･

灯油 

30 (株)木内石油 佐久第二給油所 中込 2474-1 62-1495 
ガソリン･軽油･

灯油 

31 
(株)塩沢産業 

 オートライフ塩沢 中込店 
中込 2965-1 63-0150 

ガソリン･軽油･

灯油 

32 柳沢商事(株) 内山峡給油所 内山 7130-1 62-6503 
ガソリン･軽油･

灯油 

33 JA 佐久浅間 東給油所 志賀 6106 67-3602 ガソリン･軽油 

34 (株)小金澤商店 竜岡給油所 田口 3156-1 82-5065 
ガソリン･軽油･

灯油 

35 (有)佐久プロパン 入沢 385 82-2448 
ガソリン･軽油･

灯油 

36 (株)小金澤商店 千曲給油所 臼田 1106-2 82-2360 
ガソリン･軽油･

灯油 

37 
JA 佐久浅間(株) アメック 

 臼田バイパス給油所 
臼田 1558 82-6585 

ガソリン･軽油･

灯油･廃油 

38 (株)小金澤商店 星の町給油所 臼田 1934-1 82-7752 

ガソリン･軽油･

灯油 

 

39 JA 佐久浅間 浅科八幡給油所 八幡 469-2 58-2203 
ガソリン･軽油･

灯油･オイル 

40 
協和石油(株) 

JOMO 浅科サービスステーション 
八幡 1000-1 58-2884 

ガソリン･軽油･

灯油･オイル 

41 (株)竹花組給油所 望月 37-19 53-2351 
ガソリン･軽油･

灯油 

42 池田屋 望月給油所  望月 1516-7 53-2530 
ガソリン･軽油･

灯油 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

43 春原商会 布施 1706-4 53-2352 
ガソリン･軽油･

灯油 

44 児玉石油 春日 614-1 53-2620 
ガソリン･軽油･

灯油･オイル 

45 (株)武重商会 望月給油所 協和 144-1 53-3636 

ガソリン･軽油･

灯油･廃油･ 

オイル 

46 協和石油(株) 協和給油所 協和 2388-2 53-5384 
ガソリン･軽油･

灯油･オイル 

8 給油取扱所（自家用）  

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 
東日本旅客鉄道(株) 

 佐久平保守基地 
長土呂 

026-224-

5487 
軽油 

2 信州名鉄運送(株) 佐久営業所 長土呂 800-11 67-2161 軽油 

3 
東日本高速道路(株) 

関東支社 長野管理事務所 
岩村田 116 68-8861 軽油 

4 小林建設工業(株) 岩村田 1296-5 67-4063 ガソリン･軽油 

5 
(株)塩沢産業 

生コン事業部 佐久工場 
岩村田 4494-1 68-1143 軽油･灯油 

6 浅間佐久自動車学校(株) 猿久保 35-7 67-3371 ガソリン･軽油 

7 (株)上田技研 小田井 624 68-5592 軽油 

8 (有)佐藤運送 塚原 1517-2 68-8498 軽油 

9 東城運輸（株） 取出町 447-2 62-0405 軽油 

10 (株)平元商店 中込 294-1 82-2262 軽油 

11 
東日本旅客鉄道(株) 

 小海線営業所 
中込 1998-2 61-5061 軽油 

12 (株)佐久平ソーラーファーム 内山 7555 62-2881 ガソリン 

13 
(独)家畜改良センター 

 茨城牧場 長野支場 
新子田 1889 67-2501 ガソリン･軽油 

14 信濃石産興業(株) 志賀 2202-1 67-1595 軽油 

15 (株)千曲物流 田口 4749-1 82-7077 軽油 

16 一宮運輸(株)物流センター長野 田口 5580-2 82-7880 軽油 

17 湊総業(株)勝間工場 北川 504-22 82-2328 
ガソリン･軽油･

灯油 

18 (有)カクナン 臼田 46 92-2016 灯油･軽油 

19 
(株)竹花組    

佐久チチブ生コン 
塩名田 1168-2 58-2663 軽油 

20 
(株)軽井沢西ドライビングスク

ール 
甲 1951-2 58-2550 ガソリン･軽油 

21 
センレンゴルフリゾート 

長野コース 
春日 5905-乙 44 52-2388 ガソリン･軽油 

22 富士コンサル(株) 春日 8533-11 52-2311 ガソリン･軽油 

23 望月サニーカントリー(株) 協和 3491-280 54-2121 ガソリン･軽油 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

24 
望月カントリークラブ 

クラブハウス 
協和 4194-6 53-2468 ガソリン 

25 田村砕石 協和 3491-1 54-2344 軽油 

26 
(株)タカサワマテリアル 

 蓼科砕石工場 
協和 3491-224 54-2101 軽油 

27 
(株)東急リゾートサービス 

望月東急ゴルフクラブ 
協和 3597-27 53-6109 ガソリン 

9 販売取扱所  

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 (株)コシミ商会 岩村田 3373-1 67-2424 塗料 

10 一般取扱所  

番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

1 (株)オートアールズ 岩村田北 1-9-4 68-1123 灯油 

2 相馬商事(株) 佐久油槽所 岩村田北 1-10-5 67-3380 灯油･重油 

3 
(株)カインズ 

カインズホーム佐久平店 
岩村田 1493 66-3111 灯油 

4 イワタニ長野(株) 長土呂 1069-80 68-2825 灯油 

5 佐久警察署 岩村田 1156-2 68-0110 軽油 

6 小林建設工業(株) 岩村田 1295-5 67-4063 灯油 

7 市立国保浅間総合病院 岩村田 1862-1 67-2295 重油 

8 (株)小金澤商店 猿久保 603-1 82-2360 灯油･重油 

9 イー・ステージ(株) 小田井 500 68-2881 灯油 

10 TDK(株) 浅間テクノ工場 小田井 543 68-5111 第 1 石油類他 

11 ビバホーム 佐久インター店 小田井 613-1 65-7131 灯油 

12 (株)高見澤 佐久塚原油槽所 塚原 487-7 54-8102 軽油･重油 

13 (株)高見澤 佐久営業所 根々井 207-1 68-3022 灯油･重油 

14 イワタニ長野(株) 佐久営業所 横和 243-2 68-2825 灯油 

15 野沢中学校 野沢 335-1 62-0360 灯油 

16 (株)大進 原 611-5 62-0001 軽油･灯油･重油 

17 (有)カクナン 取出町 411-1 62-7216 灯油 

18 佐久合同庁舎 跡部 65-1 63-3111 軽油 

19 宮島燃料店 伴野 1961 62-3414 灯油 

20 
らいおんハートリハビリ温泉 

デイサービス佐久 
前山 321-3 63-3333 重油 

21 (株)丸信製作所 根岸 3561 62-5111 
冷却油・メタノ

ール 

22 (医)恵仁会 中込施設 中込 1-17-8 62-1700 軽油 

23 
冨士クラスタ(株) 

 長野支店 佐久平営業所 
中込 1-18-19 62-0071 灯油 

24 (株)木内石油 中込 2474-1 62-4523 灯油 
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番号 事業所名 所在地 電話番号 取扱品目 

25 
佐久総合病院  

佐久医療センター 
中込 3400-28 82-3131 灯油 

26 (株)明治 軽井沢工場 平賀 2082 63-5266 重油 

27 中込中学校 平賀 2313 62-0725 灯油 

28 (株)叶屋 安原 140 67-2576 灯油 

29 (株)塩沢産業 安原工場 安原 1788 68-0081 軽油 

30 佐久平クリーンセンター 上平尾 2033 88-6461 灯油 

31 特養シルバーランドみつい 新子田 866 66-6800 灯油 

32 JA 佐久浅間(株) アメック 
新子田 1393-1、 

1393-2 
66-7007 灯油 

33 東中学校 新子田 1396-1 67-2392 灯油 

34 (株)ダイキアクシス 信州工場 田口 5574 82-7711 
不飽和ポリエス

テル樹脂 

35 (株)本久 佐久営業所 入沢 837 82-7155 重油 

36 JA 佐久浅間 切原支所 中小田切 162-1 82-2003 灯油 

37 サンリン(株) 佐久支店 北川 640-9 82-2562 灯油 

38 
JA 佐久浅間(株) アメック 

 臼田バイパス給油所 
臼田 1557-2 82-6585 軽油･重油 

39 (株)田島商会 臼田 1710 82-2028 灯油 

40 
(株)ケーヨー  

ケーヨーデイツー臼田店 
臼田 1976-2 82-8003 灯油 

41 東信農業共済組合 塩名田 390 58-2580 灯油 

42 JA 佐久浅間 浅科支所 甲 990-6 58-2141 灯油 

43 浅科小学校 甲 2003-1 58-2102 灯油 

44 浅科中学校 八幡 150 58-2101 灯油 

45 (株)竹花組 給油所 望月 37-19 53-2351 灯油･軽油 

46 結いの家 望月 326-4-15 53-3111 灯油 

47 (株)竹花組（望月アスコン） 望月 1119-1 53-2351 
軽油･灯油･ 

A 重油 

48 合資会社山田屋 瓜生坂給油所 望月 1686-4 53-5302 重油 

49 
JA 佐久浅間 

 春日ライスセンター 
春日 2780-2 

53-6490 

(有)3604 
軽油･灯油 

50 
富士コンサル(株) 

 バーデンホテル 
春日 8533-11 53-2311 灯油 

51 
富士コンサル(株) 

 アイラベイアホテル 
春日 8533-11 53-2311 灯油 

52 望月小学校 協和 5229 53-2208 灯油 
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３－２ 高圧ガス製造事業所等 

（危機管理課調） 

高圧ガス製造事業所（第一種） 一般高圧ガス・液化石油ガス関係（令和 2 年 1月現在） 

※移動式を除く 

事業所名 電話番号 住      所 ガスの種類 

軽井沢ブルワリー(株) 

軽井沢工場 
88-7773 長土呂 64-3 CO2 

藤田デバイス(株) 佐久工場 68-4666 長土呂 970-1 N2 

浅間総合病院 67-2295 岩村田 1862－1 N2  

佐久プロパンガス協同組合 67-3812 猿久保 235-2 LPG 

TDK(株) 千曲川テクノ工場 66-1111 小田井 462-1 N2 

TDK(株) 浅間テクノ工場 68-5111 小田井 543 空気、N2、CO2、 

(株)ヤッホーブルーイング 

佐久醸造所 
66-1211 小田井 1119-1 CO2 

(株)ボンマーク 長野工場 62-4693 跡部 10-10 O2 

(株)明治 軽井沢工場 63-5255 平賀 2082 N2 、CO2 

岡谷酸素（株）佐久営業所 58-2686 塩名田 700 
LPG、O2、N2、

CO2 

高圧ガス製造事業所（第一・第二種）冷凍 

事業所名 電話番号 住   所 ガスの種類 

長野県連合青果(株) 佐久支社 66-1300 長土呂 93-8 (R22) 

(株)アメニティーズ AMAM 

ビレッジ 
66-1650 長土呂 113-12 (R22) 

双信電機(株) 浅間工場 67-4131 長土呂 800-38 (R22) 

(株)カウベル 

エンジニアリング近津工場 
67-8011 長土呂 1183-7 (R407C) 

(株)カウベル 

エンジニアリング第二工場 
67-1511 長土呂 1739-1 (R22) 

(株)ベイシア 

 ベイシア佐久平モール店 
65-9111 岩村田 1399 (R22) 

浅間総合病院  67-2295 岩村田 1862-2 (R22) 

TDK(株) 千曲川テクノ工場 66-1111 小田井 462-1 (R22)(R134a) 

TDK(株) 浅間テクノ工場 68-5111 小田井 543 (R22)(R134a) 

佐久平尾山開発(株) 

佐久スキーガーデン パラダ 
67-8100 下平尾 2681 (R22) 

JA 佐久浅間 

さく北部営農センター 
68-4899 塚原 922-3 (R407C) 

(株)ボンマーク長野工場 62-4693 跡部 10-10 (R22) 
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事業所名 電話番号 住   所 ガスの種類 

佐久総合病院  

佐久医療センター 
62-8181 中込 3400-28 (R134a) 

(株)明治 軽井沢工場 63-5266 平賀 2082 (R22),アンモニア 

シルバーランドみつい 66-6800 新子田 866 CO2、(R410a) 

ホクト(株)佐久 

第二きのこセンター 
64-8833 志賀 5006-5 (R407C) 

JA 佐久浅間南佐久総合集荷場 82-9032 三分 387 (R22) 

JA 佐久浅間長者原野菜予冷庫 52-2121 布施 5313-5 (R22) 

高圧ガス貯蔵所（第一種・第二種） 

事業所名 電話番号 住   所 ガスの種類 

(株)吉田製作所 68-4860 長土呂 168-1 N2 

シチズン時計 

マニュファクチャリング(株) 

ミヨタ佐久工場 

88-8686 根々井 113-1 N2 

浅間総合病院  67-2295 岩村田 1862-1 O2 

TDK(株) 浅間テクノ工場 68-5111 小田井 543 O2、N2 他 

平林産業(株) 佐久工場 68-6205 鳴瀬 2543 N2 

イワタニ長野(株) 佐久営業所 68-2825 横和 243-2 LPG 

野沢会館 62-0665 取出町 183 N2 

宮原酸素(株) 佐久営業所 

 

62-8315 三塚６６－２ 

O2、CO2、H2、

アセチレン、ア

ルゴン、N2 

(株)佐々木工業 67-1851 中込 3305 N2 

佐久総合病院  

佐久医療センター 
62-8181 中込 3400-28 

CO2、O2、N2、

亜酸化窒素 

サクマ製菓(株) 浅間工場 62-5151 瀬戸 553-8 LPG 

佐久総合病院 82-3131 臼田 197 O2 

岡谷酸素(株) 佐久営業所 58-2686 塩名田 700 

H2、アセチレ

ン、エチレン、

CH4、N2、アルゴ

ン、He、CO2、空

気、O2、亜酸化

窒素、Cl、三塩

化ホウ素、CO、

NH3、酸化エチレ

ン、その他 

日精エー・エス・ビー機械

(株) 千曲川工場 

0267-23 

-1560 
御馬寄 1098-2 LPG 

浅間ピストン(株)  58-2011 八幡 238 LPG 

蓼北金属(株) ヤシマ工場 58-2800 矢島 736 LPG 

(株)シリコンテクノロジー 

第一工場 
53-6440 協和 897-20 N2、アルゴン 
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（３）液化石油ガス販売店 

事業所名 電話番号 住   所 ガスの種類 

関東ガス(株)  67-4344 長土呂 182-1 LPG 

(株)武重商会 佐久営業所 68-8066 長土呂 546-1 LPG 

朝日オーム(株)  67-4106 岩村田 737 LPG 

佐久プロパンガス協同組合  67-3812 猿久保 235-2 LPG 

信越ガス(株) 78-5933 猿久保 849-4 LPG 

(株)エナキス 佐久営業所 66-7020 塚原 237-13 LPG 

イワタニ長野(株) 佐久営業所 68-2825 横和 243-2 LPG 

(株)大進  62-0001 原 491 LPG 

田中 力（田中プロパン）  62-2671 原 523 LPG 

山屋物産(株) 佐久営業所 62-0923 取出町 694-１ LPG 

宮島 浩美（宮島燃料店） 62-3414 伴野 1964 LPG 

冨士クラスタ(株) 

長野支店佐久平営業所 
62-0071 中込 1-18-19 LPG 

JA 佐久浅間 

 ホームエネルギーセンター 
68-0608 中込 1899-1 LPG 

千曲通商(株)  62-5130 中込 3795-2 LPG 

長野日石ガス(株) 

佐久営業所 
62-8200 瀬戸 2898-1 LPG 

(株)叶屋 67-2576 安原 251-1 LPG 

(有)古間ラジオテレビ商会 82-2335 下越 156-11 LPG 

(有)佐久プロパン  82-2448 入沢 385 LPG 

(株)田島商会 82-2028 臼田 1710 LPG 

(株)サイサン 佐久営業所 82-1111 臼田 1318 LPG 

岡谷酸素(株) 佐久営業所 58-2685 塩名田 700 LPG 

(株)つかさ商会 58-1313 塩名田 1318 LPG 

鷹野 秀雄（大島屋商店） 58-2412 蓬田 182-3 LPG 

伊丹産業(株) 望月営業所 53-3057 望月 356-3 LPG 

望月ガス(株)  53-6111 望月 773-1 LPG 

協和石油(株) 53-2262 望月 2388-2 LPG 
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３－３ 放射性同位元素等使用事業所 

 

（危機管理課調）（令和２年２月 1 日現在） 

事業所名 電話番号 所在地 備考 

（株）カナモト 

 佐久営業所 
78-5733 長土呂 161-2 水分密度計 他７ 

イー・ステージ(株) 68-2881 小田井 501-4 微粒子測定器 

長野県パトロール(株) 65-8119 三河田 493-1 フロンガス測定器 

佐久総合病院 

 佐久医療センター 
62-8181 中込 3400-28 

PET 用サイクロトロ

ンシステム 他１ 

 

 

３－４ 毒物劇物事故処理剤備蓄状況 

1 備蓄場所               （危機管理課調）（令和２年２月 1日現在） 

名称 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ番号 最低備蓄量 

鍋林(株) 

松代センター 

長野市 

松代町豊栄宮崎 6331 

ＴＥＬ 026-278-7543  

夜・休 080-1311-3618 

ＦＡＸ 026-278-7544 

基準量 

(株)ミライ化成 

長野営業所 
千曲市雨宮 2473 

ＴＥＬ 026-274-7667 

夜・休 080-5147-9101 

ＦＡＸ 026-274-7665 

基準量の 1/2 

(株)アセラ 

長野支店 
千曲市雨宮 540 

ＴＥＬ 026-272-1521 

夜・休 080-3911-9205 

ＦＡＸ 026-272-1501 

基準量の 3/4 

鍋林(株) 

あづみ野配送センター 

北安曇郡 

松川村南神戸 4363-32 

ＴＥＬ 0261-62-9950 

夜・休 080-1311-3619 

ＦＡＸ 0261-62-4143 

基準量 

(株)アセラ 

松本支店 
塩尻市広丘野村 1808 

ＴＥＬ 0263-52-4141 

夜・休 080-3911-9192 

ＦＡＸ 0263-52-6177 

基準量の 1/4 

(株)土田商店 

諏訪化成品センター 
茅野市宮川 7275-1 

ＴＥＬ 0266-73-2500 

夜・休 0266-28-3232 

ＦＡＸ 0266-73-2600 

基準量 

(株)ミライ化成 

伊那営業所 

上伊那郡 

南箕輪村 9003-1 

ＴＥＬ 0265-76-7557 

夜・休 0265-78-1164 

ＦＡＸ 0265-76-7558 

基準量の 1/2 
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2 備蓄量  

事故処理剤名 対象毒劇物 基準量（kg） 

消石灰 酸、塩酸、クロルピクリン 4,000 

ソーダ灰 硫酸銅、塩化亜鉛 3,500 

苛性ソーダ 酸、シアン 4,000 

(無水)重亜硫酸ソーダ クロム酸、フッ素 2,000 

次亜塩素酸ソーダ（水溶液） シアン、セレン化水素 4,000 

硫酸 アルカリ 800 

 

 

 

 

 

（～1530） 
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４ 建築物・文化財関係 

４－１ 防火・準防火地域の状況 

1 指定の状況（令和 2年年 1 月 31 現在）            （危機管理課調） 

（単位：ha） 

都市計画区域 用途地域 防火地域 準防火地域 備考 

18,950 1,409 4.9 718.5  

2 防火・準防火地域内の建築規制（建築基準法）  
 対  象 構  造 

防 

 

 

火 

 

 

地 

 

 

域 

① 階数が 3 以上又は延べ面積

が 100m2を超える建築物 

ただし③を除く 耐火建築物 

② その他の建築物 耐火建築物又は準耐火建築物 

③ 1．外壁及び軒裏が防火構造で延べ 

  面積 50m2以内の平屋建の附属建築物 

2．主要構造部が不燃材料で造られた卸売 

  市場の上屋又は機械製作工場の類 

3．不燃材料で造り又はおおわれた高さ 2ｍを 

  超える門又は塀 

4．高さが 2ｍ以下の門又は塀 

制限なし 

防火地域内にある看板、広告塔等で建築物の屋上に設けるもの又は高さ 3ｍを超えるものは、

主要な部分を不燃材料で造り又はおおわなければならない。 

準 

 

 

防 

 

 

火 

 

 

地 

 

 

域 

① 地階を除く階数が 4 以上又

は延べ面積が 1,500m2を超

える建築物 

ただし主要構造部が不燃

材料で造られた卸売市場

の上屋又は機械の製作工

場の類は除く 

耐火建築物 

② 延べ面積が 500m2を超え

1,500m2以下の建築物 

耐火建築物又は準耐火建築物 

③ 地階を除く階数が 3 である

建築物 

耐火建築物、準耐火建築物又は

外壁の開口部の構造及び面積、

主要構造部の防火の措置その他

の事項について防火上必要な技

術基準に適合する建築物 

④ ①～③以外の木造建築物等 外壁及び軒裏で延焼のお

それのある部分 

防火構造 

高さ 2ｍを超える附属

の門又は塀で延焼のお

それのある部分 

不燃材料で造り又はおおう 

防火、準防火地域内にあるその他の制限 

1．屋根 耐火構造又は準耐火構造でないものは不燃材料で造り又はふく。 

2．外壁のドアなど 延焼のおそれのある部分は防火戸その他の防火設備をする。 

3．隣地境界線に面する外壁 外壁耐火構造の場合は境界線に接することができる。 
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４－２ 市街地再開発事業の実施状況（防災建築街区造成事業） 

（都市計画課調） 

事業名 都市計画決定等 

年 月 日 

街区面積 

ha 

事業費 

千円 

備考 

岩村田本町 Ｓ41.2.15 1.680 49,495   

相生町 Ｓ43.5.11 0.602 3,501   

野沢十二町 Ｓ43.5.11 1.050 40,023   
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４－３ 国・県指定等の文化財 

（文化振興課調） 
区      分 名        称 所 在 地 

国 

 

 

 

 

指 

 

 

 

 

定 

有 

 

 

 

 

 

形 

重 要 文 化 財 

駒形神社本殿（附棟札 4 枚） 塚 原 

旧中込学校校舎（附建築文書 3点）  中 込 

紙本着色一遍上人絵伝 巻第二 野沢（金台寺） 

鉄鐘 跡 部 

紙本墨書他阿上人自筆仮名消息 野沢（金台寺） 

新海三社神社三重塔 田 口 

新海三社神社東本社 田 口 

六地蔵幢 入 沢 

高良社（旧八幡社本殿） 蓬田（八幡神社） 

福王寺の木造阿弥陀如来坐像 協 和 

真山家住宅 望 月 

記 

念 

物 

史                跡 
旧中込学校 中 込 

龍岡城跡 田 口 

天 然 記 念 物 岩村田ヒカリゴケ産地 岩 村 田 

民俗 重 要 無 形 民 俗 文 化 財 跡部の踊り念仏 跡 部 

国 登 録 有 形 文 化 財 

武重本家酒造及び武重家住宅 茂 田 井 

市川家住宅主屋と土蔵 中 込 

佐藤家住宅主屋外 3 棟 協 和 

県 

 

 

指 

 

 

定 

有 

 

 

 

 

 

 

形 

 

県               宝 

 

木造阿弥陀如来坐像 岩村田（西念寺） 

木造地蔵菩薩半跏倚像 根々井（正法寺） 

木造阿弥陀如来及び両脇侍立像 安原（安養寺） 

版本大般若経 安原（安養寺） 

貞祥寺三重塔 前 山 

貞祥寺惣門及び山門 前 山 

井出家座敷 臼 田 

上宮寺梵鐘 田口（上宮寺） 

鋳銅箔鍍金花瓶 臼田（弥勒寺） 

金剛力士像 田口（上宮寺） 

木造伝法燈国師坐像 安原（安養寺） 

絹本著色愛染明王像 協和（福王寺） 

東一本柳古墳出土遺物 中 込 

記 

 

念 

 

物 

県   史    跡 

三河田大塚古墳 三 河 田 

伴野城跡 野 沢 

根井氏館跡 根 々 井 

北高禅師墓碑 岩村田（龍雲寺） 

大井城跡（王城・黒岩城） 岩 村 田 

平賀氏城跡 常 和 ・ 平 賀 

岩尾城跡 鳴 瀬 

五郎兵衛用水跡 望 月 ・ 浅 科 

県 天 然 記 念 物 

王城のケヤキ 岩 村 田 

広川原の洞穴群 田 口 

臼田トンネル産の古型マンモス化石 中 込 

民俗 無 形 民 俗 文 化 財 湯原神社式三番 湯 原 
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５ 災害応援協定関係 

５－１ 長野県南佐久郡臼田町・群馬県甘楽郡南牧村消防相互応援協定  

（目的） 

第１条 この協定は、災害・火災等発生の際、長野県南佐久郡臼田町（以下「甲」とい

う。）と群馬県甘楽郡南牧村（以下「乙」という。）との相互の消防力を活用して、

災害・火災等による被害を最小限度に防止することを目的とする。 

（協定） 

第２条 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 21 条の規定に基づく甲と乙との消防相互

応援は、この協定の定めるところによる。 

（応援活動の範囲） 

第３条 甲又は乙に接する地域及び当該地域周辺部で災害・火災等が発生した場合、受援側

の長の要請又は応援側の状況判断により、要請を待たずに応援するものとする。 

（指揮） 

第４条 応援隊の指揮は、消防組織法第 24 条の４に基づき、受援側の消防長又は消防団長が

応援隊の長に対してこれを行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接応援

隊の隊員に対して行うことができる。 

（応援内容の通報） 

第５条 甲又は乙は、応援隊を派遣したときは出動人員、機械器具等員数を受援側に通報す

るものとする。 

（費用の負担） 

第６条 この協定を実施するため必要な経費は、その都度甲・乙協議のうえ決定するものと

する。 

（協定期間） 

第７条 この協定の期間は平成７年７月１日から平成８年３月 31日までとし、期間満了の場

合において甲・乙異議のない時は、自動的に延長するものとする。 

（疑義） 

第８条 この協定の実施について疑義を生じた時は、その都度甲・乙協議のうえ決定するも

のとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各自１

通を保有するものとする。 

平成７年７月１日 

 

 

  

 

  長野県南佐久郡臼田町大字臼田 89－４ 

甲 長野県南佐久郡臼田町長 井 出 毅 雄 

  群馬県甘楽郡南牧村大字大日向 1098 番地 

乙 南牧村長 工 藤 増猪一 
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５－２災害時における相互応援に関する協定書〔埼玉県和光市〕  

１ 趣 旨 

この協定は、災害が発生し、甲又は乙が独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実

施できない場合において、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条の規定に基

づき甲又は乙が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため必要な事項について定め

るものとする。 

２ 応援の内容  

規定する応援の内容は次のとおりとする。 

(1) 食糧及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出・医療・防疫・施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救助及び応急復旧に必要な医療職・技術職・技能職等の職員の派遣 

(4) 被災者及び被災児童・生徒等の一時受入れ 

(5) 前各号に定めるもののほか、甲又は乙が特に必要と認めて要請する事項 

３ 応援要請の窓口 

甲及び乙はあらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、

速やかに連絡するとともに必要な情報を相互に提供するものとする。 

４ 応援要請の手続 

応援を受けようとする甲又は乙は次の事項を明らかにして、とりあえず電話等により要

請し、後日相手方に別記災害応援要請書を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 必要とする機械器具及び資材の品名並びに数量 

(3) 必要とする職員の職種別人員及び派遣期間 

(4) 一時避難を希望する者の人数及び期間 

(5) 応援の場所及び応援場所への経路 

(6) その他応援を必要とする事項等 

５ 経費の負担 

(1) 応援に要した費用は原則として、応援を受けた甲又は乙の負担とする。ただし、２応援の内

容第３号に規定する職員の派遣に要した費用については、別途協議するものとする。 

(2) 応援を受けた甲又は乙が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を

受けた甲又は乙から要請があった場合には、応援した甲又は乙は当該費用を一時繰替え

支弁するものとする。 

６ 情報の交換 

甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、情報交換を行う

ものとする。 
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７ 協 議 

この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都

度甲、乙協議して定めるものとする。 

８ 施 行 

この協定は、平成７年９月 24 日から施行する。 

この協定の締結を証するため、甲、乙署名押印の上、各々一通を保有する。 

平成７年９月 24日 

 

 

 

 

 

 

 

甲 長野県佐久市  

 佐久市長 三 浦 大 助 

乙 埼玉県和光市  

 和光市長 田 中   茂 
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５－３ 友好都市災害時相互応援に関する協定書〔静岡県清水市〕  

友好都市協定を結ぶ佐久市及び清水市（以下「友好都市」という。）は、いずれかの市の

区域内において大規模な災害が発生した場合等における相互応援について、次のとおり協定

を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 救援活動に必要な車輛の提供 

(3) 被災者の救出、医療及び防疫並びに応急復旧に必要な物資及び資機材の提供 

(4) 救援及び災害復旧に必要な職員の派遣 

(5) 被災児童及び被災生徒の受入れ 

(6) 被災者に対する住宅の提供 

(7) 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項 

（応援要請手続） 

第２条 災害を受けた市（以下「被災市」という。）が応援の要請をしようとするときは、

次の事項を明らかにして、応援の要請を受ける市に対して電話又は電信により要請し、

後日、速やかに文書を送付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車輛及

び資機材の種類、品名、数量等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容 

(4) 前条第５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、学年及び人数 

(5) 前条第６号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数 

(6) 応援場所及び応援場所への経路 

(7) 応援期間 

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項 

（応援の自主出動） 

第３条 報道機関等の情報により友好都市のいずれかの市に災害が発生したことを知った相

手市は、前条の規定による要請がない場合で応援を行う必要があると認めるときは、

職員で構成する情報収集班を被災市に派遣し、災害の情報収集を行うとともに、必要

な応援を行うことができる。 

（応援のため派遣された職員の指揮） 

第４条 応援のため派遣された職員は、被災市の市長の指揮の下に活動するものとする。 
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（経費の負担） 

第５条 応援に要する経費の負担区分は、次のとおりとする。 

(1) 第１条第１号から第３号までに掲げる応援の経費については、原則として被災市の

負担とする。 

(2) 第１条第４号に掲げる応援の経費については、応援を行った市の負担とする。 

(3) 第１条第５号及び第６号に掲げる応援の経費については、原則として被災市の負担

とする。 

(4) 第３条の情報収集に要した経費については、応援を行った市の負担とする。 

（連絡担当部局） 

第６条 友好都市は、相互応援のための窓口として連絡担当部局を定めるものとする。 

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したとき

は、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（他市町村の災害に対する応援の協力） 

第７条 友好都市のいずれかの市が、友好都市の相手市以外の市町村（以下「他市町村」と

いう。）と災害時の相互応援に関する協定を締結している場合において、他市町村の

区域内において大規模な災害が発生し、他市町村から応援の要請を受けた友好都市の

いずれかの市は、その災害の応援に関する協力を求めることができる。 

（細目協定） 

第８条 この協定の細目については、別に定める。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成 10 年３月 31 日までとする。

ただし、この期間満了の日の１月前までに友好都市のいずれからもそれぞれ相手市に

申出がないときは、この期間は更に３年間延長するものとし、その後において期間満

了したときも、同様とする。 

（疑義の解決） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度友

好都市が協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、友好都市署名の上、それぞれ１

通を所持する。 

平成７年 11 月 17 日 

 

 

 

 

 

 

長野県佐久市長 

三 浦 大 助 

静岡県清水市長 

宮城島 弘 正 
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５－３の２ 友好都市災害時相互応援に関する協定実施要領  

佐久市と清水市との間で平成７年 11 月 17 日締結した友好都市災害時相互応援に関する協

定書については、協定書に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

（応援職員の公務災害等） 

第１条 協定書第１条第４号に掲げる職員の派遣の応援を行った場合において、派遣した職

員（以下「派遣職員」という。）が応援業務に従事したため負傷し、疾病にかかり、

又は死亡した場合の公務災害補償に要する経費は、応援を行った市（以下「応援市」

という。）の負担とする。ただし、派遣場所において、応急治療した場合の治療に要

する経費は、被災市の負担とする。 

（損害賠償責任） 

第２条 派遣職員が応援業務の従事中に第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償を被

災市が負うものとする。ただし、派遣職員の重大な過失により生じた損害の賠償につ

いては、応援市が負うものとする。 

（経費の負担等） 

第３条 協定書第５条第１号及び第３号に掲げる経費のうち、次に掲げる経費以外の経費は、

応援市が負担することができる。 

(1) 貸与した以外の物資及び資機材の購入費（備蓄しているものを提供したときは、

再調達価格）及び輸送費 

(2) 携行又は貸与した車輛及び資機材の借上料、燃料費（派遣場所で調達したものを

除く。）及び輸送費並びに破損又は故障が生じた場合の修理費（派遣場所で修理し

たものを除く。） 

２ 被災市が負担する経費を支弁する暇がない場合においては、応援市が一時繰替支弁

することができる。 

３ 応援市は、前項の規定により一時繰替支弁した経費を被災市に請求しようとする場

合は、請求書に関係書類を添付して被災市に請求しなければならない。 

（派遣職員の身分表示等） 

第４条 派遣職員は、応援市の名称を表示した腕章等を着用し、その身分を明らかにするも

のとする。 

２ 派遣職員は、災害の状況に応じて必要な被服、装備、食料等を携行するものとする。 

（便宜供与） 

第５条 被災市は、派遣職員の宿舎のあっ旋その他の便宜を供与するものとする。 

（連絡担当部局の報告） 

第６条 協定書第６条第１項の連絡担当部局における担当者の職及び氏名並びにその部局の

電話番号等をそれぞれの相手市に連絡するものとする。連絡した事項を変更したとき

も同様とする。 
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５－４災害時における相互応援に関する協定〔群馬県高崎市〕  

長野県佐久市（以下「甲」という。）と群馬県高崎市（以下「乙」という。）とは、災害

時における甲及び乙の相互応援について、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生し、甲又は乙が独自では被災者救援等の応急措置が実施で

きない場合における甲及び乙の相互応援について、必要な事項を定めるものとする。 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したとき

は、速やかに連絡するとともに、必要な情報を相互に交換するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) その他被災者救援等の応急措置に必要なもの 

（応援要請の手続） 

第４条 甲及び乙は、応援を受けようとするときは、次の事項を明らかにし、第２条の連絡

担当課を通じて、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日速やかに文書を送

付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる資器材、物資等の品名、規格、数量等 

(3) 前条第４号の職員の職種別人員 

(4) 応援場所及び応援場所までの経路 

(5) 応援を必要とする期間 

(6) その他応援に関し、必要な事項 

（物資の輸送等） 

第５条 応援に必要な物資、資器材、職員等の輸送は、原則として応援を行う市が行うもの

とする。 

（経費の負担） 

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとお

りとする。 

(1) 職員の派遣に要する経費 応援を行う市が負担 

(2) 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費 応援を受ける市

が負担 
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２ 応援を受けた市が前項第２号の経費を支弁するいとまがない場合、応援を行った市

は、当該経費を一時立て替えて支弁するものとする。 

（情報の交換等） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう必要な情報を相互に

交換するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がそ

の都度協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、平成７年 12 月７日から平成 17年 12 月６日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲又は乙いずれの側からもこの協定改定の意思表

示がないときは、更に５年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙署名のうえ、各自１通を保有する。 

平成７年 12 月７日 

 

 

 

  長野県佐久市大字中込 3056 番地 

甲 佐久市   

  佐久市長 三 浦 大 助 

   

  群馬県高崎市高松町１番地 

乙 高崎市   

  高崎市長 松 浦 幸 雄 
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５－５ 長野県消防相互応援協定書 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）第 39条

の規定に基づき、長野県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発

生するおそれのある場合に市町村等（消防事務を他の市に委託している市町村にあっ

てはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあ

ってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合を

いう。以下同じ。）がそれぞれの消防力を活用して相互の応援を行うことにより、被

害を最小限に防止することを目的とする。 

（対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は、法第１条に規定する水火災又は地震等の災害で、市

町村等の応援を必要とするものとする。 

（地域区分） 

第３条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域

（以下「ブロック」という。）に区分する。 

（代表消防機関の指定） 

第４条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、ブロックごとに地域代表消防機

関を指定し、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を指定する。 

２ 地域代表消防機関は、原則として、長野県消防長会副会長が属する消防本部とする。

ただし、長野県消防長会副会長を置かないブロックについては、当該ブロックに属す

る市町村等の消防長の協議により決定するものとする。 

３ 代表消防機関は、長野県消防長会長が属する消防本部とする。 

（応援要請） 

第５条 災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等（以下「要請側」という。）の長

は、災害の状況及び要請側の消防力を考慮して、市町村等の応援が必要と判断した場

合、次の各号に掲げる区分により応援する市町村等（以下「応援側」という。）の長

に対して、速やかに応援要請を行うものとする。 

(1) 隣接応援要請 隣接する市町村等に対して行う応援要請 

(2) 地域応援要請 隣接する市町村等が属するブロック内の市町村等に対して行う応援 

要請 

(3) 全県応援要請 全ての市町村等に対して行う応援要請 

(4) 特殊応援要請 他の市町村等が保有する特殊災害に対応する隊等を指定して当該市 

町村等に対して行う応援要請 

（応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を

派遣しなければならない。 
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２ 市町村等は、地域代表消防機関又は代表消防機関が必要と判断した場合、災害が発

生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第７条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災

地で活動する他の関係機関と緊密に連携するものとする。 

（応援経費等の負担） 

第８条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。 

(1)  応援側の負担する経費等 

ア  応援活動に従事する市町村等の職員の旅費及び諸手当 

イ  応援活動に従事する市町村等の職員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ

金 

ウ  応援活動において破損した車両、機械器具等の修理費 

エ  応援活動において使用した資機材等又はそれに係る経費 

オ  燃料及び給食等に係る経費 

(2)  要請側の負担する経費等 

ア  応援隊による消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 29 条第３項の規定に基づく 

損失補償費及び同法第 36 条の３第１項の規定に基づく損害補償費 

イ  応援隊が応援活動において第三者に損害を与えた場合の損害賠償費 

ウ  要請側から調達依頼のあった資機材等に係る経費 

エ  大規模災害又は長期間にわたる災害への応援活動に係る経費のうち前号に定め 

るもの以外の経費 

オ  第５条第４号の規定による応援活動において使用した特殊災害用資機材等に係 

る経費 

(3)  前各号に定める経費等の負担について特に必要がある場合又は前各号に定めのな

い経費等については、その都度当事者間の協議により決定することができるものと

する。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じた

ときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。 

（補則） 

第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この協定は、平成８年２月 14日から施行する。 
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（長野県広域消防相互応援協定の廃止） 

２ 法第 21 条の規定により、県内を 10ブロックに編成して昭和 41 年に各ブロック毎に締結

した長野県広域消防相互応援協定は、廃止する。 

この協定の締結を証するため、本書 18 通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自

１通を保有する。 

附則（平成 12 年７月１日） 

この協定は、公布の日から施行し、平成 12 年 7月 1 日から適用する。 

附則（平成 13年 7 月 1日） 

この協定は、公布の日から施行し、平成 13 年 7月 1 日から適用する。 

附則（平成 15年 11 月 1日） 

この協定は、公布の日から施行し、平成 15 年 11 月 1 日から適用する。 

附則（平成 18 年９月１日） 

この協定は、公布の日から施行し、平成 18 年９月１日から適用する。 

附則（平成 27 年４月８日） 

この協定は、平成 27 年４月８日から効力を生ずる。 
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別表（第３条関係） 

地域区分 市     町     村     等  

北  信  長野市 須坂市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 

東  信 上田地域広域連合 佐久広域連合 

中  信 松本広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 

南  信 諏訪広域連合 上伊那広域連合 南信州広域連合 
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５－６ 長野県市町村災害時相互応援協定書 

長野県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助友愛精神に基づき、被災市町村

に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、県内の市町村（以下「市町村」という。）において災害対策基本法第

2 条第 1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応

急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑

に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。 

なお、常備消防に関する相互の応援については、「長野県消防相互応援協定」に定

めるところによるものとする。 

（代表市町村の設置等） 

第２条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記１に

掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。 

２ 代表市町村が被災した場合に備え別記１に掲げるブロックごとに代表市町村の業務

を代行する第２順位及び第３順位の市町村を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第３条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 物資等の提供及びあっせん 

ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等 

エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設 

オ 避難収容施設（避難所、応急仮設住宅等） 

カ 火葬場 

(2) 人員の派遣 

ア 救護及び応急措置に必要な職員 

イ 消防団員 

(3) その他 

ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要

な措置 

イ ボランティアのあっせん 

ウ 児童・生徒の受け入れ 

エ 前２号に掲げるもののほか、災害救助法第２３条第１項に定める救助 

(4) 前３号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 
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（応援要請の手続） 

第４条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等に

より他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 応援を要請する内容 

ア 物資・資機材の搬入 

 物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 

イ 人員の派遣 

 職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 

ウ その他、必要な事項 

（緊急時における自主的活動） 

第５条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手

できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うも

のとする。 

２ 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認めら

れる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、代表市町村は別記１に掲げる代表市町村の属するブロ

ック内の構成市町村において震度６強以上の地震が観測された場合においては、代表

市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うた

め、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。 

４ 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができ

ないときは、別記１に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村（代表市町村

を除く。）が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。 

５ 前項に規定する場合において、別記１に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災

し当該ブロック内から前２項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、

別記２に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。 

６ 別記２に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代

表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくことと

する。 

７ 前４項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手

できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。 

２ 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要

する経費は、応援市町村の負担とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町

村及び応援市町村が協議して決める。 
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４ 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償

の責めに任ずる。 

ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、

応援市町村の負担とする。 

５ 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支

払われる金額を控除した額とする。 

（情報交換） 

第７条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロック

ごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定

期的に相互に交換するものとする。 

（訓練の参加） 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロック

ごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、

他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。 

 （防災体制の強化等） 

第９条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、

防災体制の強化を図るものとする。 

２ 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求

める等、県との連携を強化することとする。 

（補則） 

第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この協定は、平成８年４月１日から施行する。 

（協定の成立） 

２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

    附 則 

 この協定は、平成２３年１２月１６日から施行する。 
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（別 記１） 

ブロッ

ク名 

代表市

町村 
構   成   市   町   村 

佐久 佐久市 小諸市・佐久市・佐久穂町・小海町・川上村・南牧村・南相木村・北

相木村・軽井沢町・御代田町・立科町 

上小 上田市 上田市・長和町・東御市・青木村 

諏訪 岡谷市 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 

上伊那 伊那市 伊那市・駒ケ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮

田村 

飯伊 飯田市 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條

村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村 

木曽 木曽町 木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村 

松本 松本市 松本市・塩尻市・安曇野市・筑北村・麻績村・生坂村・山形村・朝日

村 

大北 大町市 大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村 

長野 長野市 長野市・須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村・信濃町・飯綱

町・小川村 

北信 中野市 中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村 

 

 

（別 記 2） 

被災ブロック 応援するブロック 

佐 久 上 小 

上 小 佐 久 

諏 訪 上伊那 

木  曽 

上伊那 諏 訪 

飯 伊 

飯 伊 上伊那 

木  曽 

木 曽 飯 伊 

諏 訪 

松 本 長 野 

大 北 北 信 

長 野 松 本 

北 信 大 北 

（備考）応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。 
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５－６の２ 長野県市町村災害時相互応援協定実施細則 

（趣旨） 

第１条 この実施細則は、「長野県市町村災害時相互応援協定」（以下「協定」という。）

の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（代表市町村） 

第２条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 被災市町村の情報収集と状況把握 

(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

(3) 応援要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け（コーデ

ィネイト） 

(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

(5) 応援活動等に関する県との連絡調整 

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

２ 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第２条第２項の

規定により、代表市町村の業務を代行する第２順位又は第３順位の市町村が代表市町

村の業務を代行する。これを代行する市町村を他の構成市町村が協議の上、決定する

ものとする。 

   ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、

協定別記２の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 

(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。 

(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロッ

クの第２順位の市町村に要請するものとする。 

 所属ブロックの代表市町村及び第２順位の市町村が同時被災しているおそれがあ

る場合は、第３順位の市町村に要請するものとし、第４順位以下を定めた場合も同

様とする。 

(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記２の応援

するブロックの代表市町村に要請するものとする。 

２ 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロック市町村

のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。 

（応援実施の手続） 

第４条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合

被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 

２ 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他

のブロックの代表市町村と連絡調整し、要請事項及び搬入、派遣等に要する時間など
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の応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付する

ものとする。 

（応援物資の受領の通知） 

第５条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を

公布するものとする。 

（応援終了報告） 

第６条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了

したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。 

（緊急時における自主的活動） 

第７条 協定第５条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連

絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもと

に行動するものとする。 

（経費の負担） 

第８条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定し

た当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。 

（情報交換） 

第９条 協定第７条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告

するものとする。 

(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表 

(2) 備蓄物資、資機材一覧表 

(3) その他応援に必要な情報 

第 10 条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとす

る。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロッ

クの構成市町村の会議において協議して定める。 

３ 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他

のブロックの代表市町村に、その都度報告することとする。 

 

附 則  

１ この実施細則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。 

３ この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

 附 則 

    この実施細則は、平成２４年１月２５日から施行する。 
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５－７ 災害時における郵便局と佐久市の協力に関する協定書  

佐久市内の郵便局（以下、「甲」という。）と佐久市（以下、「乙」という。）とは、佐

久市内に発生した地震その他の災害において、友愛精神に基づき、甲及び乙が相互に協力し、

必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（用語の定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２

条第１号に定める災害をいう。 

（協力事項） 

第２条 甲の行う協力事項は、次のとおりとする。 

(1) 災害が発生あるいは拡大するおそれがある異常な現象を発見した場合の情報提供 

(2) 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害

特別事務取扱い及び援護対策並びに避難所への郵便差出箱の設置 

(3) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 

(4) 甲が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報提供 

(5) 佐久市災害対策本部への職員の派遣 

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に乙から要請のあった事項 

２ 乙の行う協力事項は、次のとおりとする。 

(1) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 

(2) 乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報提供 

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に甲から要請のあった事項 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、佐久市内に災害が発生し、相互に協力が必要と認めたときに、前条の

協力事項について要請できるものとする。ただし、前条第１項第１号を除く。 

２ 甲及び乙は、前項の要請を受けたときは、その重要性に鑑み、それぞれの行う業務、

災害応急活動に支障のない範囲において協力するように努めなければならない。 

（平常時の取組等） 

第４条 甲及び乙は、それぞれの防災計画の状況、連絡体制の整備及びこの協定の円滑な実

施等のため、情報提供や協議を行うものとする。 

２ 甲は、乙が直接あるいは協力して行う佐久市内の防災訓練に参加するよう努めなけ

ればならない。 

（連絡責任者） 

第５条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては岩村田郵便局総務課長、乙において

は佐久市総務部庶務課長とする。 
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（疑義の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し

て決定する。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書を２部作成し、甲乙両者が記名調印のうえ、各

自その１通を保有する。 

平成９年２月 21日 

 

 

 

 

 

 

佐久市内郵便局代表    

岩村田郵便局長  田 原 幸 雄 

 

佐 久 市 長  三 浦 大 助 
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５－８ 災害時の医療救護についての協定書  

佐久市（以下「甲」という。）と社団法人佐久医師会（以下「乙」という。）とは災害時

の医療救護について、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定書は佐久市防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医

療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（医療救護計画） 

第２条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲に

提出するものとする。 

２ 前項の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 医療救護班の編成 

(2) 医療救護班の活動計画 

(3) 関係機関との通信連絡計画 

(4) 指揮系統 

(5) 医薬品、医療機材等の備蓄 

(6) 訓練計画 

(7) その他必要な事項 

（医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に医療救護班の派遣を要請するものと

する。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、医療救護計画に基づき、医療救護班を派遣する

ものとする。 

３ 緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受けるいとまのない場合には、乙は医療

救護班を派遣した後、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。 

（医療救護班に対する指揮） 

第４条 医療救護活動の総合調整を図るため、甲が行う乙の派遣する医療救護班に対する指

揮は、乙の長を通じて行う。 

（医療救護班の義務） 

第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲が避難場所及び災害現場等に設置する救護所におい

て医療救護を行う。 

２ 医療救護班の義務は、次のとおりとする。 

(1) 負傷の程度の判定 

(2) 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定 

(3) 救急処置の実施 

(4) 救急活動の記録 
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(5) 遺体の検案 

(6) その他必要な事項 

（医療救護班の輸送） 

第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について、必要な

措置を取るものとする。 

（医薬品等の供給） 

第７条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するものの

ほか、甲が供給するものとする。 

（収容医療機関の指定） 

第８条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定する際には、これに協力するものとする。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

（訓練） 

第 10 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。 

（費用弁償等） 

第 11 条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担する

ものとする。 

(1) 医療救護班の派遣に要する経費 

(2) 医療救護班が携行した医薬品を使用した場合の実費 

(3) 医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（第三者に対する損害補償） 

第 12 条 医療救護活動中に第三者に及ぼした損害については、その補償方法及び賠償額は、

甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（医事紛争の措置） 

第 13 条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは乙は直ちに

甲に連絡するものとする。 

２ 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解

決のため適当な措置を講ずるものとする。 

（細目） 

第 14 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 15 条 前各号に定めのない事項及びこの協定の実施にあたって疑義を生じた場合は、甲、

乙協議のうえ定める。 
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（有効期間） 

第 16 条 この協定書の有効期間（以下「協定期間」という。）は、平成９年２月１日から平

成９年３月 31 日までとする。 

２ 前項の協定期間の満了する１か月前までに甲又は乙から何らかの申し出がない場合

は、期間満了の日の翌日から更に１年間延長され、以後同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各１通を

保有する。 

平成 12 年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 佐久市大字中込 3056 番地 

 佐久市長 三 浦 大 助 

  

乙 佐久市大字原 569 の７番地 

 社団法人佐久医師会 

 会  長 管 原 達 雄 
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５－８の２ 医療救護活動実施細目  

平成 12 年４月１日付を持って締結した「災害時の医療救護についての協定書」（以下「協

定書」という。）第 12条の規定に基づき、実施細目を次のとおり定める。 

（要請） 

第１条 要請は、災害発生場所、日時、概要を明らかにし、的確かつ迅速に行うものとする。 

（医療救護計画の承認） 

第２条 甲は、乙から提出された医療救護計画を適当と認めるときは、速やかに承認するも

のとする。 

（医療救護組織） 

第３条 医療救護組織は、医療救護班及び後方医療機関よりなる。 

２ 医療救護班の構成は、医師１名、看護師２名を標準とし、必要がある場合は、保健

師助産師を加えることができる。 

（救護所設置の特例） 

第４条 甲は、避難場所及び災害現場等に設置する救護所のほか、必要と認めたときは、甲

が指定した収容医療機関に救護所を設置することができる。 

２ 前項の収容医療機関のほか、甲が必要と認めた場合は、その他の医療機関にも救護

所を設置することができる。 

（実施報告） 

第５条 乙は、協定書第３条の規定に基づき医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終

了後、実施報告書（別記第１号様式）を甲に提出するものとする。 

（医療救護班の費用、扶助費の請求） 

第６条 乙は、協定書第 11 条第１項に定める費用弁償等の請求をする場合には、次の各号に

定める書類を添付して、甲に提出するものとする。 

(1) 医療救護班派遣に要する経費 

・実費弁償請求書（別記第２号様式） 

・医療救護班員名簿（別記第３号様式） 

(2) 医療救護班が携行し使用した医薬品等 

・請求書（別記第４号様式） 

・救助の種目別物資受払状況（別記第５号様式） 

・救護班活動状況（別記第６号様式） 

・病院診療所医療実施状況（別記第７号様式） 

・助産台帳（別記第８号様式） 

(3) 医療救護班が、医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合 

・扶助金支給申請書（別記第９号様式） 
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（費用等の額） 

第７条 協定書第 11 条第２項に定める費用の額は、佐久市特別職の職員で非常勤の医師の報

酬、及び臨時職員の賃金の例による。ただし、扶助費については、災害救助法施行細

則（昭和 34 年長野県規則第３号）の規定による。 

（救護所となった医療機関における費用弁償の請求） 

第８条 第４条第１項及び第２項に定める医療機関が費用弁償の請求をする場合には、第５

条及び第６条に規定する書類を甲に提出するものとする。 

（費用等の支払） 

第９条 甲は、第６条及び第８条に定める費用弁償等について乙から請求を受理した場合は、

その受理した日から 30日以内に支払うものとする。 

 

本実施細目２通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各１通を保有する。 

平成 12 年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 佐久市大字中込 3056 番地 

 佐久市長 三 浦 大 助 

  

乙 佐久市大字原 569 の７番地 

 社団法人佐久医師会 

 会  長 管 原 達 雄 
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５－９ 災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定書 

 佐久市（以下｢甲｣という。）と社団法人長野県建築士会佐久支部（以下「乙」という。）

は、佐久市内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生する恐れが

あるとき（以下「災害時」という。）に、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、

次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、佐久市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、災害時

に甲が使用する本部施設及び避難施設等に対して行う応急危険度判定等（以下「判定

等」という。）について、乙の協力に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、防災計画に基づき、災害時において、判定等を実施する必要性が生じた場合

は、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにして、協力を要請するものとする。 

(1) 災害の状況及び協力を要請する事由 

(2) 応急危険度判定の実施内容 

(3) その他必要な事項 

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要すると

きは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。 

（判定等の実施） 

第３条 乙は、甲からの判定等の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない理由

がない限り、判定等を実施するものとする。 

２ 乙は、震度５弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により連絡が不可能なと

きは、甲の要請を待つことなく、本協定の趣旨に基づき判定等を実施するものとする。 

３ 乙は、災害発生後速やかに判定等を実施するものとする。 

（事前計画） 

第４条 乙は、応急対策等の円滑な実施を図るため、組織体制及び連絡体制（以下「組織体

制等」という。）をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 乙は、組織体制等を定めたとき又は変更したときは、その内容を甲に報告するもの

とする。 

（報 告） 

第５条 乙は、判定等に従事する場合、その活動の内容及び状況並びに従事中に知り得た災

害情報を、甲に報告するものとする。 

２ 乙は、判定等に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

(1) 応急危険度判定結果 

(2) 従事した人員及び名簿 

(3) その他必要な事項 
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（経費の負担） 

第６条 この協定に基づく協力のために要した経費は、甲が負担するものとする。ただし、

応急危険度判定制度に基づく、必要最小限の経費とする。 

２ 前項の規定により、甲が負担する経費の積算単価は、災害時における実勢単価とする。 

（災害補償） 

第７条 この協定に基づき、判定等に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は

疾病にかかったときは、佐久市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年４月 1 日条

例第１８８号）の規定に基づき、甲が補償を行うものとする。 

（経費等の請求） 

第８条 乙は、第６条に規定する経費及び第 7条に規定する災害補償（以下「経費等」とい

う。）を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

（経費等の支払） 

第９条 甲は、前条の規定により経費等の請求があった場合、その内容が適当であると認め

たときは、その経費等を速やかに支払うものとする。 

（守秘義務） 

第 10 条 乙は、判定等の従事中に知り得た情報を、甲の許可なく他人に知らせ、又は不当な

目的に利用してはならない。 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、平成２０年４月８日から平成２１年３月３１日までとする。

ただし、この協定の期間満了１月前までに甲乙いずれかからも何ら意志表示がないと

きは、更に１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

（疑義等の決定） 

第 12 条 この協定に定めてない事項、又はこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保管する。 

 

平成 20 年 ４ 月８日 

      佐久市中込３０５６番地 
 
     甲   佐久市 
 
         佐 久 市 長  三 浦 大 助 
 
         佐久市跡部６５番地１ 
          佐久合同庁舎佐久地方事務所内 
     乙 
         社団法人長野県建築士会佐久支部 
         支  部  長   赤 尾 靖 雄 
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５－10 災害時における調査、測量及び設計等の応急対策業務に関する協定書 

 

佐久市（以下「甲」という。）と社団法人長野県測量設計業協会東信支部（以下「乙」とい

う。）とは、災害時における応急対策業務の万全を期するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第 1 条 この協定は、佐久市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙

の協力を得て行う応急対策業務を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は防災計画に基づき、応急対策等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の

事項の協力を要請できるものとする。  

(1) 公共施設等の被災状況及び急傾斜地の崩壊、土石流その他の土砂災害の状況に

関する情報の収集および報告に関する業務 

(2) 被災した公共施設等の復旧工事に関する調査、測量及び設計 

(3) 前２号に掲げるもののほか、甲が公共施設等の復旧に関し必要と認める業務 

（応急対策業務の実施） 

第３条 乙は甲から応急対策等の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由

のない限りこれを受諾し、甲の指示を受け、要請に従って応急対策業務に従事するも

のとする。 

(応急対策業務の実施体制) 

第４条 乙は、第 2 条の応急対策業務を早期に実施できるよう、事前に必要な技術者等の確

保、動員の方法を定めるものとする。 

(経費の負担) 

第５条 この協定に基づく応急対策業務に要した経費は、甲乙協議のうえ甲が負担する。 

 (損害補償) 

第６条 第３条の規定に基づき業務に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、乙の責任において対応す

るものとする。 

（報 告） 

第７条 乙は、第 3 条の規定により応急対策業務に従事した場合は、次の各号に掲げる事項

を文書により甲に報告するものとする。 

(1) 応急対策業務の実施期間及び場所 

(2) 応急対策業務の内容 

(3) 応急対策業務に従事した所属会員名 

(4) その他必要な事項 
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（費用の請求） 

第８条 乙は、第５条に規定する費用を請求するときは、甲の定めるところにより行うもの

とする。 

（支 払） 

第９条 甲は、前条の規定により費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、その費用を速やかに支払うものとする。 

（協定期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、平成２０年４月８日から平成２１年３月３１日までとする。

ただし、この協定の期間満了１月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないと

きは、更に１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

（疑義等の決定） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保有するものとする。 

 

平成 21 年４月８日 

 

 

          佐久市中込３，０５６番地 

      甲   佐久市 

          佐  久  市  長    三 浦 大 助 

 

 

          東御市滋野乙１，３０２番地 

      乙   社団法人長野県測量設計業協会東信支部 

          支   部   長     佐 藤 芳 明 
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５－11 佐久市建設業協会災害時における応急措置に関する協定書 

 

佐久市（以下「甲」という。）と佐久市建設業協会（以下「乙」という。）とは、災害時

における応急措置の万全を期するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、佐久市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙

の協力を得て行う応急措置を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次の各

号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請するものとする。 

(1) 災害の状況及び協力を要請する事由 

(2) 必要とする人員 

(3) 必要とする資材及び機材の種類及び数量 

(4) 必要とする場所、内容及び期間 

(5) その他必要な事項 

（応急措置の実施） 

第３条 乙は甲から応急措置の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由のない

限りこれを受諾し、甲の指示を受け、要請に従って応急措置に従事するものとする。 

（事前計画） 

第４条 応急措置を円滑に実施するため、乙は、組織体制及び連絡体制を事前に定めておか

なければならない。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく応急措置に要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。 

２ 前項の規定により、乙が実施した応急措置に対して甲が負担する費用の積算単価は、

災害発生時における実勢単価とする。 

（損害補償） 

第６条 甲は、第３条の規定に基づき業務に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、佐久市消防団員等公

務災害補償条例（平成１７年４月１日条例第１８８号）の規定に準じて補償を行うも

のとする。 

２ 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷についての補償は、甲乙協議のうえ定め

るものとする。 

（第三者に対する措置） 

第７条 応急措置の従事中に、第三者に対して及ぼした損害についての賠償方法及び賠償額

の負担割合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（報 告） 

第８条 乙は、第３条の規定により応急措置に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を文

書により甲に報告するものとする。 

(1) 応急措置に従事した人員、名簿及びそれぞれの応援に従事した時間 

(2) 応急措置に使用した機器類の種別、台数及び使用時関数 

(3) その他必要な事項 

２ 甲は、前項による応急措置の終了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請

を解除するものとする。 
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（費用等の請求） 

第９条 乙は、第５条に規定する費用及び第６条に規定する補償（以下「費用等」とい

う。）を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 

（支 払） 

第10条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、その費用等を速やかに支払うものとする。 

（協定期間） 

第11条 この協定の有効期間は、平成２１年１０月２２日から平成２２年３月３１日までと

する。ただし、この協定の期間満了１月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示が

ないときは、更に１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 

（疑義等の決定） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議し

て定めるものとする。 

  

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保有するものとする。 

 

  平成21年１０月２２日 

 

    佐久市中込３０５６番地 

   甲 佐久市 

    佐 久 市 長  栁 田   清 二 

 

    佐久市野沢３２５番地２ 

   乙 佐久市建設業協会 

    会  長  木 下   修 
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５－12 災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定書 

 

 佐久市（以下「甲」という。）とイオンリテ－ル株式会社イオン佐久平店（以下「乙」という。）は、次のと

おり災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害が発生した場合において、被災者の応急救済

に係わる防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、次の事項について、協力を要請することができる。 

(1） 乙の所有又は管理する駐車場を一時避難場所として被災者に提供すること。  

(2） 乙の店舗において、被災者に対し、水道水（井戸水）、トイレ等を可能な範囲で提

供すること。 

(3） 乙の店舗において、被災者に対し、テレビ・ラジオ等で知り得た災害概況を可能な

範囲で提供すること。 

(4） 乙の店舗において、被災者に対し、食糧・生活物資等を可能な範囲で提供すること。 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項については、相互に協力を要請することができる。 

 

 （支援の要請手続き） 

第３条 前条の規定による甲の要請は、文書をもって行うものとする。 

ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話によることができるものとし、事後、速

やかに文書を提出するものとする。 

 

 （連絡責任） 

第４条 この協定に関する連絡責任者は、以下のとおりとする。 

 

甲： 佐久市 総務部 庶務課長 

 

乙： イオン 佐久平店長 

 

２ 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定めておくものとする。 

 

 （費用の負担） 

第５条 第 2 条第 1 項第 4 号及び同条第 2 項に規定する防災協力の実施に要した費用の負担

については、甲及び乙が協議して決定するものとする。ただし、物資の価格は、災害

発生時直前における適正価格とし、その代金は適法な支払請求書を受理してから 30 日

以内に甲が乙に支払うものとする。 

 

 （情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交

換を行うものとする。 

 

 （協定書の有効期間） 

第７条 この協定書の有効期間は、平成２３年９月１１日から平成２６年９月１０日までと

する。 
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２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の 1 ヵ月前までに、甲及び乙が協議し更新拒絶

の意思表示がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き 1 年間効力を有する

ものとし、以後の期間満了のときも同様とする。 

 

 （疑義等の決定） 

第８条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙

が協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲、乙それぞれ署名押印のうえ、各自

1 通を保有する。 

 

 

平成 23 年９月 11 日 

 

 

     甲：佐久市 

  市   長              栁田 清二                 

 

           

     乙：イオンリテ－ル株式会社  

       執行役員 

北陸信越カンパニー支社長       濵田 和成                   
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５－13 埼玉県朝霞市災害時における相互応援に関する協定 

長野県佐久市と埼玉県朝霞市とは、災害時における相互応援について、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、佐久市と朝霞市いずれかの地域において災害が発生し、被災市が独自

では被災者救援等の応急措置が実施できない場合における両市の相互応援について、

必要な事項を定めるものとする。 

（連絡体制） 

第２条 佐久市及び朝霞市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生

したときは、速やかに連絡するとともに、必要な情報を相互に交換するものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を受けようとするときは、次の事項を明らかにし、第２条の連絡担当課を通じ

て、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものと

する。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる資器材、物資等の品名、規格、数量等 

(3) 前条第４号の職員の職種別人員 

(4) 応援場所及び応援場所までの経路 

(5) 応援を必要とする期間 

(6) その他応援に関し、必要な事項 

（物資の輸送等） 

第５条 応援に必要な物資、資器材、職員等の輸送は、原則として応援を行う市が行うもの

とする。 

（経費の負担） 

第６条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとお

りとする。 

(1) 職員の派遣に要する経費 応援を行う市が負担 

(2) 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費 応援を受ける

市が負担 
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２ 応援を受けた市が前項第２号の経費を支弁するいとまがない場合、応援を行った市

は、当該経費を一時立て替えて支弁するものとする。 

（情報の交換等） 

第７条 佐久市及び朝霞市は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう必要な情報

を相互に交換するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、佐久市及び朝

霞市がその都度協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、双方が記名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

平成 23 年 10 月 21 日 

 

                     

                   佐久市長  栁 田 清 二 

 

                   朝霞市長  富 岡 勝 則 
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５－14 佐久市・由利本荘市災害時における相互応援に関する協定 

 

 長野県佐久市と秋田県由利本荘市（以下「協定市」という。）とは、災害時における相互

応援について、次のとおり協定する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定に基づき、協定

市のいずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な

応急措置を自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅

速かつ円滑に遂行されるよう、相互に応援協力することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（連絡体制） 

第２条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、別記様式１により連

絡することとし、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに連絡するととも

に、必要な情報を相互に交換するものとする。 

 

 （応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

 

 （応援要請の手続） 

第４条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は別記様

式２により応援を要請し、応援を要請された協定市（以下「応援市」という。）は極

力これに応じ、応援に努めるものとする。 

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。 

 

 （経費の負担） 

第５条 応援に要する経費の負担は、法令その他定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

(1) 職員の派遣に要する経費 応援市が負担 

(2) 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費 応援を受ける

市が負担 

 

 （協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市がその

都度協議して定めるものとする。 

 

 （効力の発生） 

第７条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。 
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 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各協定市は記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

平成 24 年２月８日 

 

 

         佐 久 市 長          栁 田  清 二 

 

    由 利 本 荘 市 長         長 谷 部  誠 
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５－15 国土交通省協定書  

災害時の情報交換に関する協定 

 

国土交通省関東地方整備局長（以下「甲」という。）及び国土交通省北陸地方整備局長

（以下「乙」という。）（以下、甲、乙を「両地方整備局」という。）と、佐久市長（以下

「丙」という。）とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、佐久市の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがあ

る場合において、両地方整備局及び丙が必要とする各種情報の交換等（以下「情報交

換」という。）に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施

に資することを目的とする。 

 

（情報交換の開始時期） 

第２条 両地方整備局及び丙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

一 佐久市内で重大な被害が発生又は、発生するおそれがある場合 

二 佐久市災害対策本部が設置された場合 

三 その他両地方整備局又は丙が必要と判断した場合 

 

（情報交換の内容） 

第３条 両地方整備局及び丙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

一 一般被害状況に関すること 

二 公共土木施設（河川、ダム、砂防、道路、公園、下水道等）の被害状況に関すること 

三 その他両地方整備局又は丙が必要な事項 

 

（情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、丙の要請があった場合又は領地法整備局が必要

と判断した場合には、両地方整備局から丙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情

報交換を行うものとする。 

 なお、両地方整備局及び丙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前

に調整を図るものとする。 

 

（平素の協力） 

第５条 両地方整備局及び丙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地

図等の資料の整備に協力するものとする。 

 

第６条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、

甲乙丙協議のうえ、これを定めるものとする。 
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本協定は、３通作成し、甲乙丙押印のうえ各１通を所有する。 

 

 

平成24年 ６月 １日 

 

 

 

 

甲）  埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

国土交通省 

関東地方整備局長  下 保     修 

 

 

乙）  新潟県新潟市中央区美咲町１－１－１ 

国土交通省 

北陸地方整備局長  前 川   秀 和 

 

 

丙）  長野県佐久市中込３０５６ 

佐久市 

佐 久 市 長   栁 田   清 二 



 

 

６ ５－16 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定 

1573 

５－16 長野県合同災害支援チームによる 

被災県等への支援に関する協定 

 

 長野県（以下「甲」という。）、長野県市長会（以下「乙」という。）及び長野県町村会

（以下「丙」という。）は、大規模災害により被災した都道府県・市区町村（以下「被災県

等」という。）への支援について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に対し、甲、乙

及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事項について定めるもの

とする。 

 

（支援の実施） 

第２条 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームによる被災県等

への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。 

 

（その他) 

第３条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。 

 

  附 則 

 この協定は、平成２４年１２月１２日から適用する。 

 

 

  平成２４年１２月１２日 

 

     甲 住所 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 

長野県知事 阿部 守一 

 

     乙 住所 長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 

長野県市長会長 母袋 創一 

 

     丙 住所 長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 

長野県町村会長 藤原 忠彦 
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５－16 の２ 長野県合同災害支援チームによる 

被災県等への支援に係る基本方針 

 

第１ 総 則 

１ 目 的 

この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町

村（以下「被災県等」という。）に対し、長野県（以下「県」という。）と長野県内

の市町村（以下「市町村」という。）が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うた

めに設置する長野県合同災害支援チームの活動に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

２ 用語の意義 

(1) 代表市町村 

   長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。 

(2) ブロック 

   長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。 

(3) 先遣隊 

大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣する長野

県職員と市町村職員（代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をい

う。以下同じ。）による合同チームをいう。 

(4) 現地支援本部 

     被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組

織をいう。 

(5) 後方支援本部 

支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調

整を行う組織をいう。 

   (6) 調整会議 

支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。  

 

 

第２ 被災県等への支援 

 １ 支援を行う被災県等 

次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等とする。 

(1) 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（全国知事会） 

(2) 「災害時等の応援に関する協定」（中部圏知事会） 

(3) 「震災時等の相互応援に関する協定」（関東地方知事会） 

(4) 「災害時の相互応援に関する協定」（新潟県） 

(5) 県が新たに締結する災害時応援協定 

 

２ 支援の内容 

  主に、次の支援を行う。 

(1) 被災県等への職員派遣及び物資の提供 

(2) 被災者の受入及び施設の提供 

① 県内医療機関での傷病者の受入 

  ② 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

(3) その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 
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３ 支援の実施又は終了の決定 

(1) 被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監

が県知事、市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の

実施に当たり、緊急を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとす

る。 

(2) 前項の承認後、県は、市町村に対して、県知事、市長会長及び町村会長の連名に

より、支援の決定又は終了を通知するものとする。 

 

 

第３ 支援体制の整備 

１ 先遣隊の派遣 

(1) 被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。 

(2) 先遣隊は、県職員 2 名と市町村職員 2 名を基本に構成し、隊長は県職員をもって

あてる。 

(3) 先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うため

に必要な事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。 

 

２ 現地支援本部の設置 

(1) 先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあ

たる。 

なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。 

(2) 現地支援本部は、次の業務を行う。 

 ① 被災県等との連絡体制の確立 

 ② 被災県等の支援ニーズの把握 

 ③ 被災県等での職員、物資等の受入調整 

 ④ 広域避難を実施する場合の調整 

 ⑤ 被災県等に対する支援の実施 

 ⑥ その他、支援に必要な業務 

(3) 現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方

支援本部で決定する。 

 

 ３ 後方支援本部の設置 

支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内

に設置する。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することがで

きる。 

(1) 後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック１名ずつ

の市町村職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定め

る。 

(2) 後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。 

(3) 後方支援本部の業務 

 ① 現地支援本部との連絡体制の確立 

 ② 現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討 

 ③ 支援内容の県及び市町村への割り振り 

 ④ 支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整 

 ⑤ 費用精算業務 

 ⑥ その他支援に必要な業務 
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   (4) 調整会議 

         県危機管理監、市長会事務局長、町村会事務局長及び後方支援本部の市町村職員で

構成する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。 

① 支援方針 

② 現地支援本部及び後方支援本部の体制 

③ 支援の終了 

④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項 

 

第４ 県及び市町村において実施する事項 

  １ 県が実施する事項 

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) 県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握 

(3) 支援可能な職員、物資等の確保 

(4) その他支援に必要な事項 

 

 ２ 代表市町村が実施する事項 

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握 

(3) 支援可能な職員、物資等の確保 

(4) ブロック内の連絡体制の整備 

(5) その他支援に必要な事項 

 

 ３ 代表市町村以外の市町村が実施する事項 

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) 支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供 

(3) その他支援に必要な事項 

 

第５ その他 

 １ 訓練の実施 

   他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援

本部の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。 

 

 ２ 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係 
この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援すること

を妨げるものではない。 
 

  ３ 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。 
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５－17 佐久市・茅ヶ崎市災害時における相互応援に関する協定 

 長野県佐久市と神奈川県茅ケ崎市（以下「協定市」という。）とは、災害時における相互

応援について、次のとおり協定する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定に基づき、協定

市のいずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な

応急措置を自ら実施できない場合において、当該被災市の応急対策及び復旧活動が迅

速かつ円滑に遂行されるよう、相互に応援協力することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（連絡体制） 

第２条 協定市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、別記様式１により連

絡することとし、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに連絡するととも

に、必要な情報を相互に交換するものとする。 

 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を要請しようとする被災市は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は別記様

式２により応援を要請し、応援を要請された協定市（以下「応援市」という。）は極

力これに応じ、応援に努めるものとする。 

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付す

るものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 応援に要する経費の負担は、法令その他定めがあるものを除くほか、次のとおりと

する。 

(1) 職員の派遣に要する経費 応援市が負担 

(2) 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費 応援を受ける

市が負担 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市がその

都度協議して定めるものとする。 

（効力の発生） 

第７条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、各協定市は記名押印の上、各１通

を保有する。 
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平成 25 年 1 月 31 日 

 

 

     佐久市長     栁 田  清 二 

 

 

 

     茅ヶ崎市長    服 部  信 明 
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５－18 災害時における調査、測量及び設計等の 

応急対策業務に関する協定書 

 
 
 佐久市(以下｢甲｣という。)と佐久市測量設計業連絡協議会(以下｢乙｣という。)とは、災

害時における応急対策業務の万全を期するため、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣 旨） 
第１条 この協定は、佐久市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が

乙の協力を得て行う応急対策業務等を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項

を定めるものとする。 
（協力の要請） 

第２条 甲は防災計画に基づき、応急対策等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し次

の事項の協力を要請できるものとする。 

 (1) 公共施設等の被災状況及び急傾斜地の崩壊、土石流その他の土砂災害の状況に関す

る情報の収集および報告に関する業務 
 (2) 被災した公共施設等の復旧工事に関する調査、測量及び設計 
 (3) 前２号に掲げるもののほか、甲が公共施設等の復旧に関し必要と認める業務 
（応急対策業務の実施） 
第３条 乙は甲から応急対策等の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由

のない限りこれを受諾し、甲の指示を受け、要請に従って応急対策業務に従事するものと

する。 
（応急対策業務の実施体制） 
第４条 乙は、第２条の応急対策業務を早期に実施できるよう、事前に必要な技術者等の確

保、動員の方法を定めるものとする。 
（経費の負担） 
第５条 この協定に基づく応急対策業務に要した経費は、甲乙協議のうえ甲が負担する。 
（損害補償） 
第６条 第３条の規定に基づき業務に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は障害を有することとなったときは、乙の責任において対応す

るものとする。 
（報 告） 
第７条 乙は、第３条の規定により応急対策業務に従事した場合は、次の各号に掲げる事

項を文書により甲に報告するものとする。 
 (1) 応急対策業務の実施期間及び場所 

 (2) 応急対策業務の内容 

 (3) 応急対策業務に従事した所属会員名 
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 (4) その他必要な事項 

 

（費用の請求） 

第８条 乙は、第５条に規定する費用を請求するときは、甲の定めるところにより行うも

のとする。 

（支 払） 

第９条 甲は、前条の規定により費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、その費用を速やかに支払うものとする。 
（協定期間） 
第10条 この協定の有効期間は、平成２５年６月２１日から平成２６年３月３１日までと

する。ただし、この協定の期間満了１月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないと

きは、更に１年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。 
（疑義等の決定） 
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を

保有するものとする。 
 
  平成２５年６月２１日 
 

          佐久市中込３，０５６番地 

      甲   佐久市 

          佐 久 市 長   栁 田  清 二 

 

          佐久市中込３，４２１番地５０ 

      乙   佐久市測量設計業連絡協議会 

          会  長   小 池  文 人 
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５－19 災害時相互応援に関する協定 
 

 長野県佐久市、愛知県岡崎市、神奈川県茅ヶ崎市及び岐阜県不破郡関ケ原町（以下「協定

市町」という。）は、災害時における相互応援体制について、次のとおり協定する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づき、協定市町

のいずれかの市町域において地震等の大規模な災害が発生し、被災した市町（以下「被災

市町」という。）のみでは十分な応急措置を自ら実施できない場合において、当該被災市

町の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、相互に応援協力することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡体制） 

第２条 協定市町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、別記様式１により

連絡することとし、地震等の大規模な災害が発生したときは、速やかに連絡するととも

に、必要な情報を相互に交換するものとする。 

 

 （応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次のとおりとする。 

（１） 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資器材の提供 

（２） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（３） 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４） 救助及び応急復旧に必要な職員等の派遣 

（５） 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

 

 （応援要請の手続） 

第４条 応援を要請しようとする被災市町は、応援要請の内容を明らかにして口頭又は別記

様式２により応援を要請し、応援を要請された協定市町（以下「応援市町」という。）は

応援に努めるものとする。 

２ 前項の規定により口頭で応援を要請した場合は、後日速やかに応援要請書を送付するも

のとする。 

３ 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町との連絡がとれないとき、応援

市町は、自主応援活動を行うことができる。 
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（経費の負担） 

第５条 応援に要する経費の負担は、法令その他定めがあるものを除くほか、次のとおりと

する。 

（１） 職員の派遣に要する経費は、原則として応援市町が負担する。 

（２） 前号に掲げるもののほか応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として

応援を受ける市町が負担する。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市町がそ

の都度協議して定めるものとする。 

 

 （効力の発生） 

第７条 この協定は、協定を締結した日から平成 26 年３月 31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の 30 日前までに、協定市町から特段の意思表示

がない場合はさらに１年間延長するものとし、以後においても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、協定市町は署名押印の上、各１通

を保有する。 

 

平成 25 年７月１日 

佐 久 市 

代表者 佐 久 市 長   栁 田  清 二 

 

岡 崎 市 

代表者 岡 崎 市 長   内 田  康 宏 

 

茅ヶ崎市 

代表者 茅ヶ崎市長   服 部  信 明 

 

関ケ原町 

代表者 関ケ原町長   西 脇  康 世 
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５－20 災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と長野ＬＰ協会佐久支部（以下「乙」という。）並

びに一般社団法人長野県ＬＰガス協会（以下「丙」という。）とは、災害時における

ＬＰガスに係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害時におけるＬＰガスに係る保安の確保並びに公共施設等

(応急仮設住宅、避難場所その他甲が設置、管理し、若しくは所有権その他の権原

を有する施設又は場所をいう。)に対するＬＰガスの供給に関する協力について必

要な事項を定めるものとする。  

（協力要請）  

第２条 甲は、災害時において、乙及び丙並びに丙の会員（以下「乙及び丙等」とい

う。）に対して、次の各号について協力を要請することができるものとする。  

（１）被災地域のＬＰガスの一般消費者等に対して法に基づいて販売事業者が行うべ

き緊急点検、修繕及び供給  

（２）供給設備設置場所以外で発見されたＬＰガス容器について、容器所有者等が行

うべき回収及び保管  

（３）応急仮設住宅又は避難場所等公共施設へのＬＰガスが供給されることとなった

場合のＬＰガス供給設備工事及びＬＰガス供給  

（４）販売業者及び一般消費者等の被害状況及び復旧状況についての調査  

（５）前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る保安の確保及びＬＰガス供給

のために特に必要な業務  

２ 乙は、甲から前項の規定による要請を受けた業務の一部について、丙に対し協力

を要請することができる。 

３ 前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は

口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。  

（支援の実施）  

第３条 乙及び丙等は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲内

において支援を実施する。ただし、通信の途絶等により甲が乙及び丙等に要請でき

ないと判断したときは、甲の要請を待たないで可能な範囲内において支援を実施す

るものとする。  

（報告手続）  

第４条 乙及び丙等は、第２条第１項第３号の協力を行った場合には口頭で甲に報告

し、その後、速やかに文書による報告書を提出するものとする。  

（経費の負担）  

第５条 第２条第１項第３号の規定により、乙及び丙等が行った業務並びに乙が供給

したＬＰガス等の対価及び運搬の費用については、甲が負担するものとする。この

場合における費用は、佐久市財務規則(平成２５年佐久市規則第２６号)の規定に基

づく手続きにより、速やかに応急対策業務に係る請負契約を締結するものとする。  

（費用の支払）  

第６条 甲は、前条に規定する費用の請求があったときは、請求書を受理した日から

起算して、原則として３０日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない。  
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（役割分担）  

第７条 甲は、災害時における円滑なＬＰガスの供給のため、公共施設等にＬＰガス

供給設備を設置し、又は防災に必要な資機材の整備を行うよう努めるものとする。  
２ 甲又は丙は、災害対策上必要と認めるときは、乙に対し報告を求めることができ

る。  

３ 乙は、前項の規定による報告を求められた場合は、速やかに報告を行うものとす

る。  

（事故等）  

第８条 乙及び丙等は、ＬＰガスの供給等に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を

中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。  

２ 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対しすみや

かにその状況を報告しなければならない。  

（補償）  

第９条 第３条の規定により業務に従事した者が、業務に従事したところにより死亡

し、負傷し、疾病にかかり、又は廃疾になった場合においては、次に掲げる場合を

除き、その損害の補償については、甲、乙は誠意をもって協議するものとする。  

（１）応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合  

（２）当該損害につき、乙又は応援に従事する者が締結した損害保険契約により、保

険給付を受けることができる場合  

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受け

ることができる場合  

（連絡体制）  

第１０条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、経済部商工振興課、乙にお

いては乙の事務局とし、丙においては丙の事務局とする。  

２ 乙は、支部内に災害地域対策本部を設置し、丙は必要に応じて、協会内にＬＰガ

ス災害対策本部を設置する。  

３ 甲、乙、丙は、この協定の運用に支障を来さないよう、協力の要請方法等につい

て常に点検し、改善に努めるものとする。  

４ 甲、乙、丙は、災害対策上必要と思われる連絡は、その都度迅速に行い、相互に

連絡できるものとする。  

（緊急連絡網の整備）  

第１１条 乙は、災害時に円滑な支援活動ができるよう、活動体制の整備に努めると

ともに、緊急連絡網を作成し、これを甲、丙に提出するものとする。  

２ 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年１回以上見直しを行い、変更が生じたと

きは、直ちに甲、丙に提出するものとする。  

（防災訓練等への参加）  

第１２条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。  

（協議）  

第１３条 この協定の解釈に疑義を生じたときは、その都度、甲乙が協議して定める

ものとする。この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ定めるものとす

る。  

（協定の有効期間）  

第１４条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙が、文書
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をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする  

この協定成立を証するため、本書３通を作成し、３者記名押印のうえ、各１通を保

有する。  

 

平成２６年 ３ 月 １１ 日  

甲 佐久市中込３０５６番地  

佐久市長  栁 田  清 二 

 

 

乙 佐久市跡部６５－１  

長野ＬＰ協会佐久支部  

支部長   寺 島    繁 

 

 

丙 長野市中御所１－１６－１３  

天馬ビル４Ｆ  

一般社団法人長野県ＬＰガス協会  

会 長   小 林  芳 夫  
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５－21 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と長野県石油商業組合（以下「乙」という。）と長

野県石油商業組合佐久支部（以下「丙」という。）は地震、風水害、その他災害が発

生し又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）において甲が必要とす

る石油類燃料を乙及び丙が優先かつ安定的な供給を行うために、次のとおり協定を締

結する。 

  

（目的） 

第１条  この規定は、佐久市地域防災計画に基づき、災害応急対策活動に必要な石油  

 類燃料を、地元石油販売事業者の協力を得ることにより確保し、以って市民生活の

早期安定を図るため、乙及び丙の所有する石油類燃料の甲への供給等に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請）  

第２条 災害時等において、甲は、乙及び丙並びに丙の会員（以下「乙及び丙等」と

いう。）に対して、次の各号について協力を要請することができるものとする。  

（１）甲が指定する緊急車両等への石油類の優先給油  

（２）甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設への

石油類の優先提供  

（３）乙及び丙等が取り扱う物資（第１号及び第２号で規定する石油類を除く。）の

供給及び要員の動員等  

（４）乙及び丙等の給油所における、帰宅困難者、被災者及び観光客（外国人を含

む。）等（以下「帰宅困難者」という。）に対する一時休憩所としての施設の

提供、水道水及びトイレの提供  

（５）乙及び丙等の給油所における帰宅困難者等に対するラジオ、テレビ等による災

害情報等、地図等による通行可能な道路情報、近隣の避難所に関する情報等の

提供 

（６）乙及び丙等の給油所における傷病者である帰宅困難者等に対する救急要請及び

簡易な応急手当等の支援  

２ 前項の要請は、「石油類燃料の供給等要請書」（別記第１号様式）によるものと

する。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を交付す

るものとする。 

  

（支援の実施）  

第３条 乙及び丙等は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲内

において支援を実施する。ただし、通信の途絶等により甲が乙及び丙等に要請でき

ないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するものとする。 

  

（報告手続）  

第４条 乙及び丙等は、第２条第１項第１号から第３号の協力を行った場合には口頭

で甲に報告し、その後、速やかに「救援実施報告書」（別記第２号様式）を提出す

るものとする。 
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（経費の負担）  

第５条 第２条第１項第１号から第３号の規定により乙及び丙等が供給した石油類燃

料の対価及び乙及び丙等が行った運搬の費用（以下「費用」という。）については、

原則として当該石油類燃料の供給等を受けた者（以下「供給先」という。）が負担

するものとし、災害発生時直前における通常の価格を基準として、供給先と乙及び

丙が協議のうえ決定するものとする。なお、甲が負担する費用は、佐久市財務規則

(平成１７年佐久市規則第３９号)の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策

業務に係る請負契約を締結するものとする。  

 

（費用の支払）  

第６条 供給先は、乙及び丙等からの請求があったときは、その費用を速やかに支払

うものとする。甲は費用の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、

原則として３０日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない。  

  

（事故等）  

第７条 乙及び丙等は、その石油類燃料の供給に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給

等を中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。  

  

（損害の負担）  

第８条 第２条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙及び丙が協議し

て定めるものとする。 

  

（協力体制の構築）  

第９条 甲、乙及び丙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情

報交換を定期的に行い、災害時等に備えるものとする。 

２ 甲、乙、丙は、この協定を円滑に推進するために、連絡窓口は甲においては、経

済部商工振興課、乙及び丙においては丙の事務局とし、事務担当者名簿を作成し相

互に交換するとともに、平常時から石油類燃料等の備蓄及び安定供給に関し、必要

な対策について協議するものとする。 

  

（緊急連絡網の整備）  

第１０条 乙は、災害時に円滑な支援活動ができるよう、活動体制の整備に努めると

ともに、緊急連絡網を作成し、これを甲、丙に提出するものとする。  

２ 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年１回以上見直しを行い、変更が生じたと

きは、直ちに甲、丙に提出するものとする。 

  

（防災訓練等への参加）  

第１１条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。 

 

（防災意識の向上） 

第１２条 乙及び丙は、組合活動を通じて、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急時対応

設備の整備等組合員の防災意識の向上に努め、甲は、乙及び丙に対して必要な協力

を行うものとする。 
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（市民への周知） 

第１３条 甲、乙及び丙は協力して、この規定の内容及び乙及び丙等の所在地等につ

いて市民へ周知を図るものとする。 

 

（協議）  

第１４条 この協定の解釈に疑義を生じたときは、その都度、甲乙が協議して定める

ものとする。この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ定めるものとす

る。  

 

（協定の有効期間）  

第１４条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙が、文書

をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする  

この協定成立を証するため、本書３通を作成し、３者記名押印のうえ、各１通を保

有する。  

 

平成２６年 １２ 月 ２５ 日  

甲 佐久市  

市 長 栁 田 清 二 

 

 

乙 長野県石油商業組合  

理事長 渡 邉 一 正  

 

 

丙 長野県石油商業組合 佐久支部  

支部長 中 澤 信 一  
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５－22 災害時等における放送の要請等に関する協定書  

佐久市（以下「甲」という。）と株式会社エフエム佐久平（以下「乙」という。）と佐久

ケーブルテレビ株式会社（以下「丙」という。）は、災害・防災情報等（以下「災害情報」

という。）の提供及び放送に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号。以下「災対法」という。）

第 57 条及び大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号。以下「大震法」とい

う。）第 20 条の規定に基づき、甲が乙及び丙に放送を行うことを求めるときの手続き

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（放送の要請） 

第２条 甲は、災対法第 56 条の規定による伝達又は通知若しくは警告が必要なときは、同法

第 57 条の規定に基づき、乙及び丙に放送を行うことを求めることができるものとする。 

２ 前項の規定は、甲が大震法第９条の規定に基づく警戒宣言が発せられたことを知っ

た場合において、大震法第 20 条の規定に基づき、乙及び丙に対し放送を行うことを求

めるときにも準用する。 

３ 前２項の規定のほか、甲は、災害時の発生の防止又は災害応急対策を実施する上で、

放送以外に有効な通信、伝達手段をとることができない場合に、乙及び丙に対し放送

を行うことを求めることができるものとする。 

４ 甲は、前各項に定めるもののほか、乙による放送が困難等緊急やむを得ない状況が

生じた場合は、甲が設置した陸上移動局（以下「緊急用無線放送設備」という。）に

より、乙の所有する放送設備の一部を用いて放送をすることができる。この場合、乙

は放送中の番組があるときはそれを中断するものとする。 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、乙及び丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして放送の要請をするものとす

る。 

(1) 放送要請の理由 

(2) 放送事項 

(3) その他必要な事項 

 ２ 前項の要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又

は他の手段をもって行い、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（臨時災害放送局） 

第４条 甲は、乙が行うラジオ放送が住民への災害情報の伝達に有効と判断される場合は、

乙に対し、臨時災害放送局（以下「臨災局」という。）の開設及び運営を委託するこ

とができる。 

  ２ 乙は、甲から委託を受けた場合は、速やかに臨災局を開設するものとする。 

 （災害情報の提供） 

第５条 甲は、災害の規模、被害の状況、避難場所の開設及び復旧見通し等災害に関する情

報を乙及び丙に対し、速やかに提供するものとする。 
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（放送の実施） 

第６条 乙及び丙は、前条の情報を受けたときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統を

その都度自主的に決定するものとする。また、放送にあたっては乙及び丙相互の連携

を図り、市民に対し効果的に情報が伝わるよう努めるものとする。 

  ２ 乙及び丙は、甲から要請を受けた放送を実施するときは、放送の概要を相互に連絡

し、必要に応じ人員、設備面の支援を行うなど緊密に連携するものとする。 

 （経費の負担） 

第７条 第３条に規定する放送に関して甲から乙及び丙に支払う経費は、各々の放送委託料

の範囲内とする。ただし、臨災局等の委託に関する経費の額は、甲、乙及び丙が協議

して決定するものとする。 

（連絡責任者等） 

第８条 第３条に掲げる放送要請及び放送の円滑な実施を図るため、甲は、企画部広報広聴

課、情報統計課とし、乙及び丙は、各事務局に連絡責任者を置くものとする。 

２ 連絡責任者の配置及び変更のあった場合には、その都度相互に連絡するものとする。 

３ 連絡責任者は、必要に応じて連絡会議をもつものとする。 

４ 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとする。 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲、乙及び丙

が、文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 （協議） 

第 10 条 この協定に定めない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が

協議して決定するものとする。 

（適用） 

第 11 条 この協定書の発効は、平成２７年１月１９日とする。 

この協定の締結を証するため、本書を３部作成し、甲乙丙署名押印の上、各１通を所有

するものとする。 

平成 27 年１月 19 日 

             甲 佐久市中込 3056 番地 

                佐久市 

                 副市長     小 池 茂 見 

 

             乙 佐久市佐久平駅東 1 番地 1 

                株式会社 エフエム佐久平 

                 代表取締役   井 上   隆 

 

             丙 佐久市中込 2336 番地 1 

                佐久ケーブルテレビ 株式会社 

                 代表取締役社長 栁 田 清 二 
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５－23 災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務に関する

協定 
 

佐久市（以下「甲」という。）と一般社団法人長野県警備業協会（以下「乙」とい

う。）とは佐久市内において地震、風水害その他の大規模災害等が発生し、又は発生

のおそれがある場合（以下「災害時」という。）における交通及び地域安全の確保等

に係る業務に関して、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において交通及び地域安全の確保のため、甲が乙の協力を得て

災害応急対策業務を迅速かつ円滑に行い、もって市民生活の早期安定等を図ることを目的

とする。 

（協力の内容） 

第２条 この協定により甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）災害時等における緊急交通路の誘導及び災害現場での安全確保等に関する業務 

（２）被災地における防火・防犯の安全パトロール 

（３）避難所及び救援物資備蓄場所等の安全確保のための業務 

（４）被災状況等の情報提供業務 

（５）その他甲において必要と認める安全確保のための業務 

（要請） 

第３条 甲は、災害が発生し前条に規定する業務の遂行において乙の協力が必要と認めると

きは、乙に対して、文書をもって協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するとき

は、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（業務の実施） 

第４条 乙は、前条により要請を受けたときは、特別の理由がない限り、要請を受けた業務

（以下「要請業務」という。）を実施する。 

２ 前項の規定による要請業務の実施は、乙が、乙の会員である警備事業者（以下「警備事

業者」という。）の従業員のうち、要請業務に対する専門的知識及び技能を有するもの

（以下「警備員」という。）を従事させることにより行うものとする。 

３ 甲は、乙又は要請業務に従事する警備事業者に対し、必要な情報等を提供するものとす

る。 

（報告） 

第５条 乙は、要請業務の実施状況について、文書により速やかに甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 要請業務に要した費用は、甲が負担する。 

２ 前項に規定する費用は、別紙「警備料金の単価内訳表」に基づき算定する。 

（費用の支払い） 

第７条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求により、甲が乙に支払うものと

する。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を支払うものとす

る。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。 

（損害補償） 

第８条 甲は、要請業務に際し、乙又は警備事業者に生じた損害については、補償しないも

のとする。 

（第三者に対する損害賠償） 
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第９条 要請業務中に第三者に対して損害を与えたときは、甲と乙の双方が誠意を持って協

議し解決するものとする。 

（訓練） 

第 10 条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓

練に努めるものとする。 

（出動可能人員等の把握） 

第 11 条 乙は、警備事業者ごとの出動可能人員等を地域別に把握し、毎年甲に通知するもの

とする。 

２ 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、災害時には、速やかに相

互に連絡をとるものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定及び実施細目に定めのない事項や疑義が生じたときは、その都度甲、乙協

議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有

する。 

 

平成２８年１月２５日 

 

 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

    佐 久 市 

   市 長 栁 田 清 二 

 

 

 

乙 長野市中御所１丁目５番１号 

    一般社団法人長野県警備業協会 

   会 長  竹 花 長 雅 
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（別紙） 

 

警備料金の単価内訳表 
 

１ 昼間（実働８時間当たり）の単価 

（単位：円） 
 

  警備別 

 

  項 目 

交通誘導警備 

(※１) 

施設警備 

（※２) 

交通誘導  警

備員 A 

交通誘導  警

備員 B 

警備員 

A 

警備員 

B 

警備員 

C 

一般管理費 

(法定福利費、労務管理費）等） 

 

ア(基準単価)×0.23 

現場管理費 

（安全管理費、宿舎費等） 
ア(基準単価)×0.18 

合計 

（警備員１名当たりの単価） 
ア(基準単価)×1.41 

 

※１ 国土交通省土地・建設産業局が毎年発表する「公共工事設計労務単価」に定める単

価のうち、 

長野県の「交通誘導警備員 A」及び「交通誘導警備員 B」を適用する。 

 

※２ 国土交通省官庁営繕部が毎年実施している、建築保全業務労務単価の実態調査に

基づいて決定し 

公表する単価のうち、隣接する新潟県の「警備員 A」、「警備員 B」及び「警備員 C」の日

割基礎単価を適用する。 

 

◎応援派遣を必要とする場合は、宿泊・交通費の実費（広域派遣費）を別途積算するものと

する。 

 

２ 正規の勤務時聞が夜間（22:00～5:00）の場合の１時間当たりの加算額（３に該当する場

合を除く） 

ア÷８×100 分の 25 

 

３ 時間外（正規の勤務時間を超えて業務を行う場合）の１時間当たりの支給額 

ア÷８×100 分の 25 

（夜間（22:00～5:00）に及ぶ場合は、２で定めた加算額を加える） 
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５－24 銀河連邦を構成する市町の災害時における相互応援に関する協定  

銀河連邦を構成する秋田県能代市、岩手県大船渡市、神奈川県相模原市、長野県佐久市、

鹿児島県肝付町、北海道大樹町及び宮城県角田市（以下「銀河連邦市町という。）は、相互

の行政域において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１項に規定する災害が

発生した場合において、被災自治体の要請にこたえ、応援対策及び復旧対策が円滑に遂行さ

れるよう、相互の応援体制について次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティアの斡旋 

(6) 児童生徒の受入 

(7) 被災者に対する住宅の斡旋 

(8) 地元企業・団体等への被災地支援の呼び掛け 

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援の手続き） 

第２条 応援を要請する銀河連邦市町は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、文書により

要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話又はその他の方法をもって要請

し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の

品名、数量等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された銀河連邦市町は、可能な限りこれに応ずるよう取り組むものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した銀河連邦市町の負担とする。ただ

し、銀河連邦市町間の協議によっては、この限りではない。 

２ 応援を要請した銀河連邦市町が、前項に規定する経費を支出する時間的余裕がなく、

かつ、応援を要請した銀河連邦市町から申出があった場合は、応援を要請された銀河

連邦市町は、一時、立替支出するものとする。 
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（連絡責任者） 

第５条 銀河連邦市町は、第２条の規定による要請を確実かつ円滑に行うために、防災担当

課長等をもって、連絡責任者に充てるものとする。 

（体制の整備） 

第６条 銀河連邦市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備

に努めるものとする。 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、銀河連邦市町

相互で協議して定めるものとする。 

（発効） 

第８条 この協定は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本書７通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保

有するものとする。 

平成２８年４月１日 

 

銀河連邦 

 

                  秋田県熊代市長    齊藤 滋宣 

 

                  岩手県大船渡市長   戸田 公明 

 

                  神奈川県相模原市長  加山 俊夫 

 

                  長野県佐久市長    栁田 清二 

 

                  鹿児島県肝付町長   永野 和行 

 

                  北海道大樹町長    酒森 正人 

 

                  宮城県角田市長    大友 喜助
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５-25 災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書 

 

佐久市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会長野支部（以下

「乙」という。）は、佐久市内において地震、風水害その他の災害が発生した場合、または

発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における応急対応に必要な資機材

（以下「資機材」という。）のレンタルに関して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、甲が乙に協力して、資機材のレンタルを迅速かつ 

円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。 

（協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙

に対して要請を行ったときをもって発動する。 

（レンタルの協力要請） 

第３条 甲は、災害時において、資機材のレンタルを必要とするときには、乙に対して調達

可能な範囲において、協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の規定により、甲から資機材のレンタルの要請を受けたときは、その緊急

性にかんがみ、可能な範囲において資機材のレンタルを実施するものとする。 

（レンタルの範囲） 

第４条 甲が、乙に調達を要請する資機材は、次に掲げるものとする。 

１） 別表に掲げる資機材 

２） その他、乙の可能な範囲内で甲が指定する資機材 

（要請手続き） 

第５条 第３条に規定する甲の乙に対する要請手続きは、資機材名・数量・規格・搬入場所

等を記載した資機材レンタル要請書（様式第 1号）（以下「要請書」という。）をも

って行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等で要請し、事

後速やかに要請書を提出するものとする。 

（資機材のレンタルの協力） 

第６条 乙は第 3条の規定により甲から要請を受けたときは、資機材のレンタルについて、

優先的に行うものとする。 
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２ 乙は、甲からの要請事項を実施したときは、速やかにその実施状況を資機材レンタル実

施状況報告書（様式第 2号）により甲に報告するものとする。 

（資機材の運搬搬入等） 

第７条 資機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬できない

場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。 

２ 資機材の搬入場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して資機材

を確認のうえ引渡しを受けるものとする。 

３ 甲は、乙が第 1 項の規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよ

う配慮するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 前２条の規定により、乙がレンタルした資機材の対価および乙が行った運搬等の費

用については、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前におけるレン

タルおよび運搬等に係わる適正価格を基準として、甲乙が協議して定めるものとする。 

３ 甲が過失によりレンタルした資機材が損傷した場合は、修繕費または時価相当額を甲

が負担するものとする。 

（費用の支払い） 

第９条 前条に規定する費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、遅滞なく支払うも

のとする。 

（情報交換） 

第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制および資機材のレンタル等についての情報交

換を行い、災害時に備えるものとする。 

（訓練） 

第 11 条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した 

訓練に努めるものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項およびこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議

して定めるものとする。 

（有効期間） 
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第 13 条 この規定は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲乙は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有する。 

    平成２９年１月２０日 

           甲 長野県佐久市中込 3056 番地 

             佐久市長 栁田 清二 

 

           乙 長野県下伊那郡松川町上片桐 3322 番地 

             一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部 

                支部長  原 茂 
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  別 表   （第 4 条－1 関係） 

№ 資機材名 № 資機材名 

1  発電機（2～3KVA） 18  ツイントイレ 

2 発電機（10～25KVA） 19  本水洗トイレ 

3  インバーター発電機 20  簡易水洗トイレ 

4  室内用電圧調整器 21  会議用テーブル 

5  トランス昇圧・降圧 22  折イス 

6  水中ポンプ 23  ホワイトボード（脚付） 

7  エンジンポンプ 24 くず入れ 

8  コードリール（屋内用） 25  コピー機 

9  コードリール（屋外用） 26  レーザープリンター 

10  投光機（500W・１Kw） 27  ノートパソコン 

11  投光機（2 灯式） 28  衛星電話 

12 投光機（4 灯式） 29  コードレス電話 

13 投光機（バルーン型） 30  ブルーヒーター 

14  軽トラック 31  石油ストーブ 

15  組立ハウス 32  ファンヒーター 

16  コンテナハウス（3 坪クラス） 33  テレビ 

17 コンテナハウス（4 坪クラス） 34  扇風機 
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様式第 1 号（第 5 条関係） 
 
 

年   月   日 
 

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部 
支部長           様 

 
 

佐久市長                         ㊞ 
 
 

資機材レンタル要請書 
 

「災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書」第 5 条の規定により、下記のと

おり資機材のレンタルを要請します。 
なお、資機材のレンタルを実施したときは、協定書第 6 条第 2 項に規定する実施報告書

（様式第 2 号）の提出をお願いします。 
 

記 
 
1．レンタルを要請する資機材 

搬入希望日 資機材名（規格等） 数量 搬入希望場所 備考 

     

     

     

     

     

 
2．その他必要な事項 
 
 
 

以上 
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様式第 2 号（第 6 条関係） 
 
 

年   月   日 
 

佐久市長                         様 
 
 

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部 
支部長            ㊞ 

 
 

資機材レンタル実施状況報告書 
 

「災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書」第 6 条の規定により、下記のと

おり資機材のレンタルの実施状況について報告します。 
 

記 
 
1．レンタルを実施した資機材 

搬入日 資機材名（規格等） 数量 搬入場所 備考 

     

     

     

     

     

 
2．その他必要な事項 
 
 
 
 
 

以上 
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５-26 佐久長聖高等学校 指定避難所に関する防災協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と学校法人聖啓学園（以下「乙」という。）は、乙が所有

する佐久長聖高等学校（以下「高等学校」という。）の施設を指定避難所に指定することに

関して、次のとおり協定を締結する。      

 

(趣旨)           

第１条 この協定書は、甲が乙の管理する高等学校の施設の一部を、指定避難所に指定する 

ことについて、必要な事項を定める。  

     

(指定避難所として利用できる施設の周知)       

第２条 甲は、高等学校の施設のうち指定避難所として利用できる範囲を、市民に周知する

よう必要な措置を講ずるものとする。   

   

(指定避難所の開設)        

第３条 甲は、危機事案発生時において指定避難所を開設する必要が生じた場合、甲が指定

した場所に指定避難所を開設することができる。 

    

(開設の通知等)         

第４条 甲は、前条に基づき指定避難所を開設する場合、事前に乙に対しその旨を通知する

ものとする。        

２ 甲は、指定避難所の開設に緊急を要するとき、前項の規定にかかわらず、事前に乙に通

知をせずに、施設を指定避難所として開設することができるものとする。ただし、甲は、

速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。   

３ 乙は、甲が指定避難所を開設する以前に市民が避難してきたことを現認した場合、甲へ

その旨を通報するものとする。甲は、乙から通報を受けた場合は速やかに甲の職員を派遣

する。        

 

（運営管理）         

第５条 指定避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。   

 

（費用負担）         

第６条 甲が行う指定避難所の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。 

 

（開設期間）          

第７条 指定避難所の開設期間は、危機事案の状況により、甲乙協議のうえ決定する。 

 

（指定避難所の閉鎖）         

第８条 甲は、乙が早期に通常の教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該指定避

難所の早期閉鎖に努めるものとする。      

２ 甲は、指定避難所を閉鎖する場合、乙に対しその旨を通知するとともに、その施設を現

状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。   

 

（連絡責任者）          

第９条 指定避難所に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任
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者を別途定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合、速やかに相手先へ報告す

るものとする。       

 

(疑義の決定)          

第 10 条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲乙協議

のうえ、定めるものとする。       

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通

を保有するものとする。        

          

       

平成 29 年 12 月 22 日 

 

 

甲   長野県佐久市中込３０５６番地

       佐久市   

       佐久市長 栁田 清二 

 

乙     長野県佐久市岩村田９５１番地

       学校法人 聖啓学園 

       理事長  イチカワドイル徳恵 
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５-27 災害時における福祉避難所等及び人的支援に関する協定 

 

佐久市（以下「甲」という。）と学校法人 佐久学園（以下「乙」という）は、乙が所有す

る佐久大学（以下「大学」という。）の施設を指定避難所及び福祉避難所（以下「避難所」

という。）に指定すること並びに人的支援に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

第 1 条（趣旨） 

この協定書は、甲が乙の管理する大学の施設の一部を避難所に指定すること及び人的支援

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条（避難所として利用できる施設の周知） 

甲は、大学の施設のうち避難所として利用できる旨を、市民に周知するよう必要な措置を

講ずるものとする。 

 

第３条（避難所の開設及び人的支援の要請） 

甲は、避難所を開設する必要が生じた場合、甲が指定した場所に避難所を開設及び人的支

援の要請をすることができる。 

 

第４条（開設及び要請通知等） 

甲は、前条に基づき避難所を開設及び人的支援の要請をする場合、事前に乙に対しその旨

を文書により通知するものとする。     

２ 甲は、避難所の開設及び人的支援の要請に緊急を要するとき、前項の規定にかかわらず

事前に乙へ文書による通知をせずに、口頭による通知で施設を避難所として開設すること

及び人的支援を受けることができるものとする。ただし、甲は、速やかに乙に対し開設及

び人的支援を要請する旨の文書の通知を行うものとする。    

３ 乙は、甲が避難所を開設する以前に市民が避難してきたことを現認した場合、甲へその

旨を通報するものとする。甲は、乙から通報を受けた場合は速やかに甲の職員を派遣する。 

 

第５条（人的支援の要請内容） 

人的支援の要請内容は、次のとおりとする。     

（１） 要配慮者への介護、看護       

（２） 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項 

 

第６条（運営管理） 

避難所の管理運営は、甲及び乙の責任において行うものとする。 

 

第７条（費用負担及び補償） 

乙の人的支援は無償とする。       

２ 甲が行う避難所の管理運営及び乙がやむを得ず要した経費については、 

甲が負担するものとする。       

３ 甲は乙が避難所で人的支援をした者が、支援に起因する傷病等を発症した場合は、これ

を補償し、補償内容については甲乙協議するものとする。  

 

第８条（開設及び人的支援期間） 

避難所の開設期間及び人的支援期間は、避難所が閉鎖するまでの間で、甲乙協議のうえ決

定するものとする。       
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２ 甲は乙が早期に通常の教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期

閉鎖に努めるものとする。     

３ 甲は、避難所を閉鎖する場合、乙に対しその旨を通知するとともに、その施設を現状に

復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。  

 

第９条（連絡責任者） 

避難所に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者を別途定

めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合、速やかに相手先へ報告するものとする。 

 

第１０条（疑義の決定） 

この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、

定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保管

する。 

 

 

甲   長野県佐久市中込３０５６番地 

  佐久市 

佐久市長 栁田 清二 

 

乙  長野県佐久市岩村田２３８４番地

        学校法人 佐久学園  

        理事長  盛岡 正博 
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５-28 災害時における福祉用具等物資の供給協力に関する協定 
第 1 条（趣旨） 

佐久市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会（以下「乙」とい

う。）とは、佐久市内に地震、風水害その他による災害が発生、又は発生のおそれがある場

合（以下「災害時等」という。）に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用

品・衛生用品の福祉用具等（以下「福祉用具等」という。）物資をレンタル等にて確保する

ことに関して必要な事項を定めるものとする。 

第２条（協力事項の発動） 

この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が佐久市災害対策本部を設置し、乙

に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。 

ただし、災害対策本部設置前であっても甲が必要と認める場合は、甲乙協議の上発動する

ものとする。 

第３条（福祉用具等物資供給の協力要請） 

災害時等において、甲が福祉用具等の物資を必要とするとき、甲は、乙に対して福祉用具

等物資の供給について協力を要請することができる。また、甲は乙が福祉用具等物資を円滑

に設置搬入できるよう、関係部署との連絡調整を行うものとする。 

第４条（福祉用具等物資供給の協力実施） 

乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給

及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。 

第５条（福祉用具等物資の内容） 

甲が乙に要請する災害時等の福祉用具等物資の内容は甲乙協議の上、下記表に最新の物資

を定めるものとする。 

福祉用具等物資の内容 

聴覚関連用品、介護用品、衛生用品、食事用品、トイレ・おむ

つ用品、特殊寝台及び付属品、車椅子及び付属品、床ずれ防止

用具、体位変換器、手すり、スロープ、 

歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、医療関連用品等 

２ 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の物資の供給に

ついても可能な範囲で協力するものとする。 

第６条（福祉用具等物資供給の要請手続） 

甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書（以下「要請書」と

いう。）」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等をもって

要請し、事後要請書を提出するものとする。 

第７条（引渡し及び返却） 

福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲

が確認して引き取るものとする。 

また、福祉用具等物資の使用後は速やかに甲から乙へ連絡し、乙が確認して引き取るものと

する。 

第８条（福祉用具等物資の適合確認） 

福祉用具等物資の適合確認は甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、

現地の状況や災害時要配慮者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。 

第９条（福祉用具等物資の運搬） 

福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に

応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。 

第１０条（車両の通行） 

甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両
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を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料・車両等

の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。 

第１１条（配慮事項） 

 甲は、乙に第３条の規定に基づき協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その他立入

制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従

事する乙の福祉用具専門相談員の生命の安全に配慮するものとする。 

第１２条（損害の負担） 

本協定に基づく協力の実施にあたり損害（物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等）

が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。 

第１３条（費用） 

第３条及び第９条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費

用については甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害時等直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協

議の上決定するものとする。 

３ 甲は、前２項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から 

３０日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更する

ことができるものとする。 

第１４条（情報連絡体制の確認） 

甲及び乙は、災害時等における円滑な協力を図るため、毎年４月３０日までに同月１日の

担当者を文書で報告し、また、最新カタログを併せて送付するものとする。 

第１５条（平常時の防災活動への協力） 

乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよう努めるものとする。 

(１) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加 

(２) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力 

第１６条（有効期間） 

この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了

を通知しない限り継続するものとする。 

第１７条（疑義の決定） 

本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定

するものとする。 

  

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保管

する。 

 

 

 平成３０年２月１６日 

 

 

甲  長野県佐久市中込３０５６番地 

            佐久市   

       佐久市長 栁田 清二 

 

乙  東京都港区浜松町２丁目７番１５号

       一般社団法人 日本福祉用具供給協会

       理事長  小野木 孝二 
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５－29 災害時等における水質検査業務に関する協定書  

 
 佐 久 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） 、 佐 久 圏 域 水 道 水 質 検 査 協 議 会 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） 及 び 

一般社団法人上田薬剤師会（以下「丙」という。）は、災害時等における水質検査業務等に 

関し、次のとおり協定を締結する。 

（業務の要請） 

第１条 甲は、災害時等における市民の飲料水等の確保のため、井戸水等の水質検査業務が必要と

なった場合は、乙又は丙に当該業務を要請することができるものとする。 

２ 乙又は丙は、どちらか一方が災害等により、水道法（昭和３２年法律第１７７号）に定める定期又は

臨時の水質検査ができない場合は、互いに水質検査を要請することができるものとする。 

３ 丙は、甲又は乙からの検査業務の要請があった場合において、検査体制に支障が生じたときは、

一般社団法人長野県薬剤師会（松本市）、一般社団法人長野市薬剤師会（長野市）及び一般社団

法人上伊那薬剤師会（伊那市）の各検査センターとの広域体制で対応するものとする。 

（業務の内容） 

第２条 乙又は丙が行う業務の内容は、水質検査を要請する者が指定する検体の水質検査とする。 

（経費の負担） 

第３条 水質検査に要した経費は、当該業務を要請した者が負担するものとする。ただし、当該経費

による負担額については、その都度、甲乙丙が協議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から協定締結の日の属する年度の末日までとする。た

だし、この協定の有効期間満了の１か月前までに、甲、乙又は丙いずれからも何ら意思表示がない

ときは、引き続き１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（その他） 

第５条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場

合は、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その１通を所

持する。 

平成３０年１１月２１日 

               甲  佐久市 

                      副市長  小池 茂見 

 

乙  佐久圏域水道水質検査協議会 

                      会長    栁田 清二 

 

                  丙  一般社団法人上田薬剤師会 

                      会長    飯島 康典 
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５－30 災害時における物資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定書 

 
佐久市（以下「甲」という。）と公益社団法人長野県トラック協会佐久地区輸送協議会（以下「乙」とい

う。）は、次のとおり、物資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲から乙に対して行う物資の緊急・救援輸送並びに管理、保管、荷さばき及び搬出（以下「物資の

緊急・救援輸送、保管等」という。）の要請に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（緊急・救援輸送、保管等に関する要請） 

第２条 甲は、物資の緊急・救援輸送を実施する上で、トラック事業者等物流専門家並びに作業員の

派遣、荷役機械及び資機材の手配その他乙の応援（以下「物流専門家の派遣等」という。）を必要

と認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項を文書により要請するものとする。だだし、緊急を要する

ときは口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

（１）災害の状況及び応援を要請する事由 

（２）応援を必要とする物流専門家の派遣等に関する数量 

（３）物資積み込み場所及び積み下ろし場所 

（４）応援を必要とする期間及び活動内容 

（５）派遣先（災害対策本部、物資輸送拠点等） 

（６）輸送品目（品名及び量） 

（７）その他参考となる事項 

２ 甲は、物資の管理、保管、荷さばき及び搬出（以下「物資の管理等」という。）を実施する上で、物

流専門家の派遣等を必要と認めるときは、乙に対し、前項に掲げる事項を文書により要請するもの

とする。だだし、緊急を要するときは口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

３ 乙は、前２項の規定による甲の要請があったときは、通常業務に優先し、物流専門家の派遣等を

可能な限り行うものとする。 

４ 甲は、乙の行う緊急・救援輸送に使用される事業用トラック、貨物自動車等事業用自動車（以下「ト

ラック等」という。）に対して、緊急車両の指定その他円滑な輸送に必要な措置が講じられるよう努め

るものとする。 

 

（報告） 

第３条 乙は、物資の緊急・救援輸送、保管等を行なった場合には、速やかに甲に対し、次に掲げる

事項を文書により報告するものとする。だだし、緊急を要するときは口頭で報告し、その後速やかに

文書により報告するものとする。 

（１）応援に従事した物流専門家の派遣等に関する数量 

（２）走行距離及び地点 

（３）その他必要な事項 

 

（経費の負担） 

第４条 緊急・救援輸送に要した費用（運賃、料金及び有料道路通行料、駐車場使用料金等の実費

負担額）は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用のうち、トラック等に係る運賃及び料金は、国土交通省の通達に基づき公示された運

賃及び料金を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。 

３ 物資の管理等に要した費用の対象は、保管料、荷役料及び実費負担額（パレットの使用料等の費
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用をいう。）とする。ただし、保管料及び荷役料は、災害発生直近における標準的な料金を基準とし

て、甲乙協議の上、決定するものとする。 

４ 物流専門家の派遣等に要した費用に関する甲の負担については、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

５ 前４項の規定により甲が費用を負担するときは、乙は前月分の実績を取りまとめ、甲の検査を受け

た後、一括して請求するものとする。 

６ 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に、乙に対し運賃等を支払うもの

とする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。 

 

（事故等） 

第５条 乙が提供したトラック等が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は、速やかにトラ

ック等を交換して緊急・救援輸送を継続するよう努めるものとする。 

２ 事故の発生等により物資の管理等の継続が困難な事由が発生した場合には、乙は、速やかに他

のトラック等の提供その他の措置により物資の管理等を継続するよう努めるものとする。 

３ 乙は、物資の緊急・救援輸送、保管等に際し事故が発生した時は、甲に対して速やかにその状況

を報告するものとする。 

 

（使用者及び第三者に対する責任） 

第６条 乙は、トラック等の運行に際し、乙の責に帰する理由により、トラック等の使用者（同伴者を含

む。）及び第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 

２ 乙は、フォークリフト、クレーン及びコンベア等事業用荷役機械（以下「フォークリフト等」という。）の

稼動に際し、乙の責に帰する理由により、フォークリフト等の使用者及び第三者に損害を与えたとき

は、その賠償の責を負うものとする。 

 

（損害賠償） 

第７条 甲は、その責に帰する理由により、使用中のトラック等及びフォークリフト等を損傷し、又は滅

失したときは、乙に対してその損害を賠償する。 

 

（補償） 

第８条 第２条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したことに関し、その者の責に帰するこ

とができない事由により死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は廃疾となったときは、次に掲げる場合を

除き、その損害補償については、甲乙は誠意をもって協議するものとする。 

（１）応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、乙又は応援に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けるこ 

とができる場合 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることが出来る場 

合 

 

（相互手配） 

第９条 甲の特別な要請がある場合は、乙は、第２条の規定にかかわらず、相互に物資の緊急・救援

輸送、保管等を実施することができる。 

 

（連絡体制） 

第１０条 この協定に基づく物資の緊急・救援輸送、保管等及び物流専門家の派遣等に当たり必要な

連絡調整は、原則として甲において実施する。 

 

（情報提供） 
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第１１条 甲乙は、それぞれが知り得た災害に関する諸情報を互いに提供するよう努めるものとする。 

 

（担当部署及び連絡責任者） 

第１２条 甲の、この協定に基づく緊急・救援輸送、物資の保管等に関する担当課は、生活環境課と

し、連絡責任者を選任するものとする。 

２ 甲乙は、毎年、連絡責任者を相互に通知するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から協定締結の日の属する年度の末日までとする。

ただし、有効期間満了の１か月前までに、甲乙いずれかの者がこの協定を終了する旨の意思表示

を、書面をもってしない限り、引き続き１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協定の改定） 

第１４条 この協定は、甲乙いずれかの申し出があったときは、協議して協定の解除又は協定の一部

を改定することができる。 

 

（実施細目） 

第１５条 指示命令系統の統一方法、物流専門家の職務内容、第三者の協力体制等、この協定の実

施に関し必要な事項は、甲乙が協議の上別に定める。 

 

（準用） 

第１６条 この協定に定めのない事項については、「標準貨物自動車運送約款」等を準用するものと

する。 

 

（協議） 

第１７条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が

協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

   平成３１年２月１９日 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

佐久市 

佐久市長 栁田 清二 

 

 

乙 長野県佐久市瀬戸１０２６番地４ 

公益社団法人 長野県トラック協会 

  佐久地区輸送協議会 

会長   早川 多津男 
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佐久市（以下「甲」という。）とヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり、災害に係る情報発信

等に関する協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害時等」という。）において、甲が住民に対して必要な情報を迅速に発信し、かつ、甲の機能低下

を軽減させるため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協定における取組） 

第２条 この協定における取組の内容は次の中から、甲乙協議により具体的な内容及び方法につい

て合意が得られたものを実施するものとする。ただし、以下に記載のない事項についても、甲乙協議

の上、決定した取組を実施するものとする。 

（１）乙は、甲の運営するホームページのキャッシュサイトを乙のサービス上に掲載し、一般の閲覧に供

する。 

（２）甲は、予め避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時から乙のサービス上

に掲載するなど、広く一般に周知する。 

（３）甲は、避難勧告等の緊急情報、市内の被害状況、必要救援物資に関する情報等を乙に提供し、

乙が、これらの情報を乙のサービス上に掲載するなどして、広く一般に周知する。 

（４）甲が、避難所における避難者の名簿を公開する場合、乙が提示する所定のフォーマットを用いて

名簿を作成する。 

 

（費用） 

第３条 前条に基づく取組は特段の合意がない限り無償で行い、対応にかかる旅費・通信費その他

一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

（情報の周知） 

第４条 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、協定の目的を達

成するため、乙が適切と判断する方法により、広く一般に周知することができる。ただし、乙は、協定の

目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

（本協定の公表） 

第５条 この協定締結の事実及び内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法および内容に

ついて別途協議の上、決定するものとする。 

 

（担当部署及び連絡責任者） 

第６条 甲の、この協定に基づく情報発信等に関する担当課は、広報広聴課とし、連絡責任者を選任

するものとする。 

２ 甲及び乙は、窓口となる連絡先及び担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった

場合、速やかに相手方に連絡するものとする。 
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（協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から協定締結の日の属する年度の末日までとする。た

だし、有効期間満了の１か月前までに、甲乙いずれかの者がこの協定を終了する旨の意思表示を、

書面をもってしない限り、引き続き１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協

議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

   令和２年８月４日 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

佐久市 

佐久市長   栁 田  清 二 

 

 

乙 東京都千代田区紀尾井町１番３号 

ヤフー株式会社 

代表取締役  川 邊  健 太 郎 
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５－32 災害時における要配慮者等の避難所確保に関する協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と佐久市ホテル旅館組合（以下「乙」という。）は、次のとおり、要配慮者等

の避難所確保に関する協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、浅間山噴火等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、分散避難の一環として、甲から乙に対して行う、乳幼児や妊産婦、障がい者、独居の高齢

者等の要配慮者及び観光客等の帰宅困難者（以下「要配慮者等」という。）の避難所確保に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲は、乙に対して、被災した要配慮者等及び指定避難所・指定緊急避難場所へ避難した要

配慮者等の臨時宿泊施設（避難所）として確保を要請することができるものとし、乙は、甲の要請があ

ったときは、利用可能な施設の範囲内において、優先的に応じることとする。 

２ 感染症が流行している状況下において、甲が乙に対して前項の要請をした場合には、乙は、要配

慮者等が密接しないよう努めるものとする。 

３ 乙は、避難した要配慮者等に対して災害情報提供を行うものとする。 

 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、前条第１項の要請をするときは、乙に対し、次に掲げる事項を文書により報告するもの

とする。だだし、緊急を要するときは口頭で報告し、その後速やかに文書により報告するものとする。 

（１）受け入れを要請する要配慮者等の住所、氏名、連絡先、健康状態等 

（２）前号に規定する要配慮者等の身元引受人の住所、氏名、連絡先等 

（３）受け入れ要請期間 

（４）その他必要と認める事項 

 

（費用の負担） 

第４条 第２条の要請に要した費用は、甲が負担するものとし、要配慮者等１人あたりの費用について

は、以下の価格を基準に甲乙協議の上決定するものとする。 

（１）１泊３食付き ７，０００円（消費税・入湯税別） 

（２）１泊２食付き（朝・夕） ６，５００円（消費税・入湯税別） 

（３）１泊１食付き（朝） ５，２００円（消費税・入湯税別） 

（４）素泊まり ４，５００円（消費税・入湯税別） 

２ 甲は、乙は前月分の実績を取りまとめ、甲の検査を受けた後、請求の日から起算して３０日以内に、

乙に対して支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるも

のとする。 

 

（事故等） 

第５条 乙が提供した臨時宿泊施設が損壊その他の理由により避難所の確保ができなくなったときは、

乙は、速やかに代替の臨時宿泊施設を用意し、避難所の確保を継続するよう努めるものとする。 

２ 乙は、要配慮者等の避難所の確保に際し事故が発生した時は、甲に対して速やかにその状況を

報告するものとする。 

 

（損害賠償） 
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第６条 甲は、その責に帰する理由により、臨時宿泊施設を損傷したときは、次に掲げる場合を除き、

その損害補償について甲乙は誠意をもって協議するものとする。 

（１）支援に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、乙又は支援に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けるこ

とができる場合 

（３）当該損害が要配慮者等又は第三者の行為によるものであって、当該要配慮者等又は当該第三

者から損害賠償を受けることができる場合 

 

（補償） 

第７条 第２条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したことに関し、その者の責に帰するこ

とができない事由により死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は廃疾となったときは、次に掲げる場合を除

き、その損害補償については、甲乙は誠意をもって協議するものとする。 

（１）応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、乙又は応援に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けるこ

とができる場合 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場

合 

 

（担当部署及び連絡責任者） 

第８条 甲は、この協定に基づく要配慮者等の受け入れに関する担当課を観光課とし、連絡責任者を

選任するものとする。 

２ 甲乙は、毎年、連絡責任者を相互に通知するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から協定締結の日の属する年度の末日までとする。た

だし、有効期間満了の１か月前までに、甲乙いずれかの者がこの協定を終了する旨の意思表示を、

書面をもってしない限り、引き続き１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が

協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 令和２年８月２５日 

 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

佐久市 

佐久市長  栁 田  清 二 

 

乙 長野県佐久市中込１－２２－３ 

佐久市ホテル旅館組合 

組合長  清 水  秀 三 郎 
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５-33 災害時における被災者支援に関する協定書 

 
佐久市（以下「甲」という。）と長野県行政書士会佐久支部（以下「乙」という。）は、災害時における

被災者支援に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条第１項に規定する災害及びそ

れに類する大規模な被害（以下「災害」という。）が発生した場合において、甲の要請に基づき、被

災者支援のために行政書士が関与できる業務相談（以下「行政書士業務相談」という。）を相互に

協力して実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（行政書士業務相談） 

第２条 この協定において、行政書士業務相談とは、次に掲げる事項とする。 

（１）罹災証明書等申請書類に関する相談・申請支援業務 

（２）自動車登録申請書類及び登録抹消等の申請に関する相談 

（３）相続関係書類等に関する相談 

（４）仮設住宅の申込み等に関する相談 

（５）災害給付金等の申請に関する相談 

（６）行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関する相談 

（７）許認可申請書類等に関する相談 

（８）権利義務・事実証明関係書類等に関する相談 

（９）その他行政書士法に定める業務に関する相談 

 

 （業務相談対象者） 

第３条 行政書士業務相談を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１）災害により被害を受けた佐久市内在住者（企業その他団体を含む。） 

（２）災害により佐久市外から同市内に避難した者 

（３）前２号の者の親族、介護者又は現に支援に当たっている者で甲又は乙が必要と認めた者 

 

（業務相談の要請） 

第４条 甲は、災害時において、乙に対して行政書士業務相談の実施を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話

等の方法により行い、後日速やかに書面をもって送付するものとする。 

 

（行政書士の派遣） 

第５条 乙は、前条第 1 項の規定により要請を受けた場合、長野県行政書士会と協力し、行政書士業

務相談に従事する者を選定し、甲が指定する被災地域等に派遣するものとする。 

 

（支援行政書士） 

第６条 乙は、必要と認めた場合は、長野県行政書士会他支部等に所属する行政書士に対して、被

災者支援の協力を求め、協力に応じた他支部等の会員（次項において「支援行政書士」という。）に

行政書士業務相談の実務を依頼することができるものとする。 

２ 前項の規定により行政書士業務相談を行う支援行政書士については、この協定の規定を適用し、

乙の会員とみなす。 
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（相談場所等の調整及び広報） 

第７条 甲は、行政書士業務相談を実施する場所等の調整及び広報に努めるものとする。 

 

（報告） 

第８条 乙は甲に対し、行政書士業務相談の実施状況その他必要事項について書面により報告する 

ものとする。 

 

 （費用負担） 

第９条 行政書士業務相談は無償とし、相談者からは負担を求めないものとする。 

２ 乙は、甲に対し行政書士業務相談に要する報酬その他の経費は、請求しないものとする。 

 

 （平常時からの連携） 

第１０条 甲及び乙は、平常時において、行政書士業務相談を円滑かつ適切に実施するための情報 

交換等により、連携強化に努めるものとする。 

 

 （担当部署及び連絡責任者） 

第１１条 甲の、この協定に基づく担当課は総務課とし、連絡責任者を選任するものとする。 

２ 甲及び乙は、毎年、連絡責任者を相互に連絡するものとする。 

 

（その他支援） 

第１２条 甲の要請がある場合は、乙は、第２条の規定にかかわらず、避難所等への物資の配布等を 

実施することができる。 

 

（損害補償） 

第１３条 この協定に基づく業務の実施において、乙に生じた損害の補償（第三者に対する損害賠償 

を含む。）は、乙の責任において行うものとする。 

 

 （個人情報の保護） 

第１４条 行政書士業務相談における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律 

（平成１５年法律第５７号）及び佐久市個人情報保護条例（平成１７年佐久市条例第１６号）の規定を

遵守するものとする。 

 

 （有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期間の満 

了の日の３か月前までに、甲又は乙から何らの申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみ 

なし、以降この例によるものとする。 

 

 （協議） 

第１６条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、 

その都度、甲及び乙が協議の上決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

 

 

1601-17 



 

 

６ ５-33 災害時における被災者支援に関する協定書  

 

 

 

 令和２年１１月１９日 

 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

佐久市 

佐久市長 栁田清二 

 

乙 長野県佐久市野沢２１２番地１ 

長野県行政書士会佐久支部 

支部長 佐藤 佳苗   
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５－34 災害時における相談業務に関する協定書 

 
 佐久市（以下「甲」という。）と長野県弁護士会（以下「乙」という。）は、災害時における被災者支援

のための相談業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条第１号に規定する災害及びそ 

れに類する大規模な被害（以下「災害」という。）が発生した場合において、被災者支援のための相談 

業務（以下「被災者相談業務」という。）を円滑かつ適切に実施するため必要な事項を定めるものとす 

る。 

 

 （要請等） 

第２条 甲は、災害時において、乙に対して被災者相談業務の実施を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話

等の方法により行うことができる。 

３ 乙は、第１項の要請を受けた場合には、速やかに、乙の構成員の中から相談員を選出し、必要事

項を甲に連絡するものとする。 

 

（相談場所等の調整及び広報） 

第３条 甲は、被災者相談業務を実施する場所等の調整及び広報に努めるものとする。 

 

 （被災者相談業務の実施等） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請に基づき、甲が指定する実施場所に相談員を派遣し、被災者相談

業務を実施するものとする。 

２ 被災者相談業務を実施する場合に、甲乙協議の上、長野県災害支援活動士業連絡会（長野県弁

護士会・長野県司法書士会・関東信越税理士会長野県支部連合会・長野県土地家屋調査士会・長

野県行政書士会・一般社団法人長野県不動産鑑定士協会・一般社団法人長野県中小企業診断協

会・長野県社会保険労務士会（令和２年１２月１０日現在８団体で構成））と連携して業務を行う必要が 

あると判断した場合には、乙が調整を行うものとする。 

３ 甲は、被災者相談業務の実施に当たり、災害時応援協定等を締結している関係団体等との連携

が必要な場合には、調整を行うものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は甲に対し、被災者相談業務の実施状況その他必要事項について書面により報告するも

のとする。 

 

 （費用負担） 

第６条 被災者相談業務は無償とし、相談者に負担を求めないものとする。 

２ 乙は、甲に対し被災者相談業務に要する報酬その他の経費は、請求しないものとする。 

 

 （平常時からの連携） 

第７条 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施するための情報交換

等により、連携強化に努めるものとする。 
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（担当部署及び連絡責任者） 

第８条 甲の、この協定に基づく担当課は総務課とし、連絡責任者を選任するものとする。 

２ 甲及び乙は、毎年、連絡責任者を相互に連絡するものとする。 

 

 （損害補償） 

第９条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙に生じた損害の補償（第三者に対す

る損害賠償を含む。）は、乙の責任において行うものとする。 

 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、期間の満 

了の日の３か月前までに、甲又は乙から何らの申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみ 

なし、以降この例によるものとする。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、 

その都度、甲及び乙が協議の上決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

 

令和２年１２月１０日 

 

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

  佐久市 

  佐久市長 栁田清二 

 

 

乙 長野県長野市妻科４３２番地 

  長野県弁護士会 

  会 長 中嶌 知文 
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５－35 の１ 大規模災害時における応急対策業務に関する協定 
 

 

佐久市（以下「甲」という。）と長野県建設業協会佐久支部（以下「乙」という。）とは、大規模災害発

生時における応急対策業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、大規模災害発生時における甲が実施する応急対策業務（以下「応急対策業務」

という）に関して、乙に協力を求めるときの手続き等を定めるものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 応急対策業務は、甲が管理する公共施設における被災箇所の応急措置、障害物の除去等と

する。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、他地域の建設企業の協力が必要な応急対策業務や、長野県が管理する施設等と密

接に関連する応急対策業務について、市管轄内の関係団体又は建設業者が対応困難なときに限

り、乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、速やかに協力するものとす

る。 

 

（費用負担） 

第４条 乙が実施する応急対策業務の費用は、甲が負担する。 

２ 前項の規定により、乙が実施した応急措置に対して甲が負担する費用の積算単価は、災害発生

時における実勢単価とする。 

 

（連絡体制） 

第５条 甲と乙は、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初に緊急連絡体制を確認するものと

する。 

２ 甲は、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合に備え、災害時の連絡を円滑に実

施するため、年度当初に長野県との緊急連絡体制を確認するものとする。 

 

（実施要請） 

第６条 甲は、第３条により応急対策業務の協力要請の必要があると認めたときは、乙に対し、業務の

内容をできる限り具体的に要請するものとする。実施要請は原則書面によるものとし、口頭による要

請をしたときは、速やかに書面による要請をするものとする。なお、書面は電子メール又はこれに類

するものを含むものとする。 

２ 甲は、前項の要請をしたときは、長野県に要請内容を連絡するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定に基づく要請があったときは、速やかに会員に応急対策業務を実施させるも

のとし、その会員を甲に報告するものとする。なお、支部の会員が対応できないときは、乙は長野県

建設業協会本部に応援調整を要請して、他支部の協力を得ることができるものとする。 
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（業務の実施） 

第７条 乙から応急対策業務の実施を指示された会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとす

る。 

２ 会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出勤時間、及び建設資機材等を甲に報告するも

のとする。 

 

（業務の指示） 

第８条 応急対策業務の実施に当たっては、甲が原則書面により指示し、会員はその指示に従うもの

とする。指示を口頭としたときは速やかに書面により指示の内容を示すものとする。 

 また、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合、迅速に対応するため、甲は、長

野県と相互に協力して指示内容を調整するものとする。 

 

（業務の報告） 

第９条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに甲及び乙に報告するものとする。 

 

（請負契約） 

第１０条 甲と会員とは、市財務規則等の所定の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策業務

に係る工事請負契約を締結するものとする。 

２ 会員は、請負契約の根拠とするため、工事内容が判断できる写真等の資料を整備するものとする。 

 

（損害補償） 

第１１条 請負契約（建設工事標準請負契約約款等）に定めるところによる。 

２ 会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

の適用を受けられるよう手続きするほか、法定外の労災保険に付すものとする。 

 

（協 議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定

めるものとする。 

 

 

附 則 

 この協定の有効期間は、協定締結日から令和４年３月３１日とする。 

ただし、期間満了の日から１ヶ月前までに、甲、乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは

１年間継続するものとし、以降も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 
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令和４年２月２１日 

 

 

    甲  長野県佐久市中込３０５６番地 

     

   佐久市 

     

   佐久市長  栁田 清二 

 

 

 

 

    乙  長野県佐久市野沢３２５番地２ 

 

長野県建設業協会 佐久支部 

 

支部長  唐澤 正幸 
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５－35 の２ 大規模災害時における応急対策業務に関する協定 
 

 

佐久市（以下「甲」という。）と長野県建設業協会南佐久支部（以下「乙」という。）とは、大規模災害

発生時における応急対策業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、大規模災害発生時における甲が実施する応急対策業務（以下「応急対策業務」

という）に関して、乙に協力を求めるときの手続き等を定めるものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 応急対策業務は、甲が管理する公共施設における被災箇所の応急措置、障害物の除去等と

する。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、他地域の建設企業の協力が必要な応急対策業務や、長野県が管理する施設等と密

接に関連する応急対策業務について、市管轄内の関係団体又は建設業者が対応困難なときに限

り、乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、速やかに協力するものとす

る。 

 

（費用負担） 

第４条 乙が実施する応急対策業務の費用は、甲が負担する。 

２ 前項の規定により、乙が実施した応急措置に対して甲が負担する費用の積算単価は、災害発生

時における実勢単価とする。 

 

（連絡体制） 

第５条 甲と乙は、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初に緊急連絡体制を確認するものと

する。 

２ 甲は、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合に備え、災害時の連絡を円滑に実

施するため、年度当初に長野県との緊急連絡体制を確認するものとする。 

 

（実施要請） 

第６条 甲は、第３条により応急対策業務の協力要請の必要があると認めたときは、乙に対し、業務の

内容をできる限り具体的に要請するものとする。実施要請は原則書面によるものとし、口頭による要

請をしたときは、速やかに書面による要請をするものとする。なお、書面は電子メール又はこれに類

するものを含むものとする。 

２ 甲は、前項の要請をしたときは、長野県に要請内容を連絡するものとする。 

３ 乙は、第１項の規定に基づく要請があったときは、速やかに会員に応急対策業務を実施させるも

のとし、その会員を甲に報告するものとする。なお、支部の会員が対応できないときは、乙は長野県

建設業協会本部に応援調整を要請して、他支部の協力を得ることができるものとする。 
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（業務の実施） 

第７条 乙から応急対策業務の実施を指示された会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとす

る。 

２ 会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出勤時間、及び建設資機材等を甲に報告するも

のとする。 

 

（業務の指示） 

第８条 応急対策業務の実施に当たっては、甲が原則書面により指示し、会員はその指示に従うもの

とする。指示を口頭としたときは速やかに書面により指示の内容を示すものとする。 

 また、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合、迅速に対応するため、甲は、長

野県と相互に協力して指示内容を調整するものとする。 

 

（業務の報告） 

第９条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに甲及び乙に報告するものとする。 

 

（請負契約） 

第１０条 甲と会員とは、市財務規則等の所定の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策業務

に係る工事請負契約を締結するものとする。 

２ 会員は、請負契約の根拠とするため、工事内容が判断できる写真等の資料を整備するものとする。 

 

（損害補償） 

第１１条 請負契約（建設工事標準請負契約約款等）に定めるところによる。 

２ 会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

の適用を受けられるよう手続きするほか、法定外の労災保険に付すものとする。 

 

（協 議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定

めるものとする。 

 

 

   附 則 

 この協定の有効期間は、協定締結日から令和４年３月３１日とする。 

ただし、期間満了の日から１ヶ月前までに、甲、乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは

１年間継続するものとし、以降も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 
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令和４年２月２１日 

 

 

    甲  佐久市中込３０５６番地 

        

       佐久市   

 

       佐久市長 栁田 清二 

 

   

    乙  長野県佐久市臼田１９８９番地 

 

長野県建設業協会 南佐久支部 

 

       支部長  北原 裕一
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５－36 災害時における応援協定に関する協定 
 

佐久市（以下「甲」という。）と一般財団法人日本笑顔プロジェクト（以下「乙」という。）は、佐久市内に

おいて地震、風水害、浅間山火山災害、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）にお

ける応援協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲が乙の協力を得て重機等を活用した被災者又は被災地域

の復旧支援等が迅速かつ円滑に行われ、もって、被災者の早期生活再建及び被災地の復旧・復興

に寄与することを目的とする。 

 

（応援協力の要請及び内容） 

第２条 甲は、災害時において円滑な被災地支援が行えるよう、乙に対して次に掲げる事項について、

応援協力を要請することができるものとする。 

（１）障害物除去等の作業 

（２）乙が所有する重機等の提供及びオペレーターの派遣 

（３）応援協力従事中に覚知した災害等の情報提供 

（４）その他、甲乙協議の上、必要と認める事項 

２ 乙は、甲からの要請があったときは、可能な範囲において協力する。 

 

（要請手続き） 

第３条 甲は、前条に規定する応援協力の要請を行うときは、応援協力要請書（様式第１号）により要

請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速や

かに要請書を提出するものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙は、第２条の規定により応援協力を実施したときは、応援業務実施報告書（様式第２号）に

より甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、その後速やかに報

告書を提出するものとする。 

 

（損害賠償） 

第５条 乙は、第２条に規定する応援協力の要請に基づき、構成員が災害時に応援協力の業務に従

事することを想定し、平時から労働者災害補償保険等の任意保険に加入するものとする。 

２ 乙の現場活動により生じた重機等の損傷についての補償及び応援協力の従事中に、第三者に対

して及ぼした損害についての賠償方法及び賠償額の負担割合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第２条に規定する応援協力に要した費用は、甲乙協議の上、定める額を甲が負担する。 

２ 前項の規定により乙が実施した応援協力に対して甲が負担する費用の積算単価は、災害発生時

における実勢単価とする。 

 

（費用等の請求） 

第７条 乙は、前条に規定する費用及び第５条に規定する賠償（以下「費用等」という）を請求するとき

は、甲の定めるところにより行うものとする。 

 

（支払） 
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第８条 甲は、前条の規定により費用等の請求があった場合、その内容を審査し、適当であると認め

たときは、その費用等を速やかに支払うものとする。 

 

（平常時の防災活動等への協力） 

第９条 乙は、甲の平常時における防災・減災活動に対し協力するよう努めるものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、締結日から１年間とする。ただし、期間満了の１か月前までに甲及

び乙のいずれからも申出がない場合は、この協定の有効期間を１年間延長するものとし、以降も同様

とする。 

 

（協議） 

第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定め

るものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。  

 

 

令和４年９月２０日  

 

甲 長野県佐久市中込３０５６番地 

  佐久市 

  佐久市長 栁田清二 

 

 

乙 上高井郡小布施町雁田６７６番地 

  一般財団法人 日本笑顔プロジェクト 

  代表理事  林   映 寿 
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５－37 災害時における相互協力に関する協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と中部電力パワーグリッド株式会社上田支社佐久営業所（以下「乙」とい

う。）は、災害時における電力供給等の相互連携・協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域（以下「佐久市区域」という。）で地震、洪水等

の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。 

 

（災害時の連絡体制の確立） 

第２条  甲及び乙は、佐久市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情

報等必要な情報の共有に努めることとする。 

２ 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定するこ

ととする。 

 

（災害時等の相互協力） 

第３条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行

う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。 

（１）甲の救援活動に必要となる活動拠点への電力供給及び停電情報等の提供 

（２）乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等の道路啓開処置 

（３）乙の災害復旧活動に必要となる物資並びに機材類の集積所（以下「前進基地」という。）の用に

供するための甲が所有する施設等の提供 

 

（４）市有地内において災害時に支障となり得る樹木の事前伐採（以下「保安伐採」という。）の協力 

（５）その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項 

２ 甲は、前項第１号の活動拠点について予め定めておくものとし、乙に対して周知連絡するととも

に、意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。 

３ 乙は、第１項第３号の前進基地について、乙が必要とする場合には予め甲と協議を行い、その

候補となる敷地並びに施設の情報を共有する。 

４ 乙は、第１項第４号の保安伐採について、その位置や範囲の候補を甲に提案し、双方で実施に

ついて協議を行うとともに、甲は、協議内容に基づき保安伐採に係る業務を実施するものとする。 

 

（情報管理の徹底） 

第４条  甲及び乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管

理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りで

はない。 

 

（安全管理） 

第５条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行う

ものとする。 

 

（損害賠償） 

第６条 損害賠償については、次のとおりとする。 

（１）甲（乙）が故意又は過失により乙（甲）の施設等を損傷した場合、甲（乙）は乙（甲）に対し損害

賠償を行う。 
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（２）第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲（乙）に故意又は過失がある場合は甲（乙）が賠償を

行う。 

２ 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。 

 

 

（協定の有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和６年３月３１日までとする。 

２ 期間満了１か月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書による変更又は廃

止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に１年間継続するものとし、以降も同

様とする。 

 

（対応窓口） 

第８条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次に定めるとおりとする。 

甲 佐久市 総務部 危機管理課 

乙 中部電力パワーグリッド株式会社 上田支社 佐久営業所 契約課 

２０２３年７月１日以降は、中部電力パワーグリッド株式会社 

上田支社 佐久営業所 総務グループとする。 

 

（疑義等の解決） 

第９条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の

上必要な事項について定めるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 本協定は２通作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各１通を保管するものとする。 

 

 

令和５年６月２８日 

 

甲  長野県佐久市中込３０５６番地 

      佐久市 

佐久市長  栁田清二   

 

 

乙  長野県佐久市跡部１６７番地１ 

  中部電力パワーグリッド株式会社 

  上田支社 佐久営業所長  上條 和宏 
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５－38 災害時における相互協力に関する協定書 
 

佐久市（以下「甲」という。）と、東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における相互

連携・協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域（以下「佐久市区域」という。）で地震、洪水、雪害

等の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫し

ている場合（以下「災害時」という。）に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。 

 

（災害時の連絡体制の確立） 

第２条 甲及び乙は、佐久市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報

等必要な情報の共有に努めることとする。 

２ 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定すること

とする。 

 

（災害時の相互協力） 

第３条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う

業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。 

（１） 甲の救援活動に必要となる拠点への電気通信設備の提供 

（２） 乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置 

（３） その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項 

２ 甲は、前項第１号の拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡する。 

 

（電気通信設備保護のための事前伐採） 

第４条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採について、その位置や範囲を甲に周知連絡

するとともに、事前伐採の実施に対する協議を行うものとする。 

２ 甲は、前項により連絡を受けた事前伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲

の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。 

 

（災害時における敷地及び施設の提供） 

第５条  甲は、甲が管理する公園等の敷地及び施設において、災害時の復旧活動に必要となる乙の

車両や機材等を設置するスペースを乙に対して無償で提供することに合意するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第６条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第１条に定める目的の遂行のために相手方に開

示する技術上又はその他の業務上の秘密性を有する一切の情報（個人情報を含む。以下、「秘密情

報」という。）を意味するものとする。 

２ 秘密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示さ

れるものとし、口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すも

のとする。 

３ 甲及び乙は、秘密情報を相手方の書面による同意を得ることなく、外部に公表しないものとする。

ただし、司法機関及び行政機関からの法的手続に基づく請求のある場合、法律上秘密保持義務を負

う特定人に開示する場合には適用されないものとする。 

４ 甲及び乙は、秘密情報を自己の保有する同種の秘密情報に対する注意義務と同程度の注意義

務をもって取扱い、厳重に管理するとともに、本協定の目的以外には使用しないものとする。 
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５前項までの規定にかかわらず、次に掲げる情報は、守秘義務を負う機密情報として扱わないものと

する。 

 （１） 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報 

 （２） 情報の開示前に相手方が既に保有していた情報 

 

６ 本条の規定は、本協定の期間満了後又は解除後も存続するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第７条 本協定を円滑に遂行するため､甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知

するものとする。 

 

（安全管理） 

第８条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うも

のとする。 

 

（損害賠償） 

第９条 損害賠償については、次のとおりとする。 

（1） 甲又は乙が故意又は過失により相手方の施設等を損傷した場合、民法の定めに従い損害賠償

をするものとする。 

（2） 甲又は乙が本協定に基づき自己の責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与えた場合、当

該当事者が賠償するものとする。 

２ 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。 

 

（協定の期間及び更新） 

第１０条 本協定の有効期間は、締結日から令和６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の日の１か月前までに甲及び乙のいずれからも、更新しない旨の申出が書面によ

ってなされないときは、本協定の有効期間を１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（協定の解除） 

第１１条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日の１か月前までに相手方に対して書面

を以って申し出なければならない。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による解除に係るいかなる責任も負わない。 

（協議） 

第１２条 本協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議の上定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙は記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

令和５年 ７月 ６日 

甲 長野県佐久市中込３０５６ 

  佐久市長      栁田 清二 

 

 

乙 長野県長野市新田町１１３７－５ 

  東日本電信電話株式会社 

  長 野 支 店 長      茂 谷  浩 子
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６ 食料・飲料水等供給関係 

 

６－１ 佐久市防災備蓄倉庫備蓄状況（令和５年２月２日現在） 

 

品  名 現 有 数 品  名 現 有 数 

土 の う 袋 11,300 枚 避 難 所 用 敷 物 1,738 枚 

吸水土のう（アクアブロック） 600 枚 畳 21 枚 

大型土のう袋（１ｔ用） 640 枚 か ま ど セ ッ ト 4 個 

ブ ル ー シ ー ト 582 枚 アルミ製コンテナワゴン 30 台 

コ ー ド リ ー ル 38 台 ア ル ミ 桟 橋 4 セット 

ガ ソ リ ン 携 行 缶 （ 1 0 ℓ ） 76 個 ｼ ﾞ ｪ ｯ ﾄ ﾋ ｰ ﾀ ｰ 6 基 

任 務 表 示 用 ベ ス ト 97 枚 Ｌ Ｐ ガ ス ス ト ー ブ 25 台 

職 員 ベ ス ト 550 枚 毛 布 13,993 枚 

ヘ ル メ ッ ト 75 個 マ ス ク 32,780 枚 

パ ト ロ ー ル ラ イ ト 6 個 化 学 防 護 服 70 着 

ラ ジ オ 10 個 感 染 対 策 セ ッ ト 210 セット 

ハ ン ド 型 メ ガ ホ ン 3 台 非 接 触 式 温 度 計 64 個 

ハ ン ド フ リ ー 拡 声 器 10 台 ゴ ム 手 袋 2,000 枚 

携 帯 無 線 機 23 台 背負い式噴霧器（消毒用） ２台 

消 火 用 バ ケ ツ 234 個 手指消毒噴霧ボトル(500ml) 30 個 

ウ オ ー タ ー タ ン ク 10 個 ア ル コ ー ル 消 毒 液 12 缶 

発 電 機 付 投 光 器 12 台 消 毒 ス タ ン ド 35 台 

ﾊ ﾞ ﾙ ｰ ﾝ 投 光 器 7 基 下 水 道 直 結 式 ト イ レ 10 基 

L E D バ ル ー ン 投 光 器 3 基 簡 易 組 立 ト イ レ 13 基 

Ｌ Ｅ Ｄ 型 投 光 器 5 基 洋 式 便 器 用 セ ッ ト 120 基 

Ｌ Ｅ Ｄ パ イ プ ラ イ ト 89 本 ト イ レ 用 収 納 袋 8,200 袋 

ＬＥＤソーラーランタン 100 個 ト イ レ 用 圧 縮 袋 860 袋 

Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン タ ン 30 個 圧 縮 用 エ ア ポ ン プ 18 個 

懐 中 電 灯 148 台 ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 900 個 

イ ン バ ー タ 発 電 機 39 台 紙 お む つ （ 大 人 用 ） 9,046 枚 

Ｌ Ｐ Ｇ 発 電 機 5 台 紙 お む つ （ 子 供 用 ） 11,626 枚 

小 型 発 電 機 一 式 7 台 生 理 用 品 35,280 枚 

充電器（発電機バッテリー用） 4 個 ボ デ ィ タ オ ル 300 枚 

携 帯 電 話 充 電 器 3 セット コンタクトレンズ保存液（ｹｰｽ付） 2,000 個 

屋 外 テ ン ト 4 基 ｹ ｰ ｽ 付 歯 ブ ラ シ 300 本 

災 害 用 多 目 的 テ ン ト 5 基 アルファ化米・フリーズドライご飯 7,529 食 

ファミリールーム（小） 1,020 部屋 保 存 用 パ ン 600 食 

ファミリールーム（大） 5 部屋 ク ッ キ ー 類 2,700 食 

段 ボ ー ル 間 仕 切 り 50 部屋 飲 料 水 1,632 本 

（危機管理課調） 
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６－２ 給水用器具類配備状況 

１ 佐久水道企業団 

（環境政策課調） 

区  分 規格等 数  量 

給水車 

タンクローリー型２ｔ車（２ｔ積み） ２台 

タンクローリー型３ｔ車（３ｔ積み） １台 

トラック 1.5ｔ車（１ｔ積み） １台 

給水タンク 
0.5ｔ入り 20 槽 

1.0ｔ入り 2 槽 

給水袋 6 リットル入り 1,000 枚 

貯水槽 
駒場公園内    100ｔ １基 

市民交流ひろば内  60ｔ １基 

 

２ 佐久市簡易給水施設給水事業               （臼田支所市民福祉係調） 

 

区  分 規格等 数  量 

手持ちポリタンク 20 リットル入り 10 個 
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７ 保健衛生・感染症予防関係 

７－１ 一般廃棄物処理施設                         （生活環境課調） 

処理場名 所在地 管理者 処理能力 

佐久平クリーンセンター 上平尾 2033 
佐久市・北佐久郡

環境施設組合長 
110ｔ／日 

宇とう南沢処理場 中込 2865-１ 佐久市長 
埋立容量 

241,920ｍ3 

佐久市うな沢第２最終処分場 横根 970 佐久市長 
埋立容量 

148,000ｍ3 

川西清掃センター 望月 2114-４ 
川西保健衛生施設

組合組合長 
20ｔ/8ｈ 

川西最終処分場 望月 2179-18 
川西保健衛生施設

組合組合長 

埋立容量 

39,000ｍ3 
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７－２ 一般廃棄物処理業者 

１ 一般廃棄物収集運搬許可業者                                     （生活環境課調） 

業  者  名 住  所 電話番号 

(株)ミキ産業 田口 5017-５ 82-8123 

(株)インテック 軽井沢町大字長倉 957-２ 63-7638 

(有)高野造園土木建設 前山 658 62-4053 

東信塵芥収集企業組合 岩村田 2222-１ 68-0391 

浅間清掃(有) 鍛冶屋 331-１ 62-2025 

直富商事(株) 長野市大字大豆島 3397-６ 026-222-1880 

(株)平元商店 臼田 1094-１ 82-2262 

(株)光和建設 中込 2598 62-1494 

イー・ステージ(株) 小諸市大字平原 309-１ 25-8880 

(株)長野県クリーンサービス 立科町大字牛鹿 227-27 56-3501 

(株)雫田建設工業 岩村田 1337-２ 67-2227 

佐久総合資源センター協同組合 瀬戸 1204-２ 62-5217 

㈲小松環境保全工業 春日 2390-2 52-2545 

春山商店 春日 3288-１ 53-7667 

昭和興産(株) 長野市大字風間 257-1 026-222-2780 

(有)望月広衛社 望月 488-３ 53-4870 

佐久浄設工業(有) 田口 6434 82-2653 

吉澤輸送 田口 2476-２ 82-3943 

健装社 東御市滋野乙 628-５ 0268-36-2547 

(社)佐久シルバー人材センター 取出町 183 62-1786 

協友工業（株） 佐久市前山 136-2 62-8211 

（有）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｳｯﾄﾞ 佐久市塚原 485-1 66-7850 

（株）光和建設 佐久市中込 2598 62-1494 

（有）橘自然農園 佐久市茂田井 3728-1 54-2136 

（有）山浦建設工業 佐久市根岸 4287 63-1095 

(有)長野県環境サービス 望月 2084 53-8051 

浅科衛生センター 佐久市八幡 867-1 58-2018 

２ 一般廃棄物処理許可業者 

業  者  名 住  所 電話番号 

イー・ステージ(株) 小諸市大字平原 309-１ 25-8880 

（株）光和建設 中込 2598 62-1494 

（株）平元商店 佐久市田口 1094-1 82-2262 

（有）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｳｯﾄﾞ 佐久市塚原 485-1 66-7850 

蓼科高原農場（有） 北佐久郡立科町芦田 2000-1 0267-51-5211 

東海電設（株） 佐久市横根 807-2 67-0486 
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７－３ し尿処理施設                               （生活環境課調） 

処理場名 所在地 管理者 処理能力 

佐久平環境衛生センター 鍛冶屋 477 
佐久環境衛生組合 

組合長 

83 キロ 

リットル／日 

川西衛生センター 
東御市下之城 

1400-２ 

川西保健衛生施設組合 

組合長 

25 キロ 

リットル／日 

浅麓汚泥再生処理 

センター 
小諸市甲 1845 浅麓環境施設組合組合長 

123 キロ 

リットル／日 

 

７－４ し尿くみ取り業者                           （生活環境課調） 

業者連絡先 担当区域 

浅間清掃(有) 

（62-2025） 

岩村田北１丁目 佐久平駅（北・東・南） 

長土呂 岩村田 猿久保 小田井 横根 

常田 平塚 根々井（大塚団地を除く） 

塚原（赤岩を除く） 鳴瀬 今井 三河田 横和 

野沢 原 鍛冶屋 取出町の一部（相生町） 

跡部 三塚 桜井 前山の一部（前山南） 

中込（石神・権現堂を除く） 瀬戸 平賀（北耕地を除く） 

太田部 常和 内山 香坂 新子田 

志賀 安原の一部（紅雲台） 別荘地（草笛ランド・長峰・荒船  

千曲清掃(有) 

（62-3488） 

伴野（相浜を除く） 根岸 東立科 

小宮山（弥生が丘を除く） 前山の一部（前山北中・美笹） 

平賀の一部（北耕地） 別荘地（東立科・美笹） 

佐久浄設工業(有) 

（82-2653） 

清川 田口の一部（大奈良・田口原・上中込） 下越 

三分 湯原 上小田切 中小田切 北川 

下小田切 勝間 臼田 高柳 大沢 

伴野の一部（相浜） 前山の一部（泉団地） 

(有)東信環境衛生社 

（82-3651） 

田口（大奈良・田口原・上中込を除く） 入沢 岩水 

上平尾 下平尾 塚原の一部（赤岩） 根々井の一部（大塚団地） 

取出町の一部（上・下） 本新町 小宮山の一部（弥生が丘） 

中込の一部（石神・権現堂） 安原（紅雲台を除く） 

(有)望月広衛社 

（53-4870） 
望月 印内 茂田井 布施 春日 協和 

浅科衛生センター 

（58-2018） 
塩名田 御馬寄 甲 八幡 蓬田 桑山 矢島 
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８ 医療・助産・救護関係 

８－１ 救急指定医療機関            （健康づくり推進課調） 

保健医

療圏 

病院診

療所の

別 

名 称 開設者 所在地 
電話番

号 
告示年月日 備 考 

佐久 病院 

浅間総合病

院 
佐久市 

岩村田

1862-１ 
67-2295 Ｈ29.3.13  

川西 

赤十字病院 
日赤 望月 318 53-3011 Ｈ29.1.30  

佐久総合病

院 
厚生連 臼田 197 82-3131 Ｈ29.1.30  

金澤病院 
医療法

人 

岩村田 

804 
67-2048 Ｈ27.5.28  

くろさわ病

院 

社会医

療 

法人 

中込 

1-17-8 
64-1711 Ｈ29.3.27  

雨宮病院 
医療法

人 

下小田

切 73 
82-5311 Ｈ27.3.26  

佐久総合病

院 

佐久医療ｾﾝﾀ

ｰ 

厚生連 

中込

3400－

28 

62-8181 Ｈ29.2.27 
災害拠

点病院 
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８－２ 医療機関等 

１ 医 療 
（健康づくり推進課調） 

名 称 所在地 電話番号 診療科目 病床数 地区 

安紀内科クリニック 野沢 236-1 63-1201 内、消  佐久 

佐久市立国保浅間 

総合病院 
岩村田 1862-1 67-2295 

内、循内、糖内、外、整、

形、精、小、皮、泌、産、

眼、耳、リハ、放、病理診断

科、歯、歯口、麻、血管外科 

278 佐久 

あさまコスモス 

クリニック 
長土呂 1198 66-7701 内、腎、循内、透  佐久 

医療法人雨宮病院 下小田切 73 82-5311 
外、整、形、胃、内、リハ、

リウ、皮、泌、放、アレ 
54 臼田 

いまいレディースク

リニック 
岩村田 2015-1 66-7050 産  佐久 

おおくら皮フ科 
佐久平駅北

18-4 
65-9915 皮  佐久 

大森小児科医院 望月 244-1 53-2135 小、内  望月 

岡田医院 協和 6981 53-2123 内、外、小、整  望月 

荻原医院 岩村田 1055-2 67-2051 内科一般  佐久 

医療法人三世会 

金澤病院 
岩村田 804 67-2048 

内、消、循、外、整、皮、リ

ハ、放、泌、糖内 
82 佐久 

川西赤十字病院 望月 318 53-3011 
内、消、循、小(休診)、外、

整、眼、リウ、リハ、泌 
84 望月 

工藤医院 中込 2-12-9 62-0475 内、外、胃  佐久 

社会医療法人 

恵仁会 

くろさわ病院 

中込 1-17-8 64-1711 
内、整、婦、皮、形、外、リ

ハ、リウ、泌 
83 佐久 

こすも内科 

クリニック 
平賀 1927-1 88-7211 内、呼内、消内、  佐久 

医療法人小林内科ク

リニック 

佐久平駅北

19-1 
66-0500 内、循、呼、胃  佐久 

小松耳鼻咽喉科 

クリニック 
岩村田 1311-9 66-6300 耳  佐久 

小山医院 野沢 194-1 62-2133 内、小、麻  佐久 

こやまクリニック 蓬田 232-１ 58-2233 小、内  浅科 

医療法人社団斎藤産

婦人科医院 
中込 1985-1 62-0823 産  佐久 

坂戸クリニック 中込 3827-23 63-6323 内、胃、消  佐久 

佐久総合病院 

佐久医療センター 
中込 3400-28 62-8181 

内、呼内、循内、消内、内

視、血、糖内、腎、リ膠、

腫、感内、緩、心内、移植内

科、外、呼外、心臓、消外、

乳、小外、肛外、整、脳、

形、移植外科、歯口、精、

小、皮、泌、産、婦、眼、

耳、アレ、リハ、放射線診断

科、放射線治療科、麻、救急

科、病理診断科、臨床検査科 

450 佐久 
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名 称 所在地 電話番号 診療科目 病床数 地区 

佐久心臓血圧クリニ

ック 
岩村田 2080-1 67-0022 循内、内、心臓  佐久 

佐久総合病院 臼田 197 82-3131 

内、呼内、循内、消内、血、

代内、腎、神内、心内、精、

小、麻、救急科、泌、女性泌

尿器科、眼、耳、リハ、歯

口、歯、矯歯、外、呼外、心

臓、消外、乳、小外、肛外、

整、脳、形、皮、アレ、放射

線診療科、病理診断科、臨床

検査科、リ膠、感内、東内、

ペインクリニック外科 

309  臼田 

佐久平エンゼル 

クリニック 
長土呂 1210-1 67-5816 生殖医療、婦  佐久 

佐久平こころの 

クリニック 

佐久平駅南

14-6 
68-8556 精、心内  佐久 

佐久平スカイ眼科 
佐久平駅南 6-

4 
78-3936 眼  佐久 

佐久平整形外科 

クリニック 
岩村田 1311-7 66-7150 整、リハ、リウ、ペイン外来  佐久 

佐久平透析 

クリニック 
岩村田 1350-5 65-7700 泌、内、透  佐久 

佐久平ファミリー 

クリニック 

内科・消化器科 

岩村田 1315-1 88-7200 
内、消、呼、小、アレ、各種

検診 
 佐久 

佐久平みゆき眼科 
佐久平駅南 

11-10 
68-5422 眼  佐久 

佐久平よつば 

クリニック 

佐久平駅北

27-1 
66-0428 形、美容皮膚科  佐久 

佐久中央医院 中込 3119-1 63-1001 小、内、アレ  佐久 

佐久長土呂 

クリニック 
長土呂 803-26 68-7899 内、小、消  佐久 

さくらこども 

クリニック 

佐久平駅北

18-1 
78-3232 小  佐久 

さとう泌尿器科 

クリニック 
岩村田 1801-1 68-2233 泌  佐久 

しのはら形成・皮ふ

クリニック 
岩村田 2104-1 67-8825 形、皮  佐久 

医療法人潤和会 

すみだクリニック 
本新町 294-1 62-7122 内、整、リウ、リハ  佐久 

関口小児科医院 中込 1-25-2 62-7151 小  佐久 

関口内科クリニック 中込 405 63-5100 内、胃、内視  佐久 

相馬医院 野沢 194-7 62-0365 内、小  佐久 

相馬北医院 野沢 258-2 62-1541 内  佐久 

高橋医院 望月 133-8 53-2366 内、外  望月 

たかみ耳鼻咽喉科ク

リニック 
長土呂 425-1 67-8733 耳  佐久 
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名 称 所在地 電話番号 診療科目 病床数 地区 

田嶋クリニック 臼田 1652-1 81-5151 内、消内、呼内、アレ  臼田 

たばたクリニック 平賀 2366-2 63-2821 内、神内  佐久 

たむらペインクリニ

ック 

臼田伊勢宮

2292-1 
82-3981 麻、内  臼田 

つかばらクリニック 塚原 1894-1 66-1711 内、皮  佐久 

つつみハートクリニ

ック 
臼田 476-1 82-0223 内、循、呼、消、アレ  臼田 

医療法人優和会 

角田医院分院 

岩村田 3162-

36 
68-0550 

内、小、呼内、糖内、アレ、

小児整形外科 
 佐久 

てらおかクリニック 甲 1062-2 51-5222 内、リハ  浅科 

都甲クリニック 三塚 191-36 64-1050 胃、内、外、肛  佐久 

中澤眼科クリニック 中込 3639-32 62-0157 眼  佐久 

ながうら整形外科ク

リニック 
小田井 755-3 67-8055 整、リハ、リウ  佐久 

ねむの木公園 

クリニック 

佐久平駅北

12-3 
67-8866 心内、神経、神  佐久 

医療法人保永会 

野澤医院 
平賀 5340 62-0272 内、外、小、皮  佐久 

のざわ整形外科 岩村田 2193-1 88-6025 整、リウ、リハ  佐久 

博愛こばやし眼科 取出町 127-3 63-1300 眼  佐久 

はせがわ皮ふ科 

クリニック 
岩村田 1801-2 78-3116 皮、小児皮膚科、アレ、外  佐久 

フルタクリニック 中込 3611-208 63-0202 内、循内、呼内、アレ、心臓  佐久 

増田医院 
岩村田 2381-

12 
66-0303 内、外、胃、乳、甲  佐久 

まつざきクリニック 猿久保 335-13 66-6677 内、外、小  佐久 

三木クリニック 岩村田 2103-4 77-7376 内、脳神経内科、心内  佐久 

みさと皮フ科クリニ

ック 
臼田 1114-6 78-3132 皮  臼田 

医療法人 

水嶋クリニック 
原 567-8 63-5353 内、小、整、心内、皮、婦  佐久 

みついクリニック 新子田 866 66-6806 内、外、整、皮、消  佐久 

みらい・そだち 

クリニック 
中込 3232-1 77-7660 心内、精  佐久 

柳澤クリニック分院 
佐久平駅北

21-4 
78-3355 内、整、リハ、循内  佐久 

わかば内科クリニッ

ク 
中込 3284-2 67-6655 

内、循内、呼内、消内、糖、

アレ 
 佐久 

（診療所） 

名 称 所在地 電話番号 診療科目 病床数 地区 

浅科診療所 塩名田 570 58-2100 内、整  浅科 
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（歯 科） 

医療機関名 所在地 電話番号 

宮島歯科医院 野沢 127-4 62-0228 

大塚歯科クリニック 原 55-43 63-4618 

木内歯科医院 中込 1-24-12 62-0290 

竹内歯科医院 岩村田 574 67-2244 

依田歯科医院 平賀 1106-1 62-0003 

ももい歯科クリニック 安原 1101-7 88-6380 

塩川歯科医院 岩村田 1206 67-3207 

医療法人社団正誠会 新海歯科医院 野沢 314-1 62-6220 

土屋歯科医院 岩村田 3162-30 68-0432 

医療法人社団かえで会 あべ歯科医院 岩村田 636-6 68-1400 

中央歯科医院 中込 3113-3 63-0288 

宮島医院歯科 野沢 250-3 63-0033 

雫田歯科医院 岩村田 1174-2 68-2100 

医療法人 PlusD しずくだ歯科クリニック 長土呂 900-20 78-5404 

小宮山歯科医院 中込１-29-3 63-0070 

おぎはら歯科医院 取出町 126-5 62-0551 

御影歯科医院 中込 3030-4 62-7557 

なかむら歯科 岩村田 1929-1 68-2118 

臼田歯科医院 原 133 62-0638 

関口歯科医院 中込 1-25-2 62-7277 

甘利歯科医院 平塚 146 67-2302 

樫山歯科医院 長土呂 423-6 68-6480 

木次大介歯科医院 中込 1826-3 64-1182 

きつぎ矯正小児歯科 佐久平駅南 14-5 ＴＭ浅間ビル 2Ｆ 67-7822 

医療法人伸成会 高見澤歯科医院 猿久保 232-20 66-1880 

たけがみ歯科 塚原 383-18 68-7970 

ぱーる歯科 岩村田 5033-19 66-0648 

医療法人社団一英会 佐久平センター歯

科 
岩村田 1349-25 66-7890 

のむら歯科医院 三塚 74-1 64-5551 

あるが歯科医院 跡部 58-4 88-6410 

たじま歯科医院 岩村田 1773-2 68-8225 

浅間口歯科クリニック 佐久平駅北 20-5 67-8241 

デンタルクリニック夏帆 岩村田 3162-13 68-1377 

いわま歯科クリニック 岩村田 354-3 66-7897 

藤野歯科医院 岩村田 1822-1 66-7618 

佐久平デンタルクリニック 
佐久平駅南 11-10 

イオンモール佐久平店 
66-0000 

医療法人おぎむら 

おぎむら歯科・矯正歯科医院 
佐久平駅東 13-6 67-0112 

黒岩歯科医院 臼田 1191-6 82-5055 

塩谷歯科医院 田口 4471-1 82-1182 

高見澤歯科医院 下越 244-4 82-7265 

木本歯科 臼田 140-3 82-1177 

きくち歯科医院 臼田 2291-2 82-7557 

つちや歯科クリニック 中小田切 58-1 81-4881 
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医療機関名 所在地 電話番号 

医療法人社団英誠会 コスモ歯科矯正ク

リニック 
臼田 622-18 82-0022 

依田塩名田歯科 塩名田 570 58-2135 

田中歯科医院 望月 356-1 53-4682 

武重歯科医院 望月 900-1 53-4182 

宮澤歯科医院 協和 2541-2 53-2515 

医療法人土屋歯科クリニック 布施 808-1 54-2317 

松井歯科医院 望月 186 53-8241 

みらい歯科クリニック 長土呂 1236-6 88-7710 

きくち歯科クリニック 中込 3639-52 88-7775 

 

２ 助産師 

（健康づくり推進課調） 

氏  名 所在地 電話番号 備  考 

片岡啓子 横根 808-2 68-0643 長野県助産師会佐久地区会員 

佐口美代子 下越 224-1 82-7498 長野県助産師会佐久地区会員 

菅沼ひろ子 安原 1526-10 88-6343 長野県助産師会佐久地区会員 

柳沢明子 内山 2528－2 65－2681 長野県助産師会佐久地区会員 

高橋智恵 長土呂 421-6 2F 090-6132-5548 長野県助産師会佐久地区会員 
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８－３ 災害用医薬品の備蓄状況（県分） 

１ 保管場所                        （健康づくり推進課調） 

名  称 電話番号 所在地 

鍋林(株)東信営業所 0267－25-8131 小諸市大字西原字金山 646－10 

２ 備蓄品目一覧表（普通地域） 

薬効別 成分名 単 位 最低備蓄数量 

〈内服薬〉 

睡眠導入剤 ゾルピデム酒石酸塩 5mg 錠 800 

解熱鎮痛剤 
アセトアミノフェン 200mg 錠 3,500 

ロキソプロフェンナトリウム 60mg 錠 5,000 

抗不安剤 ジアゼパム 2mg 錠 400 

消化器用剤（鎮痙剤） ブチルスコポラミン臭化物 10mg 錠 200 

消化器用剤（PPI） オメプラゾール 10mg 錠 100 

消化器用剤（制吐剤） ドンペリドン 
10mg 錠

（OD 可） 
200 

消化器用剤（止瀉剤） ロペラミド塩酸塩 
1mg カプセ

ル 
300 

消化器用剤（下剤） 酸化マグネシウム 330mg 錠 400 

抗菌剤、抗生物質 

レボフロキサシン 500mg 錠 900 

アモキシシリン 
250mg カプセ

ル又は錠 
600 

セフカペンピボキシル塩酸塩 100mg 錠 1,000 

抗ウィルス剤 オセルタミビルリン酸塩 
75mg カプ

セル 
800 

循環器用剤（降圧剤） 

冠血管拡張剤 

アムロジピン 5mg 錠 1,000 

ニトログリセリン 
0.3mg 舌下

錠 
200 

抗ヒスタミン剤 

ホルモン剤 

糖尿病用剤 

ロラタジン 10mg 錠 1,000 

プレドニゾロン 5mg 錠 150 

シタグリプチン 25mg 錠 400 

抗パーキンソン剤 レボドパ／カルビドパ 
100mg/10mg

配合錠 
100 
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薬効別 成分名 単 位 最低備蓄数量 

〈注射薬〉 

局所麻酔剤 キシロカイン塩酸塩 
1% 10mL 

シリンジ 
70 

交感神経刺激剤 

利尿剤 

エピネフリン 1mg 100 

フロセミド 20mg 20 

副腎皮質ホルモン剤 デキサメタゾン 1.65mg 50 

消化器用剤（鎮痙剤） 

抗生物質 

ブチルスコポラミン臭化物 20mg 40 

セフトリアキソンナトリウム 1g 100 

輸液 
低張性電解質液（維持液・3 号

液） 
500mL 200 

生理食塩水 生理食塩水 100mL 200 

 

薬効別 成分名 単位 最低備蓄数量 

〈外用薬〉 

局所麻酔剤 リドカイン塩酸塩 
ゼリー 2% 

30mL 
10 

抗生物質（外皮用剤） 

熱傷治療剤 

ゲンタマイシン硫酸塩 
軟膏 0.1% 

10g 
50 

ジメチルイソプロピルアズレン 

軟膏 

0.033% 

500g 

5 

消炎鎮痛剤（貼付剤） ロキソプロフェンナトリウム 
貼付剤

100mg 
5,000 

消炎鎮痛剤（坐薬） 
ジクロフェナクナトリウム 12.5mg 300 

アセトアミノフェン（小児用） 100mg 40 

消毒剤 

クロルヘキシジングルコン酸塩 5% 500mL 10 

エチルアルコール 70% 500mL 40 

塩化ベンザルコニウム等  

手指消毒剤 
速乾式等  

1L 
10 

ポピドンヨード 10% 250mL 40 

次亜塩素酸ナトリウム 6% 1.8L 5 

含嗽剤 ポピドンヨード 7% 30mL 50 

合成抗菌剤（点眼剤） レボフロキサシン 
点眼剤

1.5% 5mL 
30 

洗浄用生理食塩水 生理食塩水 500mL 100 

皮膚保護剤 白色ワセリン 500g 3 
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薬効別 成分名 最低備蓄数量 

〈衛生材料〉 

絆創膏（粘着性伸縮包帯

を含む） 
巾 12～50mm×長さ 9m 程度 700 

救急絆創膏（ドレッシン

グ材を含む） 
パッド吸収部サイズ 4×6cm 以下 10,000 

滅菌ガーゼ 
30cm×30cm 20 

7.5cm×10cm 600 

カット綿 3～5cm 四方 500g 50 

清浄綿(酒精綿） エタノール 80%又はイソプロパノール 70%含浸 8,000 

三角巾 大 50 

伸縮包帯 巾 5～10cm×長さ 5m 程度 300 

伸縮ネット包帯 巾 10～50mm×長さ 20m 程度 300 

プラスチック 

スプリント材 

腕用（Ｍ）副木 30 

足用（Ｌ）副木 30 

マスク サージカルマスク(ひも、耳かけ問わず) 2,000 

ディスポ手袋（滅菌品） （双）プラスチック、ラテックス又はニトリル 200 

ディスポ手袋（未滅菌

品） 
（枚）プラスチック、ラテックス又はニトリル 2,000 

輸液セット 
針（21～23G、翼状針・留置針含む）付き 

輸液セットと針は別でも可 
1,300 

小児用ディスポ針 針（24G より細いもの、翼状針・留置針含む） 500 

ディスポーザブル注射器 

1mL 1,000 

10mL 1,000 

20mL 1,000 

ディスポーザブル注射針 
18G 500 

22G 1,000 

ディスポーザブル翼状針 21～23G 1,000 

使い捨て舌圧子 滅菌済 300 

使い捨てピンセット 滅菌済 150 
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８－４ 応急手当指導員・普及員の講習内容 

応急手当指導員講習Ⅰ      （危機管理課調） 

項  目 時  間（分） 

指導要領 

指導技法 60 

435 
救命に必要な応急手当の指導要領 240 

その他の応急手当の指導要領 90 

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 45 

効果測定・指導内容に関する質疑への対応 45 

合 計 時 間 480 

(注)１ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法（感染防止含む）を意味する。 

２ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 

 

応急手当普及員講習Ⅰ 

項  目 時  間 （分） 

基礎的な知識技能 

基礎知識（講義） 120 

540 救命に必要な応急手当の基礎実技 240 

その他の応急手当の基礎実技 180 

指導要領 

基礎医学・資器材の取扱要領・指導技法 300 

780 救命に必要な応急手当の指導要領 360 

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 120 

効果測定・指導内容に関する質疑への対応 120 

合 計 時 間 1,440 

(注)１ 「基礎知識（講義）」とは、応急手当指導員（普及員）認定制度、応急手当の 

    重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。 

 ２ 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。 

 ３ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法を意味する。 

 ４ 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。 

 

応急手当普及員講習Ⅱ 

項  目 時  間 （分） 

指導要領 
指導技法 60 

救命に必要な応急手当の指導要領 180 

合 計 時 間 240 
(注)１ 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法を意味する。 

２ 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。 
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８－５ 救助資機材等の整備状況          （危機管理課調） 

分類 品   名 
佐
久
署 

北
部
署 

川
西
署 

一般救助器具 

かぎ付はしご 有 有 有 

三連はしご 有 有 有 

金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご 有   

救命索発射銃 有 有 有 

サバイバースリング又は救助用縛帯 有 有 有 

平担架 有   

ロープ 有 有 有 

カラビナ 有 有 有 

滑車 有 有 有 

重量物排除用器具 

油圧ジャッキ 有 有 有 

油圧スプレッダー 有 有 有 

可搬式ウインチ 有 有 有 

ワイヤロープ 有 有 有 

マット型空気ジャッキ一式 有 有 有 

切断用器具 

油圧切断機 有 有 有 

エンジンカッター 有 有 有 

チェーンソー 有 有 有 

切断用器具 
鉄線カッター 有 有 有 

空気鋸 有   

破壊用器具 

万能斧 有 有 有 

ハンマー 有 有 有 

削岩機 有   

ハンマドリル 有   

測定用器具 

可燃性ガス測定器 有 有 有 

有毒ガス測定器 有 有 有 

酸素濃度測定器 有 有 有 

放射線測定器 有 有 有 
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呼吸保護用器具 空気呼吸器 有 有 有 

隊員保護具 

皮手袋 有 有 有 

安全帯 有 有 有 

耐電手袋 有 有 有 

耐電衣 有  有 

耐電ズボン 有  有 

耐電長靴 有 有 有 

防毒衣 有 有  

耐熱服 有   

救命胴衣 有 有 有 

救命浮環 有 有 有 

救命ボート 有 有 有 

船外機  有 有 

山岳救助用器具 バスケット型担架 有 有 有 

その他器具 

投光器一式 有 有 有 

携帯拡声器 有 有 有 

携帯無線機 有 有 有 

応急処置用セット 有 有 有 

緩降機 有 有 有 

ロープ登降機 有 有 有 
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９ 建設機材等調達関係 

９－１ 土木工事用車両（保有車両５台以上） 

（土木課調） 

（東地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)井出工業 
志賀

3704 
67-2348  13 2  2  7 1 

(株)神津土建 
志賀

5462 
67-0666  5   1 2 5  

(有)高橋工業 
香坂

3156-5 
67-4354  5 1  1  4  

(株)花里組 
志賀

2464-3 
67-4108  5 2  2  3  

(有)安原組 
志賀

6219-5 
67-2458  3   1  2  

 

（浅間地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)ＯＳＴ 
岩村田

3162-40 
67-8000 1 3 1  1  4 1 

小林建設工業

(株) 

岩村田

1296-3 
67-4063  5 1  1  4  

(株)佐久総合 塚原 2361 68-2340  13 1  2 1 5 2 

(株)雫田建設

工業 

岩村田

1337-2 
67-2227  7 1  1  3  

(株)武蔵 
猿久保

586-3 
68-2260  11 1  1  5  

(株)田中住建 
長土呂

819-2 
67-4736  1 1  1  2  

(株)千曲設備 横和 23 68-3041  3     2  

(有)フジヨシ

エステート 

岩村田

250-1 
68-4235  7   1 1 2  
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種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

丸井造園建設

(株) 

岩村田

2215-2 
67-2112  4   1  2  

(株)森角建材

店 

岩村田

3162―10 
67-3334  2 2  1  5 1 

(株)山浦土木 
岩村田

383 
68-2320  3   1 1 1 1 

 

（野沢地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)浅沼建設 
大沢

1190-1 
62-1098  4 1  1  2  

(株)安土倍組 跡部２ 64-1333  4   1  4  

伊坂建設(株) 
伴野

972-8 
62-8000  2   1  2 1 

(株)オークサ・

マテックス 
野沢 94-1 62-2345  2 8  1    

(株)原工務店 
伴野

1468-1 
62-0282  2   1  2  

(株)平林組 
高柳 

28-2 
62-3765  6   1  6  

 

（中込地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)井出組 
中込

487-10 
62-3324 1 7   2 1 3 1 

(株)木下組 
中込

308-5 
62-0343  2 4  1  3  
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種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)光和建設 
中込

2598 
62-1494 2 10 1 1 4 4 10 1 

須江建設工業

(株) 

中込

1797-5 
63-0501  5   1  4  

髙重建設工業

(株) 

平賀

2168-1 
62-0468 1 8 2  1 1 6 1 

田中建設(株) 
平賀

3517-4 
62-1167  2 1  1  1  

(株)中沢組 
中込

1160-ロ 
62-3411  4   1  3  

(株)不動 
瀬戸

553-1 
63-3551  4   1  4  

(有)平和建設 
内山

6478-4 
63-4441  3   1  3  

 

（臼田地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)青柳 
臼田

1335-1 
82-2533  15   3 6 5 1 

(株)小沢組 
北川

459-4 
82-2610  2   1  2  

小澤工業(株) 
北川

514-1 
82-4534  2   1  2  

(株)川村建設 
北川

603-1 
82-6040  4 1  1  3  

(株)木次工務店 
平林

1141-1 
86-2434 1 4   1 1 4 1 

木下建工(株) 
臼田

623-1 
82-2213  3   2  4  

(有)佐久 

ハマネツ 

臼田

1698 

82-3665  6   1  1  

(株)三協建設 
三分

369-3 

82-3470  6   1  3  
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種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)志摩建設 
清川

255-1 
82-3094  7   1  3  

高邦組 下越 154 82-3679  4   1  2  

日建興業(株) 
臼田

2084-3 
82-2391  4 1  1  3 1 

(株) 

丸山工務店 

田口

2421 
82-2253  8 1  1 1 5  

(株)マルユウ 
下越

132-5 
82-1250  7   1  5  

(株)柳澤組 
田口

4893 
82-2711  4   1  2 1 

 

（浅科地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

(株)技建チーム 甲 1375-1 58-2459  3 1  1  3 1 

佐久企業 
御馬寄

554 
58-2873  9   1 2 4 1 

 

（望月地区） 

種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

鹿曲建設(株) 協和 2621 53-2176  3 1    1  

(有) 

工藤工務所 

望月 

1373-1 
53-2523  6 1  1  3  

(株) 

小林工務店 

協和 

7197-１ 
53-2510  2   1  3  

(株)竹花組 望月 30-1 53-2345 3 10 6  2 2 4  

(有)双葉工業 望月８２ 53-4067  6 1    2  
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種  類 

 

社 名 等 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

トラクター

ショベル 
積
載
型
ク
レ
ー
ン 

ダンプ 

トラック 

（台） 

セ
ル
フ
ロ
ー
ダ
ー 

社  名 住  所 電話番号 

ホイ

ール

式 

クロ

ーラ

式 

５ｔ

以上 

５ｔ

未満 

８－２ 

(株)森屋建設 望月３１

５－７ 

53-2206 1 9 2  1  4 1 

 

1623(～1630) 
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10 情報通信関係 

10－１ 佐久市防災行政無線配置状況  

１ 総括表 

(1) 同報系                           （危機管理課調） 

地区名  周 波 数  子 局 数  導入年度 備 考 

佐久 

58.25MHz 

（デジタル

方式） 

・親局 1（中継局 2） 

・屋外子局 182 

平成 20 年度～

平成 22 年度 
 

臼田  ・屋外子局 41 令和元年度   

浅科  ・屋外子局 27 令和２年度   

望月 ・屋外子局 58 
平成 20 年度

～平成 22年度 
 

 (2) 水防系 

地区名 周 波 数 トーン信号 台   数 導入年度等 

佐久  71.79MHz   

固定局 3 

基地局 2 

陸上移動局 1  

昭和 49 年  
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２ 屋外拡声子局等設置場所一覧表（同報系総括表の内訳） 
番号 

 

管理 

番号 
屋外子局目標物または施設等名称 所在地（設置場所） 備 考 

1 親局 広報佐久 中込 3056 佐久市役所 

2 中継局 佐久望月中継 望月 1807-4  

3 中継局 佐久あらふね中継 内山 352  

4 浅間 １ 聖原公園 長土呂 31-5  

5 浅間 ２ 長土呂北菱池記念碑 長土呂 860-1  

6 浅間 ３ ひばりヶ丘団地公園 長土呂 1047-13  

7 浅間 ４ 長土呂西 長土呂 1767-2  

8 浅間 ５ 佐久平交流センター 佐久平駅南 4-1  

9 浅間 ６ 長土呂公会場 長土呂 1402-2  

10 浅間 ７ 市営城ヶ丘団地 長土呂 590-1  

11 浅間 ８ 久保田公園 岩村田北１-18-1  

12 浅間 ９ 市営住吉団地 岩村田 1062-2  

13 浅間 10 西本町公会場 岩村田 5039-2  

14 浅間 11 荒宿公会場 岩村田 430  

15 浅間 12 浅間会館 岩村田 543-1  

16 浅間 13 老人ホーム佐久福寿園 岩村田 4213  

17 浅間 14 佐久長聖中グラウンド 岩村田 3960-11  

18 浅間 15 市営花園団地 岩村田 3334-89  

19 浅間 16 岩村田小学校 岩村田 2641-2  

20 浅間 17 相生町公会場 岩村田 2130-8  

21 浅間 18 子ども未来館 岩村田 1931-1  

22 浅間 19 浅間総合病院 岩村田 1877-2  

23 浅間 20 相生町西 岩村田 1738-2  

24 浅間 21 一本柳公園 岩村田 2275-1  

25 浅間 22 猿久保公会場 猿久保 373-1  

26 浅間 23 猿久保南 猿久保 669  

27 浅間 24 猿久保東区公会場 猿久保 864-1  

28 浅間 25 猿久保中央 猿久保 436-5  

29 浅間 26 荒宿北 岩村田 3752  

30 浅間 27 上の城 岩村田 2566-42  

31 浅間 28 浅間総合病院南 岩村田 1855-1  

32 浅間 29 佐久平浅間小学校 長土呂 1717  

33 浅間 30 長土呂ひだまりの丘住宅団地 長土呂 996-28  

34 浅間 31 佐久平総合技術高校 岩村田 991-1  

35 浅間 32 市民創錬センター 猿久保 165-1  

36 浅間 33 平塚砂田橋西 岩村田 1601-7  

37 浅間 34 西屋敷集会所 小田井 333-3  

38 浅間 35 西屋敷南 小田井 131-7  

39 浅間 36 荒田集会所 小田井 1206-9  

40 浅間 37 皎月原公園 小田井 836-25  

41 浅間 38 横根北 横根 163-1  

42 浅間 39 横根区公会場 横根 513  
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43 浅間 40 横根区島原集会場 横根 744  

44 浅間 41 ＪＡ平根支所 上平尾 1015-7  

45 浅間 42 下平尾伴助集会場 下平尾 2250-1  

46 浅間 43 下平尾公民館 下平尾 1156-2  

47 浅間 44 下平尾 下平尾 457  

48 浅間 45 市営赤岩団地 長土呂 1937-2  

49 浅間 46 赤岩公会場 塚原 361  

50 浅間 47 常田公民館 常田 211-1  

51 浅間 48 常田西 常田 438-6 先  

52 浅間 49 上塚原西 塚原 1551-3  

53 浅間 50 上塚原コミュニティーセンター 塚原 1311-5  

54 浅間 51 常田入口交差点 塚原 984-9  

55 浅間 52 下塚原公会場 塚原 1885-2  

56 浅間 53 根々井塚原消防器具置場 塚原 2380  

57 浅間 54 平塚公会場 塚原 756-2  

58 浅間 55 中佐都小学校 塚原 808  

59 浅間 56 市営大塚団地 根々井 1066-1  

60 浅間 57 根々井公会場 根々井 810-1  

61 浅間 58 根々井団地 根々井 220-42  

62 浅間 59 ねねいふたば保育園 根々井 197-1  

63 浅間 60 大和田公会場 鳴瀬 1875-1  

64 浅間 61 大和田団地 鳴瀬 1670-38  

65 浅間 62 落合公会場 鳴瀬 3647  

66 浅間 63 北岩尾公民館北 鳴瀬 854-1  

67 浅間 64 北岩尾落合処理場 鳴瀬 3381-10  

68 浅間 65 南岩尾公会場 鳴瀬 1066-2  

69 浅間 66 今井公会場 今井 413-1  

70 浅間 67 三河田 三河田 2-1  

71 浅間 68 横和公会場 横和 362  

72 浅間 69 横和東住宅団地 横和 211-30  

73 浅間 70 市営白山団地 三河田 516-3  

74 野沢 １ 野沢西住宅団地南 野沢 597-4  

75 野沢 ２ 野沢体育センター 野沢 339-1  

76 野沢 ３ 城山公園北市営駐車場 原 565-9  

77 野沢 ４ 南部交番東 原 538-1  

78 野沢 ５ 原区公会場 原 17-3  

79 野沢 ６ 野沢原水防庫 原 370-17  

80 野沢 ７ 鍛冶屋公会場 鍛冶屋 278-1  

81 野沢 ８ 鍛冶屋川原団地 鍛冶屋 344-1  

82 野沢 ９ 高柳公会場 高柳 63-7  

83 野沢 10 野沢小学校 取出町 472-3  

84 野沢 11 取出町公民館 取出町 200-5  

85 野沢 12 取出町ふれあい公園 取出町 301-1  
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86 野沢 13 本新町公会場 本新町 135-2  

87 野沢 14 跡部老人憩いの家 跡部 7-5  

88 野沢 15 跡部北交差点（R141）東 跡部 354-3  

89 野沢 16 泉野区集会所 三塚 226-23  

90 野沢 17 上桜井公会場 桜井 76-1  

91 野沢 18 中桜井公会場 桜井 666-1  

92 野沢 19 下桜井公会場 桜井 442  

93 野沢 20 北桜井公会場 桜井 780-3  

94 野沢 21 今岡公民館 伴野 1383  

95 野沢 22 岸野小学校 伴野 1725  

96 野沢 23 下県佐久橋南 伴野 1965-7  

97 野沢 24 宮川団地集会場 伴野 2143-3  

98 野沢 25 相浜公民館 伴野 2311-1  

99 野沢 26 沓沢公民館西 根岸 3113-1  

100 野沢 27 沓沢火の見 根岸 3085-2  

101 野沢 28 糠尾公民館 根岸 1887-1  

102 野沢 29 日向公民館区民広場 根岸 1369  

103 野沢 30 竹田公会場 根岸 321-3 先 N地  

104 野沢 31 下平公民館 伴野 824-1  

105 野沢 32 熊久保火の見 伴野 25-1  

106 野沢 33 平井公民館 根岸 3694  

107 野沢 34 平井南 根岸 3419-3  

108 野沢 35 五本木 
地番なし（根岸 4294-

4 先） 
 

109 野沢 36 うぐいすの森 東立科 1409  

110 野沢 37 東立科下 東立科 256  

111 野沢 38 東立科上 東立科 85-3  

112 野沢 39 小宮山会館 小宮山 246  

113 野沢 40 弥生ヶ丘団地公園 小宮山 320-149  

114 野沢 41 前山南生活改善センター 前山 553-1  

115 野沢 42 洞源区公会場 前山 323-1  

116 野沢 43 市営泉団地 前山 113-8  

117 野沢 44 美笹下 
地番なし（小宮山

1507-1 先） 
 

118 野沢 45 美笹上 前山 1905-1318  

119 野沢 46 佐久の泉共同作業センター 前山 38-1  

120 野沢 47 地家公会場 大沢 556-7  

121 野沢 48 大沢下町公民館 大沢 876-2  

122 野沢 49 大沢地区社会体育館 大沢 789-1  

123 野沢 50 大地堂公会場 大沢 2067-1  

124 野沢  51 大沢新田公会場 大沢 3717-2  

125 中込  １ 佐久市役所 中込 3065-1  

126 中込  ２ 中込小学校 中込 496-6  
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127 中込  ３ 橋場公園 中込 3-18  

128 中込  ４ 石神班消防詰所 中込 574-1  

129 中込  ５ 北中込駅前公園 中込 3215-11  

130 中込  ６ 佐久市総合体育館 中込 2939  

131 中込  ７ 佐太夫町公園 中込 1-9  

132 中込  ８ 三家公会場 中込 2371-3  

133 中込  ９ 中込南区市民農園 中込 3734-145  

134 中込  10 冷間市営住宅 中込 2505-16  

135 中込  11 杉の木公会場 中込 1152-2  

136 中込  12 北町第２集会場 中込 3679-99  

137 中込  13 皇大神社 中込 2802-1  

138 中込  14 横町公園 中込 1-26  

139 中込  15 平賀中宿公会場 平賀 622-6  

140 中込  16 常和集会所 常和 2826-3  

141 中込  17 常和公民館 常和 1729  

142 中込  18 平賀上宿公会場 平賀 5142  

143 中込  19 西耕地公民館 瀬戸 1721-1  

144 中込  20 瀬戸公民館 瀬戸 1896-1  

145 中込  21 北耕地公民館 瀬戸 2866-1  

146 中込  22 平賀新町公会場 平賀 1741  

147 中込  23 太田部公会場 太田部 234  

148 中込  24 荒家公会場 平賀 1156-1  

149 中込  25 アヴェニュー佐久平 平賀 2666-305  

150 中込  26 高見澤電機 瀬戸 400-4  

151 中込  27 佐久こまば学園 瀬戸 70-2  

152 中込  28 堀内硝子佐久工場 瀬戸 553-21  

153 中込  29 瀬戸コミプラ 瀬戸 1773  

154 中込  30 樋村団地集会所 平賀 2414-1  

155 中込  31 佐久陸上競技場 平賀 3011  

156 中込  32 松井公民館 内山 7980-2  

157 中込  33 内山長野通信 内山 5941-1  

158 中込  34 内山集会所 内山 5206-3  

159 中込  35 肬水集会所 内山 4282-3  

160 中込  36 中村公民館 内山 3466-2  

161 中込  37 相立公民館 内山 2573  

162 中込  38 苦水公民館 内山 1473  

163 中込  39 大月班機器置場 内山 738  

164 中込  40 黒田公民館 内山 167-1  

165 中込  41 館が沢 内山 16-217  

166 中込  42 荒船 内山 352-１  

167 中込  43 苦水所沢下 内山 1932-1  

168 中込  44 苦水所沢上 内山 1987-60  

169 東   １ 東児童館 新子田 897-1  
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170 東   ２ ヴィアーレ佐久 新子田 75-3  

171 東   ３ 駒場区公会場 新子田 1700-164  

172 東   ４ 焼肉やまおく 新子田 1882-30  

173 東   ５ 安原公民館 安原 381-1  

174 東   ６ 安原区原集会所 安原 990-1 先  

175 東   ７ 紅雲台区公会場 安原 1424-228  

176 東   ８ 香坂西地公民館 香坂 2812-1  

177 東   ９ 東地公民館 香坂 1128-1  

178 東   10 伊勢林公民館 新子田 1844-5  

179 東   11 湯川台住宅団地 安原 1367-47  

180 東   12 東小学校 志賀 6128-1  

181 東   13 志賀下宿公民館 志賀 5894-5  

182 東   14 志賀中宿公民館 志賀 3461-5  

183 東   15 志賀上宿公会場 志賀 3670-6  

184 東   16 駒込公民館 志賀 1245-2  

185 東   17 五十貫班消防詰所 志賀 5442  

186 臼田  １ 臼田支所 臼田 89-3  

187 臼田  ２ 岳見 臼田 1206-1  

188 臼田  ３ 美里 臼田 1278-1  

189 臼田  ４ 下の宮 臼田 2073-1  

190 臼田  ５ 住吉 臼田 572  

191 臼田  ６ 臼田小 臼田 307-1  

192 臼田  ７ 旭ヶ丘 臼田 2480-1  

193 臼田  ８ 下小田切 下小田切 8-6  

194 臼田  ９ 稲荷山 勝間 83 地先  

195 臼田  10 滝 湯原 1247-3  

196 臼田  11 泉ヶ丘 下小田切 445-3  

197 臼田  12 緑ヶ丘 北川 396-12  

198 臼田  13 北川会館 北川 525-27  

199 臼田  14 若葉台 北川 557-52  

200 臼田  15 北川 北川 367-1  

201 臼田  16 湯原 湯原 731  

202 臼田  17 切原小 中小田切 101-6  

203 臼田  18 上小田切 上小田切 304  

204 臼田  19 上小田切西 市上小田切 832−1  

205 臼田  20 湯原新田 湯原 2674-1  

206 臼田  21 上中込 田口 6350-1  

207 臼田  22 あいとぴあ 下越 16-5  

208 臼田  23 臼田駅前 下越 115-40  

209 臼田  24 下越第二 下越 774-1  

210 臼田  25 三条 入沢 519-イ  

211 臼田  26 十日町 入沢 898  

212 臼田  27 岩水 平林 950-イ  
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213 臼田  28 岩水 2 平林 1128-3  

214 臼田  29 青沼小 入沢 231-4  

215 臼田  30 入沢 入沢 1557  

216 臼田  31 入沢上 入沢 3015  

217 臼田  32 本郷 下越 519  

218 臼田  33 三分 三分 525-1  

219 臼田  34 下町 田口 2886-1  

220 臼田  35 中町 田口 2623-4  

221 臼田  36 宮代 田口 2502-2  

222 臼田  37 丸山 田口 947-1  

223 臼田  38 丸山上 田口 628  

224 臼田  39 原 田口 4838  

225 臼田  40 清川 清川 388-7  

226 臼田  41 清川 2 清川 254-1  

227 浅科  １ 塩名田北 塩名田 391-2  

228 浅科  ２ 塩名田 塩名田 1338  

229 浅科  ３ 舟久保 塩名田 793-9  

230 浅科  ４ 塩名田南 塩名田 1131-1  

231 浅科  ５ 庄ノ上 御馬寄 925-32  

232 浅科  ６ 療育支援センター 御馬寄 1359-4  

233 浅科  ７ 御馬寄 御馬寄 173  

234 浅科  ８ 駒寄 御馬寄 587-39  

235 浅科  ９ 上原 甲 37-1  

236 浅科  10 上原南 甲 342  

237 浅科  11 上原大池 矢嶋 1904-1 地先  

238 浅科  12 中原 甲 1176-4  

239 浅科  13 中原南 甲 932-12  

240 浅科  14 下原北 甲 1611-4  

241 浅科  15 下原 甲 1359-3  

242 浅科  16 入の沢 桑山 585-1  

243 浅科  17 桑山 桑山 728-2  

244 浅科  18 蓬田 蓬田 761-9  

245 浅科  19 宮本 蓬田 106-2  

246 浅科  20 中町 蓬田 206  

247 浅科  21 福祉センター 八幡 494  

248 浅科  22 八幡南 甲 1071-1  

249 浅科  23 大平 八幡 700-43  

250 浅科  24 御牧原北 八幡 1124-3  

251 浅科  25 御牧原南 蓬田 1300-7  

252 浅科  26 矢嶋 矢島 451-1  

253 浅科  27 鶴沼 矢島 108  

254 望月  １ 佐久市望月支所 望月 263  

255 望月  ２ 古宮 望月 1130-29  
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256 望月  ３ 御桐谷西 望月 471-14  

257 望月  ４ 本牧体育館 望月 775-1  

258 望月  ５ 茂田井公民館 茂田井 2136-2  

259 望月  ６ 茂田井北 茂田井 3260-1 先  

260 望月  ７ 観音寺公民館 茂田井 3726-1  

261 望月  ８ 印内公民館 印内 244-1  

262 望月  ９ 印内原公民館 印内 566-10  

263 望月  10 御牧原公民館 布施 8-250  

264 望月  11 百沢公民館 布施 162-4  

265 望月  12 牧布施公民館 布施 505  

266 望月  13 布施温泉公園 布施 742-4  

267 望月  14 布施地域コミュニティーセンター 布施 1700-5  

268 望月  15 式部公民館 布施 2682-2  

269 望月  16 抜井公民館 布施 3535-1  

270 望月  17 中居創作館 布施 4231-1  

271 望月  18 雁村公民館 布施 4934-2  

272 望月  19 大木 布施 5678-1 先  

273 望月  20 藤巻 布施 4558-2  

274 望月  21 一の原山びこセンター 布施 5317-223  

275 望月  22 長者原公民館 布施 5316-1  

276 望月  23 東長者原公民館 布施 2477-52  

277 望月  24 中石堂 布施 2475-170  

278 望月  25 下之宮公民館 春日 624-8  

279 望月  26 善郷寺公民館 春日 730-45  

280 望月  27 高橋 春日 445-1 先  

281 望月  28 御鹿の郷地域ふれあいセンター 春日 2713-1  

282 望月  29 向反公民館 春日 1277-1  

283 望月  30 竹之城公民館 春日 1783  

284 望月  31 新田公民館 春日 2403-1  

285 望月  32 湯沢公民館 春日 2253-15  

286 望月  33 新町公民館 春日 3311-6  

287 望月  34 茂沢公民館 春日 3580-2  

288 望月  35 入新町公民館 春日 3913-1  

289 望月  36 協東 協和 2361-1  

290 望月  37 川西消防署 協和 132-2  

291 望月  38 三井公民館 協和 244-1  

292 望月  39 小平公民館 協和 1319-1  

293 望月  40 小平上 協和 1515-3  

294 望月  41 協西鳶岩 協和 3235 先  

295 望月  42 協西公民館 協和 3347-3  

296 望月  43 
大谷地合の沢地区農業生活改善施

設 
協和 3597-156  

297 望月  44 大谷地土林集会所 協和 4388-3  
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番号 

 

管理 

番号 
屋外子局目標物または施設等名称 所在地（設置場所） 備 考 

298 望月  45 大谷地公民館 協和 3151-1  

299 望月  46 高呂吹上 協和 3024-5  

300 望月  47 高呂竹之花 協和 2860-2  

301 望月  48 高呂公民館 協和 2612-1  

302 望月  49 望月児童館 協和 5270-1  

303 望月  50 比田井公民館 協和 6683-1  

304 望月  51 比田井入口 春日 146-1  

305 望月  52 天神公民館 協和 8554  

306 望月  53 片倉北 協和 7210-2  

307 望月  54 片倉中 協和 7261-2  

308 望月  55 片倉南 協和 7462  

309 望月  56 片倉下谷田 協和 8088-1  

310 望月  57 片倉上谷田 協和 8390-3  

311 望月  58 西長者原公民館 協和 8524-117  
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10－２ 長野県防災行政無線電話番号  

佐 久                               （危機管理課調） 

無線局番号  内線番号  配  置  場  所  備  考  

331 

76  総務部危機管理課（ＦＡＸ専用）   

61 総務部危機管理課（宿直室）   

79  総務部危機管理課  ＊宿直室切替 

（参考） 

無線局番号 内線番号 配  置  場  所 備  考 

233 

216 佐久地域振興局総務管理課  

271 佐久保健福祉事務所総務課  

211 佐久建設事務所総務課  

321 79 小諸市総務部庶務課  

322 79 佐久穂町総務課  

311 79 小海町総務課  

312 79 川上村総務課  

313 79 南牧村総務課  

342 79 南相木村住民課  

343 79 北相木村総務企画課  

341 79 軽井沢町総務課  

323 79 御代田町総務課  

352 79 立科町総務課  

371 79 東御市総務課  

334 79 佐久広域連合消防本部  
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10－３ 防災相互通信用無線局  

（４６６ＭＨｚ帯の防災相互波）                                     （危機管理課調） 

北   信 東   信 中   信 南   信 

免 許 人 免 許 人 免 許 人 免 許 人 

北信地域 

 ○中野市 

 ○飯山市 

 ○木島平村 

 

長野地域 

  総務省 
 （信越総合通信局） 

 ○長野市 

 ○須坂市 

 ○千曲市 

 ○坂城町 

 ○小布施町 

 ○高山村 

 ○飯綱町  

上小地域 

 上田市 

 ○小諸市 

 ○長和町 

 ○東御市 

 ○青木村 

 

佐久地域 

 ○佐久市 

 ○佐久穂町 

 ○川上村 

  南牧村 

 ○軽井沢町 

 ○御代田町  

大北地域 

  池田町 

 ○小谷村 

 

松本地域 

  長野県 
 (消防防災航空センター) 

  松本市 

 ○山形村 

 ○朝日村 

 

木曽地域 

  塩尻市 

  木曽町 

諏訪地域 

  茅野市 

 ○下諏訪町 

 ○富士見町 

 ○原村 

 

上伊那地域 

 ○伊那市 

 ○駒ヶ根市 

 ○辰野町 

 ○宮田村 

 

飯伊地域 

 ○飯田市 

 ○松川町 

 ○高森町 

  阿南町 

 ○阿智村 

  平谷村 

  売木村 

  天龍村 

 ○泰阜村 

  喬木村 

 ○豊丘村  

○印の免許人には、基地局あり。 

（１５８ＭＨｚ帯の防災相互波） 

東             信 

免      許      人 

佐久地域 

 佐久広域連合 

  消防本部 

  佐久消防署 

  北部消防署 

 ○軽井沢消防署 

 ○御代田消防署 

 ○小諸消防署 

  川西消防署 

上小地域 

 長野県 

  小諸ガス管理事務所 

 上田地域広域連合 

 ○消防本部（上田中央消防署） 

  上田東北消防署 

  上田南部消防署 

  川西消防署 

 ○丸子消防署 
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東             信 

免      許      人 

 ○南部消防署 

 御代田町 

  御代田消防署 

○小海町 

 南相木村 

 北相木村 

 立科町 

 日本赤十字社 

  川西赤十字病院 

 東京電力(株) 

  千曲川送電所 

 ○真田消防署 

  依田窪南部消防署 

  東御消防署 

 中部電力(株) 

  上田営業所  

 

○印の免許人には、基地局あり。 

 非常通信における通報（以下「非常通報」という。）の内容は、次に掲げるもの又はこれ

に準ずるものとする。 

１． 人命の救助に関するもの 

２． 天災の予警報（主要河川の水位を含む。）及び天災その他の状況に関するもの 

３． 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料 

４． 電波法第 74 条実施の指令及びその他の指令 

５． 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他の秩序の維持又は非常事態に

伴う緊急措置に関するもの 

６． 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの 

７． 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの 

８． 遭難者救護に関するもの 

９． 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの 

10． 鉄道線路、道路、電力設備、電信電話回線の破壊又は障害の状況及びその修理復旧の

ための資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの 

11． 中央防災会議、同事務局、地方防災会議、緊急災害対策本部、非常災害対策本部及び

災害対策本部相互間に発受する災害救援その他緊急措置に関する労務、施設、設備、物

資及び資金の調達、配分、輸送等に関するもの 

12． 災害救助法第 24条及び災害対策基本法第 71 条第１項の規定に基づき、都道府県知事

から医療、土木、建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの 
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10－４ 災害時優先電話                 （危機管理課調） 

番号 避難所名 住所 電話番号 

001 浅間体育センター 佐久市岩村田 1340-3 68-7408 

002 荒田集会所 佐久市小田井 1201 - 

003 上平尾集会所 佐久市上平尾 793-1 - 

004 生涯学習センター（野沢会館） 佐久市取出町 183 62-0664 

005 野沢体育センター 佐久市野沢 339-1 63-7889 

006 野沢集会所 佐久市野沢 130-1 - 

007 岸野集会所 佐久市根岸 2031 - 

008 大沢地区社会体育館 佐久市大沢 789-1 62-0141 

009 佐久市総合体育館 佐久市中込 2939 62-2020 

010 佐久市勤労者体育館 佐久市中込 3384-1 67-3791 

011 農村婦人の家 佐久市瀬戸 1201-1 - 

012 常和集会所 佐久市常和 2826-3 - 

013 内山地区社会体育館 佐久市内山 5201 62-0483 

014 内山集会所 佐久市内山 5899-1 - 

015 東地区社会体育館 佐久市新子田 1382-1 67-2695 

016 香坂集会所 佐久市香坂 3113 - 

017 東会館 佐久市志賀 6059-1 67-2545 

018 馬坂特農館 群馬県甘楽郡南牧村羽沢 842-1 - 

019 広川原健康相談室 佐久市田口 147-1 - 

020 丸山公会場 佐久市田口 914-1 - 

021 宮代公会場 佐久市田口 2502-2 - 

022 川原宿公会場 佐久市田口 2584 - 

023 下町公会場 佐久市田口 2886-1 - 

024 大奈良公会場 佐久市田口 4527 - 

025 原公会場 佐久市田口 4840-5 - 

026 下越区公会堂 佐久市下越 175-7 - 

027 上中込公会場 佐久市田口 6850-3 - 

028 清川公会場 佐久市清川 388-3 - 

029 赤谷公会場 佐久市入沢 2495 - 

030 入沢集会所 佐久市入沢 1586-1 82-0283 

031 十日町公会場 佐久市入沢 1080-1 - 

032 岩水公会場 佐久市平林 1169-イ - 

033 三条公会場 佐久市入沢 519-1 82-0285 

034 臼田館 佐久市臼田 140- 1 - 

035 勝間公会場 佐久市勝間 73-18 82-0274 

036 横山公会場 佐久市下小田切 52 - 

037 美里区公会場 佐久市臼田 1278-8 82-4475 

038 諏訪公会場 佐久市臼田 1825-3 82-0275 

039 滝公会場 佐久市湯原 1247-3 82-0273 

040 湯原公会場 佐久市湯原 731 82-0272 

041 湯原新田公会場 佐久市湯原 2673 82-0279 

042 上小田切公会場 佐久市上小田切 300-1 82-5643 
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043 北川公会場 佐久市北川 235 - 

044 千曲台公会場 佐久市北川 525-27 - 

045 浅科会館 佐久市塩名田 1338 58-3957 

046 浅科生きがい活動支援センター 佐久市塩名田 456-1 58-3958 

047 浅科多目的屋内運動場 佐久市塩名田 1155-1 58-0444 

048 浅科診療所 佐久市塩名田 570 58-2100 

049 上原公会場 佐久市甲 2165-3 58-0615 

050 あさしな保育園 佐久市御馬寄 715-1 51-5005 

051 あさしな児童館 佐久市御馬寄 715-2 58-1150 

052 桑山公会場 佐久市桑山 728-2 - 

053 入の沢公会場 佐久市桑山 585-1 - 

054 茂田井公民館 佐久市茂田井 2136-2 - 

055 観音寺公民館 佐久市茂田井 3726-1 - 

056 印内公民館 佐久市印内 244-1 - 

057 百沢公民館 佐久市布施 162-4 - 

058 布施地域コミュニティセンター 佐久市布施 1701-1 - 

059 抜井公民館 佐久市布施 3535-1 - 

060 雁村公民館 佐久市布施 4934-1 - 

061 長者原公民館 佐久市布施 5314 - 

062 御鹿の郷地域ふれあいセンター 佐久市春日 2714-1 53-2074 

063 善郷寺公民館 佐久市春日 730-45 - 

064 新田公民館 佐久市春日 2403-1 - 

065 新町公民館 佐久市春日 3311-6 - 

066 入新町公民館 佐久市春日 3913-1 - 

067 比田井公民館 佐久市協和 6683 - 

068 高呂公民館 佐久市協和 2611-1 - 

069 大谷地公民館 佐久市協和 3151-1 - 

070 協西公民館 佐久市協和 3348 - 

071 小平公民館 佐久市協和 1320-1 - 

072 桜ヶ丘地域ふれあいセンター 佐久市協和 5254-1 - 

073 岩村田小学校 佐久市岩村田 2641-2 67-3309 

074 浅間中学校 佐久市岩村田 1361 67-2410 

075 平根小学校 佐久市上平尾 936 67-3539 

076 中佐都小学校 佐久市塚原 808 67-3418 

077 高瀬小学校 佐久市鳴瀬 1350-1 67-2459 

078 野沢小学校 佐久市取出町 472-3 62-0109 

079 泉小学校 佐久市三塚 273-1 62-0394 

080 野沢中学校 佐久市野沢 335-1 62-0360 

081 岸野小学校 佐久市伴野 1725 62-0384 

082 中込小学校 佐久市中込 491 62-0065 

083 佐久城山小学校 佐久市平賀 5325-1 62-0356 

084 中込中学校 佐久市平賀 2313 62-0725 

085 東中学校 佐久市新子田 1396-1 67-2392 

086 東小学校 佐久市志賀 6128-1 68-6829 

087 田口体育館（旧田口小学校） 佐久市田口 3017 - 
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088 臼田中学校 佐久市下越 286-1 82-2139 

089 青沼小学校 佐久市入沢 152-1 82-2181 

090 旧臼田小学校第２体育館 佐久市臼田 282-2 - 

091 コスモホール 佐久市下小田切 124-1 82-3962 

092 切原体育館（旧切原小学校） 佐久市中小田切 100-1 82-2079 

093 臼田学園 佐久市北川 557-102 82-2407 

094 浅科小学校 佐久市甲 2003-1 58-2102 

095 浅科中学校 佐久市八幡 150 58-2101 

096 駒の里ふれあいセンター 佐久市望月 303 53-2548 

097 布施体育館（旧布施小学校） 佐久市布施 2151-3 53-2233 

098 春日体育館（旧春日小学校） 佐久市春日 2823 53-2036 

099 望月中学校 佐久市協和 6925 53-3101 

100 望月小学校 佐久市協和 5229 53-2208 
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10－５ 報道機関                                   （広報情報課調） 

名   称  所 在 地  電話番号  ＦＡＸ  

朝日新聞社 佐久支局  佐久市中込 2962－17  62－1171 
62－1172 

（自）  

毎日新聞社  

佐久通信部  

佐久市岩村田 1298-2 

メゾンエトワール 3Ｃ 
68－9533 

68－9533 

（自）  

読売新聞社  

佐久通信部  

佐久市下平尾 539－4 

マンションＭＯＲＩ302 号室 
67－7223 

67－7226 

（自）  

中日新聞社 長野支局  長野市中御所岡田町 64－5  026－228－1456 026－228－0587  

産経新聞社 長野支局  
長野市北石堂町 1182 

ベイユビル 3F  
026－223－1212 

026－291－5318

（自）  

信濃毎日新聞社  

佐久支社   
佐久市瀬戸 1203－1  62－2141 

62－2533 

（自）  

ＮＨＫ  

小諸報道室  
小諸市甲 3961－18  22－0586 

23－6361 

（自）  

信越放送 上田放送局  上田市中央 1-6-27  0268－24－2141 0268－27—8239 

長野放送 上田支局  上田市天神 2－1－22  0268－24－3215 
0268－24－3200 

（自） 

佐久ケーブルテレビ  佐久市中込 2336－1  63－4500 63－4550  

テレビ信州 上田支局  
上田市中央 2-8-11 

伊藤ビル 4Ｆ 
0268－27－3393  

長野朝日放送  

上田支局 
上田市天神 1-8-2 0268－28－0010 0268－26－3456 

望月有線放送 

農業協同組合  
佐久市望月 471－5  53－2447 54-2463 

佐久市民新聞  小諸市御影新田 2666－6  0267-23－7007 
0267-23－5665 

（自）  

エフエム佐久平  佐久市佐久平駅東 1－1  65－8888 65－8880  

 

1648(～1650) 
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11－１ 災害対策用物資輸送拠点及びヘリポート 

物資輸送拠点                           （危機管理課調） 

No. 

所在地 

名    称 
施設管理者 

又は占有者 
備   考 地

区 
住  所 

１  佐

久 

猿久保 55  
長野県佐久創造館 

多目的体育館  

長野県佐久創造館

館長  

68－2811 

ヘリポート有  

２ 平賀 3011 佐久総合運動公園 佐久市長 ヘリポート有 

３  
臼

田  
臼田 116－1  消防センター  佐久市長   

４  
浅

科  

塩名田 

1151－1  
浅科総合グラウンド  佐久市長  

58－0444 

ヘリポート有 

＊多目的屋内運動場  

５  
望

月  
望月 1669-2 望月総合グラウンド  佐久市長  

53－6060 

ヘリポート有 

＊総合体育館  

拠点ヘリポート  

No. 
所在地 

名   称 
施設管理者 

又は占有者 

施設規模 広 さ 
地

区  
住   所  

大 

型 

中 

型 

小 

型 
長さ×幅 

１  
佐

久 

下平尾字中

山寺ほか  

平尾山公園 

一般駐車場
＊

  
佐久市長  ○   200×80 

２  鳴瀬 505－1  
千曲川スポー

ツ交流広場  
佐久市長  ○   300×120 

３  
臼

田  
臼田 3124 

臼田総合運動

公園 

多目的広場 

佐久市長  ○    120×240 

４  
浅

科  

塩名田 

1151－1  

浅科総合 

グラウンド  
佐久市長   ○   110×96 

５  
望

月  

望月 

1669－2  

望月総合 

グラウンド  
佐久市長  ○    150×150 

＊使用時の連絡：東日本高速道路(株)長野管理事務所（68－8861） 

11 交通・輸送関係 
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ヘリポート 

No. 
所在地 

名   称 
施設管理者 

又は占有者 

施設規模 広 さ 
地

区  
住   所  

大 

型 

中 

型 

小 

型 
長さ×幅 

１ 

佐

久 

安原 1493-1 
佐久市営 

グラウンド 
佐久市長 ○   100×100 

２ 猿久保 55 
駒場公園 

多目的広場＊ 
佐久市長  ○  90×60 

３ 平賀 3011 
佐久総合運動

公園＊ 
佐久市長   ○ 80×50 

４ 志賀 5951-1  
志賀小学校 

跡地  
佐久市長   ○ 80×50 

５  桜井 669 
桜井小学校 

跡地  
佐久市長   ○ 80×60 

６  内山 5206-4  
内山小学校 

跡地  
佐久市長  ○  90×90 

７  取出町 455  
県民佐久運動

広場＊ 
佐久市長 ○   200×90 

８ 伴野 7－1 

道の駅ヘルシ

ーテラス佐久

南 

JA 佐久浅間   〇 50×35 

９  
臼

田 

臼田 271-2 
旧臼田小学校 

グラウンド  
佐久市長 ○    100×122 

10 下越 286-1  
臼田中学校 

グラウンド  

臼田 

中学校長 
○    100×130 

11 

浅

科 

八幡 1110-1  
御牧原台地 

グラウンド  
佐久市長  ○   90×90 

12 甲 2003-1  
浅科小学校 

グラウンド  

浅科 

小学校長 
 ○   90×90 

13 八幡 150 
浅科中学校 

グラウンド  

浅科 

中学校長 
 ○   100×90 

14 

望

月  

協和 6925  
望月中学校 

グラウンド 

望月 

中学校長 
○    100×100 

15 布施 2151-3  
旧布施小学校 

グラウンド  
佐久市長   ○  70×70 

16 春日 2823  
旧春日小学校 

グラウンド 
佐久市長  ○   90×90 

17 協和 5229  
望月小学校 

グラウンド 

望月 

小学校長 
 ○  70×100 

18 望月 276-1  
望月高等学校 

グラウンド 

望月 

高等学校長 
 ○  90×70 

＊物資輸送拠点、夜間照明設備あり 
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11－２ 緊急通行車両事前届出済車両          （財政課調） 

優先 

順位 
車両番号 使用課名等 車 種 用 途 

１ 長野 800 さ 7020 土木課 バン トヨタ プロボックス 防災・復旧活動 

２ 長野 501 に 3305 耕地林務課 ＳＵＶ スズキ ジムニー 防災・復旧活動 

３ 長野 300 も 7167 公園緑地課 ＳＵＶ スズキ エスクード 防災・復旧活動 

４ 長野 300 め 4781 財政課 ワゴン 
トヨタ ハイエース

10 人乗 
人員・物資輸送 

５ 長野 400 た 3708 財政課 トラック 
いすず エルフ  

2ｔトラック 
人員・物資輸送 

６ 長野 580 つ 2466 総務課 軽乗用 電気自動車・青パト登録 人員・物資輸送 

７ 長野 41 せ 4407 臼田支所 軽箱 青パト登録 人員・物資輸送 

８ 長野 41 こ 8612 臼田支所 軽トラ  防災・復旧活動 

９ 長野 580 せ 8183 浅科支所 軽乗用 青パト登録 人員・物資輸送 

10 長野 500 ね 5609 浅科支所 乗用  防災・復旧活動 

11 長野 480 こ 5008 望月支所 軽箱 青パト登録 人員・物資輸送 

12 長野 300 と 6127 望月支所 貨物  防災・復旧活動 

１．警戒宣言発令時又は災害発生時には届出済証（危機管理課保管）を最寄りの警察署等

に提出し、手続きを受ける。 

２．届出内容の変更、届出済証の亡失、破損等の場合は、公安委員会（交通規制課経由）

に届出し、再発行を受ける。 

３．緊急通行車両等に該当しなくなったとき、廃車したとき、その他緊急車両等としての

必要がなくなったときは、届出証を返還する。 

４．申請先：長野市大字南長野字幅下 692－2 

      長野県警察本部交通部交通規制課管理係 

       026（233）0110 内線 4742・4751 
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12 災害に関するデータ・知識 

12－１ 過去の災害記録  

１ 旧佐久市                   （土木課、耕地林務課、農政課調） 

年月日 原  因 災害箇所 被害地域 被害状況 

S49.9.1 
水害 

(台風 16 号) 

志賀川、香坂川、 

滑津川、田子川、 

湯川、大沢上町、 

地家用水、志賀小

北、安原、安養寺

入口 

志賀、香坂、中

込、平賀、岩村

田、大沢各地域

が豪雨のため氾

濫、溢水した。 

床上浸水    34 戸 

床下浸水    283 戸 

橋梁流失決壊  11 箇所 

河川（護岸）流失決壊 

129 箇所 

道路流失決壊  65 箇所 

農地冠水    56ha 

S55.7.8 
水害 

（集中豪雨） 
片貝川 

大沢下町屋 

豪雨による溢水 

床下浸水    1 戸 

農地冠水    0.25ha 

S56.7.3 
水害 

（集中豪雨） 
片貝川 大沢下町屋 河川（護岸）決壊 1箇所 

S56.7.16 
水害 

（集中豪雨） 
 

大沢下町屋、五

本木、平井、南

岩尾 

床下浸水    1 戸 

S56.8.22 

  ～23 

水害 

(台風 15 号) 
 

西屋敷、長土

呂、上平尾 

床下浸水    2 戸 

農地冠水    0.38ha 

S57.5.25 
水害 

（雷雨） 
 五本木、平井 

床下浸水    4 戸 

農地冠水    0.02ha 

S57.6.20 
水害 

（集中豪雨） 
 

相浜、五本木、

平井、梶尾 

床下浸水    164 戸 

農地冠水    8ha 

土砂崩壊    1 箇所 

S57.8.1 

～2 

風水害 

(台風 10 号) 

湯川、志賀川、 

片貝川、滑津川 
市内全域 

 

被害総額 2,581,007 千円 

床上浸水    6 戸 

床下浸水    251 戸 

農作物関係   628.8ha 

364,302 千円 

耕地関係    532 箇所 

     665,457 千円 

林業関係 1,205,224 千円 

公共土木関係 337,060 千円 
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年月日 原  因 災害箇所 被害地域 被害状況 

S57.9.12 
水害 

(台風 18 号) 

湯川、香坂川、志

賀川、前川、千曲

川、片貝川、熊久

保川、石突川、大

沢川、滑津川、田

子川 

市内全域 

被害総額 777,487 千円 

農作物関係   18.8ha 

5,098 千円 

耕地関係    532 箇所 

     201,185 千円 

林業関係 153,800 千円 

公共土木関係 413,974 千円 

S58.8.14 

～18 

水害 

(台風 5 号・ 

6 号) 

千曲川、平賀用水 
野沢、平賀、駒

込 

被害総額 120,538 千円 

農林水産関係  6 箇所 

1,000 千円 

耕地関係    41 箇所 

     80,078 千円 

林業関係    29 箇所 

17,230 千円 

公共土木関係  26 箇所 

22,230 千円 

S58.9.28 
水害 

(台風 10 号) 
 市内全域 

被害総額 234,603 千円 

耕地関係    108 箇所 

     63,327 千円 

林業関係    32 箇所 

18,041 千円 

公共土木関係  94 箇所 

153,235 千円 

S60.6.30 

 ～7.1 

水害 

(台風 6 号) 
 市内全域 

被害総額 421,491 千円 

防疫用資材   30 千円 

床下浸水    53 戸 

農作物関係 17,475 千円 

耕地関係    151 箇所 

      97,006 千円 

林道関係    49 箇所 

27,925 千円 

公共土木関係  82 箇所 

279,055 千円 

S60.8.17 
水害 

（雷雨） 
 

平塚、根々井、

下桜井、常和北 
床下浸水    4 戸 

S60.9.6 
水害 

（雷雨） 
 

相生町、上の

城、西本町 

床上浸水    2 戸 

床下浸水    17 戸 
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年月日 原  因 災害箇所 被害地域 被害状況 

S61.6.2 
水害 

（雷雨） 
 

三家、石神、前

林、佐太夫町 
床下浸水    13 戸 

S61.9.3 
風水害 

(台風 10 号) 
 市内全域 

被害総額 109,195 千円 

床上浸水    1 戸 

床下浸水    3 戸 

耕地関係    8 箇所 

     46,360 千円 

林道関係    32 箇所 

     16,235 千円 

公共土木関係  32 箇所 

46,600 千円 

S62.7.14 
水害 

（雷雨） 
 中込新町 床下浸水    7 戸 

S62.7.14 
水害 

（雷雨） 
 中込新町 床下浸水    7 戸 

S62.8.13 
水害 

（雷雨） 
 市内全域 床下浸水    22 戸 

S62.8.15 
水害 

（雷雨） 
 平賀、中込新町 床下浸水    9 戸 

S62.8.18 
水害 

（雷雨） 
 

長土呂、中込新

町 
床下浸水    4 戸 

S62.8.23 
水害 

（雷雨） 
 大沢新田 床下浸水    1 戸 

S62.9.10 
水害 

（集中豪雨） 
 市内全域 

床上浸水    4 戸 

床下浸水    47 戸 

S62.9.11 
水害 

（集中豪雨） 
 荒家 床上浸水    1 戸 

S63.8.7 
水害 

（雷雨） 
 長土呂 床下浸水    2 戸 

S63.9.8 
水害 

（雷雨） 
 長土呂 床下浸水    3 戸 

H1.8.23 
水害 

（雷雨） 
 荒宿 床下浸水    4 戸 

H1.8.24 
水害 

（雷雨） 
 野沢本町 床上浸水    1 戸 

H3.7.12 
水害 

（集中豪雨） 
 荒家 床下浸水    4 戸 
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年月日 原  因 災害箇所 被害地域 被害状況 

H3.9.19 
風水害 

(台風 10 号) 
 岩村田荒宿 道路崩壊 

H4.5.20 
水害 

（集中豪雨） 
 花園町 床下浸水    4 戸 

H4.7.15 
水害 

（集中豪雨） 
 市内全域 

床下浸水    8 戸 

耕地関係    8 箇所 

      4,530 千円 

H5.7.5 
水害 

（集中豪雨） 

スーパー林道妙義

荒船線 
香坂 道路崩壊 

H6.8.19 
水害 

（集中豪雨） 
 荒家 床下浸水    3 戸 

H6.8.20 
水害 

（集中豪雨） 
 荒家 床下浸水    3 戸 

H6.9.8 
水害 

（集中豪雨） 
 

岩村田、中込、

平賀 
床下浸水    29 戸 

H7.7.8 
水害 

（集中豪雨） 
 

横根、上平尾、

前山南、東地、

安原、日向 

床下浸水    3 戸 

耕地関係    9 箇所 

      10,060 千円 

林道関係    7 箇所 

      9,700 千円 

H7.8.23 
水害 

（集中豪雨） 
 

岩村田、小田

井、平根、中佐

都 

一部破損    1 箇所 

床上浸水    1 戸 

床下浸水    39 戸 

農作物関係   32.4ha 

     128,200 千円 

耕地関係    31 箇所 

     27,610 千円 

林道関係    1 箇所 

     4,500 千円 

公共土木関係  38 箇所 

14,130 千円 

H7.9.17 
風水害 

(台風 12 号) 
 市内全域 

床下浸水    1 戸 

耕地関係    7 箇所 

      4,300 千円 

土木関係    8 箇所 

      14,930 千円 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｈ8.7.19 
水害 

（雷雨） 
 

小田井、安

原、上平尾、

横根、大沢、

香坂東地 

床上浸水    1 戸 

耕地関係    1 ヶ所 

      11,800 千円 

 

Ｈ8.7.31 
水害 

（集中豪雨） 
 

小田井西屋敷、 

小田井下宿 

床下浸水    16 戸 

耕地関係    4 ヶ所 

      2,600 千円 

 

Ｈ9.7.20 
水害 

（台風 7 号） 
 

下県西、 

志賀、内山 

耕地関係    1 ヶ所 

299 千円 

公共土木関係  2 ヶ所 

100 千円 

 

Ｈ9.7.26  
水害 

（台風 9 号）  
 岩村田  

公共土木関係  1 ヶ所 

1,000 千円 
 

Ｈ10.1.15 

～16 
降雪   

床下浸水    1 戸 

その他 

駐輪場倒壊   2 ヶ所 

 約 98.7m2  7,570 千円 

駐輪場屋根損壊 1 ヶ所 

約 30.0m2   100 千円 

雨樋破損    4 ヶ所 

約 65.0ｍ 1,600 千円 

体育館床    1 ヶ所 

約 10.0m2 150 千円 

屋根損壊    1 ヶ所 

約 66.0ｍ 800 千円 

倒木      2 ヶ所 

 2 本 600 千円 

駐車場屋根倒壊 1ヶ所 

 約 80.0m2 300 千円 

街灯支柱折れ  2 本 

280 千円 

除雪 市道 76 路線 

 約 111.22km 

 5,120 千円 

別荘地（東山、美笹） 

1,000 千円 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｈ10.7.30 水害（雷雨）  岩村田 床下浸水      9 戸  

Ｈ10.9.16  
風水害 

（台風 5 号）  

宇
藤
沢
川
、
南
沢
川 

市内全域  

被害総額  416,564 千円 

床上浸水      3 戸 

床下浸水      57 戸 

農作物関係   133.5ha 

12,226 千円 

林道関係    11 路線 

23 ヶ所  11,600 千円 

耕地関係    119 ヶ所 

274,567 千円 

公共土木関係  

25 ヶ所 3 河川 7 路線 

81,750 千円 

その他      8 ヶ所 

36,421 千円 

災害対策本部

設置日時 

平成 10 年 9

月 16 日 8 時

20 分 

閉鎖日時 

平成 10 年 9

月 16 日 17

時 40 分 

Ｈ11.5.10  
水害 

（雷雨）  
 岩村田  

床下浸水     1 ヶ所 

農作物関係（降雹）1.6ha 

公共土木施設関係 

 用水溢水   1 ヶ所 

その他 

 床下浸水（浅間中） 

1 ヶ所 

 

Ｈ11.8.14  
水害 

(熱帯低気圧)  
 市内全域  

被害総額 2,829,187 千円 

床下浸水    274 ヶ所 

床上浸水     8 ヶ所 

半壊       2 ヶ所 

公共土木関係  264 ヶ所 

1,949,790 千円 

農業関係 

541 ヶ所  685,933 千円 

農作物関係 

2.46ha 1,540 千円 

林業関係 

109 ヶ所 110,700 千円 

その他 

3 ヶ所 81,224 千円 

災害対策本部 

設置日時 

平成 11 年 

8 月 14 日  

19 時 

閉鎖日時 

平成 11 年 

8 月 16 日  

12 時 

Ｈ11.9.15 

～18 

水害 

(台風 16 号)  
 大和田  床下浸水     1 ヶ所  

12.7.4  
風水害 

（突風）  
 市内全域  

一部損壊    43 ヶ所 

床下浸水 

3 ヶ所 

農業関係      

8 ヶ所   1,570 千円 

林道関係 

6 ヶ所  3,500 千円 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｈ12.8.2  水害（雷雨）   岩村田  床下浸水     20 ヶ所  

Ｈ12.8.7  水害   三家 、 平賀下宿 床下浸水      4 ヶ所  

Ｈ12.8.10  水害（雷雨）   内山  床下浸水      3 ヶ所  

Ｈ12.8.26  水害（雷雨）   岩村田  床下浸水     1 ヶ所  

Ｈ12.9.17  水害   

平井、沓沢、

竹田、熊久

保、大沢、小

宮山、中込、

前山北中、糠

尾、常田、岩

村田、西耕

地、佐太夫町  

床下浸水    104 ヶ所 

農業関係 

 農業用施設   56 ヶ所 

 農地     181 ヶ所 

林道関係     2 ヶ所 

公共土木関係 

 道路関係    33 ヶ所 

 河川関係    13 ヶ所 

その他      1 ヶ所 

 

Ｈ13.6.10  

風水害 

（降雹、降

雨、突風）  

 

小田井、平

根、岸野、大

沢、前山、野

沢、平賀、内

山  

被害総額   70,236 千円 

家屋一部損壊    10 戸 

床下浸水      5 戸 

農作物関係 

19.53ha 68,621 千円 

公共土木関係 

8 ヶ所 1,600 千円 

落雷   1 ヶ所 15 千円 

 

Ｈ13.7.22  
水害 

（集中豪雨）  
 

岩村田、安

原、横根、上

平尾、常田  

被害総額    593 千円 

床下浸水      15 戸 

農業関係 

 農地 4 ヶ所 513 千円 

 その他（倒木） 

2 ヶ所 80 千円 

 

Ｈ13.8.21  
風水害 

(台風 11 号)  
 常和  自主避難      1 戸  

Ｈ13.9.10  
風水害 

(台風 15 号)  
 市内全域  

被害総額  775,982 千円 

自主避難      4 戸 

床上浸水      1 戸 

床下浸水      35 戸 

農業関係  275,440 千円 

 農地      80 ヶ所 

 農業施設   160 ヶ所 

 農作物     1.47ha 

 その他     3 ヶ所 

林道関係 

 21 路線 70 ヶ所 43,832 千円 

公共土木関係 

456,710 千円 

 道路      61 ヶ所 

 河川      62 ヶ所 

災害対策本

部 

設置日時 

平成 13 年 

9 月 10 日 

12 時 

閉鎖日時 

平成 13 年 

9 月 10 日 

16 時 50 分 

年月日 原  因 災害 被害地域 被害状況 備   考 
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箇所 

    
 橋梁      1 ヶ所 

 その他     3 ヶ所 
 

Ｈ14.8.4  集中豪雨   市内全域  

床上浸水      2 棟 

床下浸水      21 戸 

農業関係   5,738 千円 

 農地      20 ヶ所 

 農業施設    4 ヶ所 

土木関係 

 道路      9 ヶ所 

 

Ｈ14.10.1  
風水害 

(台風 21 号) 
 市内全域  

土木関係 

 道路      1 ヶ所 

 倒木      5 ヶ所 

農業関係 

 倒木      1 ヶ所 

林道関係 

 林道（倒木含む） 

13 ヶ所 

 

２ 旧臼田町 

年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｈ10.9.16  
風 水 害 

(台風 5 号)  
 田口  

被害総額   4,766 千円 

公共土木関係   2 ヶ所 
 

Ｈ11.8.14  
水 害 

(熱帯低気圧)  
 町内全域 

被害総額  121,413 千円 

公共土木関係   42 ヶ所 

(繰越額 27,275 千円)  

 

Ｈ12.9.17  水害   岩水  
被害総額   2,520 千円 

公共土木関係   1 ヶ所 
 

Ｈ13.9.10  
風 水 害 

(台風 15 号） 
 町内全域 

被害総額   57,991 千円 

公共土木関係   15 ヶ所 

(繰越額 8,120 千円)  

 

Ｈ14.10.1  
風 水 害 

(台風 21 号） 
 田口、湯原  

被害総額   5,265 千円 

公共土木関係   2 ヶ所 
 

Ｈ

16.10.20 

風 水 害 

(台風 23 号） 
 町内全域   

被害総額   13,925 千円 

公共土木関係   6 ヶ所 
 

３ 旧浅科村 

年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｓ34.7.6  集中豪雨   村内全域  

被害総額  400,000 千円 

農地流出、埋没、冠水 

376ha 

農地、土地等災害 38 ヶ所 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｓ34.8.14  台風 7号   村内全域  
被害総額  240,000 千円 

家屋の倒壊    15 戸等 
 

Ｓ34.9.11  降雹   村内全域  
被害総額  300,000 千円 

水稲の被害    430ha 
 

Ｓ34.9.26  
台 風 15 号 

(伊勢湾台風)  
 村内全域  

被害総額      不明 

家屋の倒壊     4 戸 
 

Ｓ43.6.22  降雹   村内全域  
被害総額   12,700 千円 

桑、野菜、果樹の被害  
 

Ｓ50.6.9  降雹   村内全域  
被害総額   43,476 千円 

桑、野菜、果樹の被害  
 

Ｓ57.8.1  台風 10 号   村内全域  
被害総額   48,000 千円 

農地、土木等災害 39 ヶ所 
 

Ｓ57.9.12  台風 18 号   村内全域  
被害総額  159,000 千円 

農地、土木等災害 39 ヶ所 
 

Ｓ58.9.28  台風 10 号   村内全域  
被害総額   55,000 千円 

農地、土木等災害 39 ヶ所 
 

Ｓ60.6.30  台風 6号   村内全域  
被害総額  213,900 千円 

農地、土木等災害 18 ヶ所 
 

Ｈ11.8.14  
水 害 

(熱帯低気圧)  
 村内全域  

最大雨量  143.5mm／日 

被害総額   46,000 千円 

避難世帯数    5 世帯 

避難人数      15 人 

住家の被害 

 床下       17 戸 

公共土木関係 

3 ヶ所 5,000 千円 

農業関係 

16 ヶ所 27,000 千円 

その他 

12 ヶ所 14,000 千円 

 

Ｈ12.7.4  
水 害 

(雷雨・降雹)  
 村内全域  

最大雨量    39mm／ｈ 

住家の被害 

 床下       7 戸 

降雹被害総額 40,699 千円 

（農作物被害） 

公共土木等関係 

  13 ヶ所 20,000 千円 

 

Ｈ12.8.26  
水 害 ・ 停 電 

（雷雨）  
 

御馬寄、 

中原  

降雨量      39.5mm 

住家の被害 

 床下       3 戸 

停電による下水マンホ

ールポンプ停止  

 

Ｈ12.9.11 

～12 
水害（豪雨）    農地災害     1 ヶ所  

Ｈ12.9.17  
水 害 

(集中豪雨)  
 村内全域  

住家の被害 

 床下       88 戸 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

    

農業関係 

40 ヶ所 2,162 千円 

林務関係     8 ヶ所 

公共土木関係   39 ヶ所 

その他      2 ヶ所 

 

Ｈ13.9.10  
水 害 

(台風 15 号)  
 村内全域  

住家の被害 

 床下       7 戸 

農業関係     10 ヶ所 

公共土木関係   3 ヶ所 

 

Ｈ14.10.1  
水 害 

(台風 21 号)  
 塩名田  

住家の被害 

 床下       2 戸 
 

Ｈ16.10.20  
水 害 

(台風 23 号)  
 村内全域  

農地関係 

9 ヶ所 7,500 千円 

農業用施設関係 

3 ヶ所 2,320 千円 

公共土木関係 

8 ヶ所 6,850 千円 

林道関係     2 ヶ所 

千曲川警戒水位に達する

住家の被害 

 床下      3 世帯 

 

４ 旧望月町 

年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｓ34.7.6  集中豪雨   本牧～布施  

被害総額      不明 

住家の被害 

全壊       3 戸 

 半壊       9 戸 

 床上      126 戸 

 床下      638 戸 

16:30 頃から

約 3 時間雷を

伴う豪雨 

（救助費） 

旧本牧町 

396,745 円 

旧布施村 

185,815 円 

Ｓ34.7.6  集中豪雨  

城
光
院
裏
山  

 

被害総額      不明 

建物の被害 

全壊       1 件 

大雨による

傾斜地の表

土が崩落、

墓地等に被

害  

Ｓ34.8.15  台風 7号   町内全域  

被害総額    7 億円余 

人的被害 

 負傷者      12 名 

住家の被害 

全壊       54 戸 

 半壊      119 戸 

 床上      146 戸 

 床下       35 戸 

（救助費） 

4,233,173 円 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｓ34.9.25  
台 風 15 号 

(伊勢湾台風)  
 町内全域  

被害総額    380 万円 

農作物 

 その他被害総額  不明 

住家の被害 

全壊       23 戸 

 半壊       74 戸 

（救助費） 

1,749,885円 

Ｓ43 梅雨  
御
牧
原 

 

被害総額      不明 

建物の被害 

半壊       1 件 

長 雨 に よ

り、急傾斜

農 地 が 崩

落、人家を

押しつぶし

た。  

Ｓ47.9.16 

～17 
台風 20 号   町内全域  被害総額   2,102 万円 

（救助費） 

118,620 円 

Ｓ56.7.13 

～14 
集中豪雨   高呂～入布施  

被害総額    500 万円 

住家の被害 

床下       1 戸 

 

Ｓ56.8.23  台風 15 号   町内全域  

被害総額    4 億円余 

住家の被害 

床下       31 戸 

総雨量 

141.5mm 

時間雨量 

27mm 

Ｓ56.8.23  台風 15 号  
新

田  
 

被害総額      不明 

建物の被害 

床下       1 件 

神の尾用水

が越流し、

農地・人家

に浸水し、

水路も崩壊

した。  

Ｓ56.8.23  台風 15 号  
入
片
倉 

 

被害総額      不明 

建物の被害 

床下       13 件 

谷田用水に

造成地の表

土 が 流 入

し、用水が

越流し、人

家に被害が

及んだ。  

Ｓ57.8.1  台風 10 号   町内全域  

被害総額    5 億円余 

住家の被害 

床下       3 戸 

総雨量 

84.5mm 

時間雨量 

11.5mm 

風致木多  

Ｓ57.9.12  台風 18 号   町内全域  

被害総額    5 億円余 

住家の被害 

床下       34 戸 

総雨量 

168mm 

時間雨量 

11mm 
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年月日 原  因 
災害 

箇所 
被害地域 被害状況 備   考 

Ｓ57.9.12  台風 18 号  

中
居(

東) 

 被害総額      不明 

大雨により

路肩が崩壊

し、土砂が

人家にまで

及んだ。  

Ｓ57.9.12  台風 18 号  協
西 

 

被害総額      不明 

住家の被害 

床下       3 件 

茂田井用水

が越流して

道 路 の 冠

水、人家へ

の被害が発

生した。  

Ｓ58.9.28  台風 10 号   町内全域  

被害総額   3.5 億円余 

人的被害 

死者       1 名 

住家の被害 

床下       14 戸 

総雨量 

182mm 

時間雨量 

17mm 

Ｓ60.6.30 

～7.1 
台風 6号   町内全域  

被害総額    6 億円弱 

住家の被害 

床上       1 戸 

 床下       1 戸 

総雨量 

125mm 

時間雨量 

14.5mm 

Ｓ60.7.1  台風 6号  
土

林  
 被害総額      不明 

大雨により

ダンプ道路

の路肩が崩

壊し、土砂

が水路・道

路を遮断し

た。  

Ｈ3.8.30 

～8.31 
台風 14 号   町内全域  被害総額    2 億円弱 

総雨量 

85mm 

時間雨量 

15.5mm 

５ 佐久市 

年月日  原  因  
災害 

箇所  
被害地域  被害状況  備   考  

H18.5.20  
水害 

(豪雨災害)  
 

東、浅間、野

沢、中込、臼

田、望月 

農地関係     5 箇所 

農業施設関係   17 箇所 
 

H18.7.17  
水害 

(停滞前線)  
 

浅間、野沢、 

中 込 、 東 、 

臼田、浅科、

望月 

農地関係     87 箇所 

農業施設関係  132 箇所 

林業施設関係   25 箇所 

被害総額 

(H18年度計) 

76,601 千円 
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年月日  原  因  
災害 

箇所  
被害地域  被害状況  備   考  

H19.9.6 
水害 

(台風９号)  
 

浅間、野沢、

中込、東、臼

田、浅科、望

月 

農地関係    273 箇所 

農業施設関係  284 箇所 

公共土木関係   79 箇所 

林業施設関係  101 箇所 

被害総額 

1,011,953 千円

農道橋 4 橋 

松井橋外 3

橋 

H20.7.26

～7.27 

水害 

(豪雨災害) 
 

浅間、中込、

東、望月 

農地関係     22 箇所 

農業施設関係   19 箇所 

林業施設関係    2 箇所 

 

H20.8.30 
水害 

(豪雨災害) 
 

中込、野沢、

東 、 浅 科 、 

臼田、望月 

農地関係     21 箇所 

農業施設関係   8 箇所 

被害総額 

(H20年度計) 

46,342 千円 

H21.6.22 
水害 

(豪雨災害) 
 

浅間、中込、

臼田 

農地関係     7 箇所 

農業施設関係   30 箇所 
 

H21.8.8 
水害 

(豪雨災害) 
 望月 

農地関係     2 箇所 

農業施設関係   1 箇所 
 

H22.7.1 
水害 

(豪雨災害) 
 

浅間、野沢、

中 込 、 東 、 

臼田、浅科、

望月 

人的被害 死者  1 名 

公共土木関係   78 箇所 

農地関係    225 箇所 

農業施設関係  176 箇所 

林業施設関係   16 箇所 

 

H22.8.25

～8.26 

水害 

(豪雨災害) 
 

浅間、中込、

東、浅科、望

月 

農地関係     6 箇所 

農業施設関係   13 箇所 

被害総額 

(H22年度計) 

106,176 千円 

H23.5.30 
水害 

(台風２号) 
 

野沢、中込、

臼田、浅科、

望月 

農地関係     2 箇所 

農業施設関係   4 箇所 
 

H23.7.13 
水害 

(豪雨災害) 
 望月 農地関係     1 箇所  

H23.8.7 
水害 

(豪雨災害) 
 

野沢、臼田、

浅科 

農地関係     21 箇所 

農業施設関係   13 箇所 
 

H23.8.14 
水害 

(豪雨災害) 
 

浅間、野沢、

東 、 浅 科 、 

望月 

農地関係     8 箇所 

農業施設関係   7 箇所 
 

H23.9.21 
水害 

(台風１５号) 
 

浅間、野沢、

中込、臼田、

浅科、望月 

農地関係     17 箇所 

農業施設関係   23 箇所 

被害総額 

(H23年度計) 

42,896 千円 
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年月日  原  因  
災害 

箇所  
被害地域  被害状況  備   考  

H24.6.19 
水害 

（台風 4 号） 
 

中込、野沢、

東 、 浅 科 、 

望月 

農地関係   1 箇所 

農業施設関係 6 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H24.7.9 
水害 

（豪雨災害） 
 臼田 

農地関係   1 箇所 

農業施設関係 0 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H24.7.28

～7.29 

水害 

（豪雨災害） 
 

浅間、野沢、

東、望月 

農地関係   6 箇所 

農業施設関係 6 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係 5 箇所 

 

H24.8.14 
水害 

（豪雨災害） 
 臼田、望月 

農地関係   2 箇所 

農業施設関係 1 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H24.9.30 
水害 

(台風 17 号） 
 

中込、野沢、

東 、 臼 田 、  

浅科、望月 

農地関係   4 箇所 

農業施設関係 4 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係 5 箇所 

被害総額 

(H24 年度計) 

20,078 千円 

H25.4.21 雪害  

浅間、中込、

野 沢 、 東 、 

臼田、浅科、 

望月 

農地関係    箇所 

農業施設関係 5 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H25.9.15

～9.16 

水害 

(台風 18 号） 
 

浅間、中込、

野 沢 、 東 、 

臼田、浅科、 

望月 

農地関係  309 箇所 

農業施設関係 420 箇所 

公共土木関係 245 箇所 

林業施設関係 70 箇所 

 

H25.10.15

～10.16 

水害 

(台風 26 号） 
 

浅間、中込、

野沢、東、望

月 

農地関係   0 箇所 

農業施設関係 10 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H25.10.26 
水害 

(台風 27 号） 
 中込、東 

農地関係    箇所 

農業施設関係  箇所 

公共土木関係 2 箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H26.2.14

～2.15 
雪害  佐久市全域 

農地関係    箇所 

農業施設関係 1,798 箇所  

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

被害総額 

(H25 年度計) 

1,719,417 

千円 
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年月日  原  因  
災害 

箇所  
被害地域  被害状況  備   考  

H26.10.5

～10.6 

水害 

(台風 18 号） 
 

野 沢 、 東 、  

臼田、望月 

農地関係   0 箇所 

農業施設関係 3 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係 1 箇所 

被害総額 

(H26 年度計) 

2,268 千円 

H27.8.2 
水害 

（豪雨災害） 
 浅科、望月 

農地関係   2 箇所 

農業施設関係 2 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H27.8.5 
水害 

（豪雨災害） 
 

浅間、浅科、

望月 

農地関係   6 箇所 

農業施設関係 6 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係 1 箇所 

 

H27.9.10 
水害 

（豪雨災害） 
 浅科、望月 

農地関係   4 箇所 

農業施設関係 2 箇所 

公共土木関係  箇所 

林業施設関係  箇所 

 

H27.9.11 
水害 

(豪雨災害) 
 望月 

農地関係    箇所 

農業施設関係  箇所 

公共土木関係 6 箇所 

林業施設関係  箇所 

被害総額 

(H27年度計) 

17,874 千円 

R 元.10.12 
水害 

(台風 19 号) 
 

浅間、中込、

野沢、東、 

臼田、浅科、

望月 

人的被害    死者 2 名 

軽傷 18 名 

農地関係   1,880 箇所 

農業施設関係 1,476 箇所 

公共土木関係  351 路線 

林業施設関係  598 箇所 

住宅被害 

床上浸水    134 軒 

床下浸水    947 軒 

1 級河川（26 河川） 

     200 箇所 

被害総額 

約

13,385,749

千円 

(R2.8.31 現

在) 
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12－２ 台風の大きさと強さの分類                （危機管理課調） 

気象庁は台風のおおよその勢力を示す目安として、下表のように風速(10 分間平均)をもと

に台風の「大きさ」と「強さ」を表現します。「大きさ」は「強風域（平均風速 15ｍ／ｓ以

上の強い風が吹いているか、地形の影響などがない場合に吹く可能性がある範囲）」の半径

で、台風の「強さ」は「最大風速（10 分間平均した値）」で区分しています。 

 さらに、強風域の内側で平均風速 25ｍ／ｓ以上の風が吹いているか、地形の影響などがな

い場合に吹く可能性がある範囲を暴風域と呼びます。 

 

強さの階級分け 
 

階級  最大風速（10 分間平均した値） 

強い  33ｍ／ｓ（64 ノット）以上～44ｍ／ｓ（85 ノット）未満  

非常に強い  44ｍ／ｓ（85 ノット）以上～54ｍ／ｓ（105 ノット）未満  

猛烈な  54ｍ／ｓ（105 ノット）以上  

 

 

 

 

大きさの階級分け 
 

階級  風速 15ｍ／ｓ以上の半径  

大型（大きい）  500km 以上～800km 未満  

超大型（非常に大きい）  800km 以上  

 

 

 

1669(～1670) 
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12－３ 気象庁震度階級関連解説表          （危機管理課調） 

 （平成 21 年３月） 

 

震 

度 

階 

級  

人   間  屋内の状況  屋外の状況  

０  
人は揺れを感じないが、地震計に

は記録される。  
- - 

１  
屋内で静かにしている人の中には

揺れをわずかに感じる人がいる。 
- - 

２  

屋内で静かにしている人の大半

が、揺れを感じる。眠っている人の

中には、目を覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。 
- 

３  

屋内にいる人のほとんどが、揺れ

を感じる。歩いている人の中には、

揺れを感じる人もいる。眠っている

人の大半が、目を覚ます。 

 棚にある食器類が、音を立てるこ

とがある。  

 

 電線が少し揺れる。  

４  

ほとんどの人が驚く。歩いている

人のほとんどが揺れを感じる。眠っ

ている人のほとんどが目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺

れ､棚にある食器類は音を立てる。

座りの悪い置物が、倒れることがあ

る。 

 電線が大きく揺れる。 

 自動車を運転していて、揺れに気付く

人がいる。 

５ 

弱  

大半の人が、恐怖を覚え、物につ

かまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺

れ､棚にある食器類、書棚の本が落

ちることがある。座りの悪い置物の

大半が倒れる。固定していない家具

が移動することがあり、不安定なも

のは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちることが

ある。電柱が揺れるのがわかる。道路に

被害が生じることがある｡ 

５ 

強  

大半の人が、物につかまらないと

歩くことが難しいなど、行動に支障

を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落

ちるものが多くなる。テレビが台か

ら落ちることがある。固定していな

い家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることがある。

補強されていないブロック塀が崩れるこ

とがある。据付けが不十分な自動販売機

が倒れることがある。自動車の運転が困

難となり、停止する車もある。 

６ 

弱 
 立っていることが困難になる。  

固定していない家具の大半が移動

し、倒れるものもある｡ドアが開か

なくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

ることがある。 

６ 

強 立っていることができず、はわな

いと動くことができない。揺れにほ

んろうされ、動くこともできず、飛

ばされることもある。 

固定していない家具のほとんどが

移動し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物が多くなる。補強されていないブ

ロック塀のほとんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとんどが

移動したり倒れたりし、飛ぶことも

ある｡  

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する

建物がさらに多くなる。補強されている

ブロック塀も破損するものがある。 
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震 

度 

階 

級 

木造建物（住宅） 

鉄   筋 

コンクリート 

建 造 物 
地盤の状況 斜面等の状況 

耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い 

５

弱 
－ 

壁などに軽微なひ

び割れ・亀裂がみら

れることがある。 

  
亀裂や液

状化が生じ

ることがあ

る。 

落石やがけ崩

れが発生するこ

とがある。 
５

強 
－ 

壁などにひび割

れ・亀裂がみられる

ことがある。 

－ 

壁、梁（はり）、

柱などの部材に、ひ

び割れ・亀裂が入る

ことがある。 

６

弱 

壁などに軽微

なひび割れ・亀

裂がみられるこ

とがある。 

壁などのひび割

れ・亀裂が多くな

る。 

壁などに大きなひび

割れ・亀裂が入るこ

とがある。 

 瓦が落下したり、

建物が傾いたりする

ことがある。倒れる

ものもある。 

壁 、 梁 （ は

り）、柱などの部

材に、ひび割れ・

亀裂が入ることが

ある。 

壁、梁（はり）、

柱などの部材に、ひ

び割れ・亀裂が多く

なる。 

地割れが

生じること

がある。 

がけ崩れや地

すべりが発生す

ることがある。 

６

強 

壁などにひび

割れ・亀裂がみ

られることがあ

る。 

壁などに大きなひ

び割れ・亀裂が入る

ものが多くなる。 

傾くものや、倒れる

ものが多くなる。 

壁 、 梁 （ は

り）、柱などの部

材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

 

壁、梁（はり）、

柱などの部材に、斜

めや X 状のひび割

れ・亀裂がみられる

ことがある。 

１階あるいは中間階

の柱が崩れ、倒れる

ものがある。 

大きな地

割れが生じ

ることがあ

る。 

がけ崩れが多

発し、大規模な

地すべりや山体

の崩壊が発生す

ることがある。 

７ 

壁などのひび割

れ・亀裂が多く

なる。 

まれに傾くこと

がある。 

傾くものや、倒れ

るものがさらに多く

なる。 

壁、梁（はり）、

柱などの部材に、

ひび割れ・亀裂が

さらに多くなる。 

1 階あるいは中間

階が変形し、まれ

に傾くものがあ

る。 

壁、梁（はり）、柱

などの部材に、斜め

や X 状のひび割れ・

亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階

の柱が崩れ、倒れる

ものが多くなる。 

  

 

（注1） 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭和

56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや

壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。

既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注2） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地を含む）

を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注3） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震の

ように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 

（注4） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は

耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の

配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐 震性の高低が決まるものではない。既存

建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注5） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも軽微なひび割れがみられることがある。 

（注6） 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

（注7） 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地

盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの

被害が発生することがある。 

（注8） 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の

崩壊土砂が土石流化することもある。 
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ライフライン・インフラ等への影響 

 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装置が

作動し、ガスの供給を停止する。さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位で

ガス供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合

わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準

は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地 震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等によ

る安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況 （ふくそう）が起こるこ

とがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時

に、通信事業者により災害用伝言ダイヤル や災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動

停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。 

 

大規模構造物への影響 

大規模空間を有する施設

の天井等の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被

害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

 

 

留意事項 

1. 気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。この資料は、あ

る震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述

される現象から震度が決定されるものではありません。 

2. 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であり、同じ市町村であっ

ても場所によって震度が異なるこ とがあります。また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、

同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。 

3. 震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1回あたりの時間の長さ）及び継

続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害は異なります。 

4. この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述しており、これより大

きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての

現象が発生するわけではありません。 

5. この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5年程度で定期的に内容を点検し、新た

な事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更します。 

6. この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を用いています。 

 

用語 意味 

まれに 極めて少ない。めったにない。 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどよりは少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が （ も ） あ る 、 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量・程度の概数を表

現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われている場合に使用。 
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12－４ 浅間山噴火活動の主な記録          （危機管理課調） 

年 月  日 記    事 

685 年（天武天皇 14）  噴火 

1108 年（天仁元） 9 月 5 日 

大噴火 

 広範囲の降灰砂、田畑大被害。追分火砕流及び

舞台溶岩流が火口外に流出。噴出物約 30億ト

ン。 

1281 年（弘安 4） 7 月 3 日 噴火 

1427 年（応永 34） 7 月 噴火 

1527 年（大永 7）  噴火 

1528 年（享禄元）  噴火 

1532 年（享禄 4） 1 月 14 日 

噴火  

 噴石は火口から 8km にわたって落下、直径 25ｍ

以上の「七尋石」が残っている。降灰は 120km に

及びその後の雨とともに積雪が融解流下し、山麓

の道路、人家に被害。このあと同年中（天文元

年）更に噴火。 

1596 年（慶長元） 5、8 月 
噴火  

 噴石のため死者多数。 

1598 年（慶長 3）  噴火 

1604 年（慶長 9）  噴火 

1605 年（慶長 10）  噴火 

1609 年（慶長 14）  噴火 

1644 年（正保元）  噴火 

1645 年（正保 2） 2、5 月 噴火 

1647 年（正保 4） 2、3 月 噴火 

1648 年（慶安元） 3 月 

噴火  

 1ｍ以上の積雪を融解、追分を流失、夏にも噴

火。 

1649 年（慶安 2）  噴火 

1651 年（慶安 4）  噴火 

1652 年（承応元）  
噴火  

 噴石のため山麓焼ける。 

1655 年（明暦元）  噴火 

1656 年（明暦 2）  噴火 

1657 年（明暦 3）  噴火 

1658 年（万治元）  噴火  鳴動 

1659 年（万治 2）  噴火  鳴動 降砂 

1660 年（万治 3）  噴火 

1661 年（寛文元）  噴火  年間数回 

1704 年（宝永元）  噴火 

1706 年（宝永 3）  噴火 

1708 年（宝永 5）  噴火  江戸に降砂 

1709 年（宝永 6）  噴火  広範囲に降灰 
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1710 年（宝永 7）  噴火 

1711 年（正徳元）  噴火  降灰 

1717 年（享保 2）  噴火 

1718 年（享保 3）  噴火  鳴動 

1720 年（享保 5）  噴火 

1721 年（享保 6）  
噴火  

 噴石のため登山者 15名死亡、重傷 1名。 

1722 年（享保 7）  噴火 

1723 年（享保 8）  噴火 

1728 年（享保 13）  噴火 

1729 年（享保 14）  噴火  降灰 

1731 年（享保 16）  噴火 

1732 年（享保 17）  噴火 

1733 年（享保 18）  噴火  噴石 

1754 年（宝暦 4）  
噴火  

 夏から秋に数回、降灰のため作物被害。 

1776 年（安永 5）  噴火  降灰 

1777 年（安永 6）  
噴火  

 数度にわたり噴火。 

1783 年（天明 3）  

大噴火 

 5 月 9日から 8 月 5日ころまで約 90 日間活動。

特に 7 月 28 日には江戸で戸障子振動し降灰あ

り。8 月 2 日には火山雷・噴石のため前掛山は火

の海となった。8 月 3日には牙山にも噴石落下、

山麓まで山火事、銚子にまで降灰。8 月 4 日は関

東中部で降灰のため昼も暗夜のようになり、北麓

に吾妻火砕流を流出。8月 5 日の午前の大爆発と

共に鎌原火砕流が発生、北麓に流下、下流では泥

流に変じ吾妻川を塞ぎ、次いで決壊、多量の水が

利根川に出て流域の村落を流失した。鎌原火砕流

発生直後に鬼押出溶岩が北側斜面を流下。死者

1,151 名、流失家屋 1,061 戸、焼失家屋 51 戸、倒

壊家屋 130 戸余、噴出物総量 4.5×108m3。 

1803 年（享和 3）  

噴火  

 7 月 4日降灰、11 月 7日噴石のため分去茶屋倒

壊。11 月 20 日江戸に降灰。 

1815 年（文化 12） 2 月 噴火 

1869 年（明治 2）  
噴火  

 春から秋にたびたび噴火。 

1875 年（明治 8） 6 月 噴火  降灰 

1879 年（明治 12） 9 月 噴火 

1889 年（明治 22） 12 月 
噴火  

 噴石のため山火事。鳴動。 

1890 年（明治 23）  噴火 
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1891 年（明治 24）  噴火 

1892 年（明治 25）  噴火 

1894 年（明治 27）  
噴火  

 4～6 月に数回噴火、降灰、爆発音。 

1899 年（明治 32）  

噴火  

 3、7、8 月に噴火、8月 7 日爆発音・降灰が関

東北部まで。 

1900 年（明治 33）  

噴火  

 1～4 月噴火、爆発音大、空振、噴石、降灰広範

囲。8、11、12 月に噴火、降灰、鳴動。 

1901 年（明治 34） 
4～8 月、10

月 
噴火  降灰 

1902 年（明治 35）  噴火  鳴動 降灰 

1904 年（明治 37） 8 月 噴火  降灰 

1905 年（明治 38） 10 月 鳴動 

1906 年（明治 39） 4、5 月 噴火  鳴動 

1907 年（明治 40） 1、3、8月 噴火  鳴動 降灰 

1908 年（明治 41） 2、8、9月 噴火  鳴動または降灰。 

1909 年（明治 42）  

噴火  

 1 月 29 日空振のため山麓で小被害。4 月噴煙多

量、関東地方北部に降灰。5 月 31 日爆発音 80km

まで、降灰広範囲。7月 7 日関東北部に降灰。8、

11 月鳴動、12月 7 日空振のため山麓で家屋、窓

ガラス被害。東京でも家屋振動、降灰は太平洋

岸、鳴響は仙台付近及び美濃東部に及ぶ。山林焼

失する。 

1910 年（明治 43）  

噴火  

 2、5、7、10、11 月に鳴動または降灰など。12

月 2、15、16、25 日には爆発音100km以上に及ぶ。 

1911 年（明治 44）  

噴火  

 1～4 月活発に活動、爆発音大、降灰広範囲で、

しばしば関東北・中部に及ぶ。特に爆発音は 1月

18 日には東方 100～150km 以上、4月 3、4 日には

富山県まで。5月 8 日噴石多量、死者 1名、負傷

者 2 名、空振による家屋の被害、爆発音 240km に

及ぶ。7～9 月時々噴火、8 月 15 日死者多数。12

月 22 日、12 月 3 日爆発音 100km 以上に及ぶ。 

1912 年 

（明治 45～大正元） 
 

噴火  

 1、2、4、7 月時々噴火、爆発音、降灰。10月

連続して噴火し、火口底浅くなる。12 月噴火続

き、火口底さらに浅くなり火口縁と同じくらいに

なる。 
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1913 年（大正 2）  

噴火  

 2、4～11 月活発に噴火、爆発音大、降石、降灰

広範囲。特に 5月 29 日登山者、死者 1名、負傷 1

名。6 月 17 日には降灰は東方太平洋まで、爆発音

の外聴域出現。 

1914 年（大正 3）  

噴火  

 1～6 月、11～12 月活発に噴火、爆発音大（東

京でも聞こえる）、降灰広範囲。特に 3月 3 日空

振強く山麓で戸障子はずれる。 

1915 年（大正 4）  活動衰えたが、5、6、8月に山頂赤く見える。 

1916 年（大正 5） 5～10 月 弱い噴火 

1917 年（大正 6） 5、7 月 弱い噴火 

1919 年（大正 8） 3、5、7、8 月 

噴火  

 3 月 14 日噴火、噴石、降灰砂。5、7、8 月に弱

い噴火。 

1920 年（大正 9） 12 月 

噴火  

 連続的に噴石活動、噴煙多量、12 月 14 日噴石

のため峰の茶屋焼失、軽石多量噴出。12月 22 日

山火事 200ha 以上。 

1921 年（大正 10）  

噴火  

 1～6 月噴火活発、1月 18 日、6 月 4日に空振の

ため山麓で戸障子破損。その他鳴動、降灰。 

1922 年（大正 11）  

噴火  

 1～3 月噴火、噴石、降灰。 

 特に 1月 14 日爆発音が東京でも聞こえ、山麓

で空振のため戸障子破損。 

1927 年（昭和 2）  

噴火  

 9～12 月噴火、4 月頃から噴煙の増加が始ま

り、9 月から鳴動、10月には爆発音大、降灰もあ

った。 

1928 年（昭和 3）  

噴火  

 2 月 23 日爆発音大、山麓で空振のため戸障子破

損、噴石広範囲で分去茶屋焼失、屋根の破損多

数。3 月は数回噴火し、鳴動、降灰など。7 月も

数回噴火し、鳴動、降灰。 

1929 年（昭和 4）  

噴火  

 9 月 5日山頂有感地震。9 月 18 日直径 30～60cm

の噴石が 3km も飛び、山林焼失。山麓で空振のた

め戸障子破損。爆発音の外聴域出現。4、10、11

月にも 1回ずつ噴火。 

1931 年（昭和 6）  

噴火  

 3 月、6～7 月に 1 回～数回の噴火、降灰。8月

は活発に活動し噴石、降灰など。特に 20日に死

者 3 名、爆発音の外聴域出現。9月前半に数回噴

火、降灰、噴石。10、12 月数回噴火し、特に 12 
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月 8 日には空振のため山麓でガラス破損、爆発音

の外聴域出現、関東南部まで降灰。 

1932 年（昭和 7）  

噴火  

 2～7 月毎月十数回～数十回噴火。爆発音大、降

灰広範囲の噴火もあった。9 月にも数回噴火、鳴

動、降灰。 

1934 年（昭和 9）  
噴火  

 1、2、6月に 1回～2回噴火、降灰。11月鳴動。 

1935 年（昭和 10）  

噴火  

 1、2 月に 1 回ずつ噴火。4 月に数回噴火し特に

20 日は爆発音、空振が大きく山麓で戸障子はずれ

ガラス破損。5月も活発でしばしば山火事発生。6

～11 月も毎月数回噴火、農作物被害。 

1936 年（昭和 11）  

噴火  

 2～4 月、7～11 月に毎月数回～十数回の噴火。

特に 7 月 22 日には爆発音の外聴域出現。7 月 29

日及び 10月 17 日には登山者それぞれ 1名死亡。 

1937 年（昭和 12）  

噴火  

 2～7月に毎月数回噴火。3 月 18 日爆発音、空振大

きく山麓で戸障子被害、降灰は関東中部に及ぶ。 

1938 年（昭和 13）  

噴火  

 3～12 月に毎月数回～数十回噴火。5月 21 日に

爆発音の外聴域出現、山麓でガラス破損。6 月 7

日降灰多量。噴出物総量 2×105m3。7 月 16 日登山

者遭難若干名、農作物被害。9 月 20 日に山麓でガ

ラス破損。10 月 4 日、12 月 11 日、12 月 28 日に

爆発音大きく可聴域大。9 月 26 日 13 時 43 分噴煙

高度 8,200ｍ。 

1939 年（昭和 14）  

噴火  

 全月数回噴火。2 月 2日、2 月 15 日には爆発音

は大きく可聴域大。 

1940 年（昭和 15）  

噴火  

 2、4～6、9～11 月に毎月数回、12 月から噴火

回数増加。 

1941 年（昭和 16）  

噴火  

 全月十数回～数十回噴火。4 月 1 日爆発音の可

聴域大、山麓でガラス破損多数。7 月 9日死者 1

名、負傷者 1 名。 

1942 年（昭和 17）  

噴火  

 全月数回～数十回噴火。5 月には可聴域大、山

火事など。 

1944 年（昭和 19）  
噴火  

 6～12 月に毎月数回～数十回噴火。 

1945 年（昭和 20）  
噴火  

 1～8、10～11 月に数回～数十回噴火。 
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1946 年（昭和 21）  
噴火  

 10 月に 1 回噴火。 

1947 年（昭和 22）  

噴火  

 6、7、8 月に 1 回ずつ噴火。8月 14 日 12 時 17

分の噴火では噴石、降灰、山火事、噴煙高度

12,000ｍ、登山者 11 名死亡。 

1949 年（昭和 24）  

噴火  

 3、4、7～10 月噴火。8 月 15 日負傷者 4、特に

9 月活発、9 月 3、21 日は爆発音の外聴域出現。 

1950 年（昭和 25）  

噴火  

 9 月 23 日 04 時 37 分の噴火で登山者 1 名死亡、

6 名負傷、山麓でガラス破損、爆発音の外聴域出

現。10、12 月にも 1 回ずつ噴火、噴石、降灰。 

1951 年（昭和 26）  
噴火  

 2～6 月に 1 回～数回の噴火。 

1952 年（昭和 27）  
噴火  

 6 月に 3 回噴火、降灰。 

1953 年（昭和 28）  
噴火  

 12 月に 6 回噴火、降灰。 

1954 年（昭和 29）  

噴火  

 1～7 月毎月数十回、8月以後 10月を除き毎月

数回噴火。6 月 24 日関東南部に達する降灰。9月

6 日かなりの範囲に噴石、降灰。 

1955 年（昭和 30）  

噴火  

 1～6 月毎月 1回～数十回噴火。6 月 11 日爆発

音の外聴域出現。 

1958 年（昭和 33）  

噴火  

 10～12 月活発に噴火。11 月 10 日 22 時 50 分爆

発、爆発音の可聴域大、多量の噴石、火砕流、降

灰、噴出物総量 3.6×105m3、空振による山麓のガ

ラス・戸障子の被害広範囲、爆発地震の震度 II

（追分）。 

1959 年（昭和 34）  

噴火  

 3～8 月毎月 1回～十数回噴火し時々降灰。4月

14 日は噴石のため山腹に多数の山火事、関東南部

まで降灰。 

1961 年（昭和 36）  

噴火  

 8～11 月に毎月 1 回から数十回噴火。8 月 18 日

に 23 か月ぶりに噴火、かなりの範囲に噴石、降

灰、行方不明 1名、耕地、牧草に被害、噴出物総

量 7×104m3。 

1965 年（昭和 40）  

噴火  

 5 月に弱い噴火、黒煙のみ確認。その後、約 4

年間地震活動の活発な状態続く。 
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1973 年（昭和 48）  

噴火  

 2 月 1日に 11 年 3 か月ぶり（1965 年 5 月の弱

い噴火を除く）に大きな噴火をして 5 月 24 日ま

で活動。2 月 1日空振により山麓でガラス戸破

損。小規模の火砕流が 3回発生。 

1982 年（昭和 57） 

4 月 26 日 

噴火  

 02 時 25 分に 9 年ぶりに中噴火。活動は 4 時間

余り続いたが、06 時 40 分頃おさまる。降灰は浅

間山周辺から埼玉県・東京都・千葉県一帯。総量

は約 7 万トン。 

10 月 2 日 

微噴火 

 09 時 58 分微噴火。群馬県長野原町の浅間牧場

及び浅間園付近に微量の降灰。 

1983 年（昭和 58） 4 月 8 日 

爆発  

 01 時 59 分中爆発。山頂方面で電光と火柱。山

腹に山火事。周辺地域に火山礫。関東北部と福島

県の一部まで降灰。 

1990 年（平成 2） 7 月 20 日 
微噴火 

 東側山麓に微量の降灰。 

1999 年（平成 11） 8 月 8～10 日 地震多発 

2000 年（平成 12） 9 月 18～22 日 地震多発 

2003 年（平成 15） 2 月 6 日 
微噴火 

 山頂火口周辺部に少量の火山灰を噴出。 

2004 年（平成 16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

噴火  
 9 月 1 日に 21 年ぶりに大きな爆発音と空振を伴い

爆発・活動再開。山頂の北東 6km まで最大 3cm の火

山礫が降下、北東の群馬県・福島県（最遠は相馬

市）の一部で降灰。 

 9 月 14～18 日 小噴火が続き、南東の軽井沢町で

降灰多量、群馬県・東京都・神奈川県・千葉県（最

遠は勝浦市）の一部でも降灰。河口底に新しい溶岩

出現。 

 9 月 23 日 中程度の爆発音と空振を伴う爆発。軽

井沢町追分・御代田町御代田で爆発地震震度 1。山

頂の北北東 4km に最大 3cm の火山礫降下、群馬県、

新潟県・山形県（最遠は東根市）の一部で降灰。 

 9 月 29 日 弱い爆発音と空振を伴う爆発。軽井沢

町追分・御代田町御代田で爆発地震震度 1。山頂の

北 4km に最大 4cm の火山礫降下、北から北北東の群

馬県嬬恋村・長野原町・草津町等の一部で降灰。 

 11 月 14 日 大きな爆発音と中程度の空振を伴い

爆発。山頂の東 4km に 4～5cm の火山礫（最大

7.5cm）が降下、長野県・群馬県・栃木県の一部で

降灰。 
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2008 年の噴火リスト 

 

2009 年の噴火リスト 

通し 

番号 
噴火日時 噴火表現 

火口縁上の 

噴煙の高さ(m) 
流向 備考 

1 2009 年 2 月 2 日 

01 時 51 分頃 

～ 

08 時 00 分頃 

小噴火 2,000 南東 

火口から約１キ

ロメートルに弾

道を描いて飛散

する大きな噴石

が飛散。降灰は

関東地方南部ま

で確認。  

2 2009 年 2 月 9 日 
06 時 34 分頃～ 

10 時 15 分頃 

ごく小規模な噴

火 
400 東 

軽井沢町の一部

の地域で微量の

降灰を確認。 

3 

2009 年 2 月 9 日 

～ 

2009 年 2 月 12 日 

9 日 11 時 30 分

頃～ 

12 日 08 時頃 

小噴火 

 9 日 17 時 10 分頃 

 高さ：1000m  

 流向：北東 

10 日 04 時 50 分頃 

 高さ：1400m  

 流向：南東 

11 日 02 時 50 分頃 

 高さ：1000m 流向：東 

軽井沢町の一部

の地域で微量の

降灰を確認。 

4 

2009 年 2 月 12 日 

16 時 51 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
300 南東   

5 18 時 07 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
400 南東  

6 
21 時 02 分頃～ 

22 時 12 分頃 

ごく小規模な 

噴火 
500 南東  

7 2009 年 2 月 16 日 
13 時 00 分頃 

～14 時 00 分頃 

ごく小規模な 

噴火 
400 東   

8 2009 年 2 月 16 日 16 時 35 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
雲のため不明 

東京大学浅間火

山観測所で微量

の降灰を確認。 

9 2009 年 2 月 17 日 18 時 33 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
400 東 

 

 

通し 

番号 
噴火日時 噴火表現 

火口縁上の 

噴煙の高さ(m) 
流向 備考 

1 2008 年 8月 10 日 02 時 37 分頃 ごく小規模な噴火 400 南東  

2 2008 年 8月 11 日 20 時 05 分頃 ごく小規模な噴火 200 南  

3 2008 年 8月 14 日 07 時 59 分頃 ごく小規模な噴火 400 南東  
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10 2009 年 3 月 15 日 23 時 48 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
200 東   

11 2009 年 4 月 14 日 07 時 32 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
400 北東   

12 2009 年 4 月 30 日 20 時 02 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
500 北東   

13 2009 年 5 月 3 日 03 時 20 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
400 北東   

14 2009 年 5 月 27 日 01 時 41 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
600 直上   

 
2015 年の噴火リスト 

通し 

番号 
噴火日時 噴火表現 

火口縁上の 

噴煙の高さ(m) 
流向 備考 

1 2015 年 6 月 16 日 08 時 50 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
不明  

2 2015 年 6 月 19 日 17 時 00 分頃 
ごく小規模な 

噴火 
不明  

 
2019 年の噴火リスト 

通し 

番号 
噴火日時 噴火レベル 

火口縁上の 

噴煙の高さ(m) 
流向 備考 

1 2019 年 8 月 7 日 22 時 08 分頃 
３ 

（入山規制） 
1800 以上 北  

2 2019 年 8 月 25 日 19 時 28 分頃 
２ 

（火口周辺規制） 
600 北東  

 

 

12－５ 佐久市災害対策本部等設置の記録 

（平成 17年度以降） 

時期 災害名 設置日時 閉鎖日時 

平成 18 年 7 月大雨災害 平成 18 年 7 月 19 日 5時 平成 18 年 7 月 20 日 8時 30 分 

平成 19 年 台風 9 号災害 平成 19 年 9 月 6日 22 時 平成 19 年 9 月 7日 17 時 

平成 26 年 2 月大雪災害 
平成 26 年 2 月 15 日 7時

50 分 
平成 26 年 3 月 3日 9時 40 分 

令和元年 

令和元年東日

本台風（台風

第 19 号）災害 

令和元年 10 月 11 日 10 時 
令和元年 11 月 2日 0 時（災害

復旧・復興推進本部移行） 
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12－６ 気象観測所及び雨量・水位観測所（佐久市関係） 

１ 国関係の観測所 

(1) 気象官署                          （危機管理課調） 

名称 水系 所在地 観測開始 備考 

長野地方気象台 信濃川 長野市箱清水 1－8－18 明 22.1.1 気象観測・予報 

軽井沢特別地域

気象観測所 
信濃川 北佐久郡軽井沢町追分 1151-2 大 14.1.1 気象観測・予報 

(2) 地域気象・地域雨量観測所 

観測所名 水  系 所 在 地 観測開始 観 測 種 別 

佐久 
信濃川 

(湯川) 
佐久市中込 3047-1 昭 53.12.1 地域気象（気象台） 

望月 
信濃川 

(鹿曲川) 

佐久市春日竹之城

1864-1 
 地域雨量(国交省・千曲川) 

塩名田 
信濃川 

(千曲川) 
佐久市御馬寄  地域雨量(国交省・千曲川) 

２ 県関係の観測所 

(1) 雨量観測所 

観測所名 水系名 河川名 位置 備  考 

臼田 信濃川 千曲川 佐久市臼田（佐久建設事務所） テレメーター 

平 信濃川 片貝川 佐久市臼田 3113-1 テレメーター 

春日 信濃川 鹿曲川 佐久市春日 2714-1 テレメーター 

初谷 信濃川 滑津川 佐久市内山字神房 66-1 テレメーター 

佐久建設 信濃川 千曲川 佐久市跡部字砂田 65-1（佐久合同庁舎） テレメーター 

望月牧場 信濃川 鹿曲川 
佐久市協和コトメキ 3490-28 

（協和財産区） 
テレメーター 

駒込 信濃川 志賀川 佐久市志賀駒形 872 先 テレメーター 

上平尾 信濃川 湯川 佐久市上平尾塚畑 808－6 テレメーター 

(2) 水位観測所 

観測所名 河川名 位   置 備   考 

下越 千曲川 
佐久市下越 
(臼田橋・量水標位置) 

テレメーター 

（佐久建設事務所） 

塩名田 千曲川 佐久市御馬寄 
テレメーター 

（佐久建設事務所→国交省所属データ受信） 

塩名田 千曲川 佐久市御馬寄 
自記テレメーター 

（国交省千曲川河川事務所） 
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３ 電力会社関係の観測箇所 

東京電力（松本電力所） 

観測所名 水系名 所 在 地 
観測の 

種類 
電力会社名 

今井観測所 信濃川 佐久市今井 気 象 
東京電力(株) 

（松本電力所） 

島川原発電所布

施川水位計 
布施川 

佐久市布施 

(栗の木橋) 
水 位 

東京電力(株) 

千曲川総合制御所 

４ 市関係観測所 

(1) 雨量観測所 

観測所名 観測者 電話番号 位     置 備考(観測機器) 

佐久消防署 消防職員 62-0119 佐久市中込 2947 自 動 

香坂ダム 耕地林務課職員 62-2111 香坂 テレメーター 

大河原峠 耕地林務課職員 62-2111 大河原峠 自 記 

宮代公会場 危機管理課職員 62-2111 田口 2502-2 テレメーター 

入沢集会所 危機管理課職員 62-2111 入沢 1586－1 テレメーター 

上小田切西区公会場 危機管理課職員 62-2111 上小田切 832－1 テレメーター 

美笹 危機管理課職員 62-2111 前山 1905-1311 テレメーター 

長者原公民館 危機管理課職員 62-2111 布施 5314 テレメーター 

協西公民館 危機管理課職員 62-2111 協和 3348 テレメーター 

菅原配水池 危機管理課職員 62-2111 協和 3450-15 テレメーター 

香坂東地排水池 危機管理課職員 62-2111 香坂 589‐1 テレメーター 

志賀中宿公会場 危機管理課職員 62-2111 志賀 3461‐5 テレメーター 

内山苦水 危機管理課職員 62-2111 内山 1926‐1 テレメーター 

常和農業集落排水

処理施設 
危機管理課職員 62-2111 常和 2826‐1 テレメーター 

大沢地区社会体育館 危機管理課職員 62-2111 大沢 789‐1 テレメーター 

前山グラウンド 危機管理課職員 62-2111 前山 719‐1 テレメーター 

佐久平駅 危機管理課職員 62-2111 佐久平駅東 23 テレメーター 

(2) 水位観測所 

観測所名 観測者 電話番号 位  置 備考（観測方法） 

野沢橋 

（千曲川） 
消防職員 62－0119 

佐久市野沢 

（野沢橋橋脚） 
目視 

鍛冶屋 

（千曲川） 
消防職員 62－0119 

佐久市鍛冶屋 

（千曲川内） 
目視 

松井橋 

（滑津川） 
消防職員 62－0119 

佐久市内山 

（松井橋橋脚） 
目視 

鼻顔橋 

（湯川） 
消防職員 62－0119 

佐久市岩村田 

（鼻顔橋橋脚） 
目視 
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13－１ 防災関係機関 

１ 県及びその現地機関  

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

長野県庁  
交換室 

守衛（夜間）  

長野市大字南長野字幅下

692-2  
026-232-0111 380-8570 

危機管理防災課 

・消防課  

危機管理係・ 

防災係 

長野市大字南長野字幅下

692-2  
026-235-7184 380-8570 

佐久地域振興局 総務管理課  佐久市跡部 65-1  63-3133 385-8533 

佐久保健福祉事務所 総務課  佐久市跡部 65-1  63-3162 385-8533 

佐久建設事務所   佐久市臼田 2015  82-3101 384-0301 

佐久農業改良 

普及センター  
 佐久市跡部 65-1  63-3167 385-8533 

佐久児童相談所   佐久市岩村田 3152-1  67-3437 385-0022 

佐久家畜保健衛生所   佐久市瀬戸 1111-179  62-4123 385-0035 

水産試験場佐久支場   佐久市高柳 282 62-0162 385-0042 

佐久技術専門校   佐久市高柳 346-4  62-0549 385-0042 

佐久創造館   佐久市猿久保 55  68-2811 385-0011 

長野県立武道館  佐久市猿久保 165-1 78-5370 385-0011 

岩村田高等学校   佐久市岩村田 1248-1  67-2439 385-0022 

佐久平総合技術高等学

校 (浅間キャンパス) 
 佐久市岩村田 991  67-4010 385-0022 

野沢北高等学校   佐久市野沢 449-2  62-0020 385-0053 

野沢南高等学校   佐久市原 86-1  62-0064 385-0052 

佐久平総合技術高等学

校（臼田キャンパス）  
 佐久市臼田 751  82-2035 384-0301 

千曲川流域 

下水道建設事務所  
 

長野市稲葉八幡田沖

2413-11  
026-224-3652 380-0917 

小諸労働基準監督署   小諸市三和 1-6-22  22-1760 384-0017 

長野西高等学校 

望月サテライト校  
 佐久市望月 276-1  53-2100 384-2202 

長野県望月少年 

自然の家  
 佐久市協和 3489-67  54-2405 384-2202 

東信教育事務所 総務課 小諸市与良町 6-5-5 0267-31-0250 384-0006 
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２ 警察関係 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

長野県警察本部  
通信指令室 

（総合当直）  

長野市大字南長野字幅下

692-2  
026-233-0110  380-8510  

警備第二課  災害対策室  
長野市大字南長野字幅下

692-2  
026-233-0110  380-8510  

佐久警察署  警備課  佐久市岩村田 1156-2  68-0110  385-0022  

望月警部交番  佐久市協和 131-1  53-0110  384-2204  

臼田警部交番  佐久市臼田 2010  82-0110  384-0301  

南部交番   佐久市原 569-2  62-0249  385-0052  

中央交番   佐久市中込 2948-7  62-7066  385-0051  

佐久平駅前交番   佐久市佐久平駅南 1-2 68-1571  385-0029  

岸野駐在所   佐久市伴野 1729-3  62-8902  385-0061  

内山駐在所   佐久市内山 5203  62-5170  385-0031  

田口駐在所   佐久市田口 3076-3  82-5469  384-0412  

入澤駐在所   佐久市入澤三条 487-4 82-6865  384-0621  

中津駐在所   佐久市塩名田 1212-2  58-2204  384-2102  

八幡駐在所   佐久市八幡 69-8  58-2104  384-2106  

春日駐在所   佐久市春日 2765-1 53-2268  384-2205  

協和駐在所   佐久市協和 5255-1  53-2204  384-2204  

布施駐在所  佐久市布施 748-3  53-2227  384-2203  

高速道路交通警察隊佐久

分駐隊 
 佐久市岩村田 116 68-9383 385-0022 

３ 指定地方行政機関及びその現地機関 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

関 東 財 務 局 

長野財務事務所  
総務課  長野市旭町 1108  026-234-5123 380-0846 

中部森林管理局  企画調整室  長野市栗田 715-5  026-236-2517 380-8575 

東信森林管理署  総務課  佐久市臼田 1822  82-2036 384-0301 

佐久市文化事業団   佐久市下小田切 124-1  82-3962 384-0303 

南佐久北部森林組合   
南佐久郡佐久穂町海瀬

2766-3  
86-4202 384-0503 

関 東 農 政 局 

長 野 拠 点 
 

長野市旭町 1108 

長野第二合同庁舎  
026-234-5112 380-0846 

北陸信越運輸局 

長野運輸支局  
総務課  長野市西和田 1-35-4 026-243-4384 381-0037 

長野地方気象台  防災業務課  長野市箱清水 1-8-18  026-232-3773 380-0801 

信越総合通信局  総務課  長野市旭町 1108  026-234-9962 380-8795 

関 東 地 方 整 備 局 

長野営繕事務所 
総務課 

長野市旭町 1108  

長野第二合同庁舎 
026-235-3481 380-0846 

北 陸 地 方 整 備 局 
千 曲 川 河 川 事 務 所 

防災情報課 長野市鶴賀字峰村 74 026-227-7611 380-0903 
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４ 自衛隊関係 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

陸上自衛隊 

第 12 旅団司令部  
第三部  

群馬県北群馬郡 

榛東村新井 1017－2 
0279-54-2011 370-3594 

陸上自衛隊 

第 13 普通科連隊  
第三科  松本市高宮西 1－1  0263-26-2766 390-0844 

自衛隊 
長野地方協力本部 

総務課  長野市旭町 1108  026-233-2108 380-0846 

上田地域事務所  
上田市 2-2-13 

上田法務合同庁舎１階 
0268-22-5267 386-0025 

５ 指定公共機関及びその現地機関 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

東日本旅客鉄道 

(株)長野支社  
安全対策室  

長野市大字栗田源田窪

992-6  
026-226-7555 380-0921 

新幹線佐久平駅 
 

 
佐久市佐久平駅東 1-1 68-8162 385-0028 

小海線統括センター 
 

 
佐久市中込 2021-2  050-2016-1600 385-0051 

日本貨物鉄道(株) 

長野支社  
企画係  長野市栗田源田窪 992-6 026-266-7555 380-0927 

ＮＴＴ東日本 長野支店  
設備部 

災害対策室  
長野市新田町 1137-5  026-225-4389 380-8519 

ＮＴＴ東日本－長野 

上田支店  
 上田市大手 1-10-16  0268-26-1313 386-0024 

ＮＴＴ東日本－長野東信 

サービスセンタ  
 東御市鞍掛上河原 83-1 0268-71-6113 385-0053 

(株)エヌ・ティ・ティ・ド

コモ長野支店  
 長野市上千歳町 1112-1  026-291-7185 380-8536 

日本銀行松本支店  総務課  松本市丸の内 3-1  0263-34-3500 390-0873 

日本銀行長野事務所   
長野市岡田 178-8 

八十二銀行本店内  
026-227-1296 380-0936 

東日本高速道路 

(株)関東支社 

長野管理事務所  

 佐久市岩村田 116  68-8861 385-0022 

日本赤十字社 

長野県支部  
事業推進課  長野市南県町 1074  026-226-2073 380-0836 

日本放送協会 

長野放送局  
企画総務担当  長野市稲葉 210-2  026-291-5200 380-8502 

日本通運(株) 

長野支店  
安全衛生課  長野市中御所 3-2-15  026-229-0202 380-0826 

日本通運(株) 

上田支店  
 東御市鞍掛 57  0268-62-1500 389-0502 

中部電力(株) 

長野支店  
総務部総務課  長野市柳町 18  026-232-9060 380-0805 



 

 

６ 13－1 防災関係機関 

 16941700（～1706） 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

佐久営業所 
 

 
佐久市跡部 167-1  0120-984-503 385-0054 

東京電力リニューアブル

パワー㈱ 千曲川事務所 
総務課  小諸市田町 2-3-2  0267-22-2250 384-0802 

日本郵便株式会社 

信越支社  

総務人事部 

総務担当 
長野市栗田 801  0120-232-886 380-8797 

 佐久郵便局 総務課 佐久市中込 3734-12  64-8602 385-8799 

６ 指定地方公共機関及びその現地機関 

機関名 
防災事務 

担当部課 
所在地 電話番号 郵便番号 

長野都市ガス(株) 

東信支店  
 佐久市岩村田 1718-3 68-5252 385-0022 

千曲バス(株)  総務課  佐久市野沢 20  62-0081 385-0053 

(公社)長野県トラック協

会 佐久地区輸送協議会 
 佐久市瀬戸 1026-4 64-6320 385-0035 

信越放送(株)  本 社 長野市問御所町 1200 026-237-0500 380-8521 

 上田放送局  上田市天神 1-8-37 0268-24-2141 386-0025 

(株)長野放送  本 社 長野市大字中御所字岡田 131-7  026-227-3000 380-8633 

 上田支局  
上田市天神 2-1-22 

OAU ビル 3F 
0268-24-3215 386-0025 

(株)テレビ信州  本 社  長野市若里 1-1-1  026-227-5511 380-8555 

 上田支局  上田市中央 2-8-11 伊藤ビル 4F 0268-27-3393 386-0012 

長野朝日放送(株)  本 社  長野市長瀬 4-5 026-223-1000 380-8550 

 上田支局  
上田市天神 1-8-2 

田沢倉庫 3F 
0268-28-0010 386-0025 

長野エフエム放送(株)  本 社 松本市本庄 1-13-5  0263-33-4400 390-8520 

長野県情報 
ネットワーク協会  

 
長野市南長野北石堂 1177-3 

ＪＡビル内  
026-236-2028 380-0826 

（一社）長野県 

ＬＰガス協会  
 

長野市中御所 1-16-13 

天馬ビル 4 階  
026-229-8734 380-0935 

しなの鉄道(株)  総務課  上田市常田 1-3-39  0268-21-4700 386-0018 

佐久市土地改良区  佐久市中込 3056  62-7324 385-0051 

佐久平土地改良区  
佐久市跡部 101 

（佐久水道企業団１F） 
62-0471 385-0043 

五郎兵衛用水 

土地改良区  
 佐久市甲 2165-1  88-6209 384-2104 

御牧ケ原台地 

土地改良区  
 東御市御牧原南部 1451 0268-67-2648 389-0403 

７ 公共団体等 

機関名 所在地 電話番号 郵便番号 備考 

佐久市消防団  
佐久市中込 2947（佐久消防署

内）  
64-4119 385-0051 佐久 

ＪＡ佐久浅間本所  佐久市猿久保 882  68-1112 385-8585 佐久 
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ＪＡ佐久浅間 御代田支所  北佐久郡御代田町馬瀬口 1791-1  32-3377 389-0207 佐久 

佐久商工会議所  佐久市中込 2976-4  62-2520 385-0051 佐久 

佐久市区長会  佐久市中込 3056 （総務課内）  62-2111 385-8501 佐久 

佐久医師会  佐久市原 569-7  62-0442 385-0052 佐久 

佐久歯科医師会  佐久市瀬戸 1209-1  62-8815 385-0035 佐久 

佐久薬剤師会 佐久市原 399-29 62-8805 385-0052 佐久 

佐久市社会福祉協議会  佐久市下越 16-5 88-8341 385-0414 佐久 

佐久市赤十字奉仕団  
佐久市下越 16-5 

（社会福祉協議会内）  
88-8341 385-0414 佐久 

佐久市建設業協会  佐久市野沢 325-2 82－3505 385-0053 佐久 

佐久森林組合  小諸市平原 967-1  0267-22-8501 384-0092 佐久 

上小漁業協同組合  上田市常田 1-2-16  0268-22-0813 386-0018 佐久 

佐久漁業協同組合  佐久市跡部 17-1  62-0764 385-0054 佐久 

佐久青年会議所  佐久市中込 2976-4  62-2656 385-0051 佐久 

佐久市衛生委員会  
佐久市中込 3056 

（生活環境課内）  
62-2111 385-8501 佐久 

佐久交通安全協会  
佐久市岩村田 1156-2 

（佐久警察署内）  
68-4578 385-0022 佐久 

佐久市防犯協会  
佐久市中込 3056 

（総務課内）  
62-2111 385-8501 佐久 

佐久市観光協会  
佐久市中込 3056 

（観光交流推進課内） 
62-2111 3285 385-8501 佐久 

佐久市交通指導員会  
佐久市中込 3056 

（生活環境課内）  
62-2111 385-8501 佐久 

(株)エフエム佐久平  
佐久市佐久平駅東 1-1 

プラザ佐久内 
65-8888 385-0028 佐久 

佐久ケーブルテレビ(株) 佐久市中込 2336-1  63-4500 385-0051 佐久 

佐 久 市 観 光 協 会 

臼田支部 

佐久市臼田 89-3 

(臼田支所内) 
82-3111 384-0301 臼田 

臼田町商工会 佐久市臼田 2207-1  82-2154 384-0301 臼田 

JA 佐久浅間臼田支所 佐久市臼田 620-1 82-2111 384-0301 臼田 

JA 佐久浅間佐久総合病院支

所 
佐久市臼田 197 82-6800 384-0301 臼田 

南佐久交通安全協会臼田支

部 

佐久市臼田 2010 

(佐久警察署臼田警部交番内) 
82-4658 384-0301 臼田 

東信農業共済組合  佐久市塩名田 390 58-2580 384-2102 浅科 

ＪＡ佐久浅間望月支所浅科

店 
佐久市甲 1359-3  58-2141 384-2104 浅科 

浅科商工会  佐久市甲 1190-1  58-0220 384-2104 浅科 

川西交通安全協会 

浅科支部 望月支部 

佐久市協和 131-1 

 (佐久警察署川西庁舎内) 
53-1121 384-2204 

浅科 

望月 

ＪＡ佐久浅間望月支所  佐久市協和 2361-1  53-3001 384-2204 望月 
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佐久市望月商工会 佐久市望月 195-1  53-5442 384-2202 望月 

佐久市観光協会 

望月支部  
佐久市望月 263（望月支所内）  53-3111 384-2202 望月 

８ 市及びその現地機関（一部事務組合含む） 

機関名 所在地 電話番号 郵便番号 備考 

佐久市役所  佐久市中込 3056  62-2111 385-8501 佐久 

佐久消防署  佐久市中込 2947 62-0119 385-0051 佐久 

浅間出張所  佐久市岩村田 543  67-2505 385-0022 佐久 

野沢出張所  佐久市取出町 183  62-0271 385-0043 佐久 

中込出張所  佐久市平賀 5324  62-0059 385-0034 佐久 

東出張所  佐久市志賀 6059-1  67-3534 385-0006 佐久 

生涯学習センター  

(野沢会館) 
佐久市取出町 183  62-0664 385-0043 佐久 

佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南 4-1 67-7451 385-0029 佐久 

市民創錬センター 佐久市猿久保 165-1 66-0551 385-0011 佐久 

浅間会館 佐久市岩村田 543 67-2110 385-0022 佐久 

中込会館  佐久市中込 1-17-8 62-0504 385-0051 佐久 

東会館  佐久市志賀 6059-1  67-2545 385-0005  佐久 

浅間中学校  佐久市岩村田 1361  67-2410 385-0022 佐久 

野沢中学校  佐久市野沢 335-1  62-0360 385-0053 佐久 

中込中学校  佐久市平賀 2313  62-0725 385-0034 佐久 

東中学校  佐久市新子田 1396-1  67-2392 385-0007 佐久 

岩村田小学校  佐久市岩村田 2641-2  67-3309 385-0022 佐久 

佐久平浅間小学校 佐久市長土呂 1717 66-1717 385-0021 佐久 

平根小学校  佐久市上平尾 936  67-3539 385-0002 佐久 

中佐都小学校  佐久市塚原 808  67-3418 385-0025 佐久 

高瀬小学校  佐久市鳴瀬 1350-1  67-2459 385-0016 佐久 

野沢小学校  佐久市取出町 472-3  62-0109 385-0043 佐久 

岸野小学校  佐久市伴野 1725  62-0384 385-0061 佐久 

泉小学校  佐久市三塚 273-1  62-0394 385-0055 佐久 

中込小学校  佐久市中込 491  62-0065 385-0051 佐久 

佐久城山小学校  佐久市平賀 5325-1  62-0356 385-0034 佐久 

東小学校  佐久市志賀 6128-1  68-6829 385-0006 佐久 

学校給食南部センター  佐久市原 563-1  62-0617 385-0052 佐久 

学校給食北部センター  佐久市長土呂 64-22  67-5694 385-0021 佐久 

岩村田保育園  佐久市岩村田 5088 67-2281 385-0022 佐久 

中込第一保育園  佐久市中込 3-24-5  62-0644 385-0051 佐久 

中込第二保育園  佐久市中込 1790  62-0432 385-0051 佐久 

城山保育園  佐久市平賀 4195  78-3691 385-0034 佐久 

泉保育園  佐久市三塚 300-2  62-1259 385-0055 佐久 

大沢保育園  佐久市大沢 789-1  62-1128 385-0045 佐久 

中佐都保育園  佐久市塚原 787-1  67-3419 385-0025 佐久 

高瀬保育園  佐久市鳴瀬 1371  67-2155 385-0016 佐久 

平根保育園  佐久市上平尾 847-3  67-2094 385-0002 佐久 

東保育園  佐久市新子田 880-2  67-2271 385-0007 佐久 

野沢児童館  佐久市原 270-24  63-6662 385-0052 佐久 

岩村田児童館  佐久市岩村田 2957-1  67-8633 385-0022 佐久 
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中込児童館  佐久市中込 484-1  62-7234 385-0051 佐久 

東児童館  佐久市新子田 897-1  65-8238 385-0007 佐久 

佐久城山児童館  佐久市平賀 5332-2  63-9500 385-0034 佐久 

中佐都児童館  佐久市塚原 815-1  65-8565 385-0025 佐久 

岸野児童館  佐久市伴野 1474-2  63-0511 385-0061 佐久 

平根児童館  佐久市上平尾 953-7  67-2030 385-0002 佐久 

高瀬児童館  佐久市鳴瀬 1378-1  68-8113 385-0016 佐久 

泉児童館  佐久市三塚 282-3  62-3508 385-0022 佐久 

小田井児童館  佐久市小田井 923-16  65-7151 385-0009 佐久 

佐久市総合体育館  佐久市中込 2939  62-2020 385-0051 佐久 

佐久市勤労者体育館  佐久市中込 3384-1  67-3791 385-0051 佐久 

東地区社会体育館  佐久市新子田 1382-1  67-2695 385-0007 佐久 

大沢地区社会体育館  佐久市大沢 789-1  62-0141 385-0045 佐久 

浅間体育センター  佐久市岩村田 1340-3  68-7408 385-0022 佐久 

内山地区社会体育館  佐久市内山 5201  62-0483 385-0031 佐久 

野沢体育センター  佐久市野沢 339-1  63-7889 385-0053 佐久 

佐久市営グラウンド 佐久市安原 1493-1   385-0004 佐久 

佐久市教育委員会文化財

事務所 
佐久市中込 2913 63-5321 385-0051 佐久 

中央図書館  佐久市猿久保 44-1  67-2111 385-0011 佐久 

サングリモ中込図書館 中込 1-19-2 63-3793 385-0051 佐久 

近代美術館  佐久市猿久保 35-5  67-1055 385-0011 佐久 

旧中込学校・資料館  佐久市中込 1877  62-7845 385-0051 佐久 

ワークテラス佐久  佐久市中込 2336-1  64-5556 385-0051 佐久 

佐久総合運動公園 平賀 3011 63-7101 385-0034 佐久 

市民活動サポートセンター 佐久市取出町 183 64-6362 385-0043 佐久 

子ども未来館  佐久市岩村田 1931-1  67-2001 385-0022 佐久 

保健センター  佐久市中込 3045-1  62-2111 385-8501 佐久 

市立国保浅間総合病院  佐久市岩村田 1862-1  67-2295 385-0022 佐久 

鳴瀬診療所  佐久市鳴瀬 1274-3  67-3487 385-0016 佐久 

へき地内山出張診療所  佐久市内山 1777-2  65-2516 385-0031 佐久 

前山デイサービスセンター 佐久市前山 38-1  63-5332 385-0046 佐久 

障害者自立生活支援センター 佐久市取出町 183  64-0212 385-0043 佐久 

老人福祉センター長寿閣 佐久市猿久保 248-1  67-5575 385-0011 佐久 

福祉総合センター  佐久市猿久保 249-2  67-2463 385-0011 佐久 

特養シルバーランドみつい 佐久市新子田 866  66-6800 385-0007 佐久 

特養シルバーランドきしの 佐久市根岸 113-1 64-6635 385-0062 佐久 

うな沢第 2 最終処分場  佐久市横根 970  67-1555 385-0001 佐久 

中央隣保館  佐久市瀬戸 1177-2  62-0991 385-0035 佐久 

農村婦人の家  佐久市瀬戸 1201-1  - 385-0035 佐久 

農村環境改善センター  佐久市伴野 1802-3  - 385-0061 佐久 

佐久市土地開発公社  佐久市取出町 183  62-8667 385-0043 佐久 

佐久市振興公社  佐久市取出町 183  62-0214 385-0043 佐久 

佐久広域連合事務局  佐久市取出町 183  62-7721 385-0043 佐久 

駒場公園管理事務所  佐久市猿久保 55  68-1399 385-0011 佐久 

平尾山公園センターハウス 佐久市下平尾 2681  67-8100 385-0003 佐久 

平根発電所 佐久市横根 1263-7 67-3441 385-0001 佐久 

プラザ佐久  佐久市佐久平駅東 1-1  68-7433 385-0021 佐久 

共同作業センター  佐久市岩村田 1880-4  68-4974 385-0022 佐久 
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佐久水道企業団  佐久市跡部 101  62-1290 385-0054 佐久 

浅麓水道企業団  佐久市岩村田 542  67-3512 385-0022 佐久 

佐久平環境衛生組合  佐久市鍛冶屋 477  62-1119 385-0041 佐久 

佐久市下水道管理センター 佐久市中込 1335  63-0101 385-0051 佐久 

佐久クリーンセンター  佐久市中込 2880  62-7337 385-0051 佐久 

平尾診療所  佐久市上平尾 877-1  67-3492 385-0002 佐久 

大沢財産区事務所 佐久市大沢２１９８-１ 62-0209 385-0045 佐久 

森泉山財産区事務所 
北佐久郡御代田町大字豊昇

1801 
0267-32-3215 389-0204  

浅麓環境施設組合  小諸市甲 1845  22-7710 384-0801  

南佐久環境衛生組合 佐久穂町大字宿岩 306 0267-86-7710 384-0612  

佐久市臼田支所  佐久市臼田 89-3  82-3111 384-0301 臼田 

北部消防署  佐久市下小田切 544－1  82-0119 384-0304 臼田 

臼田公民館 佐久市下越 16-5 82-2106 384-0414 臼田 

佐久市担い手研修施設臼田館 佐久市臼田 140-1  384-0301 臼田 

下町公会場  佐久市田口 2886-1   384-0412 臼田 

十日町公会場  佐久市入沢 1080-1   384-0621 臼田 

切原会館  佐久市中小田切 94-1   384-0305 臼田 

臼田図書館  佐久市下小田切 124-1  82-3932 384-0303 臼田 

臼田人権文化センター  佐久市臼田 89-3  82-3111 384-0301 臼田 

臼田学園 佐久市北川 557-102  82-2407 384-0304 臼田 

佐久市堆肥製産センター 佐久市臼田 2915-4  82-8064 384-0301 臼田 

臼田中学校  佐久市下越 286-1  82-2139 384-0414 臼田 

臼田小学校 佐久市下小田切 165-1 82-1652 小田切 臼田 

旧臼田小学校第 2 体育館 佐久市臼田 264-3   384-0301 臼田 

田口体育館 

（旧田口小学校） 
佐久市田口 3000-1   384-0412 臼田 

切原体育館  

（旧切原小学校） 
佐久市中小田切 100-1   384-0305 臼田 

青沼小学校  佐久市入沢 152-1  82-2181 384-0621 臼田 

田口保育園  佐久市田口 3117  82-2602 384-0412 臼田 

切原保育園  佐久市中小田切 96  82-2180 384-0305 臼田 

青沼保育園  佐久市入沢 232-2  82-3110 384-0621 臼田 

学校給食臼田センター  佐久市下小田切 165-1 82-2547 384-0303 臼田 

臼田体育センター 佐久市下越 284  82-4777 384-0414 臼田 

佐久市社会福祉協議会 

臼田支所 
佐久市下越 16-5  82-4332 384-0414 臼田 

臼田文化センター  佐久市下越 248-12  82-3634 384-0414 臼田 

老人福祉センター  佐久市下小田切 11-3  82-4332 384-0303 臼田 

臼田保健センター  佐久市下越 16-5  81-1277 384-0414 臼田 

総合福祉センター 

あいとぴあ臼田  
佐久市下越 16-5  81-5555 384-0414 臼田 

あいとぴあ臼田 

デイサービスセンター  
佐久市下越 16-5  82-6730 384-0414 臼田 

鎌倉彫記念館  佐久市下小田切 8-6  82-7095 384-0303 臼田 

臼田児童館  佐久市臼田 559-1 82-1180 384-0301 臼田 

下越児童館 佐久市下越 248-12 82-1212 384-0414 臼田 

青沼児童館 佐久市入沢 233-2 82-1151 384-0621 臼田 
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機関名 所在地 電話番号 郵便番号 備考 

田口児童館 佐久市田口 2955 82-7800 384-0412 臼田 

切原児童館 佐久市湯原 30-4 82-7878 384-0307 臼田 

コスモホール  佐久市下小田切 124-1  82-3962 384-0303 臼田 

臼田総合運動公園  佐久市臼田 3110-1  82-7231 384-0301 臼田 

うすだスタードーム  佐久市臼田 3113-1  82-0200 384-0301 臼田 

五稜郭であいの館  佐久市田口 2975-1  82-0230 384-0412 臼田 

稲荷山公園コスモタワー 佐久市勝間 108-1  - 384-0302 臼田 

佐久広域救護施設清和寮 佐久市北川 557  82-2441 384-0304 臼田 

社会福祉法人ＪＡ長野会 

うすだコスモ苑 
臼田字城下 86 82-2214 384-0301 臼田 

川村吾蔵記念館 佐久市田口 3112 81-5353 384-0412 臼田 

佐久市浅科支所  佐久市甲 1359-3  58-2001 384-2104 浅科 

あさしな保育園 佐久市御馬寄 715-1 51-5005 384-2103 浅科 

あさしな児童館 佐久市御馬寄 715-2 58-1150 384-2103 浅科 

浅科診療所  佐久市塩名田 570  58-2100 384-2102 浅科 

塩名田区生きがいセンター 佐久市塩名田 456-1  58-3958 384-2102 浅科 

浅科保健センター  佐久市塩名田 570  58-0335 384-2102 浅科 

佐久市社会福祉協議会浅

科支所 
佐久市塩名田 570  58-0383 384-2102 浅科 

高齢者共同リビング  佐久市塩名田 456  58-0173 384-2102 浅科 

浅科デイサービスセンター 佐久市塩名田 542-7  58-0101 384-2102 浅科 

特養老人ホーム塩名田苑 佐久市塩名田 542-1  58-0223 384-2102 浅科 

浅科福祉センター  佐久市八幡 494  58-3962 384-2106 浅科 

浅科中学校  佐久市八幡 150  58-2101 384-2106 浅科 

浅科小学校  佐久市甲 2003-1  58-2102 384-2104 浅科 

学校給食浅科センター  佐久市甲 2003-1  58-2103 384-2104 浅科 

浅科図書館  佐久市八幡 229  58-4321 384-2106 浅科 

交流文化館浅科  佐久市八幡 229  58-3304 384-2106 浅科 

浅科多目的屋内運動場  佐久市塩名田 1155-1  58-0444 384-2102 浅科 

旧浅科会館  佐久市甲 1359‐3  58-3957 384-2104 浅科 

浅科人権文化センター  佐久市甲 905-1 58-2039 384-2104 浅科 

道の駅ほっとぱ～く・ 

浅科  
佐久市甲 2177-1  58-0581 384-2104 浅科 

あさしな温泉穂の香乃湯 佐久市甲 1071-1  58-0033 384-2104 浅科 

五郎兵衛記念館  佐久市甲 14-1  58-3118 384-2104 浅科 

療育支援センター 佐久市御馬寄 1359-4 58-1011 384-2103 浅科 

佐久市望月支所  佐久市望月 263  53-3111 384-2202 望月 

小諸市外二市御牧ケ原 

水道組合 
小諸市相生町 3-3-3  0267-22-1700 384-8501 

望月 

浅科 

川西消防署  佐久市協和 132-2  53-0119 384-2204 望月 

春日出張所  佐久市春日 2714-1  53-2074 384-2205 望月 

望月地域 

コミュニティセンター 
佐久市望月 143-1  - 384-2202 望月 

布施地域 

コミュニティセンター 
佐久市布施 1701-1  - 384-2203 望月 

御鹿の郷地域 

ふれあいセンター 
佐久市春日 2714-1  53-2074 384-2205 望月 

桜ヶ丘地域 佐久市協和 5254-1  - 384-2204 望月 
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機関名 所在地 電話番号 郵便番号 備考 

ふれあいセンター  

協和財産区事務所  佐久市協和 5254-2  53-2021 384-2204 望月 

春日財産区事務所  佐久市望月 263  53-3111 384-2202 望月 

望月総合体育館  佐久市望月 1630-2  53-6060 384-2202 望月 

望月図書館  佐久市望月 263  53-0230 384-2202 望月 

駒の里ふれあい 

センター（望月公民館） 
佐久市望月 303  53-2548 384-2202 望月 

天来記念館  佐久市望月 305-2  53-4158 384-2202 望月 

望月歴史民俗資料館  佐久市望月 247  54-2112 384-2202 望月 

望月人権文化センター  佐久市望月 471-12  51-1135 384-2202 望月 

観音峯活性化センター  佐久市茂田井 3393-10 53-0880 384-2206 望月 

布施体育館 

（旧布施小学校） 
布施 2151-3 - 384-2203 望月 

春日体育館 

（旧春日小学校） 
春日 2823 - 384-2205 望月 

望月中学校  佐久市協和 6925  53-3101 384-2204 望月 

望月小学校  佐久市協和 5229  53-2208 384-2204 望月 

学校給食望月センター 佐久市協和 6925  53-8180 384-2204 望月 

もちづき保育園 佐久市協和 7430-1 54-7430 384-2204 望月 

望月児童館 佐久市協和 5267-2 53-1155 384-2204 望月 

佐久市社会福祉協議会 

望月支所 
佐久市望月 263 51-1520 384-2202 望月 

望月老人福祉センター  佐久市望月 1626-2 53-4033 384-2202 望月 

望月総合支援センター  佐久市望月 317-2  51-1515 384-2202 望月 

望月デイサービス 

センター（駒）  
佐久市望月 317-2  51-1525 384-2202 望月 

ワークハウス牧 佐久市望月 1729-6  53-6352 384-2202 望月 

望月麦・大豆等 

生産振興センター  
佐久市望月 1600  - 384-2202 望月 

布施出張診療所 佐久市布施 2151-3 53-2890 384-2203 望月 

国民宿舎もちづき荘  佐久市春日 5921  52-2515 384-2205 望月 

交流促進センターゆざわ荘  佐久市春日 5924-4  52-0022 384-2205 望月 

布施温泉  佐久市布施 1228  53-0181 384-2203 望月 

川西保健衛生施設組合 

（事務局・衛生センター）  
東御市下之城 1400-2  0268-67-2110 389-0405 望月 

川西保健衛生施設組合 

（清掃センター）  
佐久市望月 2114-4  53-5679 384-2202 望月 

川西保健衛生施設組合 

（粗大ごみ処分場）  
佐久市印内 2179-18  54-2610 384-2201 望月 

望月土づくりセンター  佐久市協和 3597-339  53-7910 384-2202 望月 
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１３－２ 消防施設状況 

１ 消防施設                                                       （危機管理課調） 

所  属  別 

項   目 
佐久消防署 北部消防署 川西消防署 

消
防
車
両 

消防ポンプ自動車 0 0 1 

水槽付消防ポンプ自動車 1 1 1 

化学消防車 1 0 0 

小型動力ポンプ付水槽車 1 0 1 

はしご付き消防自動車 1 0 0 

救助工作車 1 0 0 

ポンプ付救助工作車 0 1 0 

高規格救急車 3 2 2 

指令車 1 1 1 

防火広報車 2 1 1 

資機材積載車 0 1 1 

消
防
水
利 

防火水槽 
40 ㎥未満 81 19 49 

40 ㎥以上 124 14 58 

消火栓 
地上式 6 1 454 

地下式 1746 436 280       

 

２ 消防団施設状況総計表                      (危機管理課調） 

消防車両等 

消防ポンプ自動車 14 

小型動力ポンプ付普通積載車 2 

小型動力ポンプ付軽積載車 48 

小型動力ポンプ（単独型） 63 

捜索車 1 

広報車 1 

連絡車 1 

消防施設 

警鐘楼 153 

詰所 74 

車庫及び器具置場 102 

水防倉庫 18 

消防水利 

防火水槽 
40 ㎥未満 149 

40 ㎥以上 196 

消火栓 
地上式 461 

地下式 2462 
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 ３ 消防団の現有施設 

所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

 

（
浅
間
・
東
地
区
） 

第
一
方
面
隊 

（
平
根
地
区
）

第
1
分
団 

1

部 

上平尾 軽積載車 1 1   1 

下平尾   1 1   1 

横根   1 1 1   

（
三
井
地
区
） 

第
2
分
団 

2

部 

新子田 軽積載車 1 1 1   

伊勢林   1 1 1 1 

香坂西地 軽積載車 1 1    1 

香坂東地  1 1   1 

安原   1 1   1 

（
志
賀
地
区
） 

第
3
分
団 

3

部 

駒込   1 1   1 

五十貫    1 1   

八重久保        1 

志賀上宿    1 1   

志賀中宿 軽積載車 1 1 1 1 

志賀下宿    1 1 1 

（
岩
村
田
・
小
田
井
地
区
） 

第
4
分
団 

4

部 

相生町 

（砂田・下宿） 
  1 2   1 

稲荷町   1 1   1 

上ノ城   1 1 1 1 

猿久保   1 1  1  

花園・大和町   1 1  1  

5

部 

荒宿   1 1 1   

住吉町 消防ポンプ自動車  1 1   

長土呂 軽積載車  1 1 1   

本町・西本町   1 1 1 1 

6

部 

小田井下宿・荒田   1 1   1 

西屋敷   1 1 1   
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所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
浅
間
・
東
地
区
） 

第
一
方
面
隊 

（
中
佐
都
地
区
） 

第
5
分
団 

7

部 

赤岩 軽積載車  1 1  1  

上塚原   1 1   1 

上塚原農協前        1 

下塚原    1   1 

常田    1 1   

根々井   1 1 1   

根々井塚原 軽積載車  1 1 1  1 

平塚    1 1   

（
高
瀬
地
区
） 

第
6
分
団 

8

部 

今井    1 1   

大和田   1 1 1   

落合 軽積載車  1 1 1   

北岩尾    1   1 

三河田   1 1 1   

南岩尾   1 1 1   

横和   1 1 1   

（
中
込
・
野
沢
地
区
） 

第
二
方
面
隊 

（
野
沢
地
区
） 

第
7
分
団 

9

部 

取出町    1 1   

取出町・相生        1 

本新町 軽積載車  1 1 1   

野沢 消防ポンプ自動車  1 1   

10

部 

鍛冶屋   1 1   1 

高柳        1 

原 消防ポンプ自動車  1 1   

11

部 

跡部   1 1   1 

上桜井･中桜井･ 

下桜井 
軽積載車 1 1 1 2 

三塚・泉野   1 1 1   
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所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
中
込
・
野
沢
地
区
） 

第
二
方
面
隊 

（
岸
野
地
区
） 

第
8
分
団 

12

部 

相浜    1 1  

今岡 軽積載車 1 1 1   

熊久保    1   1 

下平    1 1   

下県 消防ポンプ自動車  1 1   

13

部 

沓沢    1 1   

五本木    1 1   

竹田・糠尾 軽積載車 1 1 1   

日向    1 1   

平井 軽積載車 1 1 1   

東立科    1     

（
前
山
地
区
） 

第
9
分
団 

14

部 

小宮山   1 1   1 

前山南   1 1   1 

前山北中 消防ポンプ自動車  1 1   

15

部 

大沢新田    1 1   

大地堂   1 1   1 

大沢上町 軽積載車 1 1 1  

地家        1 

大沢下町     1 

（
中
込
地
区
） 

第
10
分
団 

16

部 

佐太夫町   1 1   1 

橋場 消防ポンプ自動車  1 1   

中込新町         1 

三家        1 

17

部 

石神 軽積載車 1 1 1   

権現堂    1   1 

杉ノ木   1 1 1   



 

 

６ 13－2 消防施設状況 

 1711

所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
中
込
・
野
沢
地
区
） 

第
二
方
面
隊 

17

部 

中込原   1     1 

三石・前林    1   1 

（
平
賀
地
区
） 

第
11
分
団 

18

部 

太田部   1 1 1   

常和   1 1 1   

平賀上宿   1 1  1 

平賀中宿 消防ポンプ自動車  1 1   

平賀新町   1  1   

19

部 

瀬戸 軽積載車  1 1 1   

西耕地    1 1   

北耕地    1   1 

荒家   1    

（
内
山
地
区
） 

第
12
分
団 

20

部 

肬水   1 1   1 

松井   1 1 1   

本郷 消防ポンプ自動車  1 1   

21

部 

相立 軽積載車  1 1   1 

大月   1 1   1 

黒田   1 1   1 

中村    1   1 

苦水    1 1   

（
臼
田
地
区
） 

第
三
方
面
隊 

（
臼
田
地
区
） 

第
13
分
団 

22

部 

稲荷    1    

中央 軽積載車 1   1   

23

部 
住吉 軽積載車 1 1   1 

24

部 
下荒 軽積載車 1 1 1   

 25

部 

下小田切 軽積載車 1 1   1 

滝   1    1 
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所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
臼
田
地
区
） 

第
三
方
面
隊 

（
切
原
地
区
） 

第
14
分
団 

26

部 

中小田切 消防ポンプ自動車  1 1   

北川   1 1   1 

27

部 

湯原 軽積載車 1 1   2 

湯原新田    1  1  

28

部 

上小田切西 普通積載車 1 1   1 

上小田切    1    

（
田
口
地
区
） 

第
15
分
団 

29

部 

上中込   1     1 

清川   1 1    

原 軽積載車 1 1 1   

30

部 

下町 消防ポンプ自動車  1 1   

丸山   1    1 

宮代   1 1   1 

31

部 

三分   1 1   1 

下越 消防ポンプ自動車 1 1 1   
 

 

馬坂       1 

（
青
沼
地
区
） 

第
16
分
団 

32

部 

入澤上    1   

入澤下 軽積載車（2）  2 1    2 

赤谷        1 

33

部 

岩水 軽積載車 1 1   1 

三条    1   1 

青沼 消防ポンプ自動車  1 1   

十日町        1 

（
浅
科
地
区
） 

第
四
方
面
隊 

（
中
津
地
区
） 

第
17
分
団 

34

部 

塩名田 軽積載車 1 1 1   

塩名田（舟久保）   1     1  

御馬寄 軽積載車 1 1 1   

御馬寄（駒寄）   1    1 
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所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
浅
科
地
区
） 

第
四
方
面
隊 

（
甲
地
区
） 

第
18
分
団 

35

部 

上原 軽積載車 1 1 1   

下原 軽積載車 1 1 1   

下原 2   1       

中原 軽積載車 1 1 1 1 

（
御
牧
地
区
） 

第
19
分
団 

36

部 

御牧原 軽積載車 1 1   1 

矢島 軽積載車 1 2 1   

八幡 軽積載車 1 1 1   

八幡（入の沢）    1   1 

（
望
月
地
区
） 

第
五
方
面
隊 

（
本
牧
地
区
） 

第
20
分
団 

37

部 

望月中央 消防ポンプ自動車  1 1   

望月下 軽積載車 1     1 

38

部 

印内・印内原 軽積載車 1 2 1 1 

観音寺   1    1 

茂田井 軽積載車 1 1   1 

（
布
施
地
区
） 

第
21
分
団 

39

部 

式部   1 1   1 

牧布施   1 1 1   

御牧原・百沢 軽積載車 1 2   2 

入布施 消防ポンプ自動車  1 1   

40

部 

大木   1 1   1 

雁村   1 1   1 

中居    1   1 

抜井 軽積載車 1 1   1 

長者原   1 1   1 

藤巻 軽積載車 1 1   1 
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所       属 消防車両区分 

小型 

動力 

ポンプ 
警鐘楼 詰所 

器具 

置場 

/車庫 

（
望
月
地
区
） 

第
五
方
面
隊 

（
春
日
地
区
） 

第
22
分
団 

41

部 

下の宮 軽積載車 1 1   1 

高橋   1 1   1 

大西    1     

向反   1     1 

堀端 軽積載車 1 1 1   

42

部 

新田   1 1   1 

竹の城   1 1   1 

湯沢 軽積載車 1 2   1 

43

部 

南春 軽積載車 1 1   1 

東春   1    1 

（
協
和
地
区
） 

第
23
分
団 

44

部 

片倉 普通積載車 1 1 1   

天神   1 1   1 

比田井   1 2   1 

45

部 

協東   1 1   1 

高呂   1 2   1 

46

部 

大谷地   1 2   1 

協西 軽積載車 1 2   2 

47

部 
小平・三井 軽積載車 1 2   2 

合   計 

消防ポンプ自動車 14 台  

153 

箇所 

74  

箇所 

102 

箇所 

普通積載車  2 台 

113 台 軽積載車 48 台 

小型動力ポンプ 63 台 

１ 詰所については、器具置場一体型を含む 

２ 器具置場については、独立型のみ
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部名 班

1 部 横根/上平尾/下平尾

2 部 新子田/安原/伊勢林/西地/東地

3 部 駒込/志賀中宿/志賀上宿/志賀下宿/五十貫

4 部 花園･大和町/稲荷町/上ノ城/相生町/一本柳/猿久保

5 部 本町･西本町/荒宿/住吉町/長土呂

6 部 小田井/西屋敷

7 部 赤岩/常田/上塚原/下塚原/根々井塚原/平塚/根々井

8 部 横和･白山/三河田/今井/北岩尾/南岩尾/落合/大和田

9 部 野沢/取出･本新町

10部 原/鍛冶屋/高柳

11部 跡部/桜井/三塚･泉野

12部 下県/相浜/今岡/下平･熊久保

13部 沓沢/平井･五本木/竹田/糠尾/日向

14部 前山北中/前山南/小宮山

15部 大沢上町/大沢中町/大沢下町/大沢新田/地家/大地堂

16部 橋場/三家/佐太夫町/中込新町

17部 石神･杉ノ木/権現堂/前林･三石/中込原

18部 常和/太田部/平賀中宿/平賀上宿/平賀新町

19部 瀬戸/西耕地/北耕地/北口/荒家/平賀下宿

20部 内山町/松井/肬水

21部 中村/相立/苦水/大月/黒田

22部 勝間/上町

23部 伊勢/住吉

24部 諏訪/荒町/美里

25部 滝/下小田切

26部 北川/中小田切

27部 湯原

28部 十二新田/上小田切

29部 原･大奈良/清川/上中込

30部 丸山･宮代/川原宿･中町/下町

31部 三分/下越

32部 入澤上/入澤中/入澤下

33部 三条上/三条下/十日町･岩水

34部 塩名田/御馬寄

35部 上原/中原/下原

36部 八幡/矢嶋/御牧原

37部 望月中央/望月

38部 印内/茂田井･観音寺

39部 御牧原/百沢/牧布施/入布施/式部

40部 抜井･中居/雁村･大木/藤巻･長者原

41部 堀端/下の宮/高橋/向反

42部 竹之城/湯沢/新田

43部 南春/東春

44部 片倉/比田井/天神

45部 高呂･協東

46部 大谷地/協西

47部 小平･三井

【浅間・東地区】

【浅科地区】

【望月地区】

平　　根

三　　井

志　　賀

中 佐 都

第14分団

高　　瀬

第18分団

第19分団

音楽隊

機能別団員

団
本
部

【野沢・中込地区】

分団名 地　　区

第5分団

第6分団

切　　原

第3分団

第10分団

内　　山

臼　　田

ラッパ隊

青　　沼

第1分団

第2分団

第16分団

第13分団

第11分団

第12分団

第15分団

岩村田
小田井

第4分団

野　　沢
原

跡　　部
桜　　井

岸　　野

前　　山
大　　沢

中　　津

甲

御　　牧

第20分団

第21分団

本　　牧

春　　日

布　　施

副

団

長

中　　込

第7分団

第8分団

第9分団

平　　賀

田　　口

協　　和

第17分団

佐久市消防団組織図

第22分団

第23分団

団

長

第１方面隊長

第２方面隊長

第３方面隊長

第５方面隊長

第４方面隊長

【臼田地区】
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消防無線配置状況 

佐久消防署    

消防無線配置状況    

無線局区分 呼び出し名称 配置場所 実装周波数チャンネル 

卓上型 消防佐久 1 佐久消防署庁舎内 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久指令１ 指令車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久タンク１ 水槽付消防ポンプ自動車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久化学 1 化学消防車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久水槽 1 小型動力ポンプ付水槽車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久救助 1 救助工作車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久救急 1 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久救急 2 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久救急 3 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久広報 1 防火広報車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 佐久広報 2 防火広報車 1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 30  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 31  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 32  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 33  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 34  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 35  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 佐久 36  1.2.3.4.5.6.7.8 
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北部消防署    

消防無線配置状況    

無線局の区分 呼び出し名称 配置場所 実装周波数チャンネル 

卓上型 消防北部 1 北部消防署庁舎内 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部指令 1 指令車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部タンク 1 水槽付消防ポンプ自動車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部ポンプ 1 ポンプ付救助工作車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部救急 1 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部救急 2 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部広報１ 防火広報車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 北部資材１ 資機材運搬車 1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 30  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 31  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 32  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 33  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 34  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 35  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 36  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 37  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 38  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 39  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 40  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 北部 41  1.2.3.4.5.6.7.8 
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川西消防署 

消防無線配置状況    

無線局の区分 呼び出し名称 配置場所 実装周波数チャンネル 

卓上型 消防川西１ 川西消防署庁舎内 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西指令 1 指令車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西タンク 1 水槽付ポンプ自動車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西ポンプ１ 消防ポンプ自動車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西水槽 1 小型動力ポンプ付水槽車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西資材 1 資機材運搬車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西救急 1 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西救急 2 高規格救急車 1.2.3.4.5.6.7.8 

車載型 川西広報 1 防火広報車 1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 30  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 31  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 32  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 33  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 34  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 35  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 36  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 37  1.2.3.4.5.6.7.8 

携帯型 川西 38  1.2.3.4.5.6.7.8 
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13－３ 自主防災組織の組織化と防災資機材の整備状況等 

（令和 2年 2 月 1 日現在） 

 

 

地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

浅
間
地
区 

1 長土呂 Ｈ１４． ６． ５ 
浅
間
地
区 

31 南岩尾 Ｈ１２． ４． １ 

2 住吉町 Ｈ ９．１２． ６ 32 今 井 Ｈ２１． ４． １ 

3 本 町 Ｈ３０． ４．１７ 33 三河田 Ｈ ８． １．１７ 

4 西本町 Ｈ１９． ６． ９ 34 横 和 Ｈ１８． ３． １ 

5 荒 宿 Ｈ１０． ３．２２ 35 白 山 Ｈ １． ４． １ 

6 稲荷町 Ｈ ９．１２．２０ 

野
沢
地
区 

36 田 町 Ｈ１６． ９． １ 

7 大和町 Ｈ１８． ９． ５ 37 野沢本町 Ｈ ７． ８．２６ 

8 花園町 Ｈ１０． １． １ 38 中小屋 Ｈ ８． ４． １ 

9 上の城 Ｈ１８．１０．１５ 39 十二町 Ｈ１９． ５． １ 

10 相生町 Ｈ１０． ２． １ 40 原 Ｈ１０． ２． １ 

11 一本柳 Ｈ ８． ４． １ 41 鍛冶屋 Ｈ ７． ８．２３ 

12 猿久保 Ｈ１７． ４． １ 42 高 柳 Ｈ１０． ２． １ 

13 猿久保東 Ｈ１８． ６．１４ 43 取出町 Ｈ ８． ４． １ 

14 西屋敷 Ｈ２５． ２． １ 44 本新町 Ｈ２５． ２．２４ 

15 小田井下宿 Ｈ１３． ４． １ 45 跡 部 Ｈ１６． １．２５ 

16 荒 田 Ｈ２２． ４． １ 46 三 塚 Ｈ１６． ４． １ 

17 横 根 Ｈ２０． ４． １ 47 泉 野 Ｈ１０． ２． １ 

18 上平尾 Ｈ１９． ４． １ 48 上桜井 

Ｈ ８． ７． １ 
19 下平尾 Ｈ１０． ３． １ 49 中桜井 

20 赤 岩 Ｈ１０． ４． １ 50 下桜井 

21 常 田 Ｈ１９．１２．１０ 51 北桜井 

22 平 塚 Ｈ１６． ９．２６ 52 今 岡 Ｈ１０． ４． １ 

23 根々井 Ｈ１４． ４． １ 53 下県東 
Ｈ１５． ４． ７ 

24 根々井塚原 Ｈ２０． ４． １ 54 下県西 

25 上塚原 Ｈ１３． ４． １ 55 相 浜 Ｈ ９． ８．１０ 

26 下塚原 Ｈ１０． １．１５ 56 平 井 Ｈ１０． ２． １ 

27 大 塚 Ｈ１０． ３． １ 57 沓 沢 Ｈ１０． ４． １ 

28 大和田 Ｈ１９． ８． １ 58 糠 尾 Ｈ１０． ４． １ 

29 落 合 Ｈ１９． ６． １ 59 日 向 Ｈ ９． ３． １ 

30 北岩尾 Ｈ１６． ４． １ 60 竹 田 Ｈ２０．１０． １ 
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地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

野
沢
地
区 

61 下 平 Ｈ１０． １．１５ 

中
込
地
区 

91 中込新町 Ｈ２１． ７． １ 

62 熊久保 Ｈ１０． １．１９ 92 西耕地 Ｈ ７． ６． １ 

63 東立科 Ｈ１０． ４． １ 93 瀬戸中 Ｈ１３． ４． １ 

64 小宮山 Ｈ１１． ８． １ 94 瀬戸東 Ｈ１３． ４． １ 

65 弥生が丘 Ｈ１１． ７．２６ 95 瀬戸南 Ｈ１３． ４． １ 

66 前山北中 Ｈ１１． ７． １ 96 北耕地 Ｈ１１． ７． １ 

67 前山南 Ｈ１２． ４． １ 97 平賀新町 Ｈ１０． ４．１８ 

68 洞 源 Ｈ２１． ４． １ 98 太田部 Ｈ２５． ４． １ 

69 美 笹   99 常和南 
Ｈ ９．１２． １ 

70  泉   100 常和北 

71 地 家 Ｈ１８． ４．１６ 101 荒 家 Ｈ１１． ８． １ 

72 大沢下町 Ｈ１２． ４． １ 102 北 口 Ｈ２６． ４． １  

73 大沢中町 Ｈ ８． ４． １ 103 平賀下宿 Ｈ１０． ８． １ 

74 大沢上町 Ｈ１０． ４． １ 104 平賀中宿 Ｈ１５． ４． １ 

75 大地堂 Ｈ１８． ４． １ 105 アヴェニュー Ｈ２５． ４． １  

76 大沢新田 Ｈ１８． ６．３０ 106 平賀上宿 Ｈ１８． ８． １ 

中
込
地
区 

77 杉の木 Ｈ１３． ４． １ 107 松 井 Ｈ１０． ３． １ 

78 石 神 Ｈ１０．１２． １ 108 町 下 Ｈ１９． ３． １ 

79 権現堂 Ｈ ８． ４． １ 109 町 中 Ｈ１９． ３． １ 

80 中央区南町 Ｈ１３． ７． １ 110 町 上 Ｈ１９． ３． １ 

81 
中央区北

町第一 
Ｈ１２． ９． １ 111 肬 水 Ｈ１０． ３． １ 

82 
中央区北

町第二 
Ｈ１４． ９． １ 112 中 村 Ｈ１０． ３． １ 

83 前 林 Ｈ１５． ４． １ 113 相 立 Ｈ１０． ４． １ 

84 三 石 Ｈ１４． ４． １ 114 苦 水 Ｈ１０． ４． １ 

85 三家第１ 
Ｈ１６． ４． １ 

115 大 月 Ｈ１０． ４． １ 

86 三家第２ 116 黒 田 Ｈ１０． ４． １ 

87 佐太夫町 Ｈ１１．１０． １ 
東
地
区 

117 東 地 Ｈ１０． ４． １ 

88 橋場南 Ｈ１５． ９．２２ 118 西 地 Ｈ１０． ９． １ 

89 橋場西 Ｈ２１． ４． １ 119 安 原 Ｈ１１． ９． １ 

90 橋場東 Ｈ１９．１１．１２ 120 紅雲台 Ｈ ８． ４．２１ 
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地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

東
地
区 

121 伊勢林 Ｈ ９． ４． １ 

臼
田
地
区 

151 上小田切 Ｈ２０． １．１８ 

122 駒 場 Ｈ１１． ７． １ 152 中小田切 Ｈ２１． ４． １ 

123 新子田 Ｈ ８． ４． １ 153 北川 Ｈ２１． ４． １ 

124 五十貫 Ｈ１１． ８． １ 154 横山 Ｈ１８． ４． １ 

125 志賀下宿 Ｈ ９． ８．２３ 155 下小田切 Ｈ２０． ４． １ 

126 志賀中宿 Ｈ１０． ４． １ 156 泉ヶ丘 Ｈ２２． ４． １ 

127 志賀上宿 Ｈ ９． ８．２８ 157 臼田勝間 Ｈ２１． ８．２５ 

128 駒 込 Ｈ１５． ８． １ 158 城山 Ｈ２２． ４． １ 

臼
田
地
区 

129 馬坂   159 城下 Ｈ２１． ４． １ 

130 広川原   160 宮本 Ｈ２１． ４． １ 

131 丸山 Ｈ２２． ３．１５ 161 稲荷 Ｈ２０．１０． １ 

132 宮代 Ｈ２０． ４． １ 162 中央 Ｈ１８． ８． １ 

133 川原宿 Ｈ２０． ４． １ 163 臼田中町 Ｈ２０． ９． １ 

134 田口中町 Ｈ２１．１２． １ 164 住吉 Ｈ２１． ９． １ 

135 下町 Ｈ２０． ７．１９ 165 伊勢 Ｈ２０． ９． １ 

136 清川 Ｈ１８． ８． １ 166 上荒 Ｈ２２．１０． １ 

137 大奈良 Ｈ２１． ７． １ 167 中荒 Ｈ２２．１０． １ 

138 原 Ｈ２０． ４． １ 168 下荒 Ｈ２２． ６．１４ 

139 上中込 Ｈ１８． ９． １ 169 諏訪 Ｈ２０． ５． ２ 

140 下越 Ｈ２０．１０． １ 170 美里 Ｈ１９． ４． １ 

141 竜岡 Ｈ２０． ９． １ 171 旭ヶ丘 Ｈ２０． ４． １ 

142 三分 Ｈ２０． ４． １ 172 平 Ｈ１８． １． １ 

143 入沢 Ｈ１９． ４． １ 

浅
科
地
区 

173 塩名田 Ｈ１９  ６． ７ 

144 三条 Ｈ１９． ５． １ 174 御馬寄 Ｈ２０． ６．２２ 

145 十日町 Ｈ２１． ４． １ 175 駒 寄 Ｈ１９． ４． １ 

146 岩水 Ｈ２１． ８． １ 176 上 原 Ｈ１９． ３．２５ 

147 滝 Ｈ２１． ４． １ 177 中 原 Ｈ１９． ４． １ 

148 湯原 Ｈ２１． ４． １ 178 下 原 Ｈ１８． ９．２０ 

149 湯原新田 Ｈ２１． ４． １ 179 八 幡 Ｈ１９． ３．２４ 

150 上小田切西 Ｈ２１． ４． １ 180 御牧原 Ｈ２０． ８．１７ 
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地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

地

区

名 

№ 区名 結成年月日 

 

181 矢 島 Ｈ１９． ２． ９ 

望
月
地
区 

211 中石堂 Ｈ２１． ３．２０ 

望
月
地
区 

182 長坂・城下 Ｈ１９． ９．２２ 212 下の宮 Ｈ２１． ４． １ 

183 東町 Ｈ２０． ５． １ 213 善郷寺 Ｈ１７．１２． ４ 

184 八千代町 Ｈ１９．１１． １ 214 高橋 Ｈ２０．１２． １ 

185 
神田町・末

広町 
Ｈ１９．１２． １ 215 北春 Ｈ２０．１０． １ 

186 金井町 Ｈ２０． １． １ 216 上新 Ｈ２１． ６．１４ 

187 栄町 Ｈ１９． ９．１６ 217 金井 Ｈ２０．１１． １ 

188 昭明町 Ｈ１９．１０． １ 218 堀端 Ｈ２１． １． １ 

189 本町・上本町 Ｈ１９． ９．２３ 219 大西 Ｈ２１． ２．２７ 

190 西町・県町 Ｈ１９．１２．１７ 220 向反 Ｈ２１． ８． １ 

191 古宮 Ｈ１９．１０． １ 221 竹之城 Ｈ２１． ８．１５ 

192 御桐谷町 Ｈ２０． １．３１ 222 新田 Ｈ２０．１１． １ 

193 吹上町 Ｈ２０． ３．１７ 223 湯沢 Ｈ２０． ９． １ 

194 印内 
Ｈ２１． ６． １ 

224 新町 Ｈ２０．１０．１５ 

195 印内原 225 宮之入 Ｈ２０．１２． ８ 

196 茂田井 Ｈ１９．１１．１２ 226 三明 Ｈ２１． ７． １ 

197 観音寺 Ｈ１９．１０． １ 227 茂沢 Ｈ２１． ８． １ 

198 御牧原 Ｈ２１． ７． ５ 228 入新町 Ｈ２１． ６． １ 

199 百沢 Ｈ２１． ３．２０ 229 岩下 Ｈ２１． ３． １ 

200 牧布施 Ｈ２０． ３． ２ 230 入片倉 Ｈ２１． ７． １ 

201 入布施 Ｈ２０． ３． １ 231 片倉 Ｈ２１． ６． １ 

202 式部 Ｈ２１． ４．２６ 232 西長者原 Ｈ２１． ８． １ 

203 抜井 Ｈ２１． １． １ 233 比田井 Ｈ２１． ４． １ 

204 中居 Ｈ２０． ３． ９ 234 天神 Ｈ２１． ３．１５ 

205 雁村 Ｈ２１． ６． １ 235 協東 Ｈ２１． ４． １ 

206 大木 Ｈ２１． ６． １ 236 高呂 Ｈ２０． ４． １ 

207 藤巻 Ｈ２０． ４． １ 237 大谷地 Ｈ２１． ４． １ 

208 一の原 Ｈ２１． ８．１５ 238 協西 Ｈ２１． ３．２０ 

209 長者原 Ｈ２１． ３．３１ 239 小平 Ｈ２１． ３．３０ 

210 東長者原 Ｈ２０． １． ２ 240 三井 Ｈ２１． ４． １ 

 

 

 

 



 

 

６ 14－3 浅間山火山防災協議会 設置要綱 

 1723

１４ 浅間山火山対策関係 
 

14－1 浅間山火山防災協議会 設置要綱 

 

（目的） 

第１条 浅間山火山防災協議会（以下「協議会」という。）は、活動火山対策特別措置法

（昭和４８年法律第６１号。以下「法」という。）第４条第１項の規定に基づき、浅間山

において想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うとともに、地域住

民等の防災意識の向上に資することを目的に長野県、群馬県（以下「両県」という。）、

小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、長野原町、嬬恋村（以下「周辺市町村」とい

う。）が共同で設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議を行う。 

（１）浅間山に係る噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難 

計画等の一連の警戒避難体制の整備に関する事項 

（２）両県の都道府県防災会議が法第５条第２項の規定により同条第１項各号に掲げる事 

項について定める際の意見聴取に関する事項 

（３）周辺市町村の市町村防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項各号に掲げ 

る事項について定める際の意見聴取に関する事項 

（４）防災訓練等の活動及び防災意識の啓発活動に関する事項 

（５）前４号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（構成） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる者で構成する。 

 

（組織） 

第４条 協議会に会長を１名置く。会長は、別表１中の第１号に掲げる者の協議により定め

るものとし、任期は１年とする。ただし、再任することができる。 

２ 会長は、会務を総理する。また、会長が必要と認める場合には構成機関以外の者を協 

議会に出席させ、助言等を求めることができる。 

３ 協議会に副会長をおく。副会長は会長が指名し、任期は原則１年とする。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

５ 協議会に監事をおく。監事は会長が指名し、任期は原則１年間とする。 

６ 監事は会計の状況及び会計を監査する。 

７ 協議会に幹事会を置き、連絡・協議事項について調整する。 

８ 幹事は協議会の構成機関の職員とし、別表２に掲げる者で構成する。 

 

（協議会の開催） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときに招集し、議事 

進行は会長が務めるものとする。 

２ 協議会の出席者は第３条の別表１に掲げる者とする。ただし、噴火時等、臨時に開催

する場合はこの限りではない。 
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３ 協議会の構成員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出

席させることができる。 

４ 会議に付すべき議事のうち会長が必要と認めた議事は、協議会の構成員からの書面又

は電磁的記録による意思表示により決議できるものとする。 

 

（会長の専決処分） 

第６条 会長は、会議を招集する余裕がないとき、その他やむを得ない事由により会議を招

集する事ができないときは、協議会が処理すべき事務のうち、早急に決定を要する事項に

ついて専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、速やかに会議に報告をするものと

する。 

 

（コアグループ会議） 

第７条 協議会に、噴火時等の避難対象地域の拡大・縮小等の迅速な判断に資するよう平常

時及び緊急時に技術的検討を行うため、避難時期及び避難対象地域の確定等に深く関与す

る機関実務者及び火山専門家によるコアグループ会議を置く。 

２ コアグループ会議は別表３に掲げる者で構成する。ただし、必要に応じて構成機関以

外の者を出席させ、助言等を求めることができる。 

３ 所掌事項に関する協議が必要とされる場合には、必要に応じコアグループ会議を開催

するものとする。 

 

（専門部会） 

第８条 協議会に特別な事項及び所掌事項について専門的に研究する専門部会を置くことが

できる。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果

を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第 10 条 協議会及び幹事会及びコアグループ会議の事務処理のため、事務局を置く。 

２ 事務局は、長野県佐久地域振興局地域政策課及び群馬県危機管理室に交互に置き、期

間は１年とする。 

３ 事務局には事務局長を置き、前項に規定する課室の長をもって充てる。 

 

（予算及び予算の執行） 

第 11 条 協議会の経理は協議会の議決を経て予算をもってこれを定め、決算はその認定に付

する。 

２ 本会計の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日をもって終わる。 

３ 予算の執行は会長が行う。 

 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年１１月２４日から適用する。 

この要綱は、平成２１年 ７月 ２日から適用する。 
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この要綱は、平成２３年 ８月１６日から適用する。 

この要綱は、平成２５年 ８月 ８日から適用する。 

この要綱の名称を「浅間山火山防災対策連絡会議設置要綱」から「浅間山火山防災協議会

設置要綱」に改める。 

この要綱は、平成２５年１２月１８日から適用する。 

この要綱は、平成２８年３月２８日から適用する。 

この要綱は、平成２８年１０月１８日から適用する。 

この要綱は、令和４年１２月１９日から適用する。 
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【別表１】（第３条関係） 
区分 

（法第４条第２項中

該当する号） 

 

所属 

 

職名（氏名） 

 

備考 

都道府県（第１号） 
長野県 知事  

群馬県 知事  

市町村（第１号） 

長野県小諸市 市長  
長野県佐久市 市長  
長野県北佐久郡軽井沢町 町長  
長野県北佐久郡御代田町 町長  
群馬県吾妻郡長野原町 町長  
群馬県吾妻郡嬬恋村 村長  

地方気象台等 

（第２号） 

気象庁東京管区気象台  気象防災部長  
気象庁長野地方気象台 台長  
気象庁前橋地方気象台 台長  

地方整備局 

（第３号） 
国土交通省関東地方整備局 局長  

陸上自衛隊 

（第４号） 
陸上自衛隊第１２旅団 旅団長  
陸上自衛隊第１３普通科連隊 連隊長  

警察（第５号） 
長野県警察本部 本部長  
群馬県警察本部 本部長  

消防（第６号） 

佐久広域連合消防本部 消防長  
吾妻広域消防本部 消防長  
高崎市等広域消防局 消防局長  

火山専門家 

（第７号） 

東京大学 名誉教授 荒牧 重雄  
東京大学 名誉教授 武尾 実  
（一社）全国治水砂防協会 理事  大野 宏之  

その他（第８号） 

群馬県高崎市 総務部長  

群馬県安中市 総務部長  

内閣府政策統括官（防災担当） 参事官（調査・企画担当）  

気象庁浅間山火山防災連絡事務所 所長  

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 所長  

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 所長  

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 所長  

林野庁関東森林管理局吾妻森林管理署 署長  

林野庁中部森林管理局東信森林管理署 署長  

環境省信越自然環境事務所 所長  

国土地理院関東地方測量部 部長  

長野県警察本部高速道路交通警察隊 隊長  

長野県警察小諸警察署 署長  

長野県警察佐久警察署 署長  

長野県警察軽井沢警察署 署長  

群馬県警察本部警備部 危機管理対策統括官  

群馬県警察本部高速道路交通警察隊 隊長  

群馬県警察長野原警察署 署長  

群馬県警察高崎警察署 署長  

群馬県警察安中警察署 署長  

㈱プリンスホテル  鬼押出し園総支配人  

しなの鉄道㈱ 代表取締役社長  

㈱白糸ハイランドウェイ 事業部長  

東日本高速道路㈱関東支社長野管理事務所 所長  

東日本旅客鉄道㈱長野支社 安全企画室長 オブザーバー 

東日本旅客鉄道㈱高崎支社 安全企画室長 オブザーバー 

浅間山ジオパーク推進協議会 事務局長 オブザーバー 
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【別表２】（第４条関係） 

区分 【機関名】 
 

役職名 

 

備考 

都道府県 

長野県危機管理部 危機管理部長  

長野県建設部砂防課 課長  

長野県佐久地域振興局 局長  

長野県佐久建設事務所 所長  

群馬県 危機管理監  

群馬県県土整備部砂防課 課長  

群馬県吾妻行政県税事務所 所長  

群馬県中之条土木事務所 所長  

群馬県高崎行政県税事務所 所長  

群馬県高崎土木事務所 所長  

群馬県安中土木事務所 所長  

市町村 

長野県小諸市 危機管理課長  
長野県佐久市 危機管理課長  
長野県北佐久郡軽井沢町 総務課長  
長野県北佐久郡御代田町 総務課長  
群馬県吾妻郡長野原町 総務課長  
群馬県吾妻郡嬬恋村 総務課長  

地方気象台等 

気象庁東京管区気象台 地震津波火山防災情報調整官  
気象庁前橋地方気象台 防災管理官  
気象庁長野地方気象台 防災管理官  

地方整備局等 

国土交通省関東地方整備局企画部 防災対策技術分析官  
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 副所長  
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 総括地域防災調整官  
国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 副所長  

陸上自衛隊 

 

陸上自衛隊第１２旅団司令部 第３部長  
陸上自衛隊第１２旅団第１３普通科連隊 第３科長  

警 察 

長野県警察本部警備第二課 課長  
長野県警察本部高速道路交通警察隊 副隊長  
長野県警察小諸警察署 警備課長  
長野県警察佐久警察署 警備課長  
長野県警察軽井沢警察署 警備課長  
群馬県警察本部警備第二課 危機管理対策室長  
群馬県警察本部高速道路交通警察隊 中隊長  
群馬県警察長野原警察署 警備課長  
群馬県警察高崎警察署 警備課長  
群馬県警察安中警察署 警備課長  

消 防 

佐久広域連合消防本部 警防課長  
吾妻広域消防本部 警防課長  
高崎市等広域消防局 警防課長  

その他 

群馬県高崎市総務部 防災安全課長  

群馬県安中市総務部 危機管理課長  

内閣府政策統括官（防災担当） 企画官（調査・企画担当）  

気象庁浅間山火山防災連絡事務所 所長  

林野庁関東森林管理局吾妻森林管理署 統括治山技術官  

林野庁中部森林管理局東信森林管理署 統括事務管理官  

環境省信越自然環境事務所上信越高原国立公園管理事務所 保護管理企画官  

国土地理院関東地方測量部 防災課長  

東日本高速道路㈱関東支社長野管理事務所 工務課長  

㈱プリンスホテル 鬼押出し園 支配人  

しなの鉄道㈱ 運転課長  

㈱白糸ハイランドウェイ 事務所長  

東日本旅客鉄道㈱高崎支社安全企画室 副課長 オブザーバー 

東日本旅客鉄道㈱長野支社安全企画室 副課長 オブザーバー 

浅間山ジオパーク推進協議会 事務局長 オブザーバー 
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【別表３】（第７条関係） 

 
機 関 名 

市町村 

群馬県吾妻郡長野原町 

群馬県吾妻郡嬬恋村 

長野県小諸市 

長野県佐久市 

長野県北佐久郡軽井沢町 

長野県北佐久郡御代田町 

群馬県 

群馬県総務部危機管理課 

群馬県県土整備部砂防課 

群馬県吾妻行政県税事務所 

長野県 

長野県危機管理部危機管理防災課 

長野県建設部砂防課 

長野県佐久地域振興局 

国 

内閣府政策統括官（防災担当） 

国土交通省関東地方整備局防災室 

国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 

気象庁東京管区気象台 

気象庁前橋地方気象台 

気象庁長野地方気象台 

気象庁浅間山火山防災連絡事務所 

火山専門家 

荒牧 重雄（東京大学名誉教授） 

武尾  実（東京大学名誉教授） 

大野 宏之（（一社）全国治水砂防協会理事長） 

高橋 正樹（日本大学教授） 

 



 

 

６ 14－3 浅間山火山防災協議会 設置要綱 

 1729

 

14－４ 浅間山火山防災協議会関係機関連絡体制（主に道路規制） 
 

     

小諸市危機管理課

佐久市危機管理課

㈱白糸ハイランドウェイ

警備第二課

しなの鉄道㈱

気象庁地震火山部火山監視課 東京管区気象台
長野地方気象台       浅間山火山防災事務所

県危機管理防災課 群馬県危機管理課

内閣府（防災）

県砂防課

火山専門家（４名）

県佐久地域振興局

佐久建設事務

上信越高原国立公園管理事務所

軽井沢町総務課（軽井沢消防署内）

御代田町総務課

佐久広域連合消防本部

東日本高速道路㈱長野管理事務所

長野国道事務所

小諸警察署
佐久警察署
軽井沢町警察署
高速道路交通警察隊

第13普通科連隊第3科

陸上自衛隊第12旅団第2部

東信森林管理署

 
 

 
※  なお、浅間山火山防災協議会の会長・副会長からの連絡は、群馬県町村が連絡会議会長の場

合には嬬恋村に連絡し、嬬恋村から群馬県関係機関に連絡すること。 

長野県市町村が連絡会議会長の場合は、軽井沢町・小諸市に連絡し、軽井沢町・小諸市か

ら長野県関係機関に連絡すること。 

また、鬼押ハイウェー、国道 146 号、チェリーパークライン（市道 0106 号）、村道鳥居峠

車坂線、浅間山荘線（市道 1717 号）、白糸ハイランドウェイ、林道群馬坂線、町道浅間線等

の交通規制を実施する際は、「噴火警戒レベル導入に係わる防災対応についての申し合わせ

書」の別紙１－３道路の具体的な防災対応（レベル３・火口周辺警報）の対応機関が相互に

連絡を取り実施すること。  
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14－５ 浅間山の火山活動度レベル 

 

名

称 

対

象 

範

囲 

レベル
(キーワ

ード) 

火山活動の 

状況 

住民等の行動及

び登山者・入山

者等への対応 

想定される現象等 

噴
火
警
報(

居
住
地
域)

又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及

ぼす噴火が発

生、あるいは

切迫している

状態にある。 

危険な居住地域

からの避難等が

必要。  

・天仁天明クラスの噴火発生、

火砕流等が居住地域に到達。 

【天明噴火（1783 年）の事例】 

８月４日～５日：吾妻火砕流、

鎌原岩屑なだれ、吾妻泥流、鬼

押出溶岩流等が発生 

・中噴火が頻発し、天仁天明ク

ラスの噴火が切迫している。 

【天明噴火（1783 年）の事例】 

８月１日～３日：軽石噴火の発

生間隔が短くなり、継続時間が

長くなる 

・積雪期に中噴火に伴う火砕流

が発生し、融雪型火山泥流が居

住地域に到達、または到達する

と考えられる。 

【過去事例】 

観測事例なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及

ぼす噴火が発

生すると予想

される（可能

性が高まって

いる）。 

警戒が必要な居

住地域での避難

準備、要配慮者

の避難等が必

要。    

・中噴火が断続的に発生し、天

仁天明クラスの噴火の発生が予

想される。 

【天明噴火（1783 年）の事例】 

７月 26 日～31 日：中噴火が断

続的に発生 

・噴火継続中の有感地震発生や

顕著な地殻変動等により、天仁

天明クラスの噴火の発生が予想

される。 

【過去事例】 

観測事例なし 

・積雪期に中噴火が発生し、居

住地域に影響する融雪型火山泥

流の原因となる火砕流が発生し

た可能性がある。 
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名

称 

対

象 

範

囲 

レベル
(キーワ

ード) 

火山活動の 

状況 

住民等の行動及

び登山者・入山

者等への対応 

想定される現象等 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な

影響を及ぼす

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ）噴火

が発生、ある

いは発生する

と予想され

る。 

住民は通常の生

活。状況に応じ

て要配慮者の避

難準備。 

登山禁止・入山

規制等危険な地

域への立入規制

等。  

・山頂火口から中噴火が発生

し、４km以内に噴石や火砕流が

到達。 

【2004 年噴火の事例】 

９月１日：噴石が山頂火口から

約 2.7km まで飛散 

【その他の事例】 

1973 年２月１日：噴石が山頂火

口から約２km まで飛散、火砕流

が約 1.5km まで到達 

1958 年 11 月 10 日：噴石が山頂

火口から約３kmまで飛散、火砕

流が約３km まで到達 

・中噴火が切迫している。 

【過去事例】 

2004 年８月 31 日：山体浅部の

膨張を示す傾斜変動と火山性地

震急増 

1973 年２月１日：地震急増 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影

響を及ぼす

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ）噴火

が発生、ある

いは発生する

と予想され

る。 

住民は通常の生

活。 

火口周辺への立

入規制等。 

・山頂火口から小噴火が発生

し、２km以内に噴石や火砕流が

到達。 

【1982 年噴火の事例】 

４月 26 日：噴石が山頂火口から

約１km に飛散、火砕流が約１km

まで到達 

・小噴火の発生が予想される。 

【2004 年噴火の事例】 

７月下旬：噴煙量増加、火山性

地震増加 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に

留
意
） 

火山活動は静

穏。火山活動

の状態によっ

て、火口内で

火山灰の噴出

等が見られる

(この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ)。 

住民は通常の生

活。 

状況に応じて火

口内への立入規

制等。 

・火山活動は静穏、状況により

山頂火口から 500ｍ以内に影響

する程度の噴出の可能 
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注 1）ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。 

注２）表中にある火口からの距離はいずれも概ねの数値を意味する。 

注３）天仁天明クラスの噴火とは、火砕流、泥流等が居住地域まで到達して広範囲に影響す

るような噴火とする。 

注４）中噴火とは、山頂火口から概ね４km 以内に噴石飛散させる噴火とする（稀に噴石が概

ね４km をこえることがある）。 

注５）小噴火とは、山頂火口から概ね２km 以内に噴石飛散させる噴火とする。 

注６）この表では融雪型火山泥流を想定していない。今後、ハザードマップ検討会で具体的

な検討を進め反映させる予定。 

出典：気象庁 HP 浅間山の噴火警戒レベル 令和３年 12月 
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15 その他 

 

15-１ 災害対策本部の編制及び事務分掌 

     
 

１ 本部機構図 
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２ 部長及び班長並びに班員 
部名（◎部長） 班名 班長 班員 

総務対策部  

◎総務部長 

危機管理班 危機管理課長 危機管理課職員  

総務班 総務課長 総務課職員  

秘書班 秘書課長 秘書課職員  

財政班 財政課長 財政課職員  

税務班 税務課長 税務課職員  

収税班 収税課長 収税課職員  

選挙管理委員会・ 

監査委員事務局班 

選挙管理委員会 

事務局長  

選挙管理委員会事務局職員 

監査委員事務局職員  

企画対策部  

◎企画部長  

企画班 企画課長 企画課職員  

広報広聴班 広報広聴課長 広報広聴課職員  

情報政策班 情報政策課長 情報政策課職員 

契約班 契約課長 契約課職員  

移住交流推進班 移住交流推進課長 移住交流推進課員 

市民健康対策部  

◎市民健康部長  

市民班 市民課長 市民課職員  

人権同和班 人権同和課長 人権同和課職員  

健康づくり推進班 健康づくり推進課長 健康づくり推進課職員  

国保医療班 国保医療課長 国保医療課職員 

環境対策部 

◎環境対策部長 

環境政策課 環境政策課長 環境政策課職員 

生活環境班 生活環境課長 生活環境課職員 

下水道班 下水道課長 下水道課職員  

福祉対策部  

◎福祉部長 

福祉班 福祉課長 福祉課職員 

子育て支援班 子育て支援課長 子育て支援課職員  

高齢者福祉班 高齢者福祉課長 高齢者福祉課職員 

臼田学園班 臼田学園園長 臼田学園職員  

経済対策部  

◎経済部長  

農政班 農政課長 農政課職員  

耕地林務班 耕地林務課長 耕地林務課職員  

商工振興班 商工振興課長 商工振興課職員 

観光班 観光課長 観光課職員  

農業委員会事務局班 農業委員会事務局長 農業委員会事務局職員  

建設対策部  

◎建設部長 

土木班 土木課長 土木課職員  

道路建設班 道路建設課長 都市建設課職員 

都市計画班 都市計画課長 都市計画課職員 

都市開発班 都市開発室長 都市開発室職員 

公園緑地班 公園緑地課長 公園緑地課職員  

建築住宅班 建築住宅課長 建築住宅課職員  

会計対策部 

◎会計局長 会計班 会計課長 会計課職員 

議会対策部  

◎議会事務局長 議会事務局班 議会事務局次長 議会事務局職員  

学校教育対策部  

◎学校教育部長 

 

学校教育班 学校教育課長 学校教育課職員  

教育施設班 教育施設課長 教育施設課職員  

学校給食班 学校給食課長 学校給食課職員 

社会教育対策部 生涯学習班 生涯学習課長 生涯学習課職員  
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部名（◎部長） 班名 班長 班員 

◎社会教育部長 （中央公民館事務長） 中央公民館職員 

文化振興班 文化振興課長 文化振興課職員  

スポーツ班 スポーツ課長 スポーツ課職員  

中央図書館班 中央図書館事務長 

中央図書館職員  

臼田図書館職員  

浅科図書館職員  

望月図書館職員  

近代美術館班 近代美術館事務長 近代美術館職員  

病院対策部  

◎病院事務長  
浅間総合病院班 浅間総合病院総務課長 浅間総合病院職員 

臼田支部対策部  

◎臼田支所長  

総務税務班 総務税務係長 総務税務係職員  

市民福祉班 

市民係長・高齢者児童福

祉係長・健康づくり推進

係長 

市民係・高齢者児童福祉

係・健康づくり推進係職員 

経済建設環境班 経済建設環境係長 経済建設環境係長職員  

浅科支部対策部  

◎浅科支所長  

総務税務班 総務税務係長 総務税務係職員  

市民福祉班 

市民係長・高齢者児童福

祉係長・健康づくり推進

係長 

市民係・高齢者児童福祉

係・健康づくり推進係職員 

経済建設環境班 経済建設環境係長 経済建設環境係長職員  

望月支部対策部  

◎望月支所長  

総務税務班 総務税務係長 総務税務係職員  

市民福祉班 

市民係長・高齢者児童福

祉係長・健康づくり推進

係長 

市民係・高齢者児童福祉

係・健康づくり推進係職員 

経済建設環境班 経済建設環境係長 経済建設環境係長職員  

消防対策部  

◎危機管理課 

専 門 幹  

消防団班 危機管理課長補佐 消防団係職員  
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３ 各部及び班の事務分掌 

部名 班名 事務分掌  

総
務
対
策
部 

危 機 管 理 班 

１ 本部の設置、会議及び閉鎖に関すること。 

２ 災害に関する予報、警報等の伝達に関すること。 

３ 指令その他本部長命令に関すること。 

４ 避難勧告及び指示等に関すること。 

５ 無線通信の総括に関すること。 

６ 各部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

７ 被害情報の取りまとめ及び報告に関すること。 

８ 県への連絡及び被害報告に関すること。 

９ 災害救助法の事務、総括に関すること。 

10 配備体制に関すること。  

総 務 班 

１ 本部及び部の庶務に関すること。 

２ 各部及び部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 職員の動員状況の把握に関すること。 

５ 出動者の宿舎、給与及び給食に関すること。 

６ 他の市町村等からの応援職員の宿舎、手当及び給食に関す

ること。 

７ 区長会との連絡調整に関すること。 

８ 問合せへの対応に関すること。 

９ 防犯に関すること。 

秘 書 班 
１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 見舞者及び災害視察者の対応に関すること。 

財 政 班 

１ 庁舎及びその付属施設利用者の安全確保に関すること。 

２ 庁舎及びその付属施設等の応急対策に関すること。 

３ 市有車両の確保及び配車に関すること。 

４ ヘリポ-ト及び車両置場の確保に関すること。 

５ 災害に係る予算措置に関すること。 

６ 市有財産の被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。 

税 務 班 

１ 被災者の避難所への誘導に関すること。 

２ 被災者の把握及び名簿の作成に関すること。 

３ 本部と被災者の連絡に関すること。 

４ 住家等（市有建物を除く）の被害状況の調査及び報告に関

すること。 

５ 罹災証明に関すること。 

６ 被災者の市税に関する相談に関すること。 

収 税 班 
１ 税務班の応援 

２ 本部長の命ずる災害応急対策に関すること。 

選挙管理委員会・

監査委員事務局班 

１ 総務班の応援 

２ 本部長の命ずる災害応急対策に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

企
画
対
策
部 

企 画 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 県及び他の市町村に対する応援要請に関すること。 

５ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

６ 派遣自衛隊との連絡調整に関すること。 

７ 自衛隊が使用する災害応急対策用資機材の確保に関すること。 

８ ふるさと納税に関すること。  

広 報 広 聴 班 

１ 災害の状況及び応急対策等に係る広報に関すること。 

２ 市ホ-ムペ-ジにおける被災の状況及び応急対策等に係る広

報に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び対応に関すること。 

４ 写真、ビデオ等による災害の記録に関すること。 

５ 佐久市市民活動サポートセンターの利用者の安全確保に関

すること。 

６ 佐久市市民活動サポートセンターの被害調査及び報告に関

すること。 

７ 佐久市市民活動サポートセンターの応急対策に関するこ

と。 

情 報 政 策 班 

１ 公共ネットワークの応急対策、安全確保及び被害状況の調

査・報告に関すること。 

２ 佐久市公衆無線ＬＡＮの開放に関すること。 

３ 携帯電話・スマートフォン等の充電に関すること。 

４ 停電時における本部等のシステム機能に関すること。 

契 約 班 

１ 救援物資（食料品等含む）及び災害対策用資機材の調達に

関すること。 

２ 救援物資（食料品等含む）及び災害対策用資機材の供給に

関すること。 

移 住交 流推進 班 

１ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

２ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

３ 外国人の安全確保に関すること。 

４ 所管施設の応急対策に関すること。 

５ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

市

民

健

康

対

策

部 

市 民 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

５ 所管施設の応急対策に関すること。 

６ 収容避難者名簿作成及び安否確認リストに関すること。 

７ 遺体の処理、埋葬等に関すること。 

８ 被災者の安否問合せへの対応に関すること。 

９ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

人 権 同 和 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

３ 所管施設の応急対策に関すること。 

４ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

健康づくり推進班 

１ 被災者の看護及び応急救護に関すること。 

２ 助産に関すること。 

３ 被災者の健康相談に関すること。 

４ 救急医薬品及び衛生材料の確保に関すること。 

５ 救護所の開設及び管理運営に関すること。 

６ 支援協定に基づく佐久医師会への救護班の派遣要請及び協

力に関すること。 

７ 救護班の出動要請及び協力活動に関すること。 

８ 医療機関との連絡調整及び協力要請に関すること。 

国 保 医 療 班 
１ 市民班の応援 

２ 本部長の命ずる災害応急対策に関すること。 

環
境
対
策
部 

環 境 政 策 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

５ 防疫に関すること。 

６ 給水活動に関すること。 

７ 愛玩動物の救護に関すること。 

８ 食品衛生に関すること。 

９ 所管施設の安全確保及び施設の保全に関すること。 

10 所管施設の応急対策に関すること。 

生 活 環 境 班 

１ 仮設トイレの確保・設置に関すること。 

２ トラックの輸送等に関すること。 

３ 災害廃棄物の処理に関すること。 

４ 所管する廃棄物処理施設の応急対策に関すること。 

５ 所管施設の安全確保及び施設の保全に関すること。 

６ 被災者の消費生活相談に関すること。 

下 水 道 班 

１ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

２ 生活排水処理施設の被害調査及び応急復旧（計画の作成含

む）に関すること。 

３ 所管施設の安全確保及び施設の保全に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

福
祉
対
策
部 

福 祉 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 民生児童委員との連絡調整に関すること。 

５ 要配慮者の保護及び避難対策に関すること。 

６ 福祉避難所の開設及び管理運営に関すること。 

７ 障がい者福祉施設の入居者の安全確保及び施設の保全に関

すること。 

８  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関する

こと。 

９ 炊き出しに関すること。 

10 社会福祉協議会との連絡調整及び協力要請に関すること。 

11 日赤奉仕団との連絡調整及び協力要請に関すること。 

12  ボランティア団体等との連絡調整及び協力要請に関するこ

と。 

13 障がい者福祉施設の被害調査及び報告に関すること。 

14 災害弔慰金、災害障害見舞金及び被災者生活再建支援金の

支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。 

子 育 て 支 援 班 

１ 保育園児の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の安全確保及び施設の保全に関すること。 

３ 所管施設の応急対策に関すること。 

４ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

５ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

高 齢 者 福 祉 班 

１ 要配慮者の保護及び避難対策に関すること。 

２ 高齢者福祉施設の入居者の安全確保及び施設の保全に関す

ること。 

３ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

４ 被災者の健康相談に関すること。 

５ 所管施設の応急対策に関すること。 

６ 高齢者福祉施設の被害調査及び報告に関すること。 

７ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

臼 田 学 園 班 

１ 所管施設利用者の安全確保及び施設の保全に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

経
済
対
策
部 

農 政 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

５ 農畜産物の応急対策に関すること。 

６ 家畜伝染病の防疫に関すること。 

７ 死亡家畜の連絡に関すること。 

８ 農業者に対する罹災証明に関すること。 

９ 被災農林業者に対する融資に関すること。 

10 農畜産物の被害調査及び報告に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

耕 地 林 務 班 

１ 香坂ダムに関すること。 

２ ため池に関すること。 

３ 林地、治山施設及び林業施設の応急対策に関すること。 

４ 農地及び農業用施設の応急対策に関すること。 

５ 死亡鳥獣の対応に関すること。 

６ 林地、治山施設及び林業施設の被害調査及び報告に関するこ

と。 

７ 農地及び農業用施設の被害調査及び報告に関すること。 

商 工 振 興 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

４ 商工業者に対する罹災証明に関すること。 

５ 被災商工業者に対する融資に関すること。 

６ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

７ 商工業関係の被害調査及び報告に関すること。 

観 光 班 

１ 観光客の安全確保に関すること。 

２ 観光施設の応急対策に関すること。 

３ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

４ 観光施設の被害調査及び報告に関すること。 

農 業 委 員 会 

事 務 局 班 

１ 耕地林務班の応援 

２ 本部長の命ずる災害応急対策に関すること。 

建
設
対
策
部 

土 木 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班の連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 関係機関等の連絡調整に関すること。 

５ 水防対策に関すること。 

６ 地すべり、崖崩れ等の応急対策に関すること。 

７ 緊急輸送路の確保及び交通規制に関すること。 

８ 市道の雪害対策に関すること。 

９ 道路、橋梁、河川及び水路の被害調査及び報告に関するこ

と。 

道 路 建 設 班 

都 市 計 画 班 

都 市 開 発 班 

１ 関係機関等との連絡調整に関すること。 

２ 水防対策に関すること。 

３ 地すべり、崖崩れ等の応急対策に関すること。 

４ 緊急輸送路の確保及び交通規制に関すること。 

５ 市道の雪害対策に関すること。 

６ 道路、橋梁、河川及び水路の被害調査及び報告に関するこ

と。 

公 園 緑 地 班 

１ 公園施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 公園施設の応急対策に関すること。 

３ 公園施設の被害調査及び報告に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

建 築 住 宅 班 

１ 応急仮設住宅の建設及び入居者の選定に関すること。 

２ 住宅の応急修理に関すること。 

３ 住宅建設資金等の融資の相談に関すること。 

４ 市営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

会
計 

対
策
部 

会 計 班 

１ 災害義援金・支援金の受領及び配分に関すること。 

２ 部の庶務に関すること。 

３ 総務班の応援 

４ 本部長の命ずる災害応急対策に関すること。 

議
会 

対
策
部 

議 会 事 務 局 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

３ 議会への情報提供に関すること。 

４ 議会関係の視察等に関すること。 

学
校
教
育
対
策
部 

学 校 教 育 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班との連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 児童及び生徒の安全確保に関すること。 

５ 所管施設の応急対策に関すること。 

６ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

７ 教職員の動員に関すること。 

８ 児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。 

９ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

10 文教対策に関すること。 

教 育 施 設 班 

１ 学校施設整備全般に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

４ 文教対策に関すること。 

５ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

学 校 給 食 班 

１ 学校給食に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 学校給食センターにおいて炊き出しを実施する際の指示に

関すること。 

４ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

社
会
教
育
対
策
部 

生 涯 学 習 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部内各班との連絡調整に関すること。 

３ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

５ 所管施設の応急対策に関すること。 

６ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

７ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

８ 関係機関等との連絡調整に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

文 化 振 興 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

４ 文化財の応急対策に関すること。 

５ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

６ 文化財の被害調査及び報告に関すること。 

ス ポ ー ツ 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

４ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

中 央 図 書 館 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

近 代 美 術 館 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 所管施設の応急対策に関すること。 

３ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

病
院 

対
策
部 

浅 間総 合病院 班 

１ 部の庶務に関すること。 

２ 部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

３ 病院施設の利用者の安全確保及び保全に関すること。 

４ 地域における救護活動に関すること。 

５ 病院施設の応急対策に関すること。 

６ 病院施設の被害調査及び報告に関すること。 

臼
田
・
浅
科
・
望
月
支
部
対
策
部 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

総 務 税 務 班 

１ 支部の庶務に関すること。 

２ 支部各班の連絡調整に関すること。 

３ 各班に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 災害に関する予報、警報等の伝達に関すること。 

５ 管内の被害情報の取りまとめ及び本部への報告に関すること。 

６ 支部職員の動員に関すること。 

７ 避難勧告及び指示に関すること。 

８ 無線通信の総括に関すること。 

９ 災害情報の収集に関すること。 

10 支所庁舎及びその付属施設利用者の安全確保に関すること。 

11 外国人の安全確保に関すること。 

12 支所庁舎及びその付属施設等の応急対策に関すること。 

13 管内の被災者名簿の作成に関すること。 

14 食料品等の必要品目、数量の把握及び被災者への調達供給

に関すること。 

15 罹災証明に関すること。 

16 本庁各班と連携した対応に関すること。 
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部名 班名 事務分掌  

市 民 班 

 

高 齢 者 児 童 

福 祉 班 

 

健 康 づ く り 

推 進 班 

１ 所管施設の利用者の安全確保に関すること。 

２ 管内の社会福祉施設の利用者の安全確保及び施設の保全に

関すること。 

３ 本庁各班と連携した対応に関すること。 

４ 要配慮者の保護に関すること。 

５ 被災者の相談窓口に関すること。 

６ 所管施設の応急対策に関すること。 

７ 被服、寝具その他生活必需品の必要品目、数量等の把握及

び被災者への給与又は貸与に関すること。 

８ 炊き出しに関すること。 

９ 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

10 管内の社会福祉施設の被害調査及び報告に関すること。  

経 済建 設環境 班 

１ 本庁各班と連携した対応に関すること。 

２ 観光客の安全確保に関すること。 

３ 水防対策に関すること。 

４ 地すべり、崖崩れ等の応急対策に関すること。 

５ 緊急輸送路の確保及び交通規制に関すること。 

６ 農地及び農業用施設並びに農畜産物の応急対策に関すること。 

７ 林地、治山施設及び林業施設の応急対策に関すること。 

８ 観光施設の応急対策に関すること。 

９ 家畜伝染病の防疫に関すること。 

10 農地及び農業用施設並びに農畜産物の被害調査及び報告に

関すること。 

11 林地、治山施設及び林業施設の被害調査及び報告に関するこ

と。 

12 商工業関係の被害調査及び報告に関すること。 

13 観光施設の被害調査及び報告に関すること。 

14 道路、橋梁、河川及び水路の被害調査及び報告に関すること。 

消

防

対

策

部 

消 防 団 班 

１ 消防活動及び水防活動に関すること。 

２ 消防団との連絡調整に関すること。 

３ 救急救助活動に関すること。 

４ 佐久広域連合消防本部及び消防署との連絡調整に関すること。 

５ その他災害応急活動に関すること。 

６ 消防施設の応急対策に関すること。 

７ 長野県広域消防応援協定に基づく応援要請に関すること。 

８ 消防施設の被害調査及び報告に関すること。 
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４ 災害対策本部等の標識 

 

 

５ 本部長等の腕章 
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15-２ 指定緊急避難場所・指定避難所 

１ 指定緊急避難場所 
※想定される災害の種類に対する避難の適否 適＝○ 不適＝× ２階以上適＝△ 

地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 
洪水 

 
土砂災害 

噴火に伴う

火山現象 

岩村田 

１ 岩村田児童館 岩村田 2957-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

120 
80 

2 浅間体育センター 岩村田 1340-3 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

910 
550 

3 浅間会館 岩村田 543 ○ ○ ○ ○ 
会議室等 

650 
400 

4 長土呂公会場 長土呂 1395-1 ○ ○ ○ ○ 
大広間 

200 
120 

5 市民交流ひろば 
佐久平駅南 4-3

ほか 
○ ○ ○ × 

多目的 

32,428 
－ 

6 佐久平浅間児童館 長土呂 1288-1 ○ ○ ○ × 
遊戯室 

115 
65 

小田井 
7 荒田集会所 小田井 1201 ○ ○ ○ ○ 

研修室 

72 
45 

8 小田井児童館 小田井 923-16 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

75 
45 

平根 

9 平根保育園 上平尾 847-3 × ○ ○ ○ 
遊戯室 

129 
80 

10 平根児童館 上平尾 953-7 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

11 上平尾集会所 上平尾 793-1 × ○ ○ ○ 
会議室 

75 
45 

中佐都 

12 中佐都保育園 塚原 787-1 × ○ ○ ○ 
遊戯室 

137 
80 

13 中佐都児童館 塚原 815-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
50 

高瀬 
14 高瀬保育園 鳴瀬 1371 × ○ × ○ 

遊戯室 

133 
80 

15 高瀬児童館 鳴瀬 1378-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

野沢 

16 泉保育園 三塚 300-2 × ○ ○ ○ 
遊戯室 

126 
75 

17 野沢児童館 原 270-24 ○ × ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

18 泉児童館 三塚 282-3 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

19 
生涯学習センター

（野沢会館） 
取出町 183 ○ ○ ○ ○ 

ホール 

1,706 
1,035 

20 野沢体育センター 野沢 339-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

1,008 
610 

岸野 

21 岸野児童館 伴野 1474-2 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

22 農村環境改善センター 伴野 1802-3 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

734 
445 

23 岸野集会所 根岸 203-1 × ○ ○ ○ 
会議室 

76 
45 

大沢 

24 大沢保育園 大沢 789-1 ○ ○ × ○ 
遊戯室 

133 
80 

25 大沢地区社会体育館 大沢 789-1 ○ ○ × ○ 
体育館 

720 
435 

中込 

26 ワークテラス佐久 中込 2336-1 ○ × ○ ○ 
オープンラウ

ンジ他 442 265 

27 中込第二保育園 中込 1790 × ○ ○ ○ 
遊戯室 

127 
75 

28 中込児童館 中込 484-１ ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

86 
50 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水・ 土砂災害 
噴火に伴う

火山現象 

中込 

29 佐久市勤労者体育館 中込 3384-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

720 
435 

30 下水道管理センター 中込 1335 ○ × ○ ○ 
会議室 

65 
40 

31 
中込会館（恵仁会 

中込施設内） 
中込 1-17-8 ○ ○ ○ ○ 

会議室等 

520 
300 

平賀 

32 城山保育園 平賀 4195 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

223 
135 

33 佐久城山児童館 平賀 5332-2 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

34 中央隣保館 瀬戸 1177-2 ○ ○ ○ ○ 
会議室 

363 
220 

35 佐久総合運動公園 平賀 3011 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

97,414 
― 

内山 

36 内山地区社会体育館 内山 5201 ○ × × ○ 
体育館 

583 
350 

37 内山集会所 内山 5899-1 × ○ × ○ 
会議室 

133 
80 

三井 

38 東保育園 新子田 880-2 × ○ ○ ○ 
遊戯室 

139 
85 

39 東児童館 新子田 897-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

92 
55 

40 東地区社会体育館 新子田 1382-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

910 
550 

41 香坂集会所 香坂 3113 × ○ × ○ 
会議室 

76 
45 

42 東地文化センター 香坂 630-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

214 
129 

志賀 43 東会館 志賀 6059-1 ○ ○ ○ ○ 
会議室 

338 
200 

田口 

44 
総合福祉センター 

あいとぴあ臼田 
下越 16-5 ○ × ○ ○ 

ホール他 

662 
400 

45 臼田体育センター 下越 284 ○ × ○ ○ 
体育館 

952 
575 

46 馬坂特農館 
群馬県甘楽郡 

南牧村 842-1 
× ○ ○ ○ 

施設面積 

46 
30 

47 広川原健康相談室 田口 147-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

40 
25 

48 丸山公民館 田口 914-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

182 
110 

49 宮代公会場 田口 2502-2 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

164 
100 

50 川原宿集会場 田口 2584 ○ × ○ ○ 
施設面積 

129 
80 

51 中町公会場 田口 2623-4 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

67 
40 

52 下町公会場 田口 2886-1 × ○ × ○ 
施設面積 

343 
210 

53 大奈良公民館 田口 4527 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

109 
65 

54 原区公民館 田口 4831-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

99 
60 

55 下越公会堂 下越 175-7 × × ○ ○ 
施設面積 

149 
90 

56 上中込公会場 田口 6350-3 ○ × ○ ○ 
施設面積 

113 
70 

57 清川公民館 清川 388-3 × ○ × ○ 
施設面積 

158 
95 

58 田口児童館 田口 2955 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

89 
55 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 土砂災害 
噴火に伴う

火山現象 

青沼 

59 赤谷公会場 入沢 2495 ○ ○ × ○ 
施設面積 

50 
30 

60 入澤集会所  入沢 1586-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

291 
175 

61 十日町公会場 入沢 1080-1 × × ○ ○ 
施設面積 

190 
115 

62 岩水公民館 平林 1109-イ × ○ × ○ 
施設面積 

76 
45 

63 三条公会場 入澤 519-1 ○ × ○ ○ 
施設面積 

252 
150 

臼田 

64 勝間地域公民館 勝間 73-18 ○ ○ × ○ 
施設面積 

193 
115 

65 横山公民館 下小田切 1-2 × ○ ○ ○ 
施設面積 

75 
45 

66 美里区公会場 臼田 1278-8 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

142 
85 

67 下小田切公会場 下小田切 349-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

229 
140 

68 臼田児童館 臼田 559-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

90 
55 

69 うすだ健康館 臼田 2175-1 ○ ○ ○ ○ 
ふれあい 

広場他 290 
88 

70 諏訪町公民館 臼田 2073-4  ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

143 
85 

71 
臼田総合運動公園 

宿泊棟 
臼田 3110-1 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

1,392 
300 

切原 

72 滝公会場 湯原 1247-3 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

70 
40 

73 湯原公会場 湯原 731 ○ ○ × ○ 
施設面積 

226 
135 

74 湯原新田公会場 湯原 2673 × ○ × ○ 
施設面積 

79 
50 

75 上小田切公会場 上小田切 300-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

82 
50 

76 上小田切西公会場 上小田切 832-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

84 
50 

77 北川本郷公会場 北川 234-1 × ○ ○ ○ 
施設面積 

179 
110 

78 切原児童館 湯原 30-4 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

86 
50 

79 千曲台公会場 北川 525-27 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

147 
90 

中津 

80 旧浅科会館 塩名田 1338 × ○ ○ ○ 
会議室 

243 
145 

81 
御馬寄コミュニティ

センター 
御馬寄 173 ○ ○ × ○ 

施設面積 

250 
150 

82 駒寄公会場 御馬寄 587-39 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

100 
60 

83 
塩名田区生きがい 

センター 
塩名田 456-1 × ○ × ○ 

施設面積 

600 
365 

84 
庄ノ上生活改善 

センター 
御馬寄 925-32 ○ ○ ○ ○ 

会議室他 

164 
100 

85 
浅科多目的 

屋内運動場 
塩名田 1155-1 ○ ○ ○ ○ 

アリーナ 

1,000 
610 

甲 

86 上原公会場 甲 2165-3 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

150 
90 

87 
中原構造改善 

センター 
甲 1176-4 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

130 
80 

88 下原公会場 甲 1351-5 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

230 
140 

89 あさしな保育園 御馬寄 715-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

246 
150 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 土砂災害 
噴火に伴う

火山現象 

甲 

90 あさしな児童館 御馬寄 715-2 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

91 
道の駅ほっとぱ～く 

・浅科 
甲 2177-1 ○ ○ ○ ○ 

駐車場他 

3,966 
35 

南御牧 

92 桑山公会場 桑山 728-2 ○ ○ × ○ 
施設面積 

100 
60 

93 入の沢公会場 桑山 585-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

70 
40 

94 御牧原多目的集会場 八幡 1124-3 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

200 
120 

95 
八幡コミュニティ 

センター 
八幡 69-1 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

147 
70 

96 矢島老人憩いの家 矢島 392 × × ○ ○ 
施設面積 

160 
95 

本牧 

97 
望月地域コミュニティ 

センター 
望月 143-1 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

431 
260 

98 望月人権文化センター 望月 471-12 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

539 
325 

99 茂田井公民館 茂田井 2136-2 × ○ ○ ○ 
施設面積 

274 
165 

100 観音寺公民館 茂田井 3726-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

132 
80 

101 観音峰活性化センター 茂田井 3393-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

172 
104 

102 
印内コミュニティ 

センター 
印内 179-1 ○ ○ × ○ 

施設面積 

95 
58 

103 印内公民館 印内 244-1 × ○ × ○ 
施設面積 

151 
90 

104 印内原公民館 印内 566-10 × ○ ○ ○ 
施設面積 

119 
70 

布施 

105 御牧原公民館 布施８-142 × ○ ○ ○ 
施設面積 

151 
90 

106 百沢公民館 布施 162-4 ○ ○ × ○ 
施設面積 

106 
65 

107 牧布施公民館 布施 501 × ○ × ○ 
施設面積 

134 
80 

108 
布施地域コミュニティ 

センター 
布施 1701-1 ○ × ○ ○ 

施設面積 

357 
215 

109 式部公民館 布施 2682-1 × ○ × ○ 
施設面積 

149 
90 

110 抜井公民館 布施 3535-１ ○ × × ○ 
施設面積 

280 
170 

111 中居創作館 布施 4231-1 × ○ ○ ○ 
施設面積 

255 
155 

112 雁村公民館 布施 4965-1 × ○ × ○ 
施設面積 

140 
85 

113 大木公民館 布施 5550-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

111 
65 

114 長者原公民館 布施 5316-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

158 
95 

115 藤巻公民館 布施 4677-3 × ○ ○ ○ 
施設面積 

121 
70 

116 布施温泉 布施 1228 ○ ○ × ○ 
大広間他 

180 
100 

春日 

117 
御鹿の郷地域 

ふれあいセンター 
春日 2714-1 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

1,188 
720 

118 下之宮公民館 春日 624-2 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

135 
80 

119 善郷寺公民館 春日 730-45 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

157 
95 

120 高橋公民館 春日 446-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

166 
100 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 土砂災害 
噴火に伴う

火山現象 

春日 

121 向反公民館 春日 1277-1 × ○ ○ ○ 
施設面積 

196 
115 

122 新田公民館 春日 2403-1 × ○ × ○ 
施設面積 

157 
95 

123 竹之城公民館 春日 1872-2 ○ ○ × ○ 
施設面積 

118 
70 

124 湯沢公民館 春日 2253-15 × ○ × ○ 
施設面積 

135 
80 

125 新町公民館 春日 3311-6 × ○ ○ ○ 
施設面積 

160 
95 

126 入新町公民館 春日 3913-1 × ○ × ○ 
施設面積 

190 
115 

127 岩下公民館 春日 4602-3 × ○ × ○ 
施設面積 

149 
90 

128 入片倉公民館 春日 4850-2 × ○ × ○ 
施設面積 

163 
100 

129 茂沢公民館 春日 3580-2 ○ ○ × ○ 
施設面積 

92 
55 

130 宮之入公民館 春日 3440-4 ○ ○ × ○ 
施設面積 

118 
70 

131 三明公民館 春日 3541-7 × ○ × ○ 
施設面積 

63 
40 

132 もちづき荘 春日 5921 ○ ○ × ○ 
宴会場他 

361 
210 

133 ゆざわ荘 春日 5924-4 ○ ○ × ○ 
研究室他 

188 
110 

協和 

134 比田井公民館 協和 6683 × ○ ○ ○ 
施設面積 

370 
225 

135 片倉公民館 協和 7291-2 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

229 
140 

136 天神公民館 協和 8554 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

152 
90 

137 協東公民館 協和 2404-7 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

199 
120 

138 高呂公民館 協和 2611-1 ○ ○ × ○ 
施設面積 

171 
100 

139 大谷地公民館 協和 3151-1 × ○ × ○ 
施設面積 

148 
90 

140 協西公民館 協和 3347-3 ○ ○ × ○ 
施設面積 

147 
90 

141 小平公民館 協和 1320-1 × ○ × ○ 
施設面積 

198 
120 

142 三井公民館 協和 244-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

202 
120 

143 
桜ヶ丘地域ふれあい

センター 
協和 5254-1 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

742 
450 

144 望月児童館 協和 5267-2 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

89 
55 

145 もちづき保育園 協和 7430-1 ○ ○ ○ ○ 
遊戯室 

207 
125 
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２ 指定避難所  

地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 
施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 
土砂 

災害 

噴火に

伴う火

山現象 

岩村田 

１ 岩村田小学校 岩村田２６４１－２ ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

10,936 1,132 

2 浅間中学校 岩村田１３６１ ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

21,193 1,641 

3 佐久大学 岩村田２３８４ ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

600 360 

4 佐久長聖高等学校 岩村田９５１ ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

2,825 1,710 

5 
佐久平交流センタ

ー 
佐久平駅南４－１ ○ ○ ○ △ 

ホール 

788 480 

6 佐久平浅間小学校 長土呂１７１７ ○ ○ ○ ○ 
ホール他 

12,904 1,228 

7 駒場公園 猿久保 55 ○ ○ ○ ○ 
多目的 

10,500 ― 

8 市民創錬センター 猿久保 165-1 ○ ○ ○ ○ 
会議室他 

788 490 

9 長野県立武道館 猿久保 165-1 ○ ○ ○ ○ 
主 道 場 他

5,314 3,220 

10 岩村田高等学校 岩村田 1248-1 ○ ○ ○ ○ 
屋内運動場

他 23,905 1,670 

平根 

11 平根小学校 上平尾 936 ○ ○ × ○ 
体育館他 

11,009 837  

12 
平尾温泉 

みはらしの湯 
下平尾 2682 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

426 250 

中佐都 13 中佐都小学校 塚原 808 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

9,368 731 

高瀬 14 高瀬小学校 鳴瀬 1350-1 ○ ○ × ○ 
体育館他 

11,432 747 

野沢 

15 野沢小学校 取出町 472-3 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

11,825 1,023 

16 泉小学校 三塚 273-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

12,184 1,041 

17 野沢中学校 野沢 335-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

19,040 1,416 

18 野沢北高等学校 野沢 449-2 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

13,296 1,640 

19 野沢南高等学校 原 86-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

18,598 950 

岸野 

20 岸野小学校 伴野 1725 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

8,784 690 

21 
道の駅ヘルシーテ

ラス佐久南 
伴野 7-1 ○ ○ ○ ○ 

多目的室他

472 200 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 
施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 
土砂 

災害 

噴火に

伴う火

山現象 

中込 

22 中込小学校 中込 491 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

12,087 924 

23 佐久市総合体育館 中込 2939 ○ ○ ○ ○ 
アリーナ 

2,436 1,475 

平賀 

24 佐久城山小学校 平賀 5325-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

10,428 828 

25 中込中学校 平賀 2313 ○ △ ○ ○ 
体育館他 

20,698 1,555 

三井 26 東中学校 新子田 1396-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

20,029 1,097 

志賀 27 東小学校 志賀 6128-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

13,225 932 

田口 

28 田口体育館 田口 3017 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

739 450 

29 臼田中学校 下越 286-1 ○ △ ○ ○ 
体育館他 

18,844 1,378 

青沼 30 青沼小学校 入沢 152-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

9,347 430 

臼田 

31 

佐久平総合技術高

等学校 

(臼田キャンパス) 

臼田 751 ○ ○ ○ ○ 

体育館他 

1,661 1,000 

32 
旧臼田小学校第 2

体育館 
臼田 264-3 ○ ○ ○ ○ 

体育館他 

13,686 600 

33 コスモホ-ル 下小田切 124-1 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

5,803 3,500 

切原 

34 臼田小学校 下小田切 165-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

10,146 1,122 

35 切原体育館 中小田切 111-１ ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

800 485 

36 臼田学園 北川 557-102 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

293 180 

中津 

37 療育支援センター 御馬寄 1359-4 × ○ ○ ○ 
施設面積 

467 280 

38 浅科保健センター 塩名田 570 ○ ○ ○ ○ 
会議室他 

894 540 

甲 39 浅科小学校 甲 2003-1 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

16,337 791 

南御牧 

40 浅科中学校 八幡 150 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

20,237 1,058 

41 交流文化館浅科 八幡 229 ○ ○ ○ ○ 
施設面積 

2,145 1,300 

望月 

42 
駒の里ふれあいセ

ンター 
望月 303 ○ ○ ○ ○ 

施設面積 

2,117 1,280 

43 
望月サテライト高等

学校 
望月 276-1 ○ ○ ○ ○ 

体育館他 

11,902 510 

布施 44 布施体育館 布施 2151-3 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

600 430 
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地区名 番号 施設名 所在地 

想定される災害の種類 
施設の 

面 積 

（㎡） 

収容 

人員 

（人） 地 震 洪水 
土砂 

災害 

噴火に

伴う火

山現象 

春日 45 春日体育館 春日 2823 ○ ○ ○ ○ 
体育館 

607 430 

協和 

46 望月中学校 協和 6925 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

14,003 470 

47 望月小学校 協和 5229 ○ ○ ○ ○ 
体育館他 

10,416 725 

※収容人員については、屋内施設の収容数の目安を表記してあります。 

 

３ 応急仮設住宅候補地 

※ 災害時は、災害の状況により、上記候補地の中から安全な場所を選定します。 

 

 

 

 

 

 

番号 施設名 所在地 
施設面積

（ｍ2 ） 

1 市民交流ひろば 佐久平駅南 4-3 13,650 

2 ミレニアムパーク 佐久平駅南 2-1 3,150 

3 駒場公園 猿久保 55 8,800 

4 旧前山小学校グラウンド 前山 727-1 4,500 

5 旧大沢小学校グラウンド 大沢 789-2、977 2,000 

6 佐久城山小学校グラウンド 平賀 5325-1 6,125 

7 旧内山小学校グラウンド 内山 5206-4 3,900 

8 旧志賀小学校グラウンド 志賀 5951-1 3,500 

9 シルバーランドみついグラウンド 新子田 650 4,000 

10 コスモホールふるさと広場 下小田切 124-1 2,750 

11 稲荷山公園 勝間 108-1 1,400 

12 臼田総合運動公園多目的広場 臼田 3124 68,670 

13 浅科小学校グラウンド 甲 2003-1 6,800 

14 浅科中学校グラウンド 八幡 150 9,600 

15 旧本牧小学校グラウンド 望月 775-1 7,225 

16 旧布施小学校グラウンド 布施 2151-3 2,700 

17 旧春日小学校グラウンド 春日 2796-1 他 4,550 

18 佐久市営グラウンド 安原 1493-１ 28,285 
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15-３ 応急活動拠点 

災害時のそれぞれの応急活動拠点として、次の施設について確保するように努める。 

(1) 福祉避難所 

施設区分 地域 施設の名称 電話番号 所在地 備 考 

高齢者福祉施

設 

佐久 
老人福祉センター 

長寿閣 
67-5575 猿久保 248-１ 

障がい者、

高齢者等の

要配慮者の

福祉避難所

とする。 

佐久 
特別養護老人ホーム 

シルバ-ランドみつい 
66-6800 新子田 866 

佐久 
特別養護老人ホーム 

シルバ-ランドきしの 
64-6635 根岸 113-1 

臼田 
臼田総合福祉センター 

あいとぴあ臼田 
81-5555 下越 16-５ 

浅科 
佐久広域老人ホ-ム  

塩名田苑 
58-0223 塩名田 542-１ 

望月 望月総合支援センター 51-1520 望月 617-２ 

望月 
望月老人福祉拠点施設 

結いの家 
53-8112 望月 326-４ 

望月 
養護老人ホ-ム 

佐久良荘 
53-2473 望月 285-２ 

障害支援施設 

佐久 
佐久の泉 

共同作業センター 
63-5332 前山 38-1 

臼田 
障害者支援施設  

臼田学園 
82-2407 北川 557-102 

臼田 
佐久広域救護施設 

清和寮 
82-2441 北川 557 

望月 ワークハウス牧 53-6352 望月 1729-６ 

そ の 他 

佐久 佐久大学 68-6680 岩村田 2384 

浅科 浅科保健センター 58-0335 塩名田 570 

(2) 医 療 

応急活動区分 地域 施設の名称 電話番号 所在地 備 考 

医   療 

佐久 佐久市保健センター 62-3527 中込 3045-１ 

医療・救

護活動の

拠点とす

る。 

臼田 広川原健康相談室 - 田口 147-１ 

浅科 浅科診療所 58-2100 塩名田 570 

望月 布施診療所 53-2890 布施 2151-3 
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(3) ボランティア 

応急活動区分 地域 施設の名称 電話番号 所在地 備 考 

ボランティア 佐久 福祉総合センター 67-2463 猿久保 249-２ 

災害ボランテ

ィアの活動拠

点とする。 

(4) 保健衛生 

応急活動区分 地域 施設の名称 電話番号 所在地 備 考 

保 健 衛 生 

浅科 穂の香乃湯 58-0033 甲 1071-１ 

被災者の入浴

施設とする。 

望月 国民宿舎もちづき荘 52-2515 春日 5921 

望月 
交流促進センター 

ゆざわ荘 
52-0022 春日 5924-４ 

望月 布施温泉 53-0181 布施 1228 
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15-４ 佐久市防災会議条例 

平成 17 年４月１日条例第 182 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定によ

り、佐久市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるもの

とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 佐久市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務 

（組織） 

第３条 防災会議は、会長及び委員 40 人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 長野県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(3) 長野県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者 

(5) 教育長 

(6) 佐久広域連合消防本部消防長 

(7) 消防団長 

(8) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の職員及び自主防災組織（住民等が自主

的に組織し、地域の防災活動を行う団体をいう。）を構成する者又は学識経験者の

うちから、市長が委嘱する者 
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６ 前項第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任

者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長野県の職員、市の職員、関係指定公共機

関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱し、

又は任命する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会

議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成 24年 9 月 28 日から施行する。 
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15-５ 佐久市災害対策本部条例 

平成 17 年４月１日条例第 183 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23 条の 2 第 8 項の規定

により、佐久市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、災害対策本部の事務を総括し、所

部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、災害対策本部

の事務に従事する。 

（部） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は、平成 24年 9 月 28 日から施行する。 
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15-６ 佐久市水防協議会条例 

平成 17 年４月１日条例第 191 号 

改正 平成 24 年 12 月 21 日条例第 34 号  

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 34 条の規定により、佐久市水防協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

（会長の職務等） 

第２条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

（任期） 

第３条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表たる委員の任期は、その職にある期間とし、

その他の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中

においても委員を免じ、又は解職することができる。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（幹事及び書記） 

第５条 協議会に幹事及び書記それぞれ若干人を置き、会長がこれを任命し、又は委嘱する。 

２ 幹事は、会長の命を受けて、協議会の所掌事務について委員を補佐する。 

３ 書記は、会長の命を受けて、所掌事務に従事する。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24年 12 月 21 日条例第 34 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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１５-７ 佐久市防災行政同報無線通信施設条例 

平成 17 年４月１日条例第 184 号 

改正 令和４年９月 29日条例第 16 号 

（設置） 

第１条 災害等緊急時の迅速かつ的確な情報の伝達及び広報活動を行うことにより、住民の福祉の増進に

資するため、佐久市防災行政同報無線通信施設（以下「無線施設」という。）を設置する。 

（名称、構成施設及び設置場所） 

第２条 無線施設の名称、構成施設及び設置場所は、次のとおりとする。 

名  称 構 成 施 設 設 置 場 所 

佐久防災行政 

同報無線局 

佐久送信所 佐久市中込 3056 番地 

望月中継所 佐久市望月 1807 番地５ 

荒船中継所 佐久市内山 352 番地１ 

屋外拡声子局 市長が指定した位置 

戸別受信子局 市長が指定した位置 

（業務） 

第３条 無線施設の業務は、次のとおりとする。 

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡 

(2) 災害予防並びに気象予報及び警報の伝達 

(3) 広報及び公示事項の伝達 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項の伝達 

（区域）  

第４条 前条の業務を行う区域は、市内全域とする。 

（受信機の貸与等）  

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 17 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼田町防災行政無線通信施設設置条例（平成 11年

臼田町条例第２号）又は浅科村防災行政無線施設（同報無線）の設置及び管理に関する条例（平成

16 年浅科村条例第５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相

当規定によりなされたものとみなす。 

 附 則 

   この条例は、平成 20 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

   この条例は、平成 21 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

   この条例は、令和 3 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

   この条例は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する 


